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+ 海外学術調査:日程と主な訪問先

〉平成 12年度

-平成 12 年 9 月 3 日 ~9 月 18 日:ロシア

ロシア科学アカデミー・エコロジー進化問題研究所(モスクワ市)

ロシア科学アカデミー・一般遺伝学研究所(モスクワ市)

ロシア医学アカデミー・医学放射能研究センター(オブニンスク市)
国際会議“担odernProblem in Radiobiology， Radioecology and Evo1ution"参加(ドワブナ市)

-平成 12 年 11 月 19 日 ~12 月 4 日:ロシア、ベラルーシ、ウクライナ

ロシア科学アカデミー・一般遺伝学研究所(モスクワ市)

ベラノレーシ科学アカデ、ミー・森林学研究所(ゴメリ市)

ベラルーシ科学アカデ、ミー・放射線生物学研究所(ミンスク市)

ウクライナ科学アカデミー・核科学研究所(キエフ市)
国際会議“Problemof Radiation Genetics at the Turn of the Century"参加(モスクワ)

-平成 13 年 3 月 4 日 ~3 月 11 詞:スロパキア

f第 25回リスク評価国際ワークショップ:チェルノブイリ事故から 15年j参加(リプトフスキー・

ムクラシ市、スロパキア)

〉平成 13年度

@平成 13 年 7 月 9 f3 ~7 月叙日:ロシア

ロシア科学アカデミー・エコロジー進化問題研究所(モスクワ市)
ロシア緊急事態省・全ロ緊急放射線医学センター(サンクトベテルブ、ルグ市)

ロシア原子力省・地域教育センター(サンクトペテルブ、ルグ市)

ロシア医学アカデミー・医学放射能研究センター(オブニンスク市)

ロシア農学アカデミー・農業放射農学農業生態学センター(オブニンスク市)

@平成 13 年 10 月 4 日 ~10 丹 18 日:ウクライナ、ベラノレーシ

ウクライナ科学アカデミー・核科学研究所(キエフ市)

ウクライナ科学アカデミー・サイバネティックス研究所(キエフ市)

ウクライナ医学アカデミー・放射線医学研究センター(キエフ市)

ベラルーシ科学アカデ、ミー・放射線生物学研究所(ミンスク市)

ベラルーシ保健省・放射線医学内分泌学臨床研究所(ミンスク市)
国際会議“Strategyof the Nuclear Development: Choice of Ukraine"参加(キエフ市)

》平成 14年度

-平成 14 年 8 月 25 日 ~9 月 8 日:ロシア、ベラルーシ、リトアニア

ロシア科学アカデミー・エコロジー進化問題研究所(モスクワ市)

ロシア医学アカデミー・医学放射能研究センター(オブニンスク市)

ロシア緊急事態省・全ロ緊急放射線産学センター(サンクトベテルブルグ市)

リトアニア国家原子力安全監視委員会(ピリニュス市)

イグナリーナ原子力発電所(ピサギナス市、リトアニア)

@平成 14 年 10 月 26 日 ~11 月 8 日:ブ、ノレガリア、ウクライナ

ブルガリア科学アカデミー・一般エコロジー中央研究所(ソフィア市)

ブルガリア保健省・放射線生物学放射線防護国立センター(ソフィア市)

ウクライナ科学アカデミー・核科学研究所(キエフ市)

ウクライナ医学アカデミー・放射線医学研究センター(キエフ市)

チェノレノブイリ原子力発電所(プリピャチ市)
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+ 研究発表

》論文発表等

1. lmanaka T. and Koide H.，“Assessment of External Dose to lnhabitants 

Evacuated from the 30-km Zone soon after the Chernobyl AccidentぺRadiation

Biolo釘T，Radioecology， Vo1.40， pp.582刷 588，2000.

2.今中哲二、「チェルノブイリ原発事故とその放射能災害の概要j、ロシア研究、第

33号、 pp.79・99、2001.

3. 今中哲二、「運転員はなぜAZ5ボタンを押したか:チェルノブイリ原発事故の暴走

プロセスj、技術と人間、第 31巻 5月号、 pp.10-20、2002.

4.今中哲二、「水素爆発か核爆発か:チェルノブイリ原発4号炉爆発の正体j、技術と

人間、第 31巻 7月号、 pp.78・91、2002.

5.今中哲二、「チェルノブイリ原発訪問記J、原子力資料情報室通信、NO.346、pp.12・14、

2003年4月.

6.今中哲二、「チェルノブイリ事故の影響評価研究の現状j、技術と人問、第 32巻 4

丹号、 pp.74-87、2003.

〉口頭発表等

1 .今中哲二、渡辺美紀子、平野進一郎 「ベラルーシ ウクライナ ロシアにおけるチ

エルノブイリ原発事故研究の現状調査報告J、日本放射線影響学会第45回大会、

仙台、 2002年 9月.

2.今中哲二、小出裕章、小林圭二、川野虞治、海老津徹、渡辺美紀子、平野進一郎、 fベ

ラルーシ、ウクライナ、ロシアにおけるチェルノブイリ原発事故研究の現状調査報

告j、第 37回京都大学原子炉実験所学術講演会、 2003年 1月.

》出版物等

1. lmanaka T. ed.“Recent Research Activities about the Chernobyl Accident in 

Ukraine， Belarus and Russia"， KURRI-KR・'79，July 2002. 
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+ 研究成果

1 .調査の目的と経緯

1986年4月 26日、旧ソ連ウクライナ共和国チェルノブイリ原発4号炉(電気出力 100万kW、RBMK

型)で暴走事故が発生し、原子炉とその建屋が爆発炎上した。原子炉内に蓄積されていた膨大な放射

能が環境に放出され、原子力発電開発史上最悪の事故となった。事故の2日目に原発に隣接するプリ

ピャチ市の住民が避難し、 1週間後、さらに周辺 30km圏住民の避難が開始された。結局、事故直後

に原発周辺から約 12万人の住民が避難した。

チェルノブイリ事故が発生したのは、東西冷戦のさなかで、放射能汚染に関する情報は事故当初ほ

とんど発表されなかった。 3年たってようやく、放射能汚染の詳しい様子が明らかになりはじめた。

長期的にもっとも問題となるセシウム 137による汚染は、被災 3カ国合わせて、汚染地域として指定

される 1平方m当り 37kBq以上の面積が 14.5万平方 km、移住の対象となる 1平方m当り 555kBq以上

の面積が約 1万平方 kmと、原発大事故の破局的な規模を示している。事故直後に避難した人々も含

め、これまでに約 35万人の人々が移住を余儀なくされたと推定されている。

研究代表者の今中らは、チェルノブイリ事故以前より、原子力施設事故の災害評価に取り組み、原

発で大事故が発生した場合には未曾有の規模の災害となる恐れがあると指摘してきた。チェルノブイ

リ事故は、そうした危慎が現実となったものであった。今中らにとって、チェルノブイリ事故がどの

ような事故であり、どのような放射能汚染が生じ、人々がどのように被曝し、どのような影響を受け

ているのかを解明することが、事故直後からの研究課題となった。

今中らが最初に現地を訪問したのは、まだソ連時代の 1990年で、あった。ソ連崩壊後、 1994年から

1997年にかけてートヨタ財団からの研究助成を受け、チェルノブイリ事故影響に関する日本・ベラルー

シ・ウクライナ・ロシアの研究者による国際共同研究を実施した。

今回の科研費調査研究では、被災 3カ国のさまざまな研究所を今中が訪問し、チェルノブイリ事故

研究に産接携わっている研究者と面談し、事故影響についての議論を行った。そうした議論を通じ、

興味深い研究結果を得ている研究者に、本調査のために特別レポートの作成を依頼した。結局、 20

人の研究者に 22編のレポートを作成してもらった。それらのレポートに今中の 1編を加えてまとめ

たものが、英文レポート集“RecentResearch Acti vi ties about the Chernobyl Accident in Ukraine， 

Belarus and Russia" (KURRI-KR-79)である。

チェルノブイリ事故当時のソ連において最も権力をもっていたのは共産党である。事故直後、ソ連

共産党中央委員会政治局にチェルノブイリ原発事故対策特別作業斑が設置され、事故対策の全般的方

針を決定していた。ソ連崩壊直後の 1992年、ヤロシンスカヤによってその特別作業斑の議事録が暴

露されている。今回、チェルノブイリ事故調査の一環として、研究協力者の平野が中心になり、その

議事録を邦訳した。また、チェルノブイリ事故が発生して以来の日本国内での新開記事をまとめた。

この4月で、チェルノブイリ事故から 17年になる。これまで、IAEAや腕ねなどの国際機関をはじめ、

チェルノブイリ事故について数多くの報告書が発表されている。しかしながら、暴走から爆発に至る

物理プロセス、事故直後の周辺地域の放射能汚染状況など未だに解明されていない問題が多々残され

ている。また、事故処理作業従事者や汚染地域住民に対する長期的な健康影響については、今後の観

察結果をまつ必要がある。研究代表者の今中としては、本調査研究の成果が、チェルノブイリ事故に

関する未解明な問題に取り組むにあたって貴重な情報を提供するものであると確信している。
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2. チェルノブイリ事故研究に関する英文レポート集 (RecentResearch Activities about 

the Chernobyl Accident in Ukraine， Belarus and Russia， KUURI-KR醐 79) 目次

No. タイトルの日本語訳 著者 頁

チェルノブイリ原発事故による放射能影響に関する最近のトピッ 今中哲二 (KUR)
クス

2 チェルノーブイリ型原発:その特徴と事故原因 M. MALKO(Be1訂us) 11 
3 チェルノブイリ原発事故の原因とシナリオ、ならびに敷地周辺への B. GORBACHEV 28 

放射能放出 (Ukraine) 
4 崩壊したチェルノブイリ 4号炉内の核燃料 V PAVLOVYCH 45 

(Ukraine) 
5 チェルノブイリ原発周辺地域における放射能汚染の解析 A.GAYDAR他 59 

(Ukraine) 
6 チェルノブイリ原発冷却池における放射能生態系の現状 o. NASVIT 74 

(Ukraine) 
7 ロシアの汚染地域におけるヨウ素 131汚染、甲状腺被爆量、甲状腺 v. STEPANENKO他 86 

ガン (Russia) 
8 ウクライナ・ジトーミルチ!収テパニフカ村の食品放射能汚染:1992 V TYKHYY(Ukraine) 97 

年と 2001年

9 ベラルーシ食品中のチェルノブイリ事故由来の放射性物質濃度 V. MATSKO他 103 
(Be1arus) 

10 チェルノブイリ周辺における魚の放射能汚染の長期的観察 I. RYABOV (Russia) 112 
11 チェルノブイリ事故処理作業従事者の EPRによる被曝量評価 V CHUMAK 123 

(Ukraine) 
12 ロシアの放射能汚染地域住民の歯エナメル EPR測定を用いた遡及 A. Iv ANNIKOV他 142 

的被曝量評価 (Russia) 
13 ベラノレーシの汚染地域住民に対する放射線リスクの評価 VKNATKOイ也 152 

(Belarus) 
14 ヨウ素 131吸入によるベラルーシ汚染地域住民の甲状腺被曝量 V KNATKO他 160 

(Be1arus) 
15 ロシア全国医学被爆登録に基づく疫学研究:チェルノブイリ事故処 M. MAKSIOUTOV 168 

理作業者に観察されたガン影響と非ガン影響 (Russia) 

16 チェルノブイリ事故によるウクライナ住民への医学的影響研究に A. PRYSYAZHNYUK 188 
よって得られた疫学的知見 他府kraine)

17 チェルノブイリ事故によって胎内で、急性被曝をうけた子供たちの知 A.NYAGU他 202 
性と脳障害 (Ukraine) 

18 チェルノブイリ事故に被災したベラルーシの子供たちの健康状 A.ARYNCHYN他 231 
態:事故から 16年、 (Be1arus) 

19 チェルノブイリ事故によるベラルーシでの甲状腺ガン M. MALKO (Be1ぽus) 240 
20 放射線被曝事故によるヒトリンパ球染色体異常の解析 G. SNIGIRYOVA他 256 

(Russia) 
21 チェルノブイリ事故処理作業者における染色体異常の追跡調査 N. SLOZINA他 268 

(Russia) 
22 チェルノブイリ原発30km圏無人ゾーン居住者の血液リンパ球染色 L.BEZDROBNA他 277 

体異常 (Ukraine) 
23 事故後の数年においてチェルノブイリ地域で観察された農作物に S. GERASKIN他 287 

対する放射線の細胞遺伝学的影響 (Russia) 
要約の日本語訳 297 
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》 チェノレノブイリ事故研究英文レポート要旨(全文は付録CDに収録)

<1. p.1-10> 

Current Topics about the Radiological Consequences by the Chernobyl 

Accident 

Tetsuji IMANAKA 

Research Reactor Institute， 幻吟y砂O仰tωO【Uα肋伽11加拘加rli旬ガiver，

Kumη1αtωorげ，ゴi闇-cho，Sennan-gun， Osaka， 590四 0494Japan: imanaluα@rri.かoto-u.ac.jp 

Abstract 

Basic radiological.factors of the Chemobyl accident are reviewed such as radioactivity dischargeラ

the size of contaminated area， radiation doseラ radiationrisk assessment etc. Roughly estimating， 

50・60% of 1311 and 30・50% of 137CS in the reactor core were released into the environment， which 

co町espondto 40輔 50MCi and 2-4 MCiヲrespectively，as the activities at the time of the accident. The 

total area in 13 El江opeanC011Ilhes with the 137Cs contamination more thml Ci/kII12amounts to 

190ラ000km2. The collective thyroid dose for the entire populations in the most affected three 

countries (Belarusラ Ukraineand Russia) is estimated 1.6 x 106 person心y.The collective effective 

dose (excluding thyroid dose) for 5.16 million people living in the main contaminated territories in 

three countries is estimated 4.26 x 104 person-Sv during 10 years a由。rthe accident. Using these 

collective doses together with radiation risk coe百icientsof 1CRP (1990)ヲ 13ラ000thyroid cancer and 

2，100 other cancer deaths are expected among the corresponding populations. 

Other articles in this report indicate the followings. About 4ラ400cases of radiation-induced 

thyroid cancer were observed in Belarus by the end of 2000. There are also observed some increasing 

tendencies of other cancers among inhabitants in the contaminated areas and liquidators. Health 

deteriorations and mental retardations are observed among the children living in the contaminated 

areas and having received irradiation in utero. All these findings suggest the necessity of well 

organized epidemiological studies before giving conclusions about the health consequences of the 

Chemobyl accident as well as applicability of 1CRP radiation risks to the related populations. 

An interesting map is shown representing dose rate around the Chemobyl NPP on June 1ラ 1986.

Using the dose rate in this map for recons甘uctingradiation dose for evacueesラ thepossibility of acute 

radiation sickness was confirmed among a substantial part of evacuees from some villages within the 

30 km zone. 

チェルノブイリ原発事故による放射能影響に関する最近のトピックス

今中哲二

京都大学原子炉実務所

チェルノブイリ事故に関し、放射能放出量、汚染面積、被曝量、被曝リスクといった放射

能影響に関連する基本的な事項をまとめた。おおざっぱに見積もって、原子炉内にあったヨ

ウ素 131の50"-'60%、セシウム 137の 30'"'"'50%が環境中に放出された。事故発生時の放射

能量で表すと、それぞれ 4000'"'"'5000万 Ciと200'"'"'400万 Ciに相当する。ヨーロッパの 13

カ国における、 1平方km当り 1Ci以上のセシウム 137汚染地域の総面積は、 19万平方 km

に達している。もっとも大きな汚染を受けた 3カ国(ベラルーシ、ウクライナ、ロシア)の

総人口に対する集団甲状腺被曝量は 160万人・ Gyと推定されている。また、 3カ国の主な

汚染地域に居住している 516万人に対する事故後 10年間の集団実効線量は 4万 2600人・
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Svと推定されている。これらの集団被曝量の値と ICRP1990年勧告に示されている放射線

リスク係数を用いると、 1万 3000件の甲状腺ガンと 2100件のその他のガン死が、それぞ

れの集団において予測される。

本レポートの他の論文では以下のようなことが示されている。ベラルーシでは 2000年末

までにすでに約 4400件の放射線誘発甲状腺ガンが観察された。また、汚染地域住民や事故

処理作業従事者の間で他のガンの増加傾向が認められた。汚染地域の子どもや胎内被曝を受

けた子どもにおいて、健康悪化や精神発達障害が観察された。こうした知見のすべては、チ

ェルノブイリ事故による健康影響の大きさやICRPのリスク係数の適用性について結論する

ためには、十分に組織された疫学研究が必要なことを示している。

1986年 6月 1日段階でのチェルノブイリ周辺での放射線量率を示す地図を紹介する。そ

の放射線量率を用いて事故直後避難住民の被曝量を推定したところ、 30km麗内のいくつか

の村では、かなりの割合の住民において急性放射線症状があった可能性を確認した。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<2. 0.11-27> 

The Chernobyl Reactor: Design Features and Reasons for Accident.. 

Mikhail V.九1ALKO

Joint Institute of Power and Nuclear Research， Nan・onalAcαdemyofSciences ofBelarus 

Krasin Stχ99， Minsk， Sosny， 220109， Republic ofBelarus: mvmalko@malkom.belpak.minsk.by 

Abstracts 

The report describes the main features of the Chemobyl reactor and possible reasons of the 

accident that happened on 26 April 1986. Analysis of scienti:fic results established after the accident 

demonstrates that shortcomings in the designラ andfreak in企ingementsof safety regulations for the 

cons廿uctionas well as inadequate documentation for reactor operation were the main reason of the 

Chemobyl accident. Various scenarios proposed for this accident are also analyzed in the report. It is 

concluded that a very high probability of the nuclear explosions at the reactor of the Dnit 4 of the 

Chemobyl accident exists. The power of it could be equivalent to 200 tons of the出血仕otoluene

(TNT) 

チ工ルノブイリ型原発:その特徴と事故原因

Mi正naJ1v. A必LKO

ペラノI/-Y-.昇平告さア刀アミー・原子刀SE研究坊

本報告では、チェルノブイリ型原発の主要な特徴と 1986年 4月 26日に発生した事故の

原因について報告する。事故後に行われた科学的調査結果は、炉心設計の欠陥、安全設計規

則の無視、ならひ、に原子炉運転マニュアルの不備がチェルノブイリ事故の主要な原因で、あっ

たことを示しているD さまざまな事故シナリオについて検討した結果、チェルノブイリ 4号

炉では核爆発が起きた可能性が大きく、その爆発力はTNT火薬 200トン分と考えられる。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<3.0.28-44> 

The Causes and Scenario of the Chernobyl Accident， and Radioactive Release 
on the CHNPP Unit圃 4Site 

Boris 1. GORBACHEV 
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Nαtionα1 Academy 01 Sciences 01日raine，The Interdisciplinary Scientific and Technical Center “Shelter" 

36-a， Kirova st.， 07270， Chernobyl，日raine:gorbachev26@mail.ru gorbachev@Slavu白ich.ki・ev.ua
Abstract 

On the basis of analysis of old and new data， a realistic version regarding the causes of the 

Chemobyl accident was developed. In con甘astto the previous official versions，出isversion gives a 

reasonable explanation to the accident process itself and the various circumstances around the 

moment of the accident that have not been properly explained up to now. According to this version， 

仕lepersonnel of the Unit-4 rushed to push the emergency shutdown button， AZ-5 after the first 

explosion occurred in the reactor core， and the seismic impact by the second explosion， which was 

more intensive than the frrst one， was registered at three seismic stations located 100 -180 km企om

血eCHNPP. Little-known experimental data regarding the nuclear fuel release around the 4・thUnit 

building are also presented. 

チェルノブイリ原発事故の原因とシナリオ、ならびに敷地周辺への放射能放出

BorisよGORBACHEV

ワクラゲプ#~ぎア刀ダミー. ~笠原符さき反紛r:t?yター ry.Iノルターノ

チェルノブイリ事故の原因に関して、新旧データの検討に基づいて現実的なシナリオを考

案した。従来の公式見解と違って、新しいシナリオに基づくと、これまでうまく説明されな

かった事故時の状況や事故フ。ロセスについて合理的な説明が可能となる。 4号炉の運転員が

緊急停止ボタン AZ-5を押したのは、炉心で最初の爆発が起きた後で、あった。それから、も

っと強力な第2の爆発があり、その振動がチェルノブイリ原発から 100-----180km離れた 3カ

所の地震計に記録された。また、これまでほとんど知られていない、 4号炉建屋周辺への燃

料飛散データについても報告する。

一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<4. p.45-58> 

Nuclear Fuel in the Destroyed 4th Unit of Chernobyl NPP 

Volodymyr島'1.PAVLOVYCH 

Institute lor Nuc/ear Research 01 the National Academy 01 Science 01日raine，

01028， Pr.Nauki， 4スめJiv， 日raine，e-mail: pavlovich@kinr.kiev.ua 

Abstract 

The main question， which determines the nuclear safety of the 4th desなoyedunit of the 

Chemobyl NPP， as well as the question about the amount and distribution of nuclear fuel inside the 

"Sarcofagus" is discussed in the paper. The methods of determination of nUclear fuel quantity inside 

也e“Sarcofagus"and the quantity thrown out of its boundaries are considered in detail. Special 

attention was paid to the quantity and distribution of the fuel in the under-reactor premise 305/2， 

which is looked as the most nuclear dangerous. On the base of such investigation and also taking into 

account血eresults of fuel containing material sample analysis， it is possible to make some 

calculation of the fuel containing material criticality and scenario of self-sustaining chain reaction 

development in the hypothetical situation of nuclear danger. Some of血eres叫結 ofsuch calculation 

are also presented in the paper. 

崩壊したチェルノブイリ4号炉内の核燃料

防，]0φrmyrM PAVLOVYCH 
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ククタマツ梓伊ア刀デミー・授手卒学研究所

本報告では、崩壊したチェルノブイリ原発4号炉の核的安全性の問題と、 f石棺j 内の核

燃料の分布・存在量の問題とを検討する。石棺内に存在する核燃料の量と放出された量を決

定する方法を詳細に検討した。核燃料の存在に関連しては、炉心直下の 305/2室が核的にも

っとも危険な場所であり、そこに特別の注意を払ったO これらの知見と核燃料含有物質サン

フ。ルの分析結果を基に、核的安全性の計算を行い、仮想的条件下での事故連鎖反応のシナリ

オを検討した。そうした計算結果の一部を紹介する。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<5. p.59-73> 

Analysis of Radioactive Contamination in the Near Zone of Chornobyl NPP 

Alexander GA YDAR and Oleg NASVIT* 

Institute ofNuclear Research， NASU， 

Prospekt Nauki， 4えかい28，0368α日raine:gaydar@ukr.net 

*Research Innova白iveImplementation Enterprise“Stroom "， Office“Stroom-吟iv"

28A， Artema St.，めliv， 04053，日raine:nasvit@public.icyb.kiev.ua 

Abstract 

As a result of the Chomobyl accident a large amount of radionuclides have been turned out to 

the environment and spread over a large territory. The largest part of radioactive depositions is 

located on the territories a司jacentto Chomobyl NPP. 

百lepaper presents a brief review of the history and the current state of investigation of the 

Chomobyl accident deposition around the territories adjacent to Chomobyl NPP where a massive 

amount of reliable data have been accumulated about contamination levels and radionuclide 

compositions by using improved techniques for sampling and measurements. A geostatistical 

analysis of the obtained data provided a possibility to reveal the regional tendencies for levels and 

composition of the contamination， and to compile detailed maps of the contamination levels on 

the investigated territoqfor radionuclides such as 137Cs，90Sr，241Am and plutonium isotopes.The 

contributions to the仕組suraniumcontamination due to Chomobyl were estimated by separating 

the conせibutionsdue to global depositions， and a prognostic map of 241 Am contamination was 

developed. 

New geoinformation technologies elaborated by the authors are shown to provide a 

possibility to reveal the influence of landscape factors upon the contamination structure formation. 

An explanation of peculiarities of the shape and location of highly contaminated areas is proposed 

on the bases of landscape approach. 

チ工ルノブイリ原発周辺地域における放射能汚染の解析

Alexander GAYDAR and OJeg NASVl戸

ワクラゲプ昇平'~~刀ダミー・夜昇平学研究所、 オマ/ノペ.一三ン3Yi研究実庖l企業“'Stroom"

チェルノブイリ事故により大量の放射性物質が環境中に放出され、広大な地域に拡散した。

放射性物質の沈着がもっとも大きかったのは、チェルノブイリ原発に隣接する地域である。

本報告では、最新の技術を用いたサンプリングならびに測定が実施され、放射能汚染レベル

とその組成について信頼できるデータが膨大に得られているチェルノブイリ原発隣接地域

の放射能汚染調査について、これまでの調査の概要と最近の状況を紹介する。地形学統計解
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析を用いたデータ処理によって、汚染レベルと組成の地域的傾向を明らかにし、セシウム 137、

ストロンチウム 90、アメリシウム 241およびプルトニウム同位体といった核種について詳

細な汚染地図を編集することが可能となった。超ウラン元素に対しては、核実験にともなう

地球規模汚染とチェルノブイリ由来の汚染を分別し、アメリシウム 241による将来の汚染地

図を予測した。

著者らによって開発された新しい地形情報技術は、放射能汚染の形成における地形学的要

因の解明を可能にしている。こうした地形学的アプローチを基に、高汚染地域の場所や形状

の特殊性を説明する試みを行った。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<6. p.74-85> 

Radioecological Situation in the Cooling Pond of Chornobyl NPP 

Oleg NASVIT 

Research Innova白iveImplem印刷onEnterprise ((Stroom "， Office“Stroom聞かν"

28A， Artema St.，Kyiv， 04053， Ukraine: nasνit@public.icybがeV.ua

Abstract 

Analysis of the monitoring data on the radionuclides specific activity in water of the Cooling 

Pond of Chornobyl NPP revealed the regular seasonal cyc1ing of the 137 Cs concentration but did not 

reveal this for 90Sr. It is s甘ongly supposed that this phenomenon is caused by the 

microbial嗣 con柱olledseasonal dependant flux of 137CS from the bottom sediments to the water. 

Analysis of the 137CS profiles in deep water sediment (silt) provides additional forcible argument in 

favour of this supposition. 

The data obtained during radioecological survey carried out in August 2001 proved that on the 

eve of its decommissioning the Cooling Pond of Chomobyl NPP entered the stage of stabilisation of 

radioecological situation. The amounts of major radionuclides accumulated in the bottom sediments 

of the Cooling Pond are estimated to be 4ラ400ラ650and 18 Ci for 137CS， 90Sr and 241Amラrespectively.

About 70% of 137CS， 50% of 90Sr and 80% of 241Am that are present in the Cooling Pond will 

remain under the water after the water level will have been dropped down to the natural elevation. 

The data on the concen佐ationof 137CS組 d90Sr in different fish and water plant species as well as in 

bivale mollusc Dreisena are also presented. 

チェルノブイリ原発冷却池における放射能生態系の現状

OlegNASVIT 

ゲノペ‘-Y3Y.研究実'offf:fE業 "StI・'Oom

チェルノブイリ原発冷却池における水中放射能モニタリングデータの解析結果は、セシウ

ム 137濃度の定期的な季節変動を示している。一方、ストロンチウム 90についてはそのよ

うな傾向は認められなかった。セシウム 137のこの変動現象は、微生物活動によって支配さ

れる、湖底土から水中へのセシウム 137移行の季節変化によるものであることが強く示唆さ

れた。水深の大きな湖底における汚泥中でのセシウム 137の深度分布分析もこの推測を支持

している。

2001年 8月に実施した調査によって得られたデータは、供用停止間近である冷却池が、

放射能生態学的に安定した段階にあることを示している。冷却池の湖底土に蓄積されている

放射能量は、セシウム 137、ストロンチウム 90、アメリシウム 241について、それぞれ4，400、

650、18Ciと推定されている。供用停止にともなって湖水面が自然レベルまで低下した場
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合、セシウム 137の70%、ストロンチウム 90の 50%、アメリシウム 241の80%が、水面

下にとどまるであろうと評価されている。冷却池に生息するさまざまな魚類、水生植物、貝

類の汚染データも紹介する。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<7. p.86-96> 

Iodine剛 131Contamination， Thyroid Doses and Thyroid Cancer in the 
Contaminated Areas of Russia 

ValeηT F. STEPANENKO， Evgeny M. PARSHKOV， Viktor A. SOKOLOV， Mark Yu. ORLOV， 
Alexander I. IVANNKOV， Valery G. SKVORTSOV， Elena K.IASKOVA型

Timofey V. KOLIZSHENKOV， Irina G. KRYUKOVA， Anatoly F. TSYB 

Medical Radiological Research Center， RussianAcademy ofMedical Sciences， Korolev Str.， 4， 249020， 

Obninsk， Russia: valerぜ@obninsk.com

Abstract 

About 1，800 PBq of 1-131 was deposited in the environment as a result of the Chemobyl 

accident. The most contaminated territories in Russia are located in Bryanskヲ Tula，Orel and Kaluga 

regions. About80% of total 1-131 deposition was formed during the frrst week after the accident. 

Direct measurements of deposition densities of 1・131were very limited as f:訂 asthis radionuclide 

decayed very fast (with halftime about 8 days). In con甘astラ Cs-137ラ whichis long幽 livedradionuclide， 

was investigated much more extensive. As a result all available information about the ratio of 1-131 

to Cs-137 has been used to estimate deposition densities of 1-131 for the purpose of thyroid dose 

estimation.官leresults of direct measurements of radioactive iodine content in human thyroid gland 

together with the available data on 1-131 and caesium-137 contamination of the soil were used for 

development of semi-empirical model for recons佐uctionof thyroid absorbed doses in cases when the 

measurements were not performed in 1986. 

According to the estimations， which are based on the results of direct measurements of 1・131

activity in thyroid (Kaluga and Bryansk regions)ラ themedian of individual thyroid dose values in 

Kaluga region (7 dis仕icts)varies from 30 mGy for children to 8 mGy for adults. In Bryansk region (5 

dis往icts)the median dose values for adults are in the range from 140 mGy to 30 mGy. Collective 

thyroid doses over the territories where the densi句Tof Cs-137 soil contamination exceeded 3.7 

kBq/m2 (0.1 Ci!km2) in the most contamInated 4 regions were estimated to be 72ヲ600，16，900ヲ 13ラ400

and 3，400 person心yfor Bryansk， Orel， Tula and Kaluga regionsヲrespectively. 

The data on annual thyroid cancer morbidi句rover 1986・2000years in residents of the most 

affected Bryansk region， aged 0・50years at the moment ofthe accident， is also presented. During the 

frrst five years after the accident (1986-1990) annual thyroid cancer morbidity in different age groups 

(0-4 years， 5-9， 10醐 14，etc.) remained at quite stable levels. Since 1991 a stable increase of the 

number of thyroid cancer in all age groups of the studied population has started. The semi-empirical 

model was applied to recons佐uctindividual thyroid dose for 26 thyroid cancer cases (0・18years old 

at the moment of the accident) in the most contaminated 4 dis甘ictsof Bryansk region. The tendency 

of dose dependence of thyroid cancer incidence was found. 

ロシアの汚染地域におけるヨウ素 131汚染、甲状腺被曝量、甲状腺ガン

Vale.ξy F. STEPANENKO， EVgiθinyM PARSHKOV; ~う正torA. SOKOLOV; Mark Yu. ORLOV; 

Alexanderよf凶 VNIKOV;均 /θりTG. SKVORTSOV; E~θIna K IASKOVA， 
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Timomy V. KOLIZSHENKOV， lrina G. KRYUKOVA， Anatoly F. TSYB 

O~ペJ71K~J7.刀ダミー-fK;算成多í1!fu，研究官Yター

チェルノブイリ事故により約 1，800PBqのヨウ素 131が環境中に沈着した。ロシアで最も

汚染が大きかったのは、ブリャンスク州、ツーラ州ならびにオリョーノレチ1'1で、あった。ヨウ素

131の約 80%は事故後の最初の一週間で沈着した。この放射能の崩壊は早い(半減期約 8

日)ので、沈着量の直接的な測定データは限られている。一方、長半減期であるセシウム 137

については広汎な測定が実施されている。その結果、甲状腺被曝量を推定するために、ヨウ

素 131とセシウム 137の放射能比を用いて、ヨウ素 131の土壌沈着量を推定した。甲状腺

中のヨウ素 131を直接測定したデータと、土壌中のヨウ素 131とセシウム 137測定デ}タ

を組み合わせて、甲状腺被曝量を評価するための経験式を考案し、 1986年にヨウ素 131が

測定されていない地域について適用したD

甲状腺中ヨウ素 131の直接測定結果に基づく被曝量評価によると、甲状腺被曝量のメディ

アン値は、カルーガ州 (7地区)については子供で 30mGy、大人で 8mGyであった。ブリ

ャンスク州 5地区の大人に対するメディアン値は、 30mGyから 140mGyで、あった。セシウ

ム 137の汚染レベルが 3.7kBq/m2 (0.1 Ci/km2)以上の地域における集団甲状腺被曝量は、

ブリャンスク、オリョール、ツーラ、カルーガの各チ1'1について、 72，600、16，900、13，400

および 3400人・ Gyで、あった。

最も汚染されたブリャンスク州で、事故のときに O歳から 50歳で、あった住民の 1986年

"-'2000年における甲状腺ガン発生率データを紹介する。事故後の最初の 5年 (1986・1990)

は、年齢グループ。別 (0・4歳、 5・9歳…)の甲状腺ガン発生率は安定していた。調査された

すべての年齢グループ。で、 1991年から甲状腺ガンの着実な増加が始まった。ブリャンスク州

の最汚染 4地区での甲状腺ガン例(事故時O聞 18歳)26件について、半経験モデルを基に個

人線量を評価したところ、甲状腺ガン発生の被曝量への依存性が認められた。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<8. p.97-104> 

Radioactive Contamination of Food in Stepanivka Village， Zhytomyr Region， 
Ukraine: in 1992 and in 2001 

Volodymyr TY盟主yy

InstJ・tuteofMathematicalMαchines and砂'stems，the MαtionαIAcαdemy of Science of印 raine

42 Glushkova str.， 伶iv18ス日raine: eeic@gluk.org 

Abstract 

Two series of measurements of radioactive contamination in food samples were performed in 

1992 and in 2001 in a village contaminated by the Chemobyl accident. The village， S鈎，te句:pam日ivkais 

located 120 km tωo the west 0ぱfCαhe埠.emoぬbyメ1NPP and has a 匂勿rpl比calleveloぱfCs.醐醐-1刷剛.1

a仰roundt白ha剖t訂 e切a(σ3 一5 Cανk凶mぜめ2う).The s 同dywas performed by the Independent Environmental 

Laboratory in Kyiv.ラjointlyfounded by the Ukrainian NGO "Green World"， Greenpeace Intemational 

and the Intemational Renaissance F oundation. 

It is shown that the Cs-137 contamination in milk in 2001 became 9 times lower than in 1992， 

while the Cs-137 contamination in wild mushrooms and berries remained at the same level. Annual 

intake of Cs・137by the people in Stepanivka through food products and water was about 3 times 

lower in 2001也知in1992. On the con仕arytothe佐endofCト137，activity of Sr・90in milk and dried 

berries was significantly higher in 2001 than in 1992. 

-12-
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ウクライナ・ジトーミル州ステパニフ力柑の食品放射能汚染:1992年と 2001年

防JodymYl・TYKHηy

ククラ--(-.:/押ささア刀アミー・ゲゲノiネデマ"yクス研究所

チェルノブイリ事故よって汚染されたある村で、食品サンフ。ルの放射能汚染測定を 1992

年と 2001年に実施した。そのステパニフカ村はチェルノブイリ原発の西方 120kmにあり、

セシウム 137による地表汚染はその地域での典型的な値 (3'"'-'5Cilkm2) である。調査を行

ったのは、ウクライナの NGOr緑の世界jと国際ルネッサンス基金とによって設立された、

キエフ独立環境ラボである。

調査の結果、 2001年の牛乳中のセシウム 137濃度は、 1992年に比べ 9分の 1となってい

たが、野生のキノコやベリーの汚染は同じレベルにとどまっていた。食品と飲料水を通して

のステパニフカ村の人々の年間セシウム 137摂取量は、 1992年に比べ 2001年は約 3分の 1

に減少していた。一方、セシウム 137の減少傾向と異なり、牛乳や乾燥ベリー中のストロン

チウム 90濃度は、 1992年に比べ 2001年は有意に大きかった。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<9. p.1 05-113> 

Content of Radionuclides of Chernobyl Origin in Food Products 

for the Belarusian Population 

Vladimir P. MATSKO and Tetsuji IMANAKA合

Institute 01 Radiobiology， Academy Sciences 01 Belarus 

Kuprevich str. 2， 220141 Minsk， Belarus: irb@radbio.bas-net.by 

*Research Reactor Institute，めJotoUniversity 

Kumatori-cho， Osaka， 590田 0494Japan: imanaluα@rri.かoto-u.ac.jp 

Abstract 

Recent data on radionuclide contents of Chernobyl origin in food products and drinking water 

for the Belarusian population are reviewed. S住ontium・90and Cesium-137 are main radionuclides 

contributing to internal irradiation to the population. Contamination levels in food products from the 

social sector of agriculture (collective farms， agricultural co叩 eratives)are found to be generally 

below the current legal admissible level of RAレ99that are defined to make internal dose of the 

population less than 1 mSv/yr. On the other hand， exceedings of RAL-99 are often found in food 

products企omthe private sector， especially in settlements of Gomel region where the contamination 

is the most serious in Belarus. Special attention should be paid to the non-farm products in the 

contaminated areas: mushrooms， berries， fish and meat of wild animals. For example， about 37，000 

Bq/kg of 137CS in fresh mushroom was registered in a settlement of Gomel region， which corresponds 

to 100 times of RAL-99 values. Conceming drinking water， the situation is quite good and no 

execeedings have been registered for the last 10 years. 

ベラルーシ食品中のチェルノブイリ事故由来の放射性物質濃度

VJadimir P. MATSKO and Tetsuji lMANAι♂ 

ペヲノルーシ昇平学ア刀ダミー .JJ~J!t~按宝物さき研究所、 ℃安第六芸笹原子炉実務所

ベラルーシの食品と飲料水について、チェルノブイリ事故由来の放射能汚染に関する最近

のデータをレピューした。ストロンチウム 90とセシウム 137が人々に内部被曝をもたらす



主要な核種である。公営農業部門(コルホーズ、農業組合)からの農産品の汚染レベルは、

内部被曝量が年間 1mSv以下になるよう定められた現行の法的基準RAL-99を概して下回っ

ている。一方、個人的農業部門における農産品では、 RAL・99を上まわる汚染がしばしば認

められ、なかでも、もっとも深刻な汚染をうけたゴメリ州の集落において顕著である。汚染

地域における畑以外からの食品、すなわちキノコ、ベリー、魚、野獣の肉については特別な

注意が必要である。たとえば、ゴメリ州のある集落では生キノコ 1kg当り約 37，000Bqとい

うセシウム 137汚染が記録されており、この値は RAL-99基準値の 100倍である。飲料水

についてはきわめて良好な状況にあり、この 10年間、 RAL-99を越える値は記録されてい

ない。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<10. p.114-124> 

Long圃 TermObservation of Radioactivity Contamination in Fish .around 

Chernobyl 

Igor N. RYABOV 

A.N.Severtsov Institute 01 Ecology and Evolution， Russian Academy 01 Sciences 

Leninski pr. 33， Moscow， 1μ17均07刀1，Ru仏似s乱ssi

Abstract 

Dynamics of 137 Cs accumulation by marketable白shesin different kinds of water bodies (cooling 

pond， water reservoir， lake) polluted by radionuclides after the Chemobyl accident has been studied. 

The highest concen仕ationof 137CS， reaching 500 kBq/kg w.w. (wet weight) was registered in fish 

inhabiting the cooling pond of ChNPP in 1986. During the last 15 years the level of radionuclides in 

fishes of all water bodies came down， but rates of lowering are different. Peculiarities of 137 Cs 

accumulation by fishes depending on the甘ophiclevel have been revealed. During the frrst months 

after the Chemobyl accident the concen仕ationof 137CS in peaceable species of fishes in Kiev 

Reservoir was by 10 times higher than in pike. After 1987 predatory fishes have the concen仕ationof 

137 Cs by 2-3 times higher than peaceable日shes.自igherindices have been marked in pike and large 

perches. By 2001 the contentof 137CS in fishes in the cooling pond did not exceed 5 kBq/kg w.w.ラ m

River Teterev -0.09 kBq/kg w.w.ヲ inKiev Reservoir -0.5 kBq/kg w.w. High content of 137CS 

remained in the lakes of Bryansk region of Russia and in Mogilev region of Belorussiaラ whichhave 

low content of +K，in water and stagnant waterラ althoughthese lakes are situated 100・200km企om

the place of the accident. Biological e:ffects of fishes in morphology of body and reproductive system 

have been marked in all studied water bodies.百lelargest quantity of abnormalities in the 

reproductive systemhas been marked in predatory fishes. 

チェルノブ、イリ周辺における魚の放射能汚染の長期的観察

Igor N RYABOV 

05/)7!43さア刀ダミー..:rコo5:J-itffl.ケ%!JJlA研究所

チェルノブイリ事故によって放射能汚染を受けたさまざまな水系に生息する漁獲対象魚

種について、セシウム 137蓄積量の変動を調査した。最も大きなセシウム 137濃度は、 1986

年にチェルノブイリ原発冷却池の魚に記録された、生重量 1kg当り 500kBqであった。この

15年間すべての水系において魚の放射能レベルは低下しているが、その低下速度はさまざ

まである。食物連鎖の階層に依存した、セシウム 137蓄積の特性が観察されている。事故後

-14-
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数ヶ月間は、キエフ貯水湖の非肉食魚種のセシウム 137濃度は、カワカマスの 10倍であっ

た。 1987年以降は、捕食魚種の濃度が非捕食魚種の 2---3倍となった。カワカマスやパーチ

といった魚が高濃度を示している。 2001年までに、魚のセシウム 137濃度は、冷却池で生

重量 1kg当り 5kBq以下に、テテレフ)11で 0.09kBq以下に、キエフ貯水湖で、 0.5kBq以下

となった。一方、チェルノブイリ原発から 100---200kmも離れているものの、ロシア・ブリ

ャンスク州やベラルーシ・モギリョフ州にあって、カリウムイオン濃度が低くよどんだ閉塞

性の湖では、高濃度のセシウム 137が継続している。生殖臓器の異常が捕食性魚種において

最も多く観察されている。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<11. p.125-143> 

EPR Dosimetry of Chernobyl Liquidators 

Vadim CHUMAK 

Scientific Center for Radiation Medicine， AMS Ukraine，めW

04050 Melnikova， 53， Kiev， 日raine:chumak@leedl.kiev. ua 

Abstract 

The paper is devoted to review of development and application of EPR dosimeむywith teeth in 

Ukraine. It deals with speci:fic features of the EPR dosime句Tprotocolラ whichwas developed and is 

practically used in SCRM for retrospective dosime仕yof clean-up workers (liquidators). Extensive 

methodological research was conducted in SCRM in order to develop an original version of EPR 

dosime甘icprotocol as well as to investigate the e島 ctscaused by confounding factors and develop 

approaches to their account and mitigation. The proposed EPR dosimetric protocol addresses the 

demand for high accuracy and reproducibility， low sensitivity threshold as well as high throughput of 

the technique. High qualities of SCRM version of EPR protocol were proven in the course of 

elaborate quality assurance program， which included a series of intemational intercomparisons. 

Creation and continuous operation of the nationwide tooth acquisition network is another key to the 

success of EPR dosime甘yin Ukraine. 

Particular attention in the paper is paid to definition of the most optimal way of application of 

EPR dosime廿yfor dosimetric support of the post岡 Chemobylmedical follow-up. The main 

applications of EPR dosimeむyin Ukraine are both routine high precision recons仕uctionof doses to 

Chemobyl clean-up workers and the use of EPR dose estimates as a reference dose for validation of 

other re仕ospectivedosime的rtechniques.百lelatter proved to be the most e:fficient application of 

EPR dosime仕yin the post-Chemobyl situation. EPR dosime仕ywas used for testing such methods of 

m甘ospectivedosime甘yas FIS註ヲ ADR， SEAD and RADRUE. Nowadays EPR dosime仕yplays 

inevitable role in dosimeなicsupport of the post-Chemobyl medical follow-up studies. 

チェルノブイリ事故処理作業従事者の EPRによる被爆量評価

予告dimCHUMAK 

ククラゲブmE9ア刀ダミー ..ä傍M安~!3者研究-!?Y.ター

本報告では、歯エナメルの EPRを用いた被曝量評価に関して、ウクライナでの研究開発

と応用の現状を紹介する。ここで述べる EPR被曝量評価の手順は、 SCRM(放射線医学科

学センター)によって開発され、チェルノブイリ事故処理作業者(リクピダートル)の被曝

量を遡って評価するために実際に応用されている。 SCRMでは、オリジナノレな ESR被曝量

評価手順をあみ出すとともに、見せかけ誤差要因の究明とその排除のために精力的に実験研



究を実施した。そうして考案された EPR被曝量評価手順は、高精度、高感度で、かっ再現'性

をもち、技術的実用性を備えている。 SCRMのEPR被曝量評価手順の高い品質は、一連の

国際比較測定を含めた品質保証プログラムによって証明されている。恒常的で全国的なネッ

トワークを確立して歯を収集することが、ウクライナにおいて EPR被曝量評価を成功させ

るもうひとつのキーポイントとなっている。

チェルノブイリ被災者への医療支援において、 EPR被曝量評価を応用するための最適な

方法について述べる。ウクライナにおける主要な用途は、事故処理作業者の被曝量を高精度

で評価することと、 EPRによって得られた値を他の被曝量評価方法によって得られた値の

基準値として用いることである。後者は、チェルノブイリ事故に対する EPR被曝量評価手

法のもっとも効果的な活用である。 EPR線量評価は、 FISH、ADR、SEAD、RADRUEと

いった遡及的被曝量評価方法の確かさを検証するために使われている。 EPR被曝量評価は

現在、チェルノブイリ被災者の医学的追跡において必須の役割を果たしている。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

<12. p.144-153> 

Retrospective Dose Assessment of Inhabitants in the Conta臨 inatedAreas of 

Russia by EPR Measurement of Tooth Ena臨 el

Alexandre 1. IVANNIKOV， Valeri G SKVORTSOV， Valeri F. STEPANENKO 

Medical Radiological Research Center 01 RAMS， 

Korolyov str. 4， 2490200bninsk， Russiα:α~ivann@mail. ru 

Abstract 

Resu1ts of wide欄 scaledose recons仕uctionwith the use of EPR spec位。scopyof tooth enamel are 

presented for the population living in the radioactive contaminated territories of Bryansk region of 

Russia. The population of radiatiorトfreeterritories of neighboring Kaluga region was examined as the 

con甘01group. The excess doses caused by radiation contamination were determined a食ersub佐action

of出econtribution into EPR signal in tooth enamel due to the action of the natural background 

radiation during the lifetime of teeth. The average excess doses were determined for the groups of 

population formed according to the place of residence. The average values were determined with 

accuracy rangmg企om4 to 25 mGy depending on the number of individuals included into the groups 

and on the scattering of individual results. The average excess doses highly varied for different places 

of residence and ranged up to 70 mGy. In general， the average doses of extemal expos町 eof the 

population obtained with EPR spec甘oscopyof teeth enamel were found to be consistent with the 

resu1ts based on other methods of direct dosime句， and re柱。spectivedose recons佐uctionmethods. 

Essential exceeding of the individual doses above the average level within the population groups was 

observed for some persons. That gave a possibility to detect the individuals with overexpos町 eand to 

include them into groups of increased radiation risk for medical monitoring. 

ロシアの紋射能汚染地域住民の歯エナメルEPR測定を用いた遡及的被爆霊評価

Alexancmθよf凶NNIKOV， ぬlθ'riG. SKVORTSOV， Valeri F. STEPANENKO 

05/J71Æ学ア刀デミー-/Æ密政O!líJ~研究官Yター

ロシア・ブリャンスクチI~ の放射能汚染地域住民を対象に、歯エナメルの EPR スベクトル

測定を用いて実施した大規模な被曝量評価結果を報告する。対照グループ。には、隣接するカ

ルーガチ1¥1の非汚染地域住民を選んだ。放射能汚染にともなう過剰な放射線被曝量は、自然放

氏
U



射線ノくックグランドによる歯の年齢分の EPRシグナルへの寄与を差し引し、て決定した。汚

染地域ごとに住民の平均被曝量を求めた。平均被曝最の誤差は、検査対象人数と個人的な結

果のバラツキに応じて、4から 25mGyで、あった。平均被曝量は地域によって大きく変動し、

最大で 70mGyであった。歯エナメル EPRスベクトルによる平均外部被曝量の値は、直接

的な被曝量測定値や他の遡及的被曝量評価値と概して一致した。グループ。内の何人かには、

平均被曝量を大きく上回る被曝が認められた。このことは、歯エナメルの EPR測定を用い

て、大きな被曝をうけた住民を見出し、放射線リスクの大きい医学的モニタリング対象グル

ープに含めることが可能であることを示している。
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<13. p.154-161 > 

E5匂timationsofRadiation Risk for the Population of Contaminated Territory 

ofBelarus 

V1adimir A. KNATKo， M. M. KOMOCHKOV* and A. E. YANUSH 

Institute of Radiobiology of the Mαtional Academy ofSciences of Belarus 

Kuprevich str. 2， 220141 Minsk， Belarus: V_Knatko@radbio.bas-net.by 

*Joint Institutefor Nuclear Research， 141980 Dubna， Moskow Region， Russiα 

Abstract 

Accumulated dosesfor adult residents of contaminated regions of Belarus were calculated for 

different periods after the Chemobyl accident. The average dose during the period of 1986幽 2001was 

evaluated to be 50 mSv and 39 mSv in the southem and the eastern contaminated regions of Belarus， 

respectively. Data obtained were used to evaluate the excess of the relative risk of cancer mortality 

for adult residents of contaminated regions in terms of Two Defence Reactions (TDR) model 

developed on the basis of modem results of radiobiological investigations. The results show that the 

excess of the relative risk (ERR) of cancer mortality as a resu1t of the Chemobyl accident is about 

5-6% during the whole life. The resu1ts were compared with risk values estimated in the framework 

ofthe 1990 Recommendation ofthe ICRP. The ERR values obtained in terms ofTDR model is about 

six times larger than values calculated on the basis of ICRP recommendations. 

ベラルーシの汚染地域住民に対する放射線リスクの評価

Vladimir A. KNATKO} M M KOMOCHKOVナA.E.YANUSH 

ペラノ'V-5;/.押ささア刀ダミ-. ðxO!t~安宝物会者研究所、 公'05/アSE炭研究所

ベラルーシの汚染地域に居住する大人について、チェルノブイリ事故後の異なる期間の集

積被曝量を評価した。 1986年から 2001年の間の平均集積被曝量は、南部汚染地域と東部汚

染地域でそれぞれ 50mSvと39mSvと評価された。得られた被曝量データを用いて、最近

の放射線生物学の研究に基づいて考案された 2震防護モデ、ル (TDR)によって、汚染地域の

大人に対するガン死の相対過剰リスクを求めた。その結果、チェルノブイリ事故によるガン

死の柁対過剰リスクは生涯で5-6%となった。この値を、国際放射線防護委員会 1990年

勧告に基づく値と比較してみると、 TDRモデルの値の方が約 6倍大きかった。
ヤ『旬白幽田崎m ・ m 網目・ー・ー網目剛山剛山剣山岨由銅山・ー・ー園田・申綱同網目幽ー・ーーー・『・ー・ー綱同剛山畑削倒閣駒山剛叩網目幅四・ー・『欄間剛山蜘四・四酬四個ー---ーーー値目柳田噂田嶋叩網開酬明細目・町剛叩網開刷叩輸町帽時蜘E 回目・ーーー・ーー田明白欄叩網町欄間網開
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<14. p.162-169> 

Estimation of Thyroid Doses from Inhalation of 1311 for Population of 

Contaminated Regions of Belarus 
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Vladimir A. KNATKO and Inga N. DOROZHOK 

The lnstitute of Radiobiology， National Academy of Sciences， 

Kuprevich Str-2， 220141， Minsk， Republic ofBelarus: Ji二Knatko@radbio.bas叩 net.by

Abstract 

Based on the relationships between 1311 and 137CS content in soil samples and the data on 137CS 

contamination of settlements， the 1311 deposition density Sn C31 1) was estimated for the sett1ements 

located in the eastem and the southem areas of Belarus (1ラ079and 316 settlements， respectively). The 

results show that the 90% interval of the Sn C31 1) quantity is about 500同 2，300主B司1m
2
and 700・

3ラ500kBq/m2 for the eastem and the southem areaラ respectively.Using assess臨時 ofSn (131 1)， 

thyroid doses企ominhalation of 1311 were evaluated with taking into account the period and character 

of radioactive deposition in various parts of the areas. According to the results， the thyroid doses for 

adult population ofthe eastem and the southem areas vary from 3 to 80 mSv and from 40 to 370 mSv， 

respectively， while the median doses are about 20 and 130 mSvラforthe eastem and the southem areaヲ

respectively. Uncertainties in the calculation of thyroid dosesラ dueto the procedure appliedラ were

discussed. 

ヨウ素 131吸入によるベラルーシ汚染地域住民の甲状線被曝量

Vladimu・A.KNATKO and Inga N DOROZHOK 

ベラノルーシ符詳ア刀ダミー .JJxJJt~安全勿告さ研究所

土壌サンブ。ルにおける 1311と137CSの関係と、各集落における 137CS汚染データとを用い

て、ベラルーシの東部汚染地域と南部汚染地域の各集落(1，079カ所と 316カ所)での 1311

の沈着密度を推定した。その結果によると、 1311沈着密度の 90%範囲は、東部汚染地域で

500"'-'2，300 kBq/m2、南部汚染地域で 700"'-'3，500kBq/m2で、あった。 131Jの沈着密度を用い

て、それぞれの地域での放射能沈着の時期と特徴を考慮しながら、 1311吸入にともなう甲状

腺被曝量を求めた。吸入にともなう大人の平均甲状線被爆量は、東部汚染地域で 3から

80mSv，南部汚染地域で 40から 370mSvとなり、それぞれの中央値は、 20mSvと130mSv

となった。評価手法にともなう甲状腺被曝量の不確かさについても考察した。
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< 15. p.170-189> 
Radiation Epidemiological Studies in Russian National Medical and 

Dosimetric Registry: Estimation of Cancer and No距 ca盟cerConsequences 

Observed among Chernobyl Liquidators 

Marat M. MAKSIOUTOV 

Medical Radiological Research Center， Russian Academy of Medical SCiences， 

National Radiωron and Epidemiology Registry 

Koroleva st. 4， Obninsk， 24902伐Russiα:nrer@obninsk.com 

Abstract 

In June 1986 the USSR Minis甘yof Health Care initiated a large-scale program to establish 

AlI-Union Dis柱ibutedRegisむyof persons exposed to radiation. The Research Institute of Medical 

Radiology of Russian Academy of Medical Sciences in Obninsk (current1y Medical Radiological 

Research Center of RAMS) was appointed as the .leading .organization to. create and manage.the 

Registry. Two tasks were set before the. Regis句r:first， assessment of health effects due to the 
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Chemobyl accident with a view to develop an optimal s甘ategyfor alleviating the accident 

consequences for human health andラ secondラ organizationof many-years epidemiological studies 

primarily directed to estimating the actual radiation risks. By 1 December 2001ラtheRussian N ational 

Medical and Dosimetric Regis町r(RNMDR) included medical and dosimetric data for 585，121 

persons exposed to radiation as a result of the Chernobyl accident and residing in the territory of 

Russian Federation. At present the Regis甘yincludes 187ヲ596liquidators (32.1% of total number of 

registered). 

Thisarticle presents comprehensive radiological and epidemiological analysis of individual 

medical and dosime仕icdata for the cohort of liquidators available in the RNMDR. Particular 

emphasis is placed on the issue of estimating radiation risks in induction of cancer and non-cancer 

diseases. This is due to the fact that the coefficients recommended by ICRP are primarily based on the 

Japanese epidemiological studies of 1945 atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki (the 

LSS cohort). Statistically signi:ficant estimates of radiation risk coefficients for the Japanese cohortラ

however， were received in the individual dose rangeabove 0.3 Sv. For low doses (up to 0.2 Sv)， only 

ex仕apolationmodels without direct epidemiological ascertainment were used. Thereforeラ the

RNMDR is the frrst to estimate radiation risks for low radiation doses using individual medical and 

dosime廿icinformation available for the liquidators cohort. 

The article consists of five parts. Chapter 1 describes the organizational s廿uctureand basic 

principles of operation of the Russian N ational Medical and Dosimetric Regis位yラ andprovides 

characterization of the liquidators cohort in the RNMDR. Chapters 2・4 deal with direct 

radiatiOlトepidemiologicalstudies aimed at estimating and predicting radiation risks using the actual 

data of the Regis甘y.Radiation risk estimates derived from incidence data on leukemia民solidcancers 

and noncancer diseases among the liquidators are discussed. The last chapter 5 deals with estimating 

mortali貯rateamong the Chemobylliquidators and establishing a possible dose response relationship 

for mortali守.The submitted material is based on scienti:fic papers prepared by the experts of the 

Regis住yand published in the famous Russian and intemational scienti:fic magazines. 

ロシア全国医学被曝登録に慕づく疫学研究:チェルノブイリ事故処理作業者に

観察されたガン影響と非ガン影響

Marat M MAKSI0UTOV 

05:!アE伊ア刀ダミー-/Æ摂双子ljJ!1g3Jf~t?Yタ一、 E家万rJjJt~安疫会話g銀

1986年6月、ソ連保健省は放射線被爆者全ソ登録とし、う大規模なプログラムを開始した。

オブニンスク市のロシア医学アカデミー・医学放射能研究所(現在のロシア医学アカデミ

ー・医学放射能研究センター)が、登録プログラムの創設と管理を行う中心組織に指定され

た。国家登録の課題は2つで、あった。第 1に、チェルノブイリ事故にともなう健康影響を評

価し、その影響を緩和するための最適な戦略を考案すること、第2に、放射線被曝にともな

う実際のリスクを評価するための長期的な疫学研究を組織することで、あった。 2001年 12月

現在、ロシア全国医学被曝登録 (RNMDR)は、ロシア領内に居住するチェルノブイリ事故

被災者 58万 5121人の医療ならびに被曝データをもっている。そのうち、事故処理作業者

は 18万 7596人(登録の 32.1%)である。

本論文では、RNMDRに含まれる事故処理作業者集団の医学的および被曝量データを解析

した結果を示す。放射線被曝にともなうガン影響と非ガン影響についてとくに留意したo

ICRPによって勧告されている放射線被曝リスクは主として 1945年の広島・長崎の被爆生

存者集団 (LSSコホート)の疫学調査に基づいている。統計的に有意な日本の被爆者集団の



被曝リスク係数は、 O.3Sv以上の個人被曝量範囲から得られている。低被曝量域 (O.2Svま

で)については、外挿に基づいているだけで、疫学的に直接的に確認されたものではない。

したがって、 RNMDRは、事故処理作業者集団に対する医学的ならびに被爆の情報を基に、

低被曝量のリスクを明らかにできる最初の研究である。

本報告は、以下の 5つの章で構成される。第 1章は、 RNMDRの組織と概要を述べ、事故

処理作業者集団の特徴を述べる。第2章から第4章では、国家登録の実際のデータに基づい

て、放射線リスクを推定するための研究を示す。白血病と由形ガン、ならびに非ガン疾病に

ついて、事故処理作業者での発生率に基づく放射線リスクについて議論する。最後の第5章

では、事故処理作業者の死亡率を扱い、放射線被曝との関係を示す。本報告の内容は、国家

登録の専門家によってまとめられ、これまでに著名なロシアと国際的科学雑誌に発表された

論文に基づいている。
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< 16. p.190-203> 
Review of Epidemiological Finding in Study of Medical Consequences of the 

Chernobyl Accident in Ukrainian Population 

Anatoly Ye. PRYSYAZl取YUK，Volodymir G GruSHTSI王ENKO，
Zoya P. FEDORENKOぺLudmilaO. GULAKぺMykolaM. FuZIK 

Scientific Center for RadiationMedicine of Academy ofMedical Science ofthe Ukraine， 

53， Melnikov 政 ，Kiev， 0似40仰50，U正仇raine.Eιμ申イ-n仰?

Abstract 

* Institute ~ザfo.伽ncωologyofAcωαde.仰my~ザfMedicωα1 Science ~ザ/的恥e 【印庇raαj脱ne，

3刀31勾43，Lo仰mηwnos01川 tJて，Ki帥の仰~ 03022， Ukraine.ιmail root@uc消印仰

Evaluation of the health status of different groups of the Ukrainian population affected by the 

Chemobyl accident is one of the most important problems in elimination of the consequences of the 

Chemobyl disaster. A lot of scientific researches devoted to study of health effects and based on 

established registers of victims of the Chemobyl accident had drawn conclusion about worsening of 

health of main groups of the affected population: Chemobyl accident recovery operation workers， 

evacuees仕omPrypyat city and 30km zoneヲ andresidents of the most contaminated with 

radionuclides territories. Most remarkable stochastic effect of radiation due to the Chemobyl accident 

is increase of thyroid cancer incidence rate in the above-mentioned groups of the Ukrainian 

population. For female breast cancer and some other solid cancers there are suggestions of increases. 

Further observation is needed for long term stochastic and non-stochastic effects. 

チェルノブイリ事故によるウクライナ住民への医学的影響研究によって

得られた疫学的知見

Anatoly}色 PRYSYAZHNYUK， Volodymir G. GRISHTSHENKO， Zoya P. FEDORENKOて

Luゐ1ilaO. GULAKてMykola.M FUZIK 

ククラゲプE担ア刀ダミ-. ôx!Jf!irlig~3Jf5f-e Y:ター

オククラゲプE詳ア刀ダミー.!A;療研究所

チェルノブイリ事故による被害をうけた、さまざまなワクライナ人集団の健康状況を明ら

かにすることは、事故被害低減にあたってもっとも重要な問題のひとつである。健康影響や

チェルノブイリ被災者の登録データに基づく多くの科学的研究が、事故処理作業従事者、ブ。
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つ削

リリャチ市や 30km圏からの避難住民、放射能汚染地域住民といった被災者集団の健康悪化

を示している。チェルノブイリ事故によるもっとも顕著な確率的影響は、これらのウクライ

ナ人集団での甲状腺ガン増加として現われている。また、女性の乳ガンと、その他のいくつ

かの固形ガンについても増加が示唆されている。確率的ならひ、に非確率的影響について今後

の長期的な調査が必要である。
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< 17. p.204-232> 
Intelligence and Brain Damage in Children Acutely Irradiated in Utero 

As a Result of the Chernobyl Accident 

Angelina 1. NYAGU， Konstantin N. LOGANOVSKY， Tatiana K. LOGANOVSKAJA， 
Viktor S. REpIN* and Stanislav Yu. NECHAEV* 

Department ofNeurology， lnstitute for Clinical Radiology， Research Centre for Radi，αtion Medicine of Academyザ

Medical Scie町 esofUkraine，野宮OCollαborativeCentre: nyagu@vent.kiev. uα 

*Department ofDosimetりノandRadiationめ'giene，lnstitute for Epidemiology and Prophyllαxis of Radiation 

lnjures， Research Centre for Radiω'on Medicine of Academy ofMedical Sciences ofUkraine， WHO Collaborative 

Centre. 53 Melnikov Street， Kiev， 04050， Ukraine 

Abstract 

百le objective of the study was psychometric， neurophysiological and neuropsychiatric 

characterisa柱。nof acutely prenatally irradiated children. 100 randomly selected children who were in 

utero (born be臥reenApri126th， 1986 and February 26th
ラ
198ηatthe time of the Chernobyl accident and 

their mothers evacuated to Kiev as well as 100 classmates of the children were examined by the 

Wechslぽ IntelligenceScale for Children (WISC)ラ elec仕oencephalography(EEG) and clinical methods 

at the age of 10-12 years old. Foetal doses in the acutely exposed group were 11-92 mSv， in the 

comparison group - 0-3 mSv; foetal thyroid doses - 0.2-2 Gy and 0-0.04 Gy， respectively.百le

acutely exposed group showed a lower mean verbal IQ than in the comparison group (l05.3:H3.1 vs. 

118.1:土13;p< .001) and a lower mean full scale IQ (112.1::l:15.4 vs. 120.9土11.5;p < .001). In addition 

the followings were observed in the acutely exposed group; WISC performance/verbal discrepancies 

with verbal decrements; a higher frequency of low剛voltageand epileptiformal EEG-patterns and left 

hemisphere lateralised dysfunction; an increase (p < .001) ofふ ands欄 powerand a decrease (p < .001) 

ofふ andα嗣 power;an increased企equencyof paro均Tsmaland organic mental disorders， somatoform 

autonomic dysfunction， disorders of psychological development， and behavioural and emotional 

disorders. Cerebral dysfunction was etiologically heterogeneous.百世sstudy suggests that prenatal 

irradiation at a thyroid foetal dose range of 0.2-2 Gy and a foetal dose of 11-92 mSv can result in 

detectable brain damage. 

チェルノブイリ事故によって胎内で急性被爆をうけた子供たちの知性と脳障害

Angiθ，Jina よ NYAG~ Konstantin N LOGANOVSKY; Tatiana K LOGANOVSKAJA} 

日ン~torS. REPINオ StanisJavYu. NECHAEVオ

ワクラゲプE詳ア刀デミー・波易協~1K~óJf5ft?/.タ一、成1!J/!tJolfft安0Jf

オククラゲプE詳ア刀テミー .ô.1J}!J!t安7fK~óJf5ft?/.タ一、 o.1J}!IJ結局gpm疫学研

本研究の目的は、胎内において急性的な被曝をうけた子供たちの精神的、神経生理的、神経

精神的状態を明らかにすることである。チェルノブイリ事故の際に胎内被曝をうけて母親とと

もにキエブへ移住してきた子供 100人(1986年 4月 26日から 1987年 2月 26日の間に出生)



をランダムに選び、彼らのクラスメート 100人を対照グループに選んで調査した。調査項目

は、 Wechsler子供知能指数 (WISC)、脳電流グラフ (EEG)、ならびに臨床検査である。被

曝グループ。の胎児被曝量は 11・92mSvで、対照グループでは 0-3mSvで、あったo また甲状腺被

曝量はそれぞれ、 0.2-2Gyと0-0.04Gyで、あった。被曝グループ。の平均言語的 IQはコント

ロールグループoより低く(105.3土13.1対 118.1土13;p < .001)、平均全スケールIQもコント

ロールより低かった(112.1土15.4対 120.9土11.5;p < .001)。被曝グループ。で、はさらに、次の

ようなことが観測された。言語能力低下をともなう WISC実行・言語指数の不一致、低電圧・

高周波の EEGパターンと左脳機能低下の頻度増加、 8波と 3波の増加 (p<O.OOl)と 0波と

α波の低下 (p<O.OOl)、発作的で器質的な精神障害頻度の増加、身体的自律神経異常、精神

の発達障害、挙動および情緒障害である。大脳の機能障害は病図的にさまざまであった。本研

究は、 0.2---2Gyの胎内甲状腺被曝ならびに 11---92mSvの胎児被曝が検出可能な大脳障害を

もたらすことを示している。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

< 18. p.233-241 > 
Health State of Belarusian Children S眼fferingfr潮騒 theChernobyl 

Accident: Sixteen Years after the Catastrophe 

Alexander N. ARYNCHYN， Tatiana V. AVHACI王EVA，Ni匙aA.GRES， 
Ekaterina 1. SLOBOZI王ANINA*

Research Clinicallnstitute for Radiation Medicine and Endocrinology; Aksαkovschina， 223032 Minsk， 

Belarus:αrynchyn@hotmail.com 

*lnstitute 01 Photobiology， AMS: Kuprevich s欣 2，220141 Minsk， Belarus 

Abstract 

A prospective cohort study was carried out to investigate the hea1th state of Belarusian children 

suffering from the Chemobyl accident. The main group consisted of 133 children permanently residing 

出 theradioactively contaminated territoriesラ whilethe con柱。1group was 186 children permanent1y 

residing in the territories with natural radia註onbackground. During the period of observation the 

constantly increased level of the annual summary effective dose of radiation (0.13刷 2.24mSv) were 

revealed in the children of the main group. All members of both groups were clinically examined at 

least two times during the follow-up of 1990 -2001. Heavy metals burden ofPbラ Cdand Hg were also 

measured in urine excretion. The results of clinical examination clearly indicate that the frequency of 

complaintsヲaswell as the frequency ofmajor clinical syndromes and diagnosesラwasincreasing in both 

groups. A growth of the gas柱。intestinalpathologyラ aswell as an increase in cardiovascular 

manifestations of the vegetative dysfunction syndromeラ wasthe most important. It should be noted that 

practically all forms of studied nosology were more prevalent in the main group than in the con甘01

both at the frrst and the second examination. High values of relative risk (RR) of the main group were 

obtained for arterial hypotension (RR=2.21 and 3.73 at the frrst and the second examination， 

respectively) and cardiac metabolic dysfunction (RR=4.66 and 3.33). Aggravating situation of the 

health state of Belarusian children requires urgent prophylaxis measures for pathologies that are 

enhanced by environmental factors. 

チェルノブイリ事故に被災したペラルーシの子供たちの健康状態:事故から 16年

Alexander N AR，YNCHYN; Tatiana V. AT包 4CHEVA，Nika A. GREB， 

EkatθrinaよSLOBOZHANINA* 
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オペラノI/-jン昇平詳ア刀ダミー・球主物多苦研究所

チェルノブイリ事故により被災したベラルーシの子供たちの健康状態を調査するため、前

向きの固定集団調査を実施した。被曝グループ。は放射能汚染地域にずっと居住している 133

人の子供で、対照グループは自然放射線だけの地域に住んでいる 186人の子供である。調査

期間中、被曝グループ。が余分に受けた年間実効線量は 0.13'"'"'2.24mSvで、あった。両グルー

プのすべての子供は、 1990年'"'"'2001年の間に少なくとも 2田の臨床検査をうけた。鉛、カ

ドミウム、水銀といった重金属の尿中濃度も測定した。臨床検査の結果は、両グループにお

いて、自覚症状や臨床的症状が時間とともに増加していることを示している。自律神経系失

調症にともなう心臓循環器系疾患と消化器系疾患の増加がもっとも顕著で、あった。 1回目と

2回目の両方の臨床検査において、すべての病理症状で、被曝グループ。で、の頻度が対照グル

ープよりも大きかった。被曝グループ。における大きな相対リスクが、低血圧症(1回目と 2

面白でそれぞれ RR=2.21と3.73) ならびに心臓疾患 (RR=4.66と3.33)で認められた。

ベラルーシの子供たちの健康悪化は、環境要因によって増加している病気に対して緊急の予

防対策を行う必要性を示している。
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< 19. p.242-257> 
Chernobyl Radiation醐inducedThyroid Cancers in Belarus 

Mikhail V. MALKO 

Joint lnstitute of Power and Nuclear Research， Na白仰alAcαdemyofSciences ofBelarus 

Krasin Stχ9只Minsk，Sosny， 220109， Republic ofBelarus: mvmalko@malkom.belJフ'ak.minsk.by

Abstract 

Assessment of incidence and mortality for thyroid cancers carried out for the Belarusian 

population is described in the present report. It is found that in the period of 1987幽 2000about 4ラ400

radiation-induced thyroid cancers appeared in Belarus: 692 cancers among children and 3ヲ709

cancers among adolescents and adu1ts. The number of lethal thyroid cancers in this period of time in 

Belarus was assessed as about 350 cases. The excessive absolute riskラ EARラ ofthyroid cancer 

incidence assessed for the period of 1987-2000 on the basis of given data on the morbidity and the 

assessed collective thyroid dose of irradiation is (2.5 -5.0) per 104 PYGy. The EAR value ofthyroid 

cancer mortality is assessed as (0.20闘 0.40)per 104 PYGy. The excessive relative riskラ ERRラ of

thyroid cancer incidence is assessed as (11.2 -22.4)/Gy. The radiation risks ofthyroid cancers found 

in the present report are higher than the risk coefficients established for atomic bomb survivors that 

were irradiated with dose rates some thousand times higher than populations of Belarus affected by 

the Chemobyl accident.百leabsence of marked latency period is another feature of radiation-induced 

thyroid cancers caused in Belarus as a resu1t of this accident. 

チェルノブイリ事故によるベラルーシでの甲状腺ガン

Mikhail VA必4LKO

ベラノI/-y符告さフフ刀ダミー・原子刀SE研究房

ベラルーシにおける甲状腺ガンの発生率と死亡率の評価を行った。 1987年から 2000年の

開にベラルーシで、は放射線被曝によって約 4400件の甲状腺ガンが発生し、そのうち 692件

が子供の甲状腺ガンで、 3709件が青年・大人の甲状線ガンであった。そのうち致死的な甲
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状線ガンは約 350件で、あった。甲状腺ガン発生率と集団甲状腺被曝量から求めた、甲状腺ガ

ン発生の絶対過剰リスク (EAR)は、 1万人・年・ Gy当り 2.5"'-'5.0件となった。甲状腺ガ

ン死の EARは、 1万人・年・ Gy当り 0.20"'-'0.40件で、あった。一方、甲状腺ガン発生の相

対過剰リスク (ERR)は、 1Gy当り 11.2"'-'22.4となった。本報告で明らかとなった甲状腺

ガンリスクは、チェルノブイリ事故被災者に比べ数 1000倍も大きな被曝量率で放射線をう

けた原爆被爆生存者を基に得られた値より大きい。顕著な潜伏期間が認められていないこと

も、チェルノブイリ事故によるベラルーシの甲状腺ガンのもうひとつの特徴で、ある。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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Analysis of Chromosome Aberrations in Human Lymphocytes after 

Accidental Exposure to Ionizing Radiatio股

Galina SNIGIRYOVA and Vladimir SHEVCI配 NKO*

Russian Scienti.fic Center of Roentgeno四Radiology，MOH RF， 

Pro.βoyuznaya st. 86， GSP四ス 117997Moscow， Russiα: snigiryova@mrids.rssi.ru 

*NI陥vi/ovInstitute ofGener，α1 Genetics，九4S，

Gωkin st. 3， 117809 Moscow， Russia: Shの'chenko@vigg.ru 
Abstract 

Aim: Analysis of the results of cytogenetic examination and reconstruction of irradiation doses by the 

frequency of chromosome aberrations in the liquidators of the consequences of the Chernobyl NPP 

accident. 

Materiαls and methods: Over 1500 people who worked in the zone of the accident predominantly in 

1986 and in 1987 have been examined since 1986. All of them were examined by means of the 

classical cytogenetic method which makes it possible to assess the level of unstable chromosome 

aberrations. 64 patients (including 12 professional workers ofthe Kurchatov Institute) were examined 

by the FISH method which permits the estimation of the level of symme甘icaltranslocations. 

Results: The cytogenetic examination performed in 1986 revealed a high level of cells with dicen住民s

(exceeding 16附foldthe con柱。1level) in the group of liquidators. In succeeding years this level 

significantly decreased. However even in 15 years after the works in the zone of the accident were 

completed the企equencyof cells with dicentrics in the group of liquidators significantly exceeds the 

con位。llevel.Using the frequency of cells with dicentrics and the calibration dose叩 sponsecurve， the 

dose of irradiation was determined for the group of liquidators examined in 1986. The average dose 

of irradiation made up 0.14 Gy. The frequency of甘anslocationswas used to estimate the exposure 

dose for the group of 52 liquidators. The average dose for the whole group was estimated to be 0.16 

Gy. F or 18 patients in whom the企equencyof仕 組slocationssignificantly differed from the con仕01

level the individual doses of exposure were determined. The sca悦 rin the doses was from 0.22 to 1.0 

匂.

In 1996，22 workers ofthe Kurchatov Institute were examined. In most ofthem (13 patients) the 

丘equencyof dicentrics in peripheral blood lymphocytes was significantly higher than the con柱。l

values. In five patients， cells with multiple chromosome aberrations were discovered. Three 

examined workers were exposed to super-high doses. The frequency of dicentrics in peripheral blood 

lymphocytes of these patients was 100 and even 1000 times higher than the con仕ollevel.The doses 

of irradiation estimated for five workers of the Kurchatov Institute by the企equencyof佐anslocations

using the calibration curve were in the range between 0.21 and 2.51 Gy. These doses were calculated 

without correction coe伍cientsラ i.e.without taking into account the fact that those 
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conditions willlead to an increase of the estimated absorbed doses. 

Conclusion:百lecytogenetic methods are suf五cientlysensitive for assessing the condition of the cell 

hereditary s甘uctures.Analysis of unstable chromosome aberrations is a decisive method in 

monitoring of large groups of people exposed to radiation as a result of nuclear accidents. The data of 

cytogenetic examination can be one of the criteria in the formation of groups with an increased risk of 

development of different diseases. One of the most promising cytogenetic methods of biological 

dosimeむyis the analysis of stable仕anslocationsby the FISH method. The lower limit of dose 

estimation by the frequency of仕anslocationsis 20-25 cGy. 

放射線被曝事故によるヒトリンパ球染色体異常の解析

Galina SNIGIRYO凶 andVladimir SHEVCHEl¥ぼOオ

05，ノア努i8f1;・ Lノ>1、グぷ波，!}J1ltgt.符gti2>:ター

オ05/.ヌ符告さア刀ダミ-.一政道5学研究所

目的:チェルノブイリ事故処理作業従事者(リクピダートル)の細胞遺伝学的検査を行い、

染色体異常の頻度に基づいて被曝量を遡及的に評価すること。

材料と方法:主として 1986年と 1987年にチェルノブイリ事故ゾーンで作業にあたった 1500

人以上のリクピダートルを対象に 1986年から検査を行った白すべての対象者を、不安定型

染色体異常を調べる従来の細胞遺伝学的手法を用いて検査した。また、クルチャトブ研の専

門家 12人を含む 64人については、対称転座を調べることが可能な FISH法で検査した。

結果:1986年の検査結果では、リクピダートル集団における 2動原体頻度が対照集団に比

べ 16倍も大きかった。その後、その頻度は顕著に減少した。しかしながら、事故から 15

年後においても、リクピダートル集団の 2動原体染色体異常頻度は対照集団に比べ有意に大

きかった。 2動原体の頻度と被爆量・効果関係、の校正曲線データを用いて、 1986年に検査

したリクピダートルの被曝量を推定した。平均被曝量は 0.14Gyで、あった。転座を調べた 52

人のリクピダートルでの平均被曝量は 0.16Gyで、あった。対照、集団に比べ大きな転康頻度を

示した 18人の個人被爆量推定値は、 0.22Gyから1.0Gyの問で、あった。

1996年に、 22人のクルチャトフ研究所の専門家を検査した。大部分 (13人)において、

末梢車液中リンパ球の 2動原体頻度が対照集団伎に比べ有意に増加していた。 5人の被検査

者では、複数の染色体異常を含む細胞が認められた。 3人は、とりわけ大きな被曝を受けて

おり、その2動原体染色体頻度は、対照集団の 100"'-'1000倍で、あった。転座データに基づ

く、 5人のクルチャトブ研専門家の被曝量は 0.21"'-'2.51Gyで、あった。これらの被曝量推定

値には、さまざまな被曝量率で数年間にわたって被曝を受けたことに対する修正を考慮に入

れていない。これらのことを考慮に入れるならば、推定被曝量はもっと大きくなるであろう。

結論:細胞遺伝学的手法は、細胞の遺伝的構造を明らかにするのに十分な感度を備えている。

不安定型染色体異常の分析は、原子力事故にともなう多数の放射線被曝者をそニタリングす

るにあたって不可欠な方法で、ある。細胞遺伝学的検査データは、さまざまな疾病に対するリ

スク増加集団を決定する上で重要な指標となりうる。 FISH法による安定的転座の分析は、

生物学的被爆量評価において、今後もっとも期待される手法のひとつである。転座頻度に基

づく被曝量の検出眼界値は、 20"'-'25cGyである。
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N atalia M. SLOZINA and Elizaveta G. NERONOVA 

Allぽ幽-Rz附4ιω低仰sふss弘ssia

Lμebおe必伽vaα41夕2，194044， St.Petersburg， Russi 

Abs甘act

A cytogenetic study was carried out on 359 clean-up workers who worked at the Chemobyl 

stぬonin 1986-1989.百leinvestigation was performed 6・12years after irradiation. Chromosome type 

damagesヲ i.e.double企agmentsラ dicentricsand rings were significant1y increased in the clean-up 

workers compared to the con甘01.Chromatid exchanges were found only in the clean岨upworkers. A 

temporal change of radiation makers was also investigated based on the data of 243 persons who 

worked at Chemobyl in 1986. The temporal variation of dicen甘icfrequency shows an inexplicable 

tendency towards the increase of dicentrics rate for the period of 8-12 years after irradiation. The 

association between the frequency of different types of chromosomal aberrations and such variables 

as smoking habits， coffeeラ tea，alcohol consumption， etc. was also analysed using a stepwise multiple 

regression analysis. A statistically significant association was only observed between smoking and 

chromatid exchanges. This type of aberrations was significant1y higher in the smoking subgroup than 

in the norトsmokingsubgroup of the clean叩 workers.The fact of an increased level of unstable 

chromosomal aberrations in a remote period 錦町irradiationallows us to suppose that other pathways 

of genomic burden may exist in addition to s柱aightradiation action at the time of irradiation. 

チェルノブイリ事故処理作業者における染色体異常の追跡調査

NataJia M SLOZINA and EJizaViθta G.λ厄Y?ONOお4

05-ンス写rg要産省・ ~O累設反妥F嫁E療12Yター

1986年から 1989年にかけてチェルノブイリ事故処理作業に従事した359人を対象に

細胞遺伝学的検査を実施した。検査時期は被曝をうけてから 6年から 12年後にわたっ

ている。事故処理作業従事者において、断片対、 2動原体、環状染色体といった染色体

型異常の頻度が、対照グルーフ。に比べ有意に増加していた。染色分体型交換は、事故処

理作業従事者にのみ認められたo 1986年に作業に従事した 243人を対象に、被曝マー

カーの経年的変化を調べた。 2動原体頻度の経年変化は、被曝後 8年から 12年にかけ

て増加を示すという、説明しがたい傾向を示した。さまざまなタイプの染色体異常頻度

と、喫煙、コーヒー、アルコール消費量などといった生活習慣要因との相関性を、ステ

ップ型多重因子回帰法で解析した。統計的に有意な相関性は、喫煙と染色分体型異常に

のみ認められ、事故処理作業従事者のうち、喫煙者サブグループ。で、の頻度が非喫煙サブ

グループ。より大きかった。被曝からかなり後の時期においても不安定型染色体異常の頻

度が増加していることは、被曝の直接的作用に加えて、男11の遺伝学的負荷の存在を想定

させるものである。
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Chromosomal Aberratio阻sin Blood Lymphocytesof the Residents of 30醐 km

Chornobyl NPP Exclusion Zone 
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Abstract 

A comparative cytogenetic examination of 33 self-settlers in the 30 km ChNPP Exclusion Zone 

and 31 residents in villages of Yahotyn districtラ Kyivregion was carried out in 1998・99.百lelevels of 

soil contamination of their residential areas with 137 Csラ 90Srand 238339十240pUwere 74-477 kBq/m三

33-288 kB司Im2and1.5-10.0 kBq/mへrespectivelyfor the fonnerラ and1.9-5.8 kBq/m2
， 0.6-2.8 

kBqlm2 and 0.01-0.05 kBqlm2， respectively for the latter. Using various data about the radiation 

situation in the Exclusion Zone， the efIective doses on whole備 bodyof the self-settlers were estimated 

to be 30-333 mSv for the whole residing period after the accident. The mean frequencies of abe官邸lt

cells and chromosomal aberrations for the Zone self幽 settlerswere significantly higher than those for 

the residents in Yahotyn districtラ whilethe values of the latter group were found to be above the 

spontaneous levels reported in literatures. The individual variability in the dis仕ibutionof the same 

Indices was significantly larger for the self-settlers than for the Yahotyn residents. The compared 

groups also differ in the dis甘ibutionof aberrations in cells. A repeated examination of 20 Zone 

self剛 settlerswas conducted in 2001. A significant decrease in chromosome type aberration frequency 

was found at the expense of丘agmentsfrequency decrease. However， the total f同uencyof 

chromosomal aberrations didn't differ in 1998輔 99and in 2001. 

チェルノブイリ原発 30km圏無人ゾーン患住者の血液リンパ球染色体異常

LaηTsa BEZDROBNA) Tetyana TSYGANO~ Olena ROM仏 TO凶 )Larysa Jj叫んSENKO)

防J.odymyrTRYSHY~ LudmJJa KLIMKINA 

ワクラゲプ符ダア刀タミ-.炭研究所

1998年から 1999年にかけて、チェルノブイリ原発 30km圏無人ゾーンの自発的居住者

33人と、キエブ州、!ヤホティン地亙の住民31人を対象に、細胞遺伝学的比較調査を実施した。

それぞれの居住区域におけるセシウム 137、ストロンチウム 90、プルトニウム 238，239+240

の地面汚染密度は、前者においてそれぞれ 74-477kBq/m人 33-288kBq/m2、1.5-10.0

kBq/m2で、後者においてそれぞれ 1.9-5.8kBq/m2、0.6-2.8kBq/m2、0.01-0.05kBq/m2 

であった。無人ゾーンの放射線状況に関するさまざまなデータに基づいて、事故後の居住期

間全体にわたる自発的居住者の全身実効線量は 30-333mSvと評価された。無人ゾーン自

発的居住者の染色体異常細胞頻度と染色体異常頻度の平均値は、ヤホティン地区住民にくら

べ有意に大きかった。向持に、ヤホティン地区住民の値は、文献に示されている自然発生レ

ベルよりも大きかったO 染色体異常の個人的バラツキは、無人ゾーン居住者の方がヤホティ

ン地区住民に比べ有意に大きかった。両グループは、細胞当り染色体異常数の分布において

も異なっていた。無人ゾーン居住者 20人について 2001年に再検査を実施したところ、染

色体型染色体異常の有意な減少が認められたが、それは主として染色体断片頻度の減少によ

るもので、あった。しかしながら、染色体異常全体の頻度は 1998-99年と 2001年では変化は

認められなかった。
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Cytogenetic Effects of Radiation on Agricultural Plants Observed in the 

Chernobyl region during the First Years after the Accident 



Stanislav A. GERASK以，Vladimir G. DIKAREv， Yevgenia Ya. ZYABLITSKAYA， 
Alla A. OUDALOVA， Yevgeniy V. SPIRI到N 

Rzω4ι，fSS乱ssia

249020， Obninsk， Kaluga Region， Russia: riαr@obninsk.org 

Abstract 

The cytogenetic consequences of radioactive contamination by the fallout after the accident at 

the Chemobyl NPP in 1986 to agricultural crops have been s知died.In the acute period after the 

accident (1986)， when the absorbed dose was most1y provided with extemalトandy-radiation， the 

radiation 河町 ofagricultural crops resembled白eefIect produced by acute y-radiation at 

comparable doses as basic cytogenetic tests testiちT.The yield of cytogenetic damage in leaf meristem 

of plants grown in the 印刷kmzone of the ChNPP in 1987附 1989(the period of chronic， lower level 

radiation exposure) was shown to be enhanced and dependent on the level of radioactive 

contamination.百lerate of decline with time in cytogenetic damage induced by chronic exposure 

lagged considerably behind that of the radiation exposure. Analysis of genetic variability in three 

sequential generations of rye and wheat revealed increased cytogenetic damage in plants exposed to 

chronic radiation during the 2nd and the 3rd ye訂 s.

事故後の数年においてチェルノブイリ地域で観察された農作物に苅する

放射線の細胞遺伝学的影響

Stanislav A. GERASKIN; Vladimir G. Dll臼REV;Yevgiθ'nia Ya. ZYABLITSKAYAJ 

Alla A. OUDALOVAJ Yevgen~シ V. SPIRIN 

OYア農学ア刀ダミー・農業!jX!}!I/J#3ぎ産業主著~~i2Yター

1986年のチェルノブイリ原発事故にともなう放射能汚染の農作物への細胞遺伝学的影響

を調査した。外部からの3線と γ線が中心で、あった事故後の急性期 (1986年)には、細胞

遺伝学の基礎実験が示すのと同様な、急性γ線照射にともなう効果が認められた。(被曝線

量が低く慢性的となった)1987年------1989年には、チェルノブイリ原発周辺 10kmの植物の

葉の分裂組織での細胞遺伝学的異常が、汚染レベルに依存して増加した。細胞遺伝学的損傷

の減少は、放射線被曝の減少よりかなり遅れて現われた。 3世代にわたるライ麦と小麦を観

察して遺伝的な影響を調べたところ、第 2世代と第3世代において慢性的放射線照射に対す

る締胞遺伝学的損傷の感受性が増加した。
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リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコフ V. I. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドノレギブ V. I. 

ソコロブ S. L. 

同忠ヴラソブ A. V. 

同志ドブノレイニン A. F. 

メドヴ、ヱヂ、エブ V. A. 

ヤコヴレフ A. N. 

同意ヤストレボブト P.

同志アレクサンドロフ A. P. 

同志アフロメエブ S. F. 
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1 .チェルノブイリ原発第 4号炉における事故の結果、生じた状況について

この問題に関する同志ドルギブ氏の情報を了解する。

2. チェルノブイリ原発及び開発電所に隣接する居住地、近隣地区の放射線状況について

この問題に関するイズラエリ同志の報告を了解する。イズラエリ同志は、各個別地域の放射線レベル

に関する明確かっ信頼できる情報をまとめ、実地対応策を講じるため事故現場地区に速やかに飛ぶ義務

を負う。

3. 放射能汚染地域住民に対する医療の実施について

ブレンコフ向志は、事故地区からの避難民に対する医療サービスの実施、及び霞師による必要な支援

の提供にあたっての深刻な不備不足に注意を払うこと。ブレンコフ同志は、その作業全ての根本的改善

に向けた一連の完全な策を講じるため、直ちに現地に飛ぶ義務を負う。

4. 事故処理作業への民間防衛軍の参加について
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アノレトワニン同志は、チェルノブイリ原発の事故に伴う総合対策の実施に関し、明確な作業プログラ

ムがないことに註意を払うこと。民間防衛軍に対しては、事故処理に関する必要な行動を速やかにとり

まとめ、実行するよう求める。

5. プリピャチ市民の避難について

この問題に関するヴラソフ同志の報告を了解する。市民の避難及び新たな地区への配置作業を明確に

組織化するよう注意を払う。

6. 立ち入り禁止区域における列車乗客グループの脱出の場合について

ギニコ同志は、チェルノブイリ原発地区立ち入り禁止区域内での、鉄道による乗客輸送に関し定めら

れた規則を、交通省各部局が厳守することの必要性に注意を払うこと。

7. 化学防護部隊の展開について

この問題に関するアフロメエブ同志の報告を了解する。国防省は、最大限短期間のうちに部隊を展開

させること。

8. 避難民への提供のため軍用配給食糧 1万食を供出することについて

軍の備蓄から配給食糧 I万食を避難民に割り当てる可能性を見出すことに関し、アフロメエフ同志に

一任する。

9. チェルノブイリ原発事故の考えられる原因について

当該情報を了解する。アレクサンドロフ同忘は、ソ連エネルギー省、中規模機械製作省、国家原子力

エネルギー監督局及び研究者、専門家を交えて、同様の事故が今後起こるのを防ぐため、事故原因の特

定作業を続ける。

10. 政府発表について

新開掲載用政府発表テキストを了承する。

チェルノブイリ原発事故とその処理のため講じられる措置についての、一連の資本主義諸国首脳あて

情報のテキストを了承する。チェルノブイリ原発の事故処理作業の状況に関する、一連の社会主義諸国

首脳あて情報のテキストを了承する。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N. ノレイシコフ

************************************************************************************会*****合***

議事録第2

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年4月30臼

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ルィシコフ N. ト

リガチョフ E.K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

ソ連内務相

チェブリコブ

同志ドルギフ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソブ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

会議招致参加者:

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギ一部長

ソ連科学アカデミー総裁

国防省第 1次官

中規模機械製作省第 1次官

同志ヤストレボフ1. P. 

同志アレクサンドロフ A. P. 

向志アブロメエブ S. F. 

同志ベトロシャンツ A.M. 
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国防省次官

ソ連保健省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連高等教育・中等専門教育相

ソ連電力省全ソ生産合同

「ソユザ、トムエネルゴj長官

中規模機械製作省第 16総局長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー部次長

同志アルトゥニン A. T. 

向志シチェーピン O. P. 

同志セドワノフ Yu. S. 

同志ヤゴヂン G. A. 

同志ヴェレテンニコフ G. A. 

同志クリコブ E. V. 

同志ブロリ、ンェフ V.M. 

1 .チェルノブイリ原発の状況について

この問題に関するドルギフ同志の情報を了解する。

2. ソ連ヨーロッパ部の放射線状況について

全般として放射線レベルが低下しつつあり、また、ポーランド領内で放射能の広がりが記録され、風

向の変化によって今後、チェコスロバキア、ハンガリー、ノレーマニアに達する恐れがあるとのセドワノ

フ同志の報告を考慮する。

ソ連ヨーロッパ部領内の放射線状況に関して毎日の情報を確保するよう、留家水文気象委員会に委任

する。

3. 事故処理作業への罰防省部隊の参加について

次のことにつき考慮する。

一民間防衛部隊により、鉄道駅や空港を含め各ポイントの放射線監視網が組織され、道路除染作業の

ための技術が用意されつつあるとのアルトワニン同志の報告。

ーチェルノブイリ原発への無線操縦機材の到着、また、避難民への軍用配給食糧1万食の提供及び本

年5月 2日に予定され、 5月413に事故現場での作業に着手する軍要員 2千人と技術機材650台に

よる化学防護部隊の編成に関する、アブロメエブ同志の報告。王期生、現地ではすでに 600名が活動

している。

発電所内とその近隣地域の除染作業を最大限、急ぐようアフロメエフ同志に委任する 0

4. キエフ及びミンスク留学中のイギリス、フランス、イタリア各国学生の召還について

この問題に関するヤゴヂン同志の情報を了解する。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコブ

***************************************************************************************百~*****

議事録第3号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月1日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

同志ノレイシコブ N. ト

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. I. 

チェブリコブ V.M. 

伺志ドルギフ V. I. 

ソコロブ S. L. 

間志ヤコヴレブ A. N. 

1可志ヴラソフ A. V. 

ソ連共産党中央委員会書記

ソ連内務相

会議招致出席者:

qδ 



ソ連科学アカデミー総裁

ソ連保健省第 1次官

ソ連科学アカデミー副総裁

ソ連国防省第 1次官

ソ連国防省次官

ソ連医学アカデミー準会員

ソ連外務省次官

中規模機械製作省第 16総局長

中規模機械製作省第 1次官

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー部長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギ一部次長

1. 事故被災者に対する医療の実施について

同志アレクサンドロブ A. P. 

同志シチェーピン O. P. 

同志ヴェリホフ E. P. 

同志アブロメエブ S. F. 

同志アルトゥニン A. T. 

同志ヴォロピヨフ A. 1. 

同志コヴァリョフ A. G. 

同志クリコブ E. V. 

同志ベトロシャンツ A.M. 

同志ヤストレボフ1. P. 

同志ブロリ、ンェブ V.M. 

この問題に関するシチェーピン同志並びにブノレガコブ同志の情報は、不十分なものと考える。ソ連保

健省が、現地から得られる情報の然るべき調査・分析を行ってこなかったことを注視する。

この件に関し、早急に是正措置を講じるようシチェーピン同志に要請する。また、ソ連保健省に対し、

放射線レベルが上昇した地区に住む市民への、検診及び治療実施指揮本部を設置するよう委任する。そ

の本部の長は、同志シチェーピン氏が務めるものとする。彼には、日毎、小児を含む入院患者数及び放

射線被爆症と診断された患者数についてのデータを特別作業班に報告するよう任ずる。この問題に関す

る政府決定案をとりまとめることとする。

対外貿易省(アリストフ同志)は、ソ連保健省の用意したリストに示される医薬品の必要量を外国で

買い付ける契約を註ちに結ぶこと。

ソ連保健省(シチェーピン同志)は、放射線被曝症患者の治療分野で代表的な一連の医学者、専門家

のソ連入りの申し入れについて検討する。また、特別作業班の審議のため、勧告を提示すること O

2. 政府委員会メンバー交替要員のチェルノブイリ原発への派遣について

政府委員会メンバーの交替要員をチェルノブイリ原発に派遣することは、適当と認める。その長にシ

ラエフ同志を任ずる。委員会の新メンバーは、 5月 2日に現地へ飛ぶものとする。

3. 外国記者との会見について

そうした記者会見を開くことは、適当と認める。その準備及び実施について、シチェルピ、ナ、コヴア

リヨブ、アレクサンドロブ、ペトロシャンツ、イズラエリ、ブレンコブの各同志に一任する。記者会見

開催の日時については、必要なデータを全て取り揃えた後、確認する。

4. 事故現場地区へのソビエト記者の派遣について

当該地区で通常の生活が営まれていることを示す、記事及びテレビ放送の材料を準備することを目的

とし、チェルノブイリ原発近隣地区へソビエトの記者たちを派遣する。

5. チェルノブイリ涼発近隣地区における除染作業の展開について

チェルノブイリ原発地区では、国防省化学防護部隊によって人および技術機材の除染作業が開始され

たとの、アフロメエフ同志の報告を了解する。

2600人の人々と 400台の自動車の処置が行われた。また、除染ポイント 16個所が設けられた。

さらに、管理区域の拡大のため、新たな軍部隊が至急編成されている。

6. ゴメリ州の冶金工場建設現場における外国人専門家の仕事について

当該工場の建設作業に従事するオーストリアの労働者および専門家らが、仕事に出ることを拒否して

いるとの、ヤストレボブ同志の報告を了解する。その企業の代表者によれば、彼らの本国への脱出避難

が準備されているとの由。現地へは、放射線測定を実施するためオーストリアの専門家 1名が空路発っ

た。

ソビエトの専門家たちとオーストリア企業の代表者による共同作業の実施に関する措置を講じるよ

う、ヤストレボフ同志に任す。
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7.新開発表について

チェルノブイリ原発の状況に関する次回政府発表のテキストを承認する。

ソ連閣僚会議総務局総務課 13 印

N.ノレイシコフ
**********************犬*****************************************************士会*****昔旨***六*****

Y若援席会議要務局~ lO 
議事録第4号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年5月38
出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連共産党中央委員会書記

ソ連内務相

会議招致参加者:

ソ連共産党中央委員会政治局部長

輸送機械製作相

石炭産業相

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連国家労働委員会議長

ソ連軍参謀本部長

ソ連共産党中央委員会当該部第 1次長

ソ連保健省第 1次官

中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省次官

ソ連科学アカデミー副総裁

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連霞力省全ソ生産公団

「ソユザトムエネルゴj 理事長

ソ連医学アカデミー準会員

ソ連保健省生物物理学研究所副所長

向志ルィシコフ N. I. 

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコブ V. I. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドルギブ V. I. 

ソコロブ S. L. 

向志ヤコヴレフ A. N. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志ヤストレボブI. P. 

同志ブレジネブ V. A. 

同志シチャドフ M. I. 

同志アレクサンドロフ A. P 

同志グラドキーI. I. 

同志アブロメエブ S. F. 

同志フロリ、ンェフ V. M. 

開志シチェーピン O. P. 

同志ベトシャンツ A. M. 

同志コヴァリョブ A. G. 

同志ヴェリホフ E. P. 

同志セドウノフ Yu. S. 

同志ヴ、ェレテンニコフ G. A. 

同志ヴォロピヨブ A. I. 

同志ブルダコブ L.A. 

1. Jレイシコフ N. 1.同志並びにリガチヨフ巴. K. 同志の、 1986年 5月2臼チェルノブイリ原

発地区訪問に関する情報

事故処理及び、除染作業は、必要な手段を用いて組織的に実行されていることを指摘する。現地では、

作業の進行をさらに加速化するための追加措置に関する決定がとられている。

チェルノブイリ原発地区避難民収容先の各居住地点の状況は正常。必要な商業取引、食事の配給が行

われ、児童の学校での授業も再開されている。一方、人々の医学検診の実施、並びに医療支援の提供に

おいては深刻な不足が見られる。

2. チェルノブイリ原発地区からの避難民に対する職業斡旋および損害に対する補償について

ソ連国家労働委員会(グラドキ- I. I.同志)に対し、全ソ労働組合中央評議会(シャラエフ S.

A.同志)、ソ連電力省(マイオレツ A. I. 同志)、その他関係省庁と共同で、この問題に関して 2

日間のうちにソ連閣僚会議へ然るべき提案を示すよう任す。
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3. 放射線レベルが上昇した諸地区の住民に対する医療サービスの実施およびソ連保健省附属病院で入

院治療を受けている人々への救急医療支援の提供について、シチェーピン間志の報告

放射線レベル上昇地区からの避難民に対する医療検診、並びに避難民への必要な医療支援の提供に伴

うソ連保健省の実施作業が、不十分なものであることを指摘する。

国防省(ソコロブ S. L. 同志)に対し、避難民への医療サーピスを実施すること、また、そのた

めに避難民の滞在各地に章特別医療部隊を展開させることにつき任せる。

同志シチェーピン氏に対し、この 1昼夜の間に、必要な医薬品、器具、医療機器の外国での調達に関

する提言を取りまとめ、対外貿易省へその提言を引き渡すよう委任する。対外貿易省は、当該の薬品、

医療機材の買い付け及びソ連への納入に関して、最短期間のうちに外国企業と交渉を行うものとする。

原則として大量の放射線量に被曝した人々の治療にあてるため、十分な状態にある患者をソ連保健省

第 6病院から退院させるとの、シチェーピン同志の提案を受け入れる。また、その目的のため、全ソ労

働組合中央評議会の向意に基きモスクワ郊外のサナトリウム 2カ所を、ソ連保健省の管理下に置くこと

とする。

4. モスクワ市の放射線状況の監視について

国家水文気象委員会(セドワノフ同志)に対し、モスクワ市内の放射線状況を常時監視することにつ

いて、その実施を任せる。 5月4日より、この問題に関してソ連共産党中央委員会並びにソ連閣僚会議

に毎日報告を行うこととする。

国家水文気象委員会は、ソ連保健省及びソ連民間防衛軍と共同で、空港、鉄道ターミナル、並びに自

動車道路のモスクワ市内に入る地点において放射線測定を実施する。

5. ウクライナ及びベロルシアの一連の州内での放射線状況について、セドゥノフ Yu. S. 同志の報
Aヒ
広ヨ

この問題に関するセドワノフ Yu. S. 同志の報告を了解する。

6. 駐ルーマニア・ソ連大使への電報について

ノレーマニア側の照会に対する返答用として、駐ルーマニア社会主義共和国ソ連大使あて電報のテキス

トを承認。

ソ連原子力エネルギー利用国家委員会(ペトロシャンツ同志)並びに国家水文気象委員会に対し、ソ

ピエトの専門家グループと共に両委員会の第 1副議長を 5月4日にルーマニアに派遣するよう任せる。

7. 特製エマルジョン及び汚染表面にそれを吹き付けるための機材をフランスで買いつけることについ

て

フランスで、の特製エマルジョンの買い付けを行うこととする。

アリストフ B.I.同志は、早急な交渉とチェルノブイリへの近日中の納入を行う。リヤボフ Ya.

P. 同志及びリストフ V. V. 向志は、ソ連国内の工場で、のエマルジョンの生産に関する提案をとり

まとめ、提出する。

8. 事故現場地区への閤妨省代表者の派遣について

チェルノブイリ原発事故の処理作業に関する一連の措置の実行にあたり、ソ連軍各種部隊の活動調整

を、南西方面軍総司令官、上級大将のゲラシモフ I. A. 同志に委ねる。ソコロフ S. L. 同志は、

これに一致した指令を出すこととする。

9. チェルノブイリ原発4号炉正力抑制プールからの水の抜取り措置のとりまとめと実行について

ソ連石炭工業者(シチャドフ M. I.同志)、中規模機械製作省(ウサノフ A.N.同志)、輸送機

械製作省(ブレジネフ V. A. 向志)、ソ連地質省(コズロアスキー E. A. 同志)は、ソ連科学ア

カデミー(ヴェリホフ E. P. 同志)、研究者並びに専門家を交えて、現地でこの問題を検討し、特別

作業班の次回会議までに提言を示すこと。

10. ソ連外務省での社会主義諸国大使との協議について

コヴァリョフ A. G.、アレクサンドロブ A. P.、ペトロシャンツ A.M. の各同志に対し、チ
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ェルノブイリ原発事故に伴う諸問題に関する、社会主義諸国大使とのソ連外務省内で、の協議の実施につ

いて一任する。

11. H. ブリツクス国連盟際原子力機関(1 A E A)事務局長のソ連招聴について

中規模機械製作省(ペトロシャンツ A.M. 同志)は、 IAEAのH. ブリックス事務局長を受け

入れ、彼が関心を持つ諸問題をめぐって話し合いの場を持つこととする。その会談の成果にもとづき、

マスコミ掲載用の発表を用意する。

12.チェルノブイリ原発事故関連の諸問題に関する、ソビエト記者及び外閤記者に対する記者会見の実施

自について

シチェルピナ B.E.、アレクサンドロフ A.P.、ベトロシャンツA.M.、コヴァリョフ A.G. 

の各同志に対し、モスクワで5月 6日に記者会見を開くことにつき一任する。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコフ

**************************大***士会*************************************************女***合大******

Y華麗庫会議事務局%: !ff. 
議事録第5号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月4日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致参加者:

ソ連閣僚会議副議長(副首相)

ソ連閣僚会議副議長(副首相)

対外貿易相

中規模機械製作相

ソ連科学アカデミー総裁

国防省第 1次官

中規模機械製作省次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連共産党中央委員会当該部長

ソ連共産党中央委員会当該部次長

国防省中央軍事毘学局長

同志ノレイシコブ N. ト

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

同志ドルギブ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

向志ヴラソフ A. V. 

同志シチェノレぜナ B. E. 

同志リヤボフ Ya. P. 

同志アリストフ B. 1. 

同志スラフスキー E. P. 

同志アレクサンドロフ A. P. 

向志アブロメエブ S. F. 

間志ベトロシャンツ A. M. 

同志シチェーピン O. P. 

同志ヴォロぜヨブ E. I. 

同志コヴァリョブ A. G. 

向志セドワノブ Yu. S. 

同志ヤストレボフト P.

同志フロリシェフ V.M. 

同志コマロブ F. I. 

1 .キエフ及びチェルノブイリ原発近隣諸地区の状況についてのリャシコ A. P.間宏、の情報に関するル

ィシコフ N. 1. 間完全、の報告

キエブにおいては、正常な状況が維持されていることを確認。

プリピャチ)11のキエブ貯水湖への合流地で、は、水中の放射能の値が自然値の 2-3倍に上昇したこと

が観測されている。

一連の地区では、屋外水源からの飲料水の利用禁止措置を導入。
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ウクライナ・ソビエト社会主義共和国の党及びソピエト諸機関に対し、チェルノブイリ原発事故の影

響に関する諸問題の宣伝活動のため、マスコミ機関を積極的に利用するよう勧告する。

2. チェルノブイリ原発事故に伴う諸外国の支援の申し入れに関するタス通信の報道

この問題に関するタス通信の報道テキストを承認する。

ソ連閣僚会議の次回声明の発表を本年5月5日に延期する。

3. 30キロメートル圏からの避難民に対する医療活動の実施に関するコマロフ同志の報告

国防省による軍要員2千名の総動員、医療大隊5隊の編成、ならびに避難民滞在各地区への配属を了

解する。これらの隊員は、 5月 5日午後に作業に着手し、 5月6日より 1昼夜間に 7千名に対する医療

活動を行う。

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国保健省に対し、国防省医療部隊により発見された患者の入院及

び、治療について委任する。

4. 放射線に被曝した市民の入院及び治療に関するシチエーピン同志の報告

5月4日現在、総勢 1882名が入院していることを了解。検診を受けた者の総数は、 3万8千人に

達した。

子ども 64名を含む、 204名が様々なレベルの放射線障害に擢ったことが判明。 18名が、重体。

事故時からの死亡者数は、 2名である(事故の際最初に死亡した 2名を除く)。ウクライナ・ソピエト

社会主義共和国の医療機関では、被災者の入院用に、 1万9千床が割り当てられている。

ソ連保健省は、全ソ労働組合中央評議会と共に軽度の患者収容のため、ソ連保健省第3局サナトリウ

ム、モスクワ郊外ミハイロブスコエのサナトリウム、及びオデ、ッサとエヴパトリアのサナトリウム、全

1 200床を割り当てる。また、キエフ郊外のサナトリウム施設に 6000床、並びにピオネールキャ

ンプに 1300名分を用意する。

シチェーピン同志に対し一昼夜のうちに、上記作業に従事する医療労働者への支払いについて、また

シャラエフ同志と共に、入院者のための病気休暇証明書に伴う支払いについて提言を取りまとめるよう

委任する。

ドナー及び、骨髄移植手術が必要な被移植者の選別について協議を行うため、タラサキ教授(アメリカ)

をソ連に招くとのソ連保健省の提案に同意する。

マテ教授(フランス)に関しては、彼に感謝の念を伝え、これら一連の作業に対する彼の参加につい

て追って後に検討することを知らせる。

シャラエア、ミーシン両同志は、放射線量上昇諸地区から避難した子どもたちを夏期に寄宿学校もし

くはピオネーノレキャンプに送るよう手配するとともに、必要に応じてそのうち一部につき、さらに長期

間の収容を検討すること。また教育関係所機関と共に、寄宿制学校並びに年間を通じて機能しているピ

オネールキャンプでの子どもたちの教育について検討する。

5. 必要墜薬品、医療装置及び機材の外国での覧い付けについて

外国企業との必要な交渉を開始した旨の、アリストフ同志の報告を了解。

アリストフ同志に対し、契約締結を加速させるよう一任する。必要薬品の5月 5日からの配送を手配

すること。アリストフ、ブ、ガエフ両同志は、 8-10トン規模の除染用エマルジョン及びその汚染表面

塗布用装賓のフランスでの買い付け、 5月7日の配送を手配する。

アリストブ同志は速やかに、ドイツ連邦共和国[西ドイツ)での遠隔操作式掘削機の買い付けに関

する問題を詳細に検討のこと。

リャボフ同志は、除染用溶液の現場で、の調合に必要な国産化学物質をチェルノブイリ原発へ送るよう

手配する。

6. 水域の放射能汚染防止措置について

領域の除染作業に当たる特殊部隊7隊のチェルノブイリ原発への集合に関するアフロメエフ同志の

報告を了解する。 5月6日までに発電所及びプリピャチ市の除染作業計画が準備し、当特別作業班に報

告される。
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プリピャチ)11への放射性物質の流入を防御することは、最重要課題の 1つであるとみなす。シラエフ、

ゲラシモフ両同志に対し、チェルノブイリ原発地区のプリピャチ)11河岸 10キロメートル分の堤防建設

作業を速やかに開始するよう要請する。これらの目的のため、共和国各組識の輪送手段および地面掘削

機を集める。建設基地全体をシートで覆う問題について検討する。被害地域の除染計画について 5月6

日の会議で検討する。

7. 圧力抑制プーんからの排水措置について。

圧力抑制プールから水を抜き取ることが最重要課題であり、事故の危険性拡大の阻止にあたってその

解決が不可欠であることを指摘する。

アレクサンドロフ、スラフスキー両同志に対し、原子炉及びその周辺建造物の温度上昇を直ちに算出

し、耐久能力の予測をとりまとめるよう一任する。その結果は、 5月 5日に報告されるものとする。

アガノフ同志は、特殊機器を用いた放射性物質の収集及び、埋設について予め検討し、プールへの到達

実現に向けた工学的作業に 5月5日に着手する。

ブレジネア同志は、直ちにモスクワへ飛び、原子炉設備の基礎プレートの下に冷却ノミイプを敷設する

作業を組織するため、早急な策を講じる。

8. ソ連三一口ッパ部の放射線状況について

モスクワの放射線状況は依然として正常との、セドワノフ同志の報告を了解。

必要な放射線測定装置を搭載した民間航空省所属の航空機2機を国家水文気象委員会に割り当てる

とのソ連閣僚会議指令案を準備する。

セドワノフ同志に対し、本事故のデータと核実験の際の放射能汚染とを比較分析するよう委ねる。そ

の結果は、当特別作業斑に報告される。

9. IAEA事務局長のソ連への受け入れについて。

ベトロシャンツ向志に対し、 IAEAのH. ブリックス事務局長のソ連滞在プログラムを提出する

ことを一任する。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコブ

**********************六******会*******************女*******************************************

Y華麗席会議事務局rJiI !O 
議事録第6号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月5日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[第 1副首相]

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

対外貿易相

ソ連電力相

化学工業相

国防省第 1次官

同志ルィシコブ N. ト

リガチョフ E. K. 

チュエブリコア v.M. 

同志ドルギブ V. I. 

ソコロフS. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志ムラホアスキー V. S. 

同志シチェノレピナ B. E. 

同志リヤボフ Ya. P. 

向志アリストフ B. 1. 

同志マイオレツ A. I. 

同志リストア V. v. 
同志アブロメエブ S. F. 
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開削

中規模機械製作省次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連国家労働委員会議長

ソ連共産党中央委員会当該部長

ソ連共産党中央委員会当該部次長

同志べトロシャンツ A.M. 

同志シチェーヒ。ン O. P. 

同志コヴ、ァリョブ A. G. 

同志セドゥノブ Yu. S. 

同志グラドキー1. 1. 

同志ヤストレボブト P.

同志ブロリシェフ V.M. 

1. 放射線影響盟に住む人々に対する医療活動について

入院者の総数が、子ども 569人を含む、 27 5 7名に達したとのシチェーピン同志の報告を了解。

そのうち 914名は、放射線被曝症の症状を有し、うち 18名は極めて重篤であり、 32名が重体。ウ

クライナ及びベロルシア[自ロシア)の全市民は、然るべき管理下に置かれている。モスクワにタラサ

キ教授が到着。彼は、 5月 6日より作業に取り掛かる。

全管理地区の水供給は、テテレフ)11及びウシ川の水域を除き正常。

シチェーピン同志に対し、諸生活水源の放射能レベルに関するデータを確認し、各管理地区住民の治

療及び予防処置作業を強化するよう委ねる。

2. 除染作業及びブリピャチ川の堤防建設の実施について

チェルノブイリ原発敷地内で国防省特殊部隊により除染作業が展開されていることに関するアフロ

メエフ同志の報告を了解。 7千5百名及び輸送機材4千台を除染。破損原子炉への接近到達に向けた作

業が進行中。プリピャチ川河岸2. 5キロメートノレに堤防を建設。医療大隊が、各配置地点で作業を展

開。

アフロメエブ、ゲラシモフ両同志に対し、発電所敷地の除染作業及びプリピャチ)11河岸の堤防建設作

業を加速させるよう委ねる。

作業の遂行状況に関して、 5月6日の当特別作業班会議で報告のこと O

3. 霊薬品、材料及び装置の外国での買い付けについて

フランスで、除染用エマノレジョン 9.6トンを買い付けたとの、アリストア同志の報告を了解。これは、

5月 7日にチェルニゴフへ空輸される。次回分のエマルジョン 10トンは、 5月 13日に送られる。ド

イツ連邦共和国[西ドイツ]で遠隔操作機材及び発泡剤の購入に関する交渉が進行中。医薬品購入のた

めの発注が全て完了。それら医薬品の最初の分が、すでにソ連に届き始めている。

シチェルピ、ナ同志に対し、購入が必要な発泡剤の量を至急、定めるよう委ねる。アリストア同志は、

ドイツ連邦共和国[西ドイツ]での遠隔操作機材の購入及び日本での rKr 0 t (モグラ)J タ

イプ掘削機の買い付けに関する問題を、 5月613には解決すること。

4. 除染用エマルジョン及び材料の生産化について

除染用吸着材及び被膜材の生産用に化学原料が集められているとの、リストア同志の報告を了解。チ

ェノレノブイリ原発にそれらを供給する工場を選定。液体窒素 250トンが発送準備済み。この量は、最

大 1000トンにまで拡大可能。

アフロメエフ同志に対し、現場で化学工業省からの原料を元に除染用エマルジョンを合成し試験する

ことについて委任する。その結果は、直ちに当特別作業班に報告される。リストフ同志は、必要な発泡

性化学剤の選定作業を続ける。

5. 破壊原子炉の圧力抑制プールからの排水作業について

圧力抑制プールからの排水作業が組織されているとの、マイオレツ同志の報告を了解する。作業の完

了は、 5月 6日を予定。原子炉の基礎プレートの下に冷却ノ《イプを敷設するための準備作業が進行中。

放射性物質用の廃棄物保管所の造成作業が開始された。 原子炉内の最大温度部分は、徐々に原子炉下

部構造物の方向へと移動中。

マイオレツ同志は、さらにポンプを複数追加導入して圧力抑制プールからの排水作業を加速させるよ

う義務を負う。ブレジネフ同志は、速やかに基礎プレート冷却用のパイプ敷設作業に着手すること。
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6. IAEAのH. ブリックス事務局長のソ連滞在プログラムについて

IAEAのH.ブリックス事務局長のソ連滞在プログラムに関するベトロシャンツ向志の提案に同意

する。

7. 外国記者に対する記者会見の準備について

記者会見の手順及び内容に関するシチェルビナ、ベトロシャンツ両同志の勧告が仕上がる。その実施

は、 5月6日16時00分を予定。

8. チェルノブイリ原発地区からの避難住民に対する職業斡旋及び賃金支払条件について

この問題に関するソ連政府決定案についてのグラドキー向志の報告を聴く。

その内容が不十分なことから、事故地区からの避難住民の物質的損失に対する補償の問題をこの決定

に組み込むことは見合わせるのが妥当と認められる。

9. 農産物の放射能汚染防止策について

国内放射線医学研究機関が事故現場地区への出先調査により、農業用地の放射能汚染を調べ、牛乳や

肉を含む農産物の生産への、放射能の有害な影響を排除するための一連の措置を取りまとめ中との、ム

ラホアスキー同志の報告を了解。

ムラホアスキー同志は、 2昼夜のうちにこの問題に関する完全な行動プランを仕上げ、管理対象諸地

区の住民に対する円滑な食料品供給を保障する義務を負う。

1 O. チェルノブイリ原発事故関連の解決を要する最重要諸問題のリストアップについて

チェルノブイリ原発事故の否定的影響を伴う、長期的性格を持った最重要の諸問題をリストアップす

ることが必要とのドルギフ同志の提案に賛成する。そうしたリストの準備作業を組織するようドルギフ

問志に求める。

1 1 .ソ連共産党中央委員会、ソ連最高会議幹部会、ソ連盟僚会議及び全ソ労働組合中央評議会のアピー

JI"について

ソ連共産党中央委員会、ソ連最高会議幹部会、ソ連閣僚会議及び全ソ労働組合中央評議会によるアピ

…ルを用意し、その中で、特に、チェルノブイリ原発ゾーン内の企業及び組識の労働者に対する労働報

醗の条件や物質的保障に関する決定の基本内容について述べると共に、しかるべき形で事故により損失

を被ったソピエト市民の家族に対する同情の念を表すことが必要と認める。アピール案の準備について、

ドルギブ同志に委任する。

1 2. 政府委員会メンバーの特別移送の実施について

民間航空省は、それぞれキエフ及びモスクワを所属地とするツポレフ 13 4型航空機2機を割り当て

て24時間態勢で乗員を置き、政府委員会メンバー並びに専門家の緊急移動に備える義務を負う。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコブ

***六*******六***********************************************犬*****************************六***

Y若最高会議夢務局絃 id 
議事録第 7号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月68

Y連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連共産党中央委員会書記

会議招致出席者:
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同志リガチョブ E. K. 

チェノレピコフ v.
同志ドノレギフ v. 1. 

間忘ヤコブレフ A. N. 



ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長

ソ連共産党中央委員会重工業・

エネノレギー産業部次長

ソ連霞力相

国防省第 1次官

中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連電力省全ソ連生産公団

ソユザエネルゴアトム」理事長

国防省化学部隊長

国家水文気象委員会副議長

1. ソ連ヨ一口ッパ部の放射線状況について

同志ヤストレボフ1. P. 

同志ブロリィシェフ V.M. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志アブロメエブ S. F. 

間志メシコブ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

向志セドゥノブ Yu. S. 

同志ヴェレテンニコブ G. A. 

向志ピカロブ V. K. 

同志ザハロブ V.M. 

ソ連ヨーロッパ部全体の放射線状況は、許容値内にあるとのセドワノフ、ザ、ハロフ両同志の報告を了

解。キエブ、ジュロビン[ベロルシア〕、フアストア[ウクライナ]では、放射線レベルの若干の上昇

が認められる。ソ連西部国境沿いの諸地区の放射線レベルは低下しつつある。空中の放射線レベルを測

定するための追加航空機2機の準備が整う。

セドワノフ同志に対し、ゴメリに専門家グループを直ちに派遣し、この地区の放射能汚染状況に関す

るデータを確認するよう委任する。結果については、当特別作業班に報告される。

チェルノブイリ原発地区の放射線レベルに関して IAEAへ定期的に情報提供することが妥当との

国家水文気象委員会の提言に同意する。 IAEAへの提供のため用意された'情報は、事前に当特別作業

斑の会議で審議される。

セドワノフ同志に対し、チェルノブイリ原発から 30キロメートノレの地点に IAEAのモニタリング

装置を設寵するとの、 H.ブリックス IAEA事務局長の依頼の実現化に関する提案をとりまとめ、当

特別作業斑に審議のため提出するよう委任する。

2. チェ)1"ノブイリ原発事故被災住民の入院及び治療について

5丹6日午前9時00分現在、病院収容者総数が 3454名に達しているとのシチェーピン同志の報

告を了解。そのうち、子ども 471名を含む2609名が、常時治療状態に置かれている。確認済みデ

ータによれば、放射線被爆症患者は子ども 19名を含む、 367名。うち重体は、 34名。子ども 2名

を含む、 179名がモスクワ第6病院で入院集中治療を受けている。

プリピャチ)11及びテテレブ)11でフkの放射能汚染レベルが上昇したことを確認。キエフ市の取水口[複

数〕の放射能レベルは、許容範囲内にある。

モスクワ第 6病院で治療を受けている患者の数と容体に関するデータを、この病院にアメリカの専門

家たちが働いている事実を考慮、して、公表するのが妥当とのソ連保健省の提言に同意する。

3. チェルノブイリ原発内破壊原子伊の圧力抑制プーんからの排水に向けた一連の措置について

(この問題の協議過程においては、特別回線を使ったシラエブト S.同志との分離式電信通話が行なわ

れた。)

チェルノブイリ原発において圧力抑制プールからの排水準備作業が開始されたとの、シラエフ同志の

報告を了解。その水の抜き取り作業は、 5月6日24時に開始が予定されている。その後、冷却用気体

窒素の送入作業が行われる。次にプールをコンクリート混合物で埋めるための準備が進行中。

同時に原子炉基礎プレートの下に冷却ノ《イプを敷設するための準備作業が行われている。必要な技術

と専門家が現場に用意されている。

間接的測定のデータによれば、破壊原子炉内の温度上昇は鈍化した。これらのデータの確認措置がと

られている。

発電所敷地内の放射性放出物の除去作業が続けられている。発電所地区4キロメートル分のプリピヤ

チ川の堤防建設が完了。 5月7日には、 10キロメートル分の堤防建設作業が完了する。
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アブロメエフ向志に対し、窒素を液体状態から気体に移すための気化装置を早急にチェルノブイリ原

発に送るよう委任する。

シラエブ向志に対し、チェルノブイリ原発での事故対策作業を最大限加速させるよう勧告する。

チェルノブイリ原発の敷地及びその隣接諸地区の除染作業計酉について

菌防省が作成したチェルノブイリ原発の敷地とその周囲 50キロメートル圏の除染計画を承認する。

国防省(アフロメエフ、ピカロフ両同志)に対し、この計画の実現期間を 6ヵ月から 4ヵ月に短縮す

るための追加策をとるよう勧告する。

アフロメエブ同志に対し、チェルノブイリ原発地区で、の除染作業を物質的に保障するための一連の策

を盛り込んだ、ソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決議案を準備するよう委任する。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコフ
**女*************************************************************************************会****

y~華麗反事会議募務局箔 fjg 

議事録第8号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月7日

当特別作業斑会議にソ連共産党中央委員会書記長ゴ、ルパチョフ M. S同志が参加

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連電力相

中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長

ソ連電力省全ソ生産公団

「ソユザトムエネノレゴJ理事長

1. ソ連ヨーロッパ部の放射線状況について

同志ルィシコブ N. I. 

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ v. I. 

チェブリコフ V.M. 

同志ドノレギブ V. I. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志シチェルピ、ナ B. E. 

同志マイオレツ A. I. 

同志ベト口シャンツ A. M. 

同志シチェーピン o.P. 

同志セドゥノフ Yu. s. 
同志ヤストレボブI. P. 

同志ヴ、エレテンニコブ G. A. 

この 1昼夜間のソ連ヨーロッパ部における放射線状況に大きな変化は見られなかったとの、セドワノ

ア同志の報告を了解。キエアの放射線レベルは、毎時o.7ミリレントゲンに上昇。

セドワノフ、シチェーピン両問志は、 1986年5月 7日現在のキエフ市民の被曝放射線量を算出し、

その生物学的影響の度合いを評価するとともに、キエフにおいて特別予防措賓の適用を必要としない期

間の長さについて予測する義務を負う。その結果は、 5月8日15時00分までに当特別作業班に提出

される。

シラエフ、イズラエリ再同志に対し、破壊原子炉からの放出放射性物質の濃度に関するデータを集中

的に得るため、チェルノブイリ原発敷地内に直接、国家水文気象委員会の観測地点を設けることについ

て委任する。
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2. チェルノブイリ原発事故により被災した人々の治療について

この 1昼夜に新たに 1821名が入院。常時治療状態に寵かれている患者数は、 5月 7日10時現在

子ども 1351人を含む4301人。そのうち放射線被曝症と診断された者は、ソ連内務省の職員たち

を含む520名。 34名が重体。

ドニエプル)11及びデ、スナ川水中の放射性物質の濃度は、許容値を超えていない。モギリョフチH及びゴ

メリ州の一連の地点では、飲料水源の放射能レベルが 1リットル当たり 10-7キュリーを超える値に上

昇した。

シチェーピン同志に対し、アメリカからのタラサキ医師への賞与に関する提言を当特別作業斑に提出

することを委任する。

化学工業省(リストフ同志)は、市民の健康に対する放射能の悪影響を軽減するための予防措置に用

いる可能性に備え、ヨウ化カリウム 180トンを産ちに用意する義務を負う。

シチェーピン同志に対し、プリピャチ)11、テテレフ川、ウシ)11水中の放射性物質濃度の常時監視を行

うよう委任する。その結果については、当特別作業班に定期的に報告されるものとする。

3. H. ブリックス IAEA事務局長のソ連滞在について。

チェルノブイリ原発事故に関するH.ブリックス氏との共同コミュニケの文案について同意するとの、

シチェルピナ、ペトロシャンツ両氏の報告を了解。この文書は、 H. ブリックス氏がソ連から出国した

後に公告される。

H.ブリックス氏のチェノレノブイリ原発地区訪問は妥当との、ベトロシャンツ同志の提言に合意する。

ペトロシャンツ同志に対し、 IAEA事務局長に同伴するとともに彼の事故現場域滞在中に必要とされ

る対策の実行を保障するよう委任する。ソ連盟内でのH. ブリックス氏の記者会見実施に関するシチェ

ノレピナ、ペトロシャンツ両同志の提案に合意する。その実施は、予め5月 9日と定める。

4. 必要な物資及び機材の外国での寅い付けについて

必要な物資及び機材の外国での購入を早めるため、あらゆる手だてが講じられているとの、シチェル

ピナ同志の報告を了解。

ソ連電力省(マイオレツ同志)は、遠縞操作機材のソ連への納品条件に関する合意の問題を解決する

ため、省の専門家2名のドイツ連邦共和国[西ドイツ]への派遣を早める義務を負う。

シチェノレピナ同志に、外国の企業および代表機関からの事故処理支援に関する申し入れを吟味し、当

特別作業班にしかるべき勧告を示すよう委任する。

5. チェルノブイリ原発の状況及び事故処理作業の進行状況について

破壊原子炉の上部を、ゴムを主体とした特殊な化学混合物で覆うとの決定が政府委員会によりとられ

たとの、シラエブ同志の報告を了解。 21時00分まで、に圧力抑制プールへの気体窒素の送り込み作業

を開始する予定。プリピャチ)11河岸8キロに堤防が建設された。国産製品から作られた、汚染表面の除

染用エマルジョンの試験は成功。圧力抑制プールからの排水が続けられている。ブールへの生コンクリ

ートのポンプ注入、さらに原子炉部基礎下に冷却パイプを敷設するための準備作業が進められている。

発電所敷地内の放射線レベルは、低下しつつある。

ソ連電力省建設部隊の作業は不十分なものと指摘。マイオレツ同志は、速やかに必要な措置を講じる

義務を負う。

チェルノブイリ原発立地地区内にいるソ連電力省職員のうち、建設労働者600名を軍の部隊に緊急

動員するとの政府委員会の提案を承認。

放射性物質の放出を減らすため、原子炉上部を覆うのに必要な化学物質及び化合物300トンの生産

に関する措置を早急に取るよう、レマエフ同志に委ねる。

事故処理作業に動員される軍人への適切な労働報酬支払いに関する、シラエフ同志の提言に同意。し

かるべき指示を出すことをソコロフ同志に委任する。

シラエフ同志は、チェルノブイリ原発の事故処理作業全体について加速させるよう、遺漏なく措置を

講じる義務を負う。
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政府委員会に対し、破壊炉ユニット及びその他の停止炉ユニットで火災が発生する危険があることを

注意喚起するとともに、火災の発生及び広がりを防止するための策を直ちに実行するよう求める。

6. ソ連共産党中央委員会、ソ連最高会議幹部会、ソ連関僚会議並びに全ソ労働組合中央評議会のアピー

ル文案について

上記文書骨子の公告手!慎について同意。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコフ

********六***********六************************************************************************

Y道援席五会議葬務局長官 lid 
議事録第9号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月8日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部長

ソ連議力相

化学工業相

石油精製・石油化学工業相

対外貿易相

国防省第 1次官

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長

ソ連保健省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連電力省全ソ生産公団

fソユザトムエネノレゴJ理事長

1. ソ連ヨ一口ッパ部の放射線状況について

同志ルィシコフ N. 1. 

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコフ V. 1. 

チェブリコブ V. M. 

同志ドノレギフ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志シチェノレピ、ナ B. E. 

同志ヤストレボフ1. P. 

同志マイオレツ A. 1. 

向忘リストア V. V. 

同志レマエブ N. V. 

同志アリストア B. 1. 

同志アフロメエブ S. F. 

同志フロノレイシェフ V.M. 

同志シチェーヒ。ン O. P. 

同志コヴァリョブ A. G. 

同志セドゥノフ V. S. 

同志ヴェレテンニコブ G. A. 

この 1昼夜間に放射線状況の大きな変化は見られなかったとの、セドワノフ同志の報告を了解。キエ

フでは、毎時O. 5ミリレントゲンに放射線レベルが低下。ツーラ地区の汚染度の上昇が依然続く。住

民の事故発生時からの総被爆線量は、キエプ O. 1、ブラーギン 3. 9、ポレスコエ 1. 8レントゲン

に達す。諸外国の状況は、ルーマニアを除き正常化。ルーマニアの一連の地区における放射線レベルは、

毎時O. 2ミリレントゲンである。

ソ連国境の、次の地点の放射線レベルに関する情報を IAEAに提供するとの提案に同意する。その

地点とは、レニングラード、リガ、ピリニュス、ブレスト、ラホフ、キシニニョフ、それにチェルノブ

イリ原発から 68キロメートルの地点として、オスチョル市。

放射線状況の諸問題を協議するため 2人の専門家をソ連に派遣したいとのルーマニア側の要請に応

じることは、妥当と判断する。ベトロシャンツ、セドワノブ両同志に対し、その専門家との協力を実現
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させるよう委任する。

2. 放射線被曝患者の入院及び治療について

この 1昼夜間に入院患者数が、子ども 730人を含め、 2245人増えたとの、シチェーピン同志の

報告を了解。 5月8日10時00分現在、入院治療を受けている患者数は、 5415人であり、そのう

ち子どもは 1928人。放射線被曝症と診断された者は、 315名。ソ連保健省は、市民の許容被曝レ

ベルについて、従来の規準を 10倍引き上げる新基準を承認、(添付)。特別の場合においては、この規

準を、従来の 50倍のレベルにまで引き上げることが可能。

ソ連保健省(シチェーピン同志)は、放射能汚染諸地区から来る人々を受入れるために、モスクワに

3ヶ所の医療機関を開設する義務を負う。これらの人々への衣類の提供をソ連商業省(ヴァシェンコ同

志)に委任する。採用された一連の措置については、 5月 10日に当特別作業班へ報告される。

3. 除染作業の進行状況について

この問題に関するアブロメエフ同志の報告を了解。国防省(アフロメエブ同志)に対し、トヮーラ〔ツ

ーラ/ロシア]の放射能汚染レベルの測定を実施するよう委任する。必要に応じて、各汚染区の除染措

置が講じられる。その実行については、 5月 10自に当特別作業斑へ報告される。

4. ヴォロビヨフ A. 1.、ゴーギン E. 両同志、のテレビ出演について

チェルノブイリ原発での状況改善を考慮し、その出演は差し控えるのが妥当と判断する。

5. 医薬品、物資ならびに装置の外国での買い付けについて

この問題に関するアブロメエフ同志の報告を了解する。

シチェルピナ同志に対し、イギリスから入手する防御服の事前テストを実施するよう委ねる。その結

果が肯定的なものであれば、速やかにチェルノブイリ涼発へ送ることとする。ソ連外務省(コヴァリョ

フ同志)は、納入業者に対し、政府を代表して感謝の念を伝える。

ソ連電力省(マイオレツ同志)は、ドイツ連邦共和国[西ドイツ]から納入されるロボット技術シス

テムの操縦法習得のため、電気工学専門家と無線技術専門家を当該国に派遣する義務を負う。

アリストフ、シチェーピン、セドワノフ並び、にパゾフスキーの各同志に対し、輸出品やそれを他の国

に輸送する運輸交通手段が放射能に汚染されていないことを証明する文書の作成手順に関する問題に

ついて、その解決を委ねる。

ソ連外務省(コヴァリョフ同志)は、必要医薬品および装置の購入にあたって対外貿易組識に協力す

ることにつき、在外ソビエト大使に対し委任する。外国政府による一部品目の対ソ禁輸措置の適用に際

しては、現在の状況においてそのような制限措置が不当なものであることを明らかにするための、しか

るべき外交措置を講じる。

6. 一連のヨーロッパ諸国でソ連製品の輸入規制が導入された問題に関する、タス通信の報道について

当該報道のテキストを承認。これを 1986年 5月9日の新聞で掲載する。

7. チェルノブイリ原発事故の除染作業に必要な化学製品の生産について

この問題に関するリストフ、レマエフ両伺志の報告を了解。当該各省によりとられた、事故処理作業

に必要な材料物資の生産規模拡大に関する措置を承認するo

8. チェルノブイリ原発における事故処理作業の進行状況について

一連の措置を講じた結果、原子炉内の温度が 300度にまで、下がったとの、シラエフ問志の報告を了

解。

シラエブ同志に対し、炉内の温度に関するデータを確認するよう委任する。砲撃技術を用いて原子炉

プラントの側壁に、コンクリート混合物の流し込みに必要な複数の注入口を設ける作業を開始するとの、

シラエブ同志の提案に同意する。

ブルドーザ機材の機動能力を保障する一連の措置を講じるため、エジョブスキー同志をチェルノブイ

リ原発に派遣する。

シラエブ同志に対し、放射能の雨水による流出と環境中の拡散を防止するため、破壊原子炉内の堆積
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物をコンクリートで固める緊急措置を講じるよう委任する。

マイオレツ同志は、原発敷地内の豪雨対策用排水設備を外部環境から確実に隔絶する作業を、速やか

に実行する義務を負う。

シラエフ同志に対し、停止した各原子炉の防火安全性を高めるための緊急措置、また、破壊原子炉の

最終的な埋設計画立案の早急な措置を講じるよう委任する。

9. 政府の次沼定例発表について

発表テキストを承認。特別通達の後、新聞に掲載される。

1 O. シチェルビナ同志のいくつかの提案について

各原子力発電所に高周波政府連絡回線を設けるとのシチェノレピナ同志の提案に同意。

マイオレツ同志に対し、しかるべきソ連閣僚会議通達を準備するよう委任する。

当特別作業斑の次回会議の議題に、各原子力発電所の稼働中原子炉ユニットの安全性向上に関する特

別対策の問題を加えることとする。マイオレツ、メシコフ両同志を報告者に指名する。

国家科学技術委員会(マルチューク同志)と国家原子力安全監督局(シドレンコ同志)に対し、チェ

ルノブイリ原発における事故の原因に関する結論、並びにRBMK型炉をもっ発電ユニットの核エネル

ギープラント安全性に関する最新の要求について、国内の主な研究者及び専門家をまじえてとりまとめ

るよう委任する。

ソ連関僚会議総務局総務課 13 印

N.ノレイシコブ

*女*****************************************犬*********************合*******大********士**********

;/i.事長庫会議事務局箔 g 

議事録第 10号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月10日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連共産党中央委員会書記

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長〔副首相]

ソ連電力相

対外貿易相

国防省第 1次官

中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長

ソ連電力省全ソ生産公団

同志ノレイシコブ N. 1. 

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコフ V.M. 

同志ドノレギフ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

同志ヤコヴレフ A. N. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志アリストア B. I. 

向志アフロメエフ S. F. 

同志メシコフ A. G. 

ベトロシャンツ A.M. 

同志コヴァリョフ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

同志セドゥノフ Yu. S. 

同志ヤストレボフI. P. 
向志フロルィシェフ V.M. 

-45-



「ソユザ、トムエネノレゴj理事長 同志ヴェレテンニコブ G. A. 

1. ソ連ヨ一口ッパ部の放射線状況について

ソ連ヨーロッパ部地域の放射線状況に大きな変化はないとの、セドワノフ同志の報告を了解。キエブ

の放射線レベルは、毎時O. 3 2ミリレントゲンまで低下。国家水文気象委員会は、キエフの降水を防

止する気象対策のため 5月 11自より航空機[複数]を導入する決定を採用。 IAEAへの(ソ連原

子力安全監督局経由による)ソ連西部国境沿いの地点6ヶ所とチェルノブイリ原発から 70キロメート

ル地点 1ヶ所の放射線レベルに関するデータの提供を実行。

政府発表の中で上記各地点、さらにキエフの放射線レベルに関するデータを公表する事は妥当と認め

る。

国家水文気象委員会に対し、委員会各小部隊への必要機材の追加配備に関する政府決定案を準備する

よう委任する。

セドワノフ、アブロメエフ両同意は、監視期間の気象条件を考慮、して、ツーラ，オリョーノレ、ブリャ

ンスク、カルーガ各州[訳注:いずれもロシア]の一連の地区で放射能汚染度が上昇した理由を分析す

る義務を負う。結果については、 1986年 5月 11日に報告される。

2. 事故被災患者の入院、治療について

この 2昼夜間に子ども 2630人を含む、 4019人が入院との、シチェーピン同志の報告を了解。

739名が退院。入院治療中の患者総数は、 86 9 5人であり、うち子ども 26人を含む 238人が、

放射線被爆症の診断。

この l昼夜に 2名が死亡、 33名が重体。事故による死者は、 5名となる。

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国及びベロルシア・ソビエト社会主義共和国からモスクワに到着

した人々の入院並びに放射能除染に関する問題が解決。

ソ連国家農工委員会(ムラホアスキー同志)に対し、放射線レベル上昇地区産食料品のモスクワへの

配送を停止させ、この指示の遵守状況を監督するよう委任する。

3. 除染作業の進行状況について

この問題に関するアフロメエフ同志の報告を了解。

アフロメエブ同志に対し、国産品を基本に除染用吸着性エマルジョンの使用を拡大するための措置を

講じるよう委任する。同等のエマルジョンのフランスでの買い付けは、 20トンに限定する。

4. 政府発表について

次回政府定例発表のテキストを承認。その中に、 IAEAに情報が提供される各地区の放射線レベル

に関するデー夕、さらにキエフのデータを含める。

5. チェルノブイリ原発での事故処理作業の進行状況について

現在、基本的な努力は、原子力発電所敷地内の放射線発生源[複数]の無害化処理に注がれていると

の、シラエフ同志の報告を了解。原子炉プラントの基礎プレートの下に冷却パイプを敷設する作業が行

われており、 5月 11日にこのパイプを使って液体窒素が流入される予定。 4号炉発電ユニットの貯蔵

プール内にある、使用済み燃料集合体の冷却システムの停止に伴ない、このプールの温度状況を正常化

させるための措置がとりまとめられている。

アリストフ同志に対し、これまでに外国で購入された遠隅操縦機材のチェルノブ、イリ原発への配送に

備え、そのリストアップを行うよう委任する。

マイオレツ同志は、 1986年 5月 11日チェルノブイリ原発へ空路赴き、ソ連電力省小部隊が行う

作業の的確な実行を保障するための措置、さらに4号炉発電ユニットの埋設処理計画の準備に向けた措

置を講じる義務を負う。

事故原因調査委員会の作業に参加させるため、レガソブ、シャシャリン両同志をモスクワに招致する

とのシチェルピナ同志の提案に同意する。

5 [訳注:ママJ.破壊原子炉ユニットの埋葬処理プロジェクトの立案について。
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;/i事長点事会議夢務局~ lfd 

この問題に関するマイオレツ、パタリン両同志の報告を了解。計画のとりまとめを最大限加速するこ

とが必要不可欠との認識に立つこととする。

パタリン、マイオレツ両同志に対し、当特別作業班の承認のため事故処理作業日程をとりまとめ、提

出するよう委任する(プロジェクトの立案、敷地および施設の除染作業基本諾段階の実行、破壊原子炉

ユニットの埋設処理など)。建造される施設類の不均衡沈下の防止、その冷却、発電所3号炉発電ユニ

ットの完全性維持の面に特別の注意を払う。

破壊原子炉ユニットの埋設処理プロジェクトの立案指導をパタリン同志に委ねる。

チェルノブイリ原発第 1及び第 2、第3号炉発電ユニットの安全性の保障、並びにその他原子力発電

所の操業安全性向上に向けた一連の措置について

ソ連電力省の次の取り組みに関するマイオレツ同志の報告を了解する。防火対策、独立した炉心冷却

系の取付け、自家用電力の供給の問題を含め、チェルノブイリ原発第 1及び第2、第3号炉発電ユニッ

ト原子炉プラントの状態に対する監視制御の確保がはかられている。

チェノレノブイリ原発での事故を考慮し、他の全原子力発電所の安全性を保障するための対策、及びそ

の労働集団の規則・規律を強化する措置が実行されている。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコフ

*********六******会****************************************************************************

議事録第 11号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月11日

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ノレイシコブ N. ト

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

ザイコブ L. N. 

チェブリコブ V.M. 

シェワノレナゼ E. A. 

同志ドルギブ V. 1. 

ソコロフ S. L. 

同志ヴラソブ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内相

招致会議出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首棺]

ソ連科学アカデミー総裁

国防省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連電力省次官

ソ連国家労働委員会議長

ソ連電力省全ソ生産公団

「ソユザトムエネノレゴ」理事長 同志ヴェレテンニコブ G. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部長 同志ヤストレボフ1. P. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 問志フロノレイ、ンェブ V.M. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

同志アレクサンドロブ A. P. 

同志アフロメエフ S. F. 

同志コヴァリョブ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

同志セドウノブ Yu. S. 

同志セミヨノフ A. N. 

向志パヴロブ V. Ya 
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園幽溢

1. ソ連ヨーロッパ部の放射線状況について

放射線レベルは徐々に低下しつつあるとのセドワノブ同志の報告を了解。キエフでは、 16時現在の

放射線レベルは、 O. 3 2ミリレントゲ、ンで、あった。西部国境では、正常な状況が維持されている。ツ

ーラ地区における放射線レベルの上昇は、 4月28日及び29日の降雨によるもの。放射能雨のアイソ

トープ成分特定作業が行われている。

2. 放射線被曝患者の医療について

この 1昼夜間に495人が入院し、 1017人が退院したとの、シチェーピン同志の報告を了解。治

療および検査のため入院中の患者総数は、 81 3 7人であり、そのうち、 264人が放射線障害の診断。

重症は、 37名。この 1昼夜間に 2名が死亡。事故による死者総数は7名。

高濃度の放射性ヨウ素 131が検出されたことにより、牛乳をめぐる状況が、特にベロルシアおよび

ウクライナにおいて深刻化しつつある。ベロルシアの一連の州で、は井戸水の汚染度が許容レベルを上回

っている。

次回の当特別作業班定例会議で、ベロルシア領内の放射能汚染レベノレの問題について検討することが

必要と判断する。次回会議において、ベロルシア・ソビエト社会主義共和国間僚会議議長[首相〕コヴ

ァリョフ同志の報告を聴くこととする。

ソ連商業省(ヴァシチェンコ同志)に対し、乳製品が不足している諸地区へのドライ・ミルクの供給

量を増やす問題について検討するよう委任する。

中規模機械製作省(メシコフ同志)は、ソ連保健省に対し、 SRP68-01型線量測定器 30セッ

トを至急供出する義務を負う。

シチェーピン、セドワノア両問志に対し、降雨の際に予想される生活水源の汚染レベルについて予測

計算を行うよう委任する。その結果は、 1986年 5月12日の当特別作業班会議にて報告のこと。

3. 事故に伴う外国人観光客の動向について

資本主義諸国からの観光客数が 20パーセント減少し、 5月から 6月にかけてさらに減少傾向が予想

されるとの、パヴロフ向志の報告から、ソ連国際観光委員会がこの傾向に歯止めをかけるための可能性

すべてを活かしていないと指摘する。パヴロフ同志に対し、ソ連外務省と共同で外国人観光客をソビエ

ト連邦へ呼び込むための努力を行うよう委ねる。

4.事故処理作業の進行状況について

破壊原子炉内に 2x3メートルの大きさの加熱金属部分が発見されたとの、シラエブ同志の報告を了

解。その部分が涼子炉区画の下部構造部を突き抜けて土中に沈降する危険性が依然残されている。

破壊原子炉の隔離作業及び燃焼領域からの確実な放熱を実現する作業を、全力で加速させることを最

重要課題とみなす。この目標を達成するため、シラエフ同志は、圧力抑制プールをコンクリートで固め

る作業の開始を早めるとともに、原子炉区画の基礎プレート下に冷却ノミイプを敷設し、それらのパイプ

下に水冷システムを伴ったコンクリートの基礎を設けるための作業に力を注ぐものとする。パタリン向

志は、 4号炉の最終的な埋設処分計画との一致をはかった上で、それらの設備の設置計画を取り急ぎ立

案する。

アレクサンドロフ同志に対し、代表的な学者や専門家らと共同で現在の状況を分析し、必要な勧告を

当特別作業斑に提示するよう委任する。

5. rチェルノブイリ原発の事故処理作業の実行に関するjソ連共産党中央委員会およびソ連閣僚会議決定

案について

アフロメエフ同志は、シチェルピツキー、スリュニコブ、シチェルピナ、シラエフ、リャシコ、コヴ

ァリョフ、アレクサンドロフ各同志の合意を得た上で、上記決定案を仕上げる。

6. 次回政府定例発表について

上記発表のテキストを承認する。

7. 第 1及び第 2号炉発電ユニットの稼動開始に関する措置について
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マイオレツ同志に対し、チェルノブイリ原発第 1及び第 2号炉発電ユニットの稼動開始と正常な操業

を保障する対策措置案をとりまとめ、当特別作業班に提出するよう委任する。

8. レガソフ、シドレンコ、シャシャリンの各間志について

上記各同志のチェルノブイリ原発地区滞在時間を考慮して、この 3名を他の専門家に交代させる必要

があると認める。交代要員候補の問題については、 ドルギフ V. I. 同志が解決する。

9. 事故状況と影響に関するアメリ力、イギリス、その他資本主義諸国政府の質問について

要請に応じ、シェワルナゼ E. A.、ザ、イコフ L. N.、 ドブルイニン A. F. の各同志の参加の

もと、上記各国政府の質問に対して想定される回答についてのソ連外務省の覚え書きに関するチェブリ

コブ V. M. 同志の意見を検討 (NQ 1 1 -7)。

問い合わせ各国政府に対する情報提供のため当特別作業班は、ヨーロッパ諸国及び、アメリカ、カナダ

の関係各国の大使館関係者とソ連政府委員会の代表者たち並びに主要な学者との会見の場を作ること、

さらに在モスクワの当該大使館代表者のチェルノブイリ原発地区への状況視察訪問を組織することが

可能と考える。

当特別作業班のこの提言は、 5月 11日のソ連共産党中央委員会で報告される。

O. 核エネルギーの利用を安全に発展させるための国際体制作りについて

要請に応じ、シェワルナゼ E. A.、ザイコフ L. N.、 ドブルイニン A. F. の各同志の参加の

もと、核エネルギー利用の安全な発展に向けた国際体制作りの問題関するソ連外務省及びソ連共産党中

央委員会国際部の覚え書きへのチェブ、リコフ V. M. 同志の意見を検討 (NQ 1 1 -3)。

この問題に関する決定案の確認済みテキストは、 S月 11日にソ連共産党中央委員会に提出される。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコフ

**************************************************************六******************************

Y華麗庫会議葬務局箔 fjg 

議事録第 12号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業斑会議

1986年5月12日

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第1副議長[第 1副首相〕

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ウクライナ・ソピ、エト社会主義共和国

閣僚会議議長[首相]

ベロルシア[白ロシア]ソピエト社会主義共和国

賠僚会議議長[首相]

ソ連科学アカデミー総裁

国防省第 1次官

ソ連外務省第 1次宮

ソ連保健省第 1次官

同志ルィシコブ N. ト

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコフ V. 1. 

チェプリコブ V.M. 

同志ドルギブ V. 1. 

同志ヴラソフ A. V. 

向志ムラホブスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

同志リャシコ A. P. 

向志コヴァリョブ M. V. 

同志アレクサンドロブ A. P. 

同志アブロメエフ S. F. 

向志コヴァリョブ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 
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国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連電力省次官

ソ連電力省全ソ生産公団

「ソユザアトムエネルゴJ理事長 同志ウ、エレテンニコブ G. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同志ヤストレボ7 1. P. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志ブロルイシェフ V.M. 

同志セドゥノブ Yu. S. 

同志セミヨノブ A. N. 

1. ソ連ヨーロッパ部の放射線状況について

放射線状況が若干改善したとのセドワノフ同志の報告を了解。キエブの放射線レベルは、毎時O. 2 

9ミリレントゲンにまで低下。予測計算に従えば、キエフ貯水湖までのプリピャチ川、ドニエプル川水

域で、これらの地域に強い雨が降る場合には、放射性ストロンチウム及びヨウ素が基準レベルを超える

可能性がある。

セドワノフ同志に対し、次回の当特別作業班定例会議での検討のため、大雨時のプリピャチ)11及びド

ニエプル)11水域の放射能汚染を防止するための提言を示すよう委任する。この課題を解決するのに必要

な費用を見積もること。

セドワノフ同志に対し、土壌、水、植生及び空気中の放射能汚染データのとりまとめや分析作業を拡

大するため、関係省庁の特定IJ専門機関を作業に参加させるための提言を 1986年5月 13日に提出す

るよう委任する。

2. 事故被災住民の医療について

この 1昼夜間にベロルシアを中心として、新たに 2703名が入院したとの、シチェーピン同志の報

告を了解。一方、 678人が退院。治療及び検査のため入院中の患者数は 10198人で、うち 345

人に放射線障害の症状が認められる。また、そのうち 35名が子どもである。事故時からこれまでに、

2名が現場で、 6名が収容先で死亡。現在、 35名が重症。

被曝線量の許容限界を妊婦や子どもは年間 10レントゲンにまで、その他市民は 50レントゲンにま

で引き上げることについて、ソ連保健省が可能とみなしていることを指摘しておく。

ゴメリ州の放射線レベルが高いままになっていることに関連して、ソ連保健省(シチェーピン同志)

は、州内の予防対策作業を強化する義務を負う。

R.ゲイル医師の記者会見を実施することは妥当との、ソ連保健省の提言に合意する。その実現化に

ついて、ソ連外務省(コヴァリョア同志)及びソ連保健省(シチェーピン同志)に委任する。

IAEA及び世界保健機関 [WHOJへの放射線レベルのデータ引き渡しに関するソ連保健省の提言

を考慮する。

3. ベ口ルシア・ソビエト社会主義共和国で講じられる、事故処理および市民の健康維持に関する措置に

ついて。

この問題に関するコヴァリョフ同志の報告を了解。

ベロルシア・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(コヴァリョフ向志)、ソ連保健省(シチェーピン同

志)、国家水文気象委員会(セドワノフ同志)は、 10レントゲンを超える放射線量を被爆した子ども

や妊婦、乳児の母親を割り出し、避難させるための緊急措寵を講じる義務を負う。この作業の実行のた

め、国家水文気象委員会は、ゴメリチトiにコロスコフ同志を派遣する。

アフロメエフ同志に対し、任務を終えた国防省・軍医療局所属部隊のゴメリ州への配寵転換実施を委

任する。

コヴァリョフ、アフロメエフ両同志に対し、ベロルシア・ソビエト社会主義共和国の放射線量が高ま

った一連の地区で、道路と集落地点の除染作業を実施するとともに、その実現のために人的資源および、

物的・技術的資源を追加投入するよう委任する。講じられる措置については、 1986年5月 13日に

当特別作業斑へ報告される。

4. ウクライナ・ソビエト社会主義共和国で講じられる、事故処理および市民の健康維持に関する措置に

ついて
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この問題に関するリャシコ同志の報告を了解。

シチェーピン同志に対し、キエフへ行き、イズラエリ同志および共和国諸機関の参加のもと、キエフ

とその近隣諸地区から子どもや妊婦、乳児の母親を避難させることの妥当性並びに手順について全面的

に精査するよう委任する。その結果については、 5月13日に当特別作業班へ報告される。

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)に対し、共和国内での増産による利

潤をもとに、チェルノブイリ原発事故による工業および農業生産における損害を補償するための必要な

措置を講じるよう勧告する。

メシコフ、ベルヴィシン両同志に対し、放射線状況の監視を担当する各組織への供給のため、線量測

定器および機材の増産に関する提言をとりまとめ、当特別作業斑へ 1986年5月 13日に報告するよ

う委任する。

5.事故処理のためのチェルノブイリ原発における作業について

この問題に関するシラエフ向志の報告を了解。いくつかの方面では作業に遅れが生じていることを指

摘する。

原子炉亙画の下に冷却用基礎を設ける作業の遂行に対するシチャドフ同志の責任を定める。中規模機

械製作省次官ウサノフ同志は、上記基礎を設ける作業を組織するため、至急チェノレノブイリ原発に空路

赴く義務を負う。

シラエフ同志は、原子炉基礎プレート下に冷却用パイプを敷設するとともに追加の基礎を設ける作業

を加速することの特別の重要性に注意を向けること。

6. 30キ口メートルゾーンの除染作業の進行状況について

この問題に関するアフロメエフ同志の報告を了解。アフロメエフ同志に対し、実施される作業の計画

について、 1986年 5月 13日の当特別作業班会議で報告するよう委ねる。

7. チェルノブイリ原発敷地内の放射線防護環境の整備について

この問題に関するヴ、エレテンニコブ同志の報告を了解。チェルノブイリ原発に直接隣接する区域での

放射線防護環境の整備に関して、事故処理作業の従事者ならびに第 1一第3号炉発電ユニットの状態を

管理している人々の無用の被曝を招いているという、由々しい手落ちがあることを指摘する。

メシコフ同志は、ソ速電力省提出によるリストに基いて、不足している線量測定器や機材を供給し、

チェノレノブイリ原発での作業を保障する義務を負う。

アブロメエフ同志に対し、発電所敷地内で作業に従事する人々の除染および更衣のための野戦保健所

を設置する措置を講じるよう委任する。発電所屋内で同様の作業を実施することについて、ソ連電力省

(ヴェレテンニコフ同志)に委任する。

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)は、チェルノブイリ地区の浴場の一

部を、チェノレノブイリ原発で作業に従事する労働者の特別除染および放射性物質に汚染された衣類の洗

濯を行う拠点に変える緊急措置を講じる義務を負う。

シラエブ、ゲラシモフ、リャシコ、マイオレツ、シチェーピンの各同志は、事故処理作業および停止

中原子炉発電ユニットの安全確保作業にあたる人々の、無用な過剰被曝は容認できないとの点に注意を

向けること。上記各向志は、発電所敷地内および発電所屋内においても、また労働者の休息所や宿泊所

においても、しかるべき放射線防護環境を築くための完全な対策を講じる義務を負う。

8. :::Jメコン〔経済相互援助会議]諸国の医療衛生および獣医学関連部局代表者による実務会議の実施に

ついて

欧州社会主義諸国で生産された食品および製品の輪入に関するEEC[ヨーロッパ経済共同体]諸国

の不当な措置への対応策を調整するため、上記の会議を実施することが妥当との、ムラホアスキー同志

の提言に同意する。ソ連外務省との合意の上でこの会議を組織することについて、アントノフ、ムラホ

フスキー、シチェーピン各同志に委任する。

9. 政府委員会メンバーと西側諸国大使との会見について

この問題に関するコヴァリョフ同志の提案を承認する。

1
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1 O. チェルノブイリ原発への外国大使の訪問について

外国大使グループ。のチェルノブイリ原発訪問を実施することは妥当と認める。

1 1 .チェルノブイリ原発の事故処理作業実施に関する、ソ連共産党中央委員会およびソ連閣僚会議の決

定について。

アフロメエフ同志に対し、上記決定の確認済み案を当特別作業班による審議のため、本年5月 15日

に提出するよう委任する。

1 2.刊行物向け次回政府定例発表について

刊行物用発表テキストを承認。

ソ連関僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコブ

************************************合********************************************************

Y華麗原会議葬務局rJlj f;d 

議事録第 13号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月138

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連共産党中央委員会書記

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長〔副首相]

対外貿易相

通信機器工業相

ソ連科学アカデミー総裁

国防省第 1次官

中規模機械製作省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連保健省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連電力省次官

ソ連電力省全ソ生産公団

同志ルィシコブ N. 1. 

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコフ V. 1. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドルギブ V. 1. 

同志ヤコヴレブ A. N. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェノレピ、ナ B. E. 

同志アリストア B. 1. 

同志ベノレヴィシン E. K. 

同志アレクサンドロフ A. P. 

同志アフロメエブ S.F. 

同志メシコブ A. G. 

同志セドゥノブ Yu. S. 

同志シチェーピン O. P. 

同志コヴァリョフ A. G. 

同志セミヨノブ A. N. 

「ソユザトムエネルゴj 理事長 同志ヴェレテンニコフ G. A. 

ソ連科学アカデミー会員 同志レガソブ V. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同志ヤストレボブ1. P. 
ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志フロノレイシェフ V.M. 

1 .事故処理作業について

この問題に関するシラエフ同志の報告を了解。

発電所内の、放射能を帯びた原子炉部品類の堆積物および敷地区画をコンクリートで固める作業を一

時的に中止するのが妥当と判断する。

アレクサンドロフ、レガソフ両同志に対し、これら作業の遂行の可能性および手順に関する助言、並
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びに破壊原子炉の基礎強化に関する同様の助言を早急にとりまとめるよう委任する。

より効果的に気化窒素を送入することを目的に、圧力抑制プールへ通じる注入口を設ける作業に力を

入れること、さらに、高レベルの放射能を帯びた原子炉部品類の除去を第 1にした、発電所敷地内の除

染作業に力を注ぐことが必要と判断する。

2. ソ連主一口ッパ部の放射線状況について

全体として現在も状況は改善しつつあるとの、セドワノフ同志の報告を了解。キエフの放射線レベル

は、毎時O. 2 1ミリレントゲンにまで低下。

イズラエリ、セドワノフ両同志に対し、発電所地区の水源を、放射能を含んだ土壌および雨水の流入

から防ぐためのしかるべき提言、さらに、放射線レベルが上昇した諸地区の、その他水域の汚染防止に

関する提言を用意するよう委任する。それらの提言は、 1986年 5月 14日の当特別作業斑会議で笹

接、報告される。

3.事故被災住民の医療について

この l盛夜間に443名が入院し、 908名が退院したことを指摘。常時の治療および検査のため入

院している人は、 9733名であり、うち子どもは4200名。

放射線障害の診断を受けた患者は、子ども 37人を含む、 299人。この 1昼夜間に 1人が死亡。全

体で〔原文ヌケ]死亡し、 2名が事故時にすでに死亡。

当特別作業班の委任に基き、 5月 13日にキエフでウクライナ・ソピ、エト社会主義共和毘保健省なら

びにウクライナ・ソピエト社会主義共和国科学アカデミーの代表者との会議が実施され、この中で、科

学的裏付けのあるデータを元に、子どもや妊婦、及び、乳児を抱えた母親をキエフから避難させる根拠は

ないとの結論が得られたとする、シチェーピン同志の報告を了解。この結論については、共和国指導部

に通知されている。

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国保健省が、放射線状況の評価においてミスを犯した上、示した

根拠に乏しい性急な対応と勧告が、キエフの市民の聞にパニック的な風潮とデ、マの広まりを招いたこと

を指摘する。

4.線量測定器によるウクライナ及びペロルシアの放射線監視の組織化について

メシコフ、ベルヴィシン前向志に対し、そうした測定装量の需要を詳細に分析し、その需要を満たす

ために講じられる措置について、 1986年 5月 14日の当特別作業斑会議で報告するよう委任する 0

5.壊原子炉の状況および事故処理のための緊急措置について

原子炉の状態は安定化したという、アレクサンドロフ、レガソフ両同志の報告を了承。環境中に放出

される放射性物質の量は著しく減少したものの、原発の通常運転時に比べると、まだ 15-20倍であ

る。放出される放射性物質のうち、除染が国難な長半減期核種の割合が増加している。

特別作業斑の議論において、以下の項目が優先的な事故処理対策として提案された。

1)原発敷地内の放射性物質がプリピャチ川へ流れ込むことに対して、防護壁設置を含む対策。

2)原発敷地内に存在する、破壊原子炉からの大きな破片の撤去、その除染とコンクリート化。

3)原子炉基礎プレートの下に予防的冷却床を設置すること。

4)放射性物質の大気中への放出を減少させるため破壊原子炉に覆いをすること。

5) 4号炉の最終的な埋葬に向け、効果的な熱除去と水素の蓄積による爆発回避のための空気状態管理

に責任を持てる組織を含めた、詳細な計画の立案。

上記の課題の科学的検討、具体的な勧告と計画の立案のため、必要な資質を備えた、指導的科学者、

専門家から構成される調整センターをモスクワに設置するものとする。

ソ連閣僚会議総務局総務課2 印

N.ノレイシコブ

********************************************************************************************* 

jijJ 
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議事録第 14号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月14日

出持者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連科学アカデミー総裁

国家水文気象委員会議長

国防省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

中規模機械製作省第 1次官

国家水文気象委員会第 1副議長

ソ連電力省次官

1. V. クノレチャトブ記念

原子力エネノレギー研究所副所長、アカデミー会員

ソ連電力省全ソ生産公団

fソユザ、トムエネノレゴj 理事長

ソ連科学アカデミー準会員

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長

同志ルィシコブ N. 1. 

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドルギフ V. ト

ソコロブ s.L. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェノレピナ B. E. 

向志アレクサンドロブ A. P. 

問志イズラエリ Yu. A. 

同志アブロメエフ S. F. 

同志コヴ、アレブ A. G. 

同志シチェーピン o.P. 

同志メシコブ A. G. 

同志セドゥノフ Yu. S. 

同志セミヨノブ A. N. 

同志レガソフ v.A. 

同志ヴェレテンニコフ G. A. 

同志クンツェヴィチ A. D. 

同志ブロルィシェフ V.M. 

1 .放射能汚染物の拡散防止および4号炉完全密閉用構造物の設計について

当該各構造物の設計作業に、一連の設計、建設関連組織及び関係省庁の研究班が着手しているとの、

パタリン同志の報告を了解。第 1段階で実行すべき作業の優先順位が定められている。そのうち最重要

のものは、構造物の瓦磯をコンクリートで固めること、原子炉基礎プレートの下に冷却床を設けること、

圧力抑制プールへの今後予定されるコンクリート注入に向けた準備を行うこと、放射能に汚染された地

下水及び大水のプリヒoャチ)11流入を防ぐこと、並びに破壊された発電ユニットの最終処分を行うことで

ある。

パタリン同志は、防御設備建設の作業計画とりまとめを、さらに早めるよう務めること。また、これ

ら一連の作業に関わる作業班の活動の組織化に関する提言を恭すこと。

2.放射能汚染に対する水源の保護について

この問題に関するイズラエリ同志の報告を了解。パタリン同志に対し、しかるべき防御施設の設計に

あたって、イズラエリ同志の述べた提言を考慮するよう委任。

3. チェルノブイリ原発照囲30キロメートルソーンの除染作業計画について

アフロメエフ同志の示した上記作業計画を基本承認。

国防省(アフロメエブ同志)、ソ連保健省(シチェーピン同志)及び国家水文気象委員会(イズラエリ

同志)に対し、除染処理作業が溌んだ場所への、市民の帰還及び長期の安全な居住が許される残留放射

能汚染レベルを、その同位体成分を定めた上で、この 1週間のうちに特定するよう委任。

国防省(アフロメエフ同志)は、原発周囲 30キロメートル懸の除染作業に要する期間を最大限短縮
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することを検討し、その作業を促進するため、軍部隊を追加投入すること。

ソ連科学アカデミー(アレクサンドロア同志)、ソ連医学アカデミー(ブロヒン同志)、ソ連国家農工

委員会(ムラホフスキー同志)に対し、他の省庁の特殊機関を交えてプログラムを策定し、放射能汚染

を受けた諸地域での正常な生活の確保に向けた現在及び将来にわたる勧告をとりまとめるため、動植物

界や水中環境、大気中環境に対する事故影響の詳細な調査を開始するよう委任。

ソ連内務省(ヴラソフ同志)に対し、農地の手入れを行うため、避難ゾーンへの定期的な労働者の訪

問を実現させる問題について、ベロルシア共和国閣僚会議と合同で検討するよう委任。

4.事故被災者の医療について

この 1昼夜間に、新たに 1059名が入院し、 1200名が退院したとの、シチェーピン同志の報告

を了解。放射線障害とされる患者数は、 203名まで減り、そのうち 32名が重体。この 1昼夜間に 3

名が死亡。

5.事故処理作業に対する放射線測定装置の供給について

中規模機械製作省が、この問題の完全な解決策をとりまとめ、その実現に動いているとの、シチェー

ピン同志の報告を了解。

メシコア同志に対し、国産並びに外国製の放射線測定装置及び機器の見本を集めた展示会を 1986 

年 5月 19日に実施するよう委任。

6. 政府委員会交代メンバーのチェルノブイリ原発地区への派遣について

ヴォロニン L.A.同忠を長とする、政府委員会交代メンバーの一団をチェルノブイリ原発地区に派

遣することは、妥当と判断。

新しいメンバーの現地派遣は、 1986年 5月 16日。

7. ヴェリホフ悶志の提言について

ウランを含んだ高温溶融物が様々な構造材や物質を浸食する問題に関する、計算ならびに実験的資料

をソ連に送るとの、アメリカ側の申し入れを受入れることは妥当とする、ヴェリホブ同志の提言に同意。

その資料のアメリカからの受け取り実現を、対外貿易省(アリストフ同志)、中規模機械製作省(ベトロ

シャンツ同志)に委任。

N. ノレイシコブ

ソ連関僚会議総務局総務課2 印

**********************************************合*********会合**********合**********合*************

tt 
議事録第 15号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月16日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ルィシコブ N. ト

リガチョア E. K. 

ヴ、オロトニコフ V. I. 

チヱブリコフ V.M. 

同志ドルギフ V. I. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

¥会議招致出席者:

ソ連関僚会議副議長[副首相] 同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

ソ連科学アカデミー総裁 同志アレクサンドロブ A. P. 

F
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p
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国防省第1次官 同志アフロメエブ S. F. 

中規模機械製作省第 1次官 同志メシコブ A. G. 

ソ連保健省第1次官 同志、ンチェーピン O. P. 

ソ連外務省第1次官 同志コヴァレブ A. G. 

ソ連電力省次官 同志セミヨノブ A. N. 

国家水文気象委員会第 1副議長 同志セドウノブ Yu. S. 

ソ連電力省全ソ生産公団

「ソユザ、トムエネノレゴJ理事長 同志ヴェレテンニコフ G. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・ 同志ヤストレボブ 1. N. 

エネルギー産業部長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部次長 同志ブロルィシェフ V.M. 

1 .ソ連ヨーロッパ部の放射線状況について

上記地域の放射線状況は、改善に向かいつつあるとのセドワノフ同志の報告を了解。

パタリン同志に対し、防御壁が出来るまでの関に雨水により発電所内の放射性物質が広がるのを防ぐ

追加特別措置について検討するよう委任する。

2.事故に被災した市民の医療状況について

1 986年 5月 16日現在の入院者数は、子ども 3410名を含めた 78 5 8名とのシチェーピン同

志の報告を了解。放射線障害との診断は、 201例。死亡者総数は、 5月 15 13に死亡した 2名を含め

た15名。

シチェーピン同志に対し、現在までにモスクワの他、ロシア共和国内各都市、ウクライナ、ベロルシ

アの各共和国の各病院に収容されている入院者数及び放射線障害との診断を受けた患者数について、ソ

連内務省職員並びに軍人を含めたデータを確認するよう委任。チェルノブイリ原発事故の処理作業に伴

い国の医療衛生機関が行う作業全てについて、文書による詳細な報告及び総括をまとめることが必要と

の点に、ソ連保健省が注意を払うよう求める。

3. 事故処理作業の進捗状況について

この問題に関するシラエブ同志の報告を了解。コンクリート化完全密封作業に伴う発電所内の除染作

業の日程についてとりまとめ、 1986年 5月 16日の当特別作業班会議において、その報告を行うよ

うシラエブ同志に委任。

パキン同志は、 4号炉封鎖に向けて作業をとりまとめるため、至急チェルノブイリ原発に向かうこと。

アフロメエフ同志は、発電所内の建設拠点現場、特にコンクリート工場の作業を加速させること。

4. チェルノブイリ原発第 1・2号炉の稼動再開に向けた措置に関する、ソ連共産党中央委員会及びソ連

関僚会議決議案の準備について

この問題に関するシチェーピン同志の報告を了解。

アリストア同志に対し、当直作業員の居住地建設用簡易型プレハブ家屋の買い付けに関する交渉をフ

ィンランド側と行うよう委任。

第 1・2号炉の稼動に必要なチェルノブイリ原発職員の家族を、キエフ市を含めた場所に配置する件

につき、シチェルピナ、リャシコ両向志に検討を委任する。

5.チエlレノブイリ原発30キロメートル圏内除染作業に関するソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定案に

ついて

この問題に関するシチェルピ、ナ同志の報告を了解。同同志に対し、国防省が一連の作業全体の実施に

責任を負うことを念頭においた、上記文書案を早急にとりまとめるよう委任。

6.破壊原子炉の密閉作業に必要な計画の立案及びその作業の実施に関するソ連共産党中央委員会並びにソ

連歯僚会議決議案について

この問題に関するパタリン同志の報告を了解。スラフスキー同志に対し、チェルノブイリ原発特別建

設・組立作業監督部門の組織化をさらに加速させるよう委任。その長には、経験ある専門家として、問問
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志を任命。

7.一連の日本企業の提案について

生コンクリートを遠距離運搬するための機材を、日本で買し、付けることの妥当性について結論づける

ことに関し、パタリン同志に委任する。

鉛を含有するポリマーシートを日本で買い付けることの妥当性について結論づけることに関し、シチ

エノレピナ同志に委任。

8.死亡者及び重症者の家族に対する住居の提供並びにその他の物質的生活支援の提供について

ソ連労働委員会及び閣僚委員会総務局に対し、この問題に関するソ連閣僚会議決議案を用意するよう

委任。また、その決議案を 1986年 5月 20Sの当特別作業班会議に検討のため提出するよう求める。

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

N.ノレイシコフ
***会合***********************六****************************************六***大*****六*************

議事録第 16号

ソ連共産党中央委員会政治局チエjレノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月20臼

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ルイシコフ N. I. 

ヴォ口トニコフ V. I. 

チェブリコフ V.M. 

同志ドルギブ V. I. 

ソコロフ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

致出席者:

ソ連関僚会議副議長[副首相〕

会第1副議長

向志パタリン Yu. P. 

シラエフI. S. 

シチェノレピナ B.E. 

同志マイオレツ A. I. 

同志アレクサンドロフ A. P. 

同志メシコブ A. G. 

ベトロシャンツ A.M. 

同志アフロメエブ S. F. 

同志コヴァレフ A. G. 

同志シチェーヒ。ン O. P. 

同志イズラエリ Yu. A. 

向志セドワノブ Yu. S. 

向志シャシャリン G. A. 

ソ速電力相

ソ連科学アカデミー総裁

中規模機械製作省第 1次官

官

官

次

次

官

1

1

次

第

第

1

省

第

務

省

外

防

連

国
マ
ソ

クルチャトフ記念

カエネルギー研究所副所長、アカデミー会員

連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長

同志レガソフ V. A. 

同志ブロルイ、ンェブ V.M. 

ソ違豆一口ッパ部の放射線状況

放射線の状況は全般に安定しており、放射線レベルは次第に低下しつつあるとのイズラエリ同志の報

告を了解。管理ゾーンの放射能汚染について、その同位体組成を特定。 30km国沿いのいくつかの地

点において、一部の環境放射線レベルが許容基準を上回っており、これら地域からの住民避難の必要性
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Y華麗庫会議要務局第 fff. 

30km圏及びその隣接地域の、最も危険度の高い放射性向位体による汚染度を示した詳細な地図を

作成し、当特別作業斑に示すと共に、住民の追加避難を必要とする居住地区のリストを提出するよう、

イズラエリ同志に委任。

2.事故被災住民の医療について

この 4昼夜間に入院患者数が 716名増えたとの、シチェーピン同志の報告を了解。放射線障害と認

められた者は 211名で、うち子どもは7名。事故発生以来これまでの死亡者数は、 17名。また、 2

8名が重体。放射線障害の症状を示している者は、事故の発生及び拡大の現場にいた者に限られている。

水のサンプルは、各所で許容範囲内の基準を満たしている。

シチェーピン、イリインの各同志に対し、ソ連保健省の認める、居住個所、自然環境、農地、食料及

び水源の最大許容放射能汚染レベルの基準を、当特別作業斑会議の次回定例会合に提出するよう委任。

また、それを土台にして、イズラエリ同志と共同で除染作業実施後の残留放射能レベルの許容基準、住

民の再避難期間及び必要な治療予防措置に関する勧告をとりまとめるよう委任する。

3. チェルノブイリ原発第ト 2号炉の稼動に向けた一連の措置に関するソ連共産党中央委員会及びソ連

関僚会議決議案について

全体として決議案を承認。第3号炉の運転再開の可能性については、その構造及び設備の状況に関す

るデータを得た後で別途検討するのが妥当と判断。発電所内の自動放射線検知システムの使用開始時期

を1987年第3四半期から 1986年第4四半期に変更することが必要と認める。

シチェノレピナ同志に対し、プロジェクトに然るべき修正を加え、それを 1986年5月 21日に提出

するよう委任。

4. 破壊原子炉の完全密閉構造物の設計状況について

この問題に関するパタリン同志の報告を了解。

パタリン同志に対し、この作業の進捗状況について常に定期的に当特別作業班会議に報告するよう要
王 連
語問。

5. IAEAに提供する、事故に関するヂータの増補について

この問題に関するベトロシャンツ同志の報告を了解。

チェルノブイリ原発地区の放射性ヨウ素 131及びセシウム 137による汚染レベルに関するデータ

を IAEAに提供する件について、本議事録第 1、2項に関する問題を当特別作業斑会議で検討ののち、

最終決定をはかることが妥当と判断。

6. 事故処理作業へのベクチル社(米国)の参加申し入れについて

この問題に関するパタリン同志の報告を了解。

ベクテル社の提案を受入れることは、不適当と判断。その理由は、同社の勧める事故処理策は、すで

に知られたものであり、本邦の計画、建設関係諸機関によって実行されているため。

7. 建設機材のドイツ連邦共和国及び日本での買い付けについて

コンクリートポンプ及びその他の機材をドイツ連邦共和国並びに日本から買い付けることに関する、

バタリン同志の提案に同意する。アリストフ同志に対し、該当企業と交渉し、可能な限り短期間の内に

機動タイプのコンクリートポンプ 25~30台とコンクリートポンプ設備 1 8セットを購入・納入出来

るよう委任。

N. ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

********************************************************************************************* 

議事録第 17号
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1986年5月22日

管理ゾーンの放射線状況及び住民の避難(もしくは再避難)が必要とされる放射線の許容操界基準に

いて

この問題に関するイズラエリ同志の報告を了解。

ソ連保健省、国家水文気象委員会及び、国防省によってとりまとめられた、住民の避難を要する若しく

は再避難が考えられる放射線の限界許容限界基準(添付)、並びに一連の地区において接収ゾーン化が必

要とされる基準(該当地区の位置関係を定めた地図を添付)を承認。

特別の手段を用いて接収ゾーンを包囲し、このゾーンへの人々の無許可の立ち入り、並びに家畜及び

野生動物の進入を防ぐ厳戒態勢を敷くことが不可欠と判断。ソ連内務省及びソ連KGBは中規模機械製

作省の参加のもと、これに関して必要な文書、指令を準備すること。

シチェーピン同志は、 1986年 5月 10日現在の放射線レベルが毎時3から 5ミリレントゲンであ

った各地区の子ども、妊婦及び乳幼児の母親を対象とした夏季期間中の一時移住の妥当性について、ソ

連保健省の公式の結論を 1日のうちにとりまとめ、当特別作業斑に示す義務を負う。その際、その各地

区の位置関係及び移住を要する予想、住民数を記した地図を添付のこと。

国防省は、他の関係各省庁と共に、様々なレベルの放射能汚染を示す各地区に応じた、居住地点及び

環境の効果的な除染方法並びに手段をとりまとめること。

1 986年 5月26日の当特別作業斑会議で、ウクライナ共和国及びベロルシア共和国閣僚会議議長

〔政府首相]、並びにウクライナ及びベロルシア共産党中央委員会書記の参加のもと、新たに放射線レベ

ルの上昇が判明した各地区からの避難を必要とする人々の移住、それらの人々に対する然るべき社会生

活条件の整備について検討することが必要と判断。

出痛者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[副首相]

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

中規模機械製作省第 1次官

ソ連科学アカデミー総裁

国家水文気象委員会議長

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連電力省次官

間防省中央軍霞局長

ソ連保健省生物物理学研究所所長

ソ連法学アカデミー会員

ソ連電力省全ソ生産公団

「ソユザトムエネノレゴj理事長

ソ連科学アカヂミー準会員

ソ連保健省生物物理学研究所副所長

中央委員会重工業・エネルギー産業部次長

向志ルイシコブ N. I. 

ヴォロトニコフ V. I. 

チェブリコブ V. M. 

同志ドノレギフ V. I. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソア A. V. 

同志ムラホアスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

同志メシコブ A. G. 

ペトロシャンツ A. M. 

同志アブロメエフ S. F. 

同志アレクサンドロブ A. P. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志コヴァレフ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

同志シヤシャリン G. A. 

同志コマロフ F. I. 

同志イリイン L. A. 

同志ヴェレテンニコブ G. A. 

同志クンツェヴィチ A. D. 

同志ブルダコフ L. A. 

向志ブロルイ、ンェブ V. M. 

ハ可
U

F
h
u
 



バタリン同志に対し、関係省庁及びウクライナ共和国並びにベロルシア共和国閣僚会議[政府]の参

加のもと、接収ゾーンからの避難民に対する定住用住居の保障措置に関するソ連共産党中央委員会及び

ソ連閣僚会議〔政府]決議案を 1週間のうちに用意するよう委任。

ムラホアスキー同志に対し、放射能高汚染地区で生産される農産物及び畜産製品の除染並びに再利用

策に関する決定を 2日間のうちにとりまとめ、当特別作業斑に審議のため提出するよう委任。

ソ連財務省及びソ連国家労働委員会は、接収ゾーンからの避難民を第ーとした、チェルノブイリ原発

事故に伴う住民の物質的損害に対する補償規則に関する提言を 1週間のうちに提示すること。

アフロメエフ同志に対し、避難民の帰還が可能な各居住地点に対する除染作業を最優先に組織するよ

う委任。対象地区を明確にした除染作業計画を、本年5月 28日の当特別作業班会議に提出するものと

する。

2. 高性能放射線測定器のフィンランドでの震い付けについて

放射線測定器のフィンランドでの買い付けに関する国家水文気象委員会の申し入れを了承。

対外貿易省(アリストフ同志)に対し、 fBallakJ社(フィンランド、トワルク市)と交渉を行

い、国家水文気象委員会提出のリストに基き、総額50万ドル相当で問委員会用に装備、機材類を購入

する合意を交わすよう委任。

3.事故処理作業の進捗状況について

この問題に関するヴォロニン同志の報告を了解。

チェルノブイリ原発敷地内に堆積した放射性物質の、プリピャチ)11への流入防止に向けた作業、並び

に向原発第 1・2号炉、建設生産拠点、コンクリート工場の除染作業を加速させることの必要性にヴォロ

ニン同志は注意を払うこと。

4. IAEA臨時総会について

この問題に関するベトロシャンツ同志の報告を了解。

5. 30キロメートル圏の除染処理策に関するソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決議案について

この問題に関するシチェルピナ同志の報告を了解。

シチェルピナ同志に対し、当会議で定められた許容放射能汚染レベルを考慮、の上、上記文書案を修正

し、 1986年 5月 26日に当特別作業斑へ検討のため提出するよう委任。

6. ソ連電力電化省次官の追加職務について

チェルノブイリ原発事故対策の組織化の必要性が生じていることに伴い、ソ連電力電化省次官に追加

職務を導入する案件について、特例としてにシチェルピナ同志の提言に同意する。

ソ連電力省は、定められた形に員Ijって提言を示すこと。

N.ノレイシコフ

ソ連関僚会議総務局総務課2印

********************************************************************************************* 

Y華麗庫会議夢務局第 fs 

議事録第 18号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月26日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

同志 ノレイシコブ N. ト

リガチョフ E.K. 
チェブリコブ V.M. 

同志ドルギブ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 
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1 .放射能レベルが上昇した諸地区からの避難民に対する生活基盤の改善状況、ならびにその改善のため

ウクライナ及びベロルシア共産党中央委員会、ウクライナ共和国及びベロルシア共和国閣僚会議がとる一

連の措置について

この問題に関するリャシコ、カチューラ、コヴァリョフ及びレピョシキンの各同志の情報を了承。

避難及び再避難の問題、チェルノブイリ原発職員の家族、無人化ゾーン並びに一時避難ゾーンにある

他のコルホーズ・ソフホーズ、企業の家族に対する住宅供給の問題について、ウクライナ共和国及びベロ

ルシア共和国閣僚会議の提案を支持。(本年 7月よりウクライナ共和国内では、キエブ市内のアパート住

宅7500室及び共同宿舎[寮] 1 000室、チェルニゴフ市内のアパート住宅 500室を割り当て、

さらにキエフ州内農村地域に本年 10月1日までに、計 7000の標準型住宅を社会文化施設と共に建

設する。また、現段階で無人となっている家屋6000戸の修繕をはかり、今後各農場により家主に割

り当てもしくは貸し付けされる。一方ベロルシア共和国で、は、農村地域に一戸建て住宅4500戸を建

設する。)

住民の避難及び、再避難の問題に対する決定にあたっては、国家水文気象委員会、ソ連保健省及び国防

省によってとりまとめられた、「チェルノブイリ原発事故による放射能汚染地域における住民の居住可能

性及び移住・一時避難の必要性に関する基準についての勧告」に従う。

本年5月10日現在で毎時3から 5ミリレントゲンの放射線レベルにある諸地域からの、 14歳未満

の子ども、妊婦及び乳幼児の母親の夏季一時移住に関するソ連保健省の提言に同意。

シチェーピン同志は、その対象に含まれる居住地のリストを 5月27日に提出すること。

国家水文気象委員会及び、ソ連保健省の勧告に従い、 30キロメートル圏内居住地点、5ヶ所への住民の

帰還措置を 1週間の期限で実現する決定を、ウクライナ共和国閣僚会議が下したとのリャシコ同志の報

告を了解。

チェルノブイリ原発第1・2号炉の修繕及び操業に携わる人員のための当直作業員用宿泊地をキエフ



圃幽

州イワンコフ地区ストラホセリエ村に置くことに関するウクライナ共和国閣僚会議及びソ連電力省の提

言に同意。

チェルノブイリ原発労働者用の定住型ニュータウンをキエフ郊外ヴィシュゴロト市に建設するとの提

言は採用しない。マイオレツ、イズラエリ及び、シチェーピンの各同忘に対し、ウクライナ共和国閣僚会

議の参加のもと、そのニュータウンの建設地に関する提言を準備するよう委任。

ソ連国家農工委員会に対し、乾燥ミルク及びコンデンスミルクの供給量の上方修正、並びに配合餌料

の追加配給に関するウクライナ、ベロルシア両共和国閣僚会議の依頼を検討し、しかるべき決定を下す

よう委任。

バタリン同志に対し、避難民への住宅供給措置に関するソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決議

案に、ウクライナ共和国関僚会議へのプレハブ家屋及びテントの追加配給に関するリャシコ同志の提言

を反映させるよう委任。

ウクライナ共和国及びベロルシア共和国の地元の党・ソビエト機関と合同で、放射線レベルが上昇し

た諸地区に住む住民の間の、放射線の安全性に関する諸問題の解明作業をさらに強化する必要性に国家

水文気象委員会並びにソ連保健省は注意を払うこと。

2. rチェルノブイリ原発事故によるウクライナ及びベロルシア共和国内の放射能汚染諸地区の除染作業実

施に関するJソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決議案について

上記決議の修正確認済みの案を基本了承。

シチェノレピ、ナ同窓に対し、ウクライナ並びにベロルシア閣僚会議、及び関係省庁の意見を考慮して、

その案を仕上げ、 1986年5月 27日にソ連共産党中央委員会へ提出するよう委任。

3. チェルノブイリ原発事故に関する中央マスコミ機関の報道について

マスコミ機関は、チェルノブイリ原発事故に関する動きや、事故処理の課題遂行に向けた労働人員の

動員に関し、客観的報道を行うべく大きな努力を払っているが、それと並んで、一部の報道に不正確な

点や歪曲が見られるとともに、技術面での決定が明るみにされていることを指摘。

ソ連国家テレピラジオ委員会、タス通信、及び中央発行の全国系新開雑誌の編集部に対し、チェルノ

ブイリ原発事故に関する放送・記事の準備、並びにその報道に際して、より厳正に対処するよう求める。

その報道内容から、技術的対応に関するデータ並びに事故復旧作業に際し用いられる手段に関する情報

を排除すること。ソ逮共産党中央委員会並びに政府がとる、避難民の労働及び日常社会生活の確保に向

けた方策、また事故の被害処理対策に最大の注意を向けるとともに、それらの策の実現に労働者が積極

的に参加していることを広く反映させること。

4. チエコスロバキア社会主義共和国保健省の呼びかけについて(ブラハ電、特別第363号)

放射線障害治療の経験を伝えるため、チェコスロパキアの医師2名をソ連に招待するとのソ連保健省

(シチェーピン同志)の提案を承認。放射線障害との診断を受けた患者を国外に治療のため搬送するこ

とは妥当と判断。

全ソ労働組合中央評議会(シャラエフ同志)に対し、チェルノブイリ原発事故で被災したソピ、エト市

民を他の社会主義諸国に送り、現地で保養やサナトリウム治療を受けさせるとの各国の提案を検討し、

しかるべき提言を当特別作業班に示すよう委任。

5. 英国外務省の申し出について(ロンドン電、特別 937号)

腫療の専門医グループ及び、除染作業の専門家グループをソ連に送るとの英国側の申し出を受入れるこ

とは不適当とする、ソ連保健省並びに菌防省の考えに同意。謝意を盛り込んだしかるべき返答を用意す

るようコヴァレフ同志に委任。

6. チェルノブイリ原発区域における保健衛生について

ソ連電力省及び国防省が、放射性物質取り扱い規則に著しく違反し、それによって事故復!日並びに除

染作業にあたる人々が、不当な過剰被曝を強いられていることを指嬬。

ヴォロニン、アフロメエフ、マイオレツの各同志は、この問題に関する然るべき規律の遵守に向け、

早急かっ完全な形の対応策をとり、締紀粛正と、公衆衛生規則並びに放射線及び、火災安全基準の遵守に
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対する監督を強化する義務を負う。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印
******六******************************************************************宋*******************

議事録第 19号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年5月28日

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志 リガチョブ E. K. 

チェブリコブ V. M. 

向志ドルギフ V. I. 

同志ヴラソブ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[第 1副首相〕

ソ連閣僚会議副議長〔副首相]

同志ムラホアスキー V. S. 

開志パタリン Yu. P. 

シチェノレピナ B. E. 

向志アレクサンドロブ A. P. 

同志メシコブ A. G. 

間志コヴァレフ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志セドゥノブ Yu. S. 

同志ヴァレンニコフ V. I. 

ソ連科学アカデミー総裁

中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第1次官

国家水文気象委員会議長

国家水文気象委員会第1副議長

参謀本部第 1次長

I. V. クルチャトブ記念

原子力エネルギー研究所副所長、アカデミー会員 同志レガソフ V. A. 

ソ連科学アカデミー準会員 同志クンツェヴィチ A. D. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志ブロルィシェフ V.M. 

1 .破壊原子炉の密閉化に向けた計画立案並びに建設作業に関するソ連共産党中央委員会及びソ連関僚会

この問題に関するパタリン、メシコフ両同志の報告を了解。

パタリン、マイオレツ、メシコフ及びアフロメエブの各同志に対し、当会議で示された意見を考慮に

入れて上記決議案を仕上げ、当特別作業班定次回例会議に提出するよう委任。第4号炉の密閉化に向け

た基本作業の完了を 1986年 9月中と見込む。

パタリン、イズラエリの両同志に対し、ソ連保健省及びウクライナ共和国科学アカデミーの専門家を

交えて、放射能を含んだ水の流入を防ぐためチェルノブイリ原発の用地より北のプリピャチ)11沿いに迂

回水路を設ける問題について慎重に検討し、この問題に関する結論を示すよう委任。

破壊原子炉の密閉化及びチェノレノブイリ原発用地からの放射性廃水の流入防止に関する計画・建設作

業の組織化並びに実施について話し合う会議を、ソ連共産党中央委員会にて実施することが必要と判断。

その会議には、全ての関係省庁・機関並びに原子力発電所で、作業の組織化に直接携わっている現地作業

員の指導者が参加するものと見込む。

チェルノブイリ原発事故対策に関するウクライナ共和国科学ア力ヂミーの覚え寄について

この問題に関するレガソフ同志の報告を了解。

上記覚え書に、しかるべき根拠をもってドニエプル川の放射能汚染の危険について懸念が示されてい

ることを指摘。 ドニエプル)11流域の生活水源の汚染防止並びに水道水自動取水源の稼動開始の回避に関
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して、この覚え書に盛り込まれた対策の大部分は、すでに当特別作業斑によって検討され、その実現化

に関する指示が示されている。

国家水文気象委員会に対し、実際の条件に合わせて、プリピャチ)11及びドニエプル)11流域の表層土壌

から放射性物質が降水によって流出する速度のデータを確認し、プリピャチ)11及びドニエプル川防御の

技術設備の設置計画を厳密化するため、国防省と共同で、チェルノブイリ原発地返の詳細な放射能汚染図

を作成するよう委任。

環境中の放射能汚染の状況を常時観測するため、チェルノブイリ原発地区にモニタリングシステムを

設けることは妥当と判断。国家水文気象委員会に対し、ウクライナ共和国科学アカデミーや他の関係諸

機関と共同で、その組織化をはかるよう委任。

3. 危険ゾーンからの避難民の、労働及び日常生活の基盤整備に関するソ連共産党中央委員会並びにソ連

閣僚会議決議案の準備状況について

この問題に関するバタリン同志の報告を了解。

パタリン同志に対し、住居提供の具体的期日を示して、プリピャチ市から避難したチェノレノブイリ原

発職員の家族をキエフの他、ウクライナ共和国の他の居住地点に配置することに関する問題を、上記決

議案に加えるよう委任。

ソ連盟家農工委員会、ウクライナ共和国関僚会議及びベロルシア共和国閣僚会議に対し、放射能汚染

度が危険レベルに達した諸地区からの避難農家を受入れているコルホーズ及びソフホーズに、必要な生

産設備を建設する、特に、家畜の越冬用施設を建設することに関する提言をとりまとめ、ソ連閣僚会議

に提出するよう委任。

子ども、妊婦及び乳幼児の母親が市内から他の諸地区に避難していることを考慮しながら、ゴメリ州

ブラーギン市の残っている市民の移住は行わない可能性に関する、国家水文気象委員会、ソ連保健省並

びに国防省の結論を了解。(当該の結論を添付。)

4.高放射能汚染諸地区にある建物及び設備の敷地の除染作業計画について

この問題に関するヴァレンニコブ同志の報告を了解。

チェルノブイリ原発の敷地、及びその隣接諸地区の除染作業の効率性が低いことを指摘。

国防省に対し、除染作業の効率性を高め、加速するための方策について、 1986年 6月4日までに

当特別作業班に報告するよう委任。特別ゾーン内の施設の除染、及び市民の一時移住ゾーンへの再避難

に向けた条件整備に、特段の注意を向けること。

5. チェルノブイリ原発事故の処理作業の技術文書化について

上記作業の技術文書化が、大きな科学的、実際的意義を有していることを考慮して、アフロメエブ、

マイオレツ、スラフスキーの各同志に対し、関係省庁の参加のもと、その作業の抜本的改善策をとるよ

う委任。その資料のとりまとめ、概括化作業は、ソ連電力省が、中規模機械製作省と合同で行うものと

する。

6. ソビエト及び外国の報道陣を対象とした、事故処理問題に関する記者会見の実施について

この問題に関するコヴァレフ同志の提言に同意。

パタリン、イズラエリ、ベトロフスキー、レガソフ、シチェーピン及びペトロシャンツの各同志に対

し、記者会見の実擁を委任。イズラエリ同志に対し、上記各同志の参加のもと、基本事象及び事故処理

対策に対する評価の一致をもたらすような、チェルノブイリ原発事故に関する状況の一般化モデルをと

りまとめ、 1986年 6月 2日に当特別作業斑へ報告するよう委任。

7. 事故被災市民の医療について

5 1 7 2名が入院による検査及び治療中とのシチェーピン同志の報告を了解。うち、 182名が放射

線障害の診断。(そのうち、子どもが 1名。)この 1遣問に 1名が死亡。 5月28日現在で、これまでの

死者総数は、 22名。(これに、事故の最初の段階での犠牲者2名が加わる。)

キエブ及び事故現場地区を訪問し、さらにその後、ヴォロピヨフ A. 1.教授の参加を得て、ソビエ

ト及び外国の報道陣を対象に記者会見を行いたいとするアメリカのR.ゲイル監師の要望を満たすこと
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は可能と判断。

ソ連保健省(シチェーピン同志)に対し、子どもをピオネールキャンプの 1つに参加させる可能性を

検討した上で、ソ連に自身の家族を招きたいとのR.ゲイノレ医師の要望の実現化に向けた対応を委任。

ソ連外務省(コヴアレア同志)に対し、 R. ゲイル医師から、 M. S. ゴ、ルパチョフ・ソ連共産党中

央委員会書記長に宛てたアメリカの子どもたちの手紙を受け取ることを委任。

事故被災者に墜療支援を提供したいとの、中国の底師グループの要望について

この問題を詳細に検討し、当特別作業斑次回定例会議に提言を示すよう、シチェーピン同志に委任。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印
**************************************************************************************六****犬*

議事録第 20号

ソ連共産党中央委員会政治局チエjレノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年6月2日

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志 ノレイシコフ N. ト

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコフ V. ト

チェブリコフ V.M. 

同志ドルギフ V. I. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連関僚会議第 1副議長[第 1副首相]

ソ連閣僚会議副議長〔副首相〕

向志ムラホアスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

向志アレクサンドロブ A.P. 

同志マイオレツ A. I. 

向志アフロメエフ S. F. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同忘メシコフ A. G. 

同志コヴァレフ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連電力相

国防省第1次官

国家水文気象委員会議長

中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省第1次官

ソ連保健省第1次官

1. V. クノレチャトフ記念

原子力エネルギー研究所副所長、アカデミー会員 同志レガソフ V. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志フロルィシェフ V. M. 

く訳注 1から 7の途中まで欠落>

チェルノブイリ原発第3号炉構造物及びシステムの状況調査、並びに提言を用意すること(委員会の

構成に関する提言を添付)。

現在稼働中の原子力発電所の安全性に関する諸陪題について

この問題に関するマイオレツ、メシコブ両同志の報告を当特別作業班の次回定例会議で聴聞する。

チェルノブイリ原発事故による被災市民の医療について

入院による検査及び治療を受けている患者数は、 3669名とのシチェーピン同志の報告を了解。う

ち、放射線障害の診断を受けている者は、 171名。 1986年 6月2日現在、死者数は24名となる

(それ以外に、事故発生直後の段階で2名が死亡)。重体患者は、 23名。

「
円

υ円。



1 O. チェルノブイリ地区において、雲に対する作用を施すため利用される気象実験調査航空機の飛行を

一時的に中止するようにとの、ウクライナ共和国閣僚会議の要望について

各具体的ケースにおいてこの問題に関する決定をとるよう、イズラエリ同志に委任。

1 1 .ソビエト連邦圏内諸居住地の放射線レベルに関する外国の専門家からのデータ照会について

それらの照会について検討し、それぞれに見合った決定を下すよう、イズラエリ同志に委任。

1 2. ベルギー及びソ英合弁企業からの、チェルノブイリ原発支援基金に対する資金提供の申し入れにつ

いて

これらの企業の経営陣に謝意を表した上、その提供資金をもとに医薬品及ぶ医療機材の調達する可能

性について、これら企業側と合意を結ぶための方策をとるよう、アリストフ同志に委任。

1 3. ハンガリ一社会主義労働党中央委員会との合意に基づく、ハンガリ一人民共和国工業省によるソビ

エト市民の保養招待について

全ソ労働組合中央評議会(シャラエフ同志)に対し、ソ連電力省及びウクライナ共産党キエフ州委員

会と共に、 1986年 7月から 8月の期間にチェルノブイリ原発の労働者400-500名を保養のた

めハンガリーに受入れるとの、ハンガリー人民共和国工業省の申し入れを検討するよう委任。

ハンガリーの専門家らをチェルノブイリ原発事故の処理作業に参加させるとの、ハンガリー工業省の

申し入れを受入れることは妥当ではないと判断。

耐水堰(土塁壁)の構築用にハンガリー製機材を用いる可能性に関する問題を解決するよう、ソ連電

力省(マイオレツ同志)に委任。

N.ルィシコブ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

*****************************************六***************************************************

Y華麗庫会議要務局第 fid 
議事録第 21号

ソ連共産党中央委員会政治局チエlレノブイリ原発事故対策特別作業班会議

1986年6月4日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出馬者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連電力相

国防省第 1次官

国家水文気象委員会議長

中規模機械製作省第 1次官

国家原子力監督委員会第 1副議長

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第1次官

ソ連電力省次官

同志ルィシコフ N. ト

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコフ V.M. 

同志ドルギフ V. 1. 

ソコロフ S. L. 

同志ヴラソブ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェノレピナ B. E. 

向志アレクサンドロフ A. P. 

向志マイオレツ A. 1. 

同志アフロメエフ S. F. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志メシコブ A. G. 

同志シドレンコ V. A. 

間志コヴ、アレブ A. G. 

同志シチェーヒ。ン O. P. 

同志シャシャリン G. A. 
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ソ連保健省生物物理学研究所所長 同志イリイン L. A. 

1. V. クノレチャトブ記念

原子力エネルギー研究所副所長、アカデミー会員 同志レガソブ V. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 向志ブロノレイ、ンェフ V.M. 

1 .現在稼働中の原子力発電所の安全確保及びその分野おける不備の解消に向け、ソ連電力省及び中規模

機械製作省がとる一連の対策について

この問題に関するマイオレツ、メシコフ、シドレンコの各同志の報告を了解。

ソ連電力省及び中規模機械製作省が現在稼働中の原子力発電所の安全性向上を目指した作業を活発化

させているものの、この面での抜本的変化は得られていないことを指掃。両省によって施される一連の

対策は、今日的要求並びにソ連共産党中央委員会政治局が定めた課題に応えるものとはなっていない。

とりわけ、原発内の火災安全対策、耐火性ケーブル及び言十測機器の装備、寿命を迎えた設備の適切な時

期の交換の面で、状況は不満足なものとなっている。また、原発職員の養成及び技能向上に向けたトレ

ーニング訓練センターの建設に、しかるべき注意が注がれていない。現租見られる不備並びに未解決の

諸問題に対するソ連電力省及び中規模機械製作省の取り組みには、現在稼働中の原子力発電所が置かれ

ている状況への大きな切迫感が感じられない。こうした状況が生まれている背景には少なからぬ面で、

国家原子力監督委員会が一貫した原則に基づかない、妥協的な立場をとっていることが影響している。

現在稼働中の原子力発電所の安全性向上に向けたソ速電力省、中規模機械製作省並びに国家原子力監

督委員会の取り組みが不満足なものであることを認める。

マイオレツ、メシコブ、シドレンコの各同志は、 10日間の期間中に現在稼働中の原子力発電所全て

の状況を慎重に分析し、その操業の安全性向上に向けた最優先対策を定めた上で、その速やかな実行に

あたる義務を負う。

ソ連閣僚会議燃料エネノレギーコンプレクス事務局(シチェルビナ同志)に対し、原子力施設の安全か

っ信頼性のある操業確保に向け、学際的かっ複合的な緊急対策に関する決議案を 2還問のうちに準備し、

ソ連共産党中央委員会政治局への提出を前に、当特別作業斑会議に示すよう委任。原子力発電所設備の

質的向上、並びに修繕作業、その予備系統、耐火性ケーブルの補完及びその他の差し追った諸問題の解

決にあたっての必要対応策をこの決議案に盛り込むこと。

2. 4号炉事故に関連したチェルノブイリ原発施設の固定保存並びに発電所敷地内からの水の流出防止に

向けた一連の措置に関するソ連共産党中央委員会及びソ連関僚会議決議案について

上記決議案を承認し、その内容の修正確認をはかるとともに、ソ連共産党中央委員会政治局による承

認を得るため提出する。

3. チェルノブイリ原発事故処理対策作業及び環境汚染防止作業に従事する企業、機関、施設の労働者に

対する賃金支払い並びに物質的保障の基準に関する、ソ連閣僚会議及び全ソ労働組合中央評議会決議案

について

上記決議案を承認し、ソ連共産党中央委員会政治局に提出する。

4. チェルノブイリ原発敷地内に中規模機械製作省建設管理局を設置することに関するソ連閣僚会議令案

について

上記指令案を承認し、ソ連共産党中央委員会政治局に提出する。

5. ソビエト及び外国報道陣に対する次回定例記者会見出席者への指示について

ソビエト及び外国報道陣に対する次回記者会見出席者への指示を基本承認。パタリン同志に対し、当

会議で示された意見や提言を考慮し、その指示を修正確認するよう委任(指示テキストを添付)。

N.ノレイシコブ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印
*********合*****************女*****************************************************************

Y華麗庫会議要務局~ jjd 
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議事録第22号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年6月9日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[第 1副首相〕

ソ連閣僚会議副議長[副首相〕

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連電力相

国防省第 1次官

国家水文気象委員会議長

ソ連法相

ウクライナ共産党中央委員会書記

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国

国家農工委員会第1副議長

ベロルシア共産党中央委員会書記

ベロルシア・ソビエト社会主義共和国

閣僚会議第 1副議長〔第 1副首相]兼

共和国国家農工委員会議長

中規模機械製作省第 1次官

外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

国防省化学隊長

ソ連共産党中央委員会重工業・

エネノレギー産業部長

ソ連共産党中央委員会重工業・

エネノレギー産業部第 1次長

同志ノレイシコブ N. ト

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコブ V. M. 

同志ドルギフ V. 1. 

ソコロフ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志ムラホブスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

マノレチューク G. 1. 

向志アレクサンドロブ A. P. 

同志マイオレツ A1.

同志アブロメエフ S. F. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志クラブツォフ B. V. 

同志モズ、ゴヴォイ 1. A. 

同志トカチェンコ A. N. 

開志デメンテイ N. 1. 

同志アサイノフ Yu.M. 

同志メシコフ A. G. 

ベトロシャンツ A.M. 

同志コヴァリョブ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

同志ピカロブ V. K. 

同志ヤストレボフ1. P. 

陪志ブロルイシェフ V. M. 

1 .一連の地区の放射能汚染に伴う、食料生産及び消費の衛生管理体制強化の現状と対策について

この問題に関するムラフアスキー、モズゴヴォイ、デメンテイ、並びにイズラエリの各同志の報告を

了解。

ソ連農工委員会が、放射能汚染地の汚染度に応じた農産物の生産及び消費の衛生管理体制に関する明

確な勧告を現時点まで、とりまとめるに至っていないことを指摘する。

モズゴヴォイ同志の報告から結論づけられるように、同様の不備はウクライナ・ソゼエト社会主義共

和国のこの方面での作業にも見られる。

中規模機械製作省(メシコフ同志)には、農産協同企業機関に必要な放射線分析・測定装置を供給す

る一連の任務の遂行にあたって、規律を乱す行いがあった。

牛乳、野菜、青物、その他農産物の利用にあたっての緊急衛生管理対策を講じることの必要性に関す

る、ソ連共産党中央委員会政治局の指示に従い:
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ーソ連農工委員会(ムラホフスキー同志)に対し、 2日以内に、国家水文気象委員会、ソ連保健省、

ソ連盟家農工委員会、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議及びベロルシア・ソゼエト社会主

義共和国閣僚会議の共同勧告(添付)に基づき汚染地域区域ごとの食品並び、に飲料水の生産・利用基準

を明確に定めた、委員会通達を発出するよう委任する。

上記基準を実地で厳格に適用するため、国防省は、ソ連国家農工委員会、国家水文気象委員会、ソ連

ー保健省と合同で、農業活動及び食品・飲料水の消費状態をゾーン区分して表した地図を用意する。

いずれかのゾーンに含まれる居住地点のリストを、関係するソビエト社会主義共和国閣僚会議の参加

のもと、とりまとめる;

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、ベロルシア・ソビエト社会主義共和国並びにロシア・ソピ、エ

ト社会主義連邦共和国の各国家農工委員会は、ソ連農工委員会の指示通達に基づき、この問題に関する

しかるべき決定を下す;

ソ連農工委員会、ソ連保健省、ウクライナ・ソピ、エト社会主義共和国、ベロルシア・ソピエト社会主

義共和国並びにロシア・ソピエト社会主義連邦共和国の各閣僚会議は、放射能汚染区域で生産される食

品の消費に際して、地元住民が衛生管理規則を最も厳格な形で遵守することの必要性を説く幅広い説明

活動を展開する。この取り組みにおいては、集落の寄り合い、党の会合の実施、民間委員会組識の設立

を当該各所で活用する・

農産物を一極集中化させ、加工する能力を最大限生かす;

中規模機械製作省(メシコブ同志)は、関係中心機関として、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国

並びにベロルシア・ソビエト社会主義共和国の農業企業及び機関への放射線分析・測定装置の供給日程

を、 2日以内に当特別作業斑に提出する。

2. チェルノブイリ原発事故による被災住民の物質的損失への補償問題に関するソ連共産党中央委員会及

びソ連閣僚会議決定案について

上記決定案を、国防省、ソ連内務省及びソ連国家保安委員会 [KGB]軍人の物質的損失への補償に

関する機密条項を加えた上で了承し、ソ連共産党中央委員会へ承認のため提出する。

3. 除染作業実施後の住民の帰還に向けた、居住地点の引き渡し手続きについて

国防省、国家水文気象委員会並びにソ連保健省が、ウクライナ及びベロルシア・ソビエト社会主義共

和国関僚会議の参加のもと、この問題に関する基準文書を策定したことについて了解。

住民の帰還に関する最終決定を下す委員会総識の長を、関係する州執行委員会の議長(もしくは、副

議長)が務めることが必要と判断する。

この問題に関する基準規定は、 1986年 7月 1日より発効される。

4.チェルノブイリ原発事故による損失に伴う、道義則政治的、技術的、法的、その他諸方面のわが国提

案に関する見解について

この問題に関するマルチューク同志の報告を了解。

国家科学技術委員会、ソ連外務省、ソ連科学アカデミー、その他関係諸機関に対し、諸原発での事故

の結果生じる損失に対する、わが国の立場を示した法的基盤のとりまとめ作業を継続するよう委任する。

ソ連外務省、中規模機械製作省、国家科学技術委員会、ソ連科学アカデミ一、その他関係諸機関に対

し、 198 6年 5月 14日にM. S. ゴソレパチョフがソ連のテレピを通じて行った演説の中で示した、

原子力エネルギーの安全な発展を保障する国際体制作りのイニシアチブに関する具体的提言の策定作業

を続けるよう委任する。

原子力発電所事故に伴う諸問題の国際関係分野及び原子力エネルギー分野での協力に関する一連の提

言の策定にあたっては、上記のゴ、ルパチョフ同志の演説に示された内容、及び 1986年6月 9自にゴ

ルバチョブ同志が、チェペリスキー工作機械製造工場でのソ連・ハンガリー友好集会で、語った内容に忠

実に員Ijとること。

プリピヤチ市の取り扱いに関する判断のとりまとめについて

リャシコ、アフロメエフ、マイオレツ、イズラエリ、シチェーピンの各同志に対し、プリヒ。ヤチ市内



における市民の経済活動及び居住の可能性に関する可能性についての判断を 2日以内にとりまとめ提出

するよう委任する。

N.ノレイシコブ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

****大**************************************************************************************合*

)/i!.華麗房事会議事務局箔 $d 

議事録第23号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年6月12日

出薦者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[第1副首相〕

ソ連閣僚会議副議長[副首相〕

全ソ労働組合中央評議会議長

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連霞力梅

田防省第 1次官

国家水文気象委員会議長

中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

国家国家原子力安全監督局第 1副長官

国防省化学部隊次長

同志ルィシコブ N. 1. 

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコブ V.

同志ドノレギブ V. 1. 

同志ヴラソブ A. V. 

同志ムラホアスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

同志シャラエブ S. A. 

同志アレクサンドロブ A. P. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志アフロメエブ S. F. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志メシコブ A. G. 

同志コヴァリヨブ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

向志シドレンコ V. A. 

同志クンツェヴィチ A. D. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同志ヤストレボ7 1. P. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部次長 田志ブロルイシェフ V.M. 

1 .チェルノブイリ掠発における事故原因究明政府委員会の報告及びそれに基づく結論と提言について

この問題に関するシチェルピナ同志の報告を了解。

1 986年 6月 12日の当特別作業班会議の場で交わされた意見を考慮に入れた、すべての文書の策

定作業を 1週間以内に完了させること。

2. 原発域内の事故処理作業の進捗状況について

原発の施設周辺では、原子炉の下に防御構造物を設ける作業が引き続き進められ、原子炉の第 1及び

第 2号炉ブロックの除染作業が行われるとともに、高レベルの放射線を発する諸物体の回収と、その埋

葬処分が実行されているとの、マスリュコブ同志の報告を了解。また、堆積物の状態を確認することに

より、埋葬部分の下に防御プレートを設置するのを取りやめることが可能で、ある。

一方、地下水及び表層水への放射性物質の流入防止作業に関しては、チェルノブイリ原発区域に治水

施設や漏水防止用の遮蔽物及び掘削干しを設けるための、複合的な計画がないことにより、その作業が現

在滞っている。

発電所の敷地及びその隣接地域に堆積した放射性物質が、水道水源、特にプリヒ。ヤチ)11及びキエブ貯
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水湖に流入するのを完全紡止するための複合技術設備を設置することに関し、最終的な決定を下すため、

チェルノブイリ原発に専門家グループ(リスト添付)を至急派遣することが妥当と認める。

電力省(マイオレツ同志)は、原発敷地内の除染作業に必要なコンクリート板の納入を確保するため、

すみやかに方策を講じること。

2. 特別作業班による委任の実施状況について (1986年 6J:3 9日付、議事録第22号)

国家農工委員会が、特に、農産物の生産・消費において特別衛生管理体制が敷かれている居住地区及

び地点を明確化した委員会通達を発出し、また、農業活動の様々な状態をゾーン区分した地図を作成し

たとの、ムラホフスキー同志の報告を了解。

中規模機械製作省が、当特別作業斑に対して、定められた期日までにウクライナ・ソピエト社会主義

共和国及びベロルシア・ソビエト社会主義共和国の農業生産企業並びに機関への放射線分析・測定機器

の供給日程を示すに至らなかったことを指摘する。

メシコフ同志は、上記の日程を近日中に提出する義務を負う。

4. 専門家グループのキエフ州及びゴメリ州への派遣について

チェルノブイリ原発事故の処理対策に伴う諸問題についての、ソ連共産党中央委員会並びにソ連閣僚

会議決定の現地での遵守状況を確認するため、専門家による 3つのグループをキエフ州及び、ゴメリ州へ

派遣することが妥当との、ドルギフ同志の提言に同意する。

これらの派遣グループの長は、ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギ…産業部及び、国防産業部の次

もしくは、各部の部門長が務める必要があると認める。上記各グループ。の現場入りは、 1986年 6

月末を予定。

5. チェルノブイリ原発事故に関する全面的な検討を要する諸問題の追補リストについて

原子力発電施設の安全かっ確実な操業の確保に向けた、複数部門にわたる、かっ複合的な緊急措置に

関する決定案のとりまとめに用いるため、政府委員会(シチェルピナ同志)に対し、リスト(添付)を

引き渡す。

6. 放射能汚染地区への住民の帰還手順に関する基本規定について

国防省が、ソ連保健省及び、国家水文気象委員会、ソ連農工委員会と共同で、 1986年 6月9日付当

特別作業斑の委任に基づき、この問題に関する基準文書をとりまとめたことを了解(当該基本規定のテ

キストを添付)。

7.事故被災住民の医療について

2494名が検査及び治療のため入院しているとのシチェーピン同志の報告を了解。うち、放射線障

害の診断を受けている者は、 189名。 6月 12時現在、事故による死者は、 24名(その他、 2名が

事故直後に死亡)。

保健省(シチェーピン同志)及び外務省(コヴァリョフ同志)に対し、意見交換の結果を踏まえ、 R.

ゲイノレ医師が放射線障害の患者の治療に引き続きあたることが妥当か否かの問題について検討するよう

委任する。

8. グルジア・ソビエト社会主義共和密から出荷された茶葉の放射能汚染に関するシチエーピン同志、の情

報、並びにベロルシア=ソビエト社会主義共和国産練乳の含有放射能の上昇に関するアレクサンドロフ

同志の情報について

国家農工委員会(ムラホフスキ…同志)は、ソ連保健省とソ連科学アカデミー、並びに国家水文気象

委員会と共同で、グルジア産茶葉の放射能汚染源の問題を検討し、その利用に関する決定を下すこと。

国家農工委員会(ムラホブスキー同志)並びにソ連保健省(シチェーピン同志)は、牛乳、食肉及び

その他の食品の放射能汚染度に対する、より厳しい管理体制を確保すること。

9. チェルノブイリ原発職員のハンガリーへの保養受け入れに関する、ハンガリー人民共和国工業省の申

し出の検討結果について

チェルノブイリ原発の全職員とその家族に対して、ソ連園内の保養所及びサナトリウム利用切符を支

す

E
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給できるとのシチェーピン同志の報告を考慮し、当該原発職員をハンガリーに保養のため送ることは妥

当ではないと判断。

シャラエフ同志に対し、思慮深い対応を示したことについて、ハンガリー候Hに感謝の念を伝えるよう

委任する。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

**女*********************************************************************女********************

Y道長庫会議夢務局第 lfd 

議事録第24号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年6月20日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[第 1副首相〕

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連電力相

ソ連林業・製紙・製材棺

重機械・運輸機械製作相

動力機械製作相

工作機械・工具工業相

ソ連盟家保安委員会 [KGB]第1副議長

ソ連盟家計画委員会[ゴスプラン]副議長

国防省第 1次官

国家水文気象委員会議長

消費組合中央連合理事長[本部議長]

中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

クノレチャトフ記念原子力エネルギー研究所副所長

科学アカデミー会員

ソ連共産党中央委員会機械製作部長

同志ルィシコフ N. 1. 

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

同志ドノレギフ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソブ A. V. 

向志ムラホアスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

ヴォロニン L.A. 

シチェルピナ B. E. 

マノレチューク G. ト

シラエブ1. S. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志ブスィギン M. 1. 

同志アブアナシェフ S. A. 

同志ヴェリチコ V.M. 

同志パリモント B. V. 

同志ボブコブ F. D. 

同志ストロガノブ G. B. 

同志アフロメエブ S. -F. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志トウノレノブ M. P. 

同志メシコブ A. G. 

同志コヴァリョフ A. G. 

同志シチェーヒ。ン O. P. 

同志レガソフ V. A. 

同志ヴォリスキー A. 1. 

ソ連共産党中央委員会重機械・エネルギー産業部長 向志ヤストレボフ1. P. 

ソ連共産党中央委員会重機械・エネルギー産業部次長 同志フロルイ、ンェブ V.M. 

1 .使用済核燃料の移送及び保管のための特殊コンテナと輸送用手段の増産措量について

所定期日にチェルノブイリ原発第 1及び第2号炉が稼動を開始した後、これらの原子炉ブロックが安

全に操業しうる条件を築くため、第 1及び第 2号炉の貯蔵プールから、利用可能な輸送手段を用いて使

-72-



用済核燃料を搬出することについて、それぞれの努力により実現をはかるとの、マイオレツ、アファナ

シェフ、シラエフの各同志の報告を了解。

ソ連電力省(マイオレツ同志)は、 1986年9月にチェルノブイリ原発の使用済核燃料貯蔵プール

が使用できるようにする義務を負う。政府委員会(シチェルピナ同志)は、この課題の遂行に関し、厳

格な監査態勢を敷く。

アファナシェフ同志は、少なくとも 1986年第 3四半期までに 3つの車両型コンテナTK-8を

重・運輸機械製作省所管の企業で製造できるようにすること。動力機械製作省(ヴェリチコ同志)も、

この作業に参加する。

シラエブ、シチェルピナ両同志に対し、重・運輸機械製作省(アファナシェフ同志)、動力機械製作省

(ヴェリチコ同志)、電力省(マイオレツ同志)、中規模機械製作省(メシコフ同志)と合同で、使用済

核燃料移送・保管用の特殊コンテナ及び輪送手段を、第 12次 5カ年計画において完全に確保するため

の案をとりまとめ、 2週間を期限として当特別作業班に検討のため提出するよう委任。

2. チェルノブイリ原発ゾーンからの避難民に対する住宅供給に必要な木造家屋及びその備品調度品類の

納入を中心とした、 1986年6月5日付ソ連共産党中央委員会並びにソ連関僚会議決定の実現状況に

ついて

国家資材・機械補給委員会が、ウクライナ及びベロルシアの各ソビエト社会主義共和国閣僚会議と共

同で、 1986年9月1日までに家屋及びその備品調度品類の納入を完了するとした自程計画をとりま

とめたとの、ヴォロニン、ブスィギン両同志の報告を了解。

3.牛乳、食肉、その他食品の放射能汚染レベルに対する厳格な監視の実現に関するソ連農工委員会及び

ソ連保健省の一連の措寵について

この問題に関するムラホアスキー同志の報告を了解。

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国の一部の地区で、食品の生産及び消費の衛生管理体制に関する

地元機関の情報不足、また農産物買い付けにあたっての消費協同組合の取り組みに不十分な点が見受け

られることを指摘する。

これを受けて、ソ連国家農工委員会(ムラホフスキー同志)は、ウクライナ及びベロルシアの各ソビ

エト社会主義共和国の当該地区に専門家グループを派遣し、定められた管理体制が守られているか、入

念な検査を行うものとする。

農業製品の生産及び消費に関する、さきにとりまとめられた一連の勧告について、現地の機関や市民

に周知徹底をはかるための追加策をとる。

この作業のトップは、当該地区に当面常駐することになる、国家農工委員会副議長級の者1名が務め

る必要があると認識。

消費組合連合理事長のトワルノブ同志に対し、住民からの野菜や果実、野イチゴ類、その他産物の時

宜を得た買付け措置を講じるため、ウクライナ及びベロルシアの各ソピ、エト社会主義共和国内の放射能

汚染地区に近日中に向かうよう勧告。

その結果については、当特別作業班会議に報告されるものとする。

4.放射線の影響に対する人体の安定性を高める食品の研究開発について

この問題が持つ意義の重要性を考慮し、ソ連国家農工委員会(ムラホアスキー同志)、国家科学技術委

員会(マルチューク同志)、ソ連盟家計画委員会(ストロガノフ同志)、ソ連科学アカデミー(アレクサ

ンドロブ同志)及びソ連保健省(シチェーピン同志)に対し、他の関係機関とともに、放射線の影響に

対する人体の安定性を高める薬剤の生産に必要な力を国内に築き、そうした薬剤を含んだ食料品を生産

する複合的な行動計画をまとめ、当該の計画を当特別作業斑に 1ヵ月を期限に提出するよう委任する。

5.合衆国総領事館の開設にあたり、放射線状況の調査のため専門家グループをキヱフ市に派遣したいと

の、アメリ力側の申し出に対する返答について

アメリカ側が、専門家グループのキエフ市への派遣を 7月半ばまで延期したとの、コヴァリョフ同志

の報告に留意し、この問題を追ってあらためて検討することとする。
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.. 
国防省(アフロメエフ同志)は必要に応じて、ソ連国家保安委員会 [KGB] との調整の上、アメリ

カ総領事館員用にあてがわれる、キエブ市内の業務用及び住居用家屋の除染作業を実施すること。

6. チェルノブイリ原発事故の処理対築作業視察のための、フランス議員団のソ連受け入れについて

フランス議員団の受け入れに原則合意する。

ベトロシャンツ同志に対し、この問題に関する、 IAEAに伝えられるのと同様の規模の情報を、フ

ランス議員団へ引き渡す準備にあたるよう委任。

7. プリピャチ市の扱いに関する委員会の結論について

今後数年間、プリピャチ市での居住は不可能であり、主たる放射能汚染源の処理対応が済むまで、市

内の除染作業にあたることは妥当ではないとの、リャシコ、アフロメエフ、マイオレツ、イズラエリ、

シチェーピンの各同志からなる委員会の見解に問意(結論は添付)。

一方で同時に、上述の委員会が、現在生じているプリピャチ市の保全確保の課題に対する自らの立場

を明らかにしていないことを指捕する。

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)、ソ連電力省(マイオレツ同志)、臨

家科学技術委員会(マルチューク同志)、ソ連科学アカデミー(アレクサンドロフ同志)、ソ連保健省(シ

チェーピン同志)、国防省(アフロメエフ同志)、ソ連内務省(ヴラソフ同志)、中規模機械製作省(メシ

コフ問志)の各者に対し、プリピャチ市で将来、経済活動及び市民の居住を再開させるにあたっての条

件を築いておくことを目的に、同市内の建物や設備、その他物的財貨の保存維持策をまとめた特別プロ

グラムを、 1ヵ丹を期限として策定するよう委任。

8. 当特別作業班会議による委任の遂行状況について

a) 中規模機械製作省、ソ連国家資材・機械補給委員会及び通信機械工業省が、チェノレノブイリ涼発

事故処理対策作業に用いられる線量計の、 1986年度中の生産・納入計画を承認したことを了解(添

付)。

メシコフ同志は、ソ連農工委員会と合同で、装置の修理及び使用に関係したあらゆる問題について、

追加検討し、この方面でのしかるべき対応制度を確保すること。

b) ソ連農工委員会が追加調査を実施した結果、グルジア産茶葉及び、ベロルシア・ソビエト社会主義

共和国の企業で生産された練乳の消費に制限を設けないとの決定を下したことを了解。

9.原子力発電所の人員膏成に関するドイツ連邦共和国[西ドイツ]の試みについて(ボン発電報第34

79号)

原子力発電施設の安全かっ確実な操業確保のための措置に関する、決定案の作成に際し、手持ちの情

報を活用するようシチェルピナ同志に委任O

ソ連電力省(マイオレツ問志)は関係機関の参加のもと、原子力エネルギ一分野の人員育成プログラ

ムを、これまでの国内外の経験を考慮する形でとりまとめること。

結果については、当特別作業班に報告するものとする。

1 O. ドイツ連邦共和国〔西ドイツ]で計画されている、ニーヂライバッハ原発の解体処理作業について

(ボン発電報第3480号)

シチェルピ、ナ同志が、この問題に関する情報を検討する。

1 1 .毘防省部隊による、一部居住地点の除染作業における不備について(電報チェルノブイリ発第91 

48号)

一部地点で除染作業実施時に不備が見られるとの情報が寄せられたことを受け、国防省(アフロメエ

フ同志)に対し、この面における規律確保のための対策を速やかに講じるよう委任する。

1 2. チェルノブイリ原発4号炉上に一時的な覆いを設けることの妥当性について

レガソフ、ピカロフ両同志に対し、ウクライナ・ソゼエト社会主義共和国科学アカデミーの専門家ら

をまじえて、現場を視察した上で3日を期限として、この問題を検討するよう委任。その際、一時的な

覆いを設けることが、いかなる場合でも、 4号炉ブロックを埋葬処分するための基本作業を妨げること
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があってはならない点を念頭に置くこと O

1 3.核エネルギープラント操業時の安全性確保を目的とした、原発オペレーターの心理トレーニング及

び制御盤設計時の人間工学的要求の考患に関する、一連の科学者及び専門家のメモ

原子力発電施設の安全かっ確実な操業確保のための措置に関する決定案の準備に活かすため、この問

題に関する専門家らのメモをシチェルピナ同志に送付する。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

*****世旨******大***合****************************大*******六***************************************

!fO 
議事録第25号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年6月25臼

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連電力相

ソ連地質相

ソ連保健相

ソ連盟家保安委員会 [KGB]第1高iJ議長

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連共産党モスクワ市委員会第2書記

モスクワ市執行委員会議長

ソ連陸学アカデミー総裁

国防省第 1次官

盟家水文気象委員会議長

中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

国防省化学部隊長

クルチャトフ記念原子力エネルギー研究所副所長

同志ノレイシコブ N. r. 
リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

同志ドノレギフ V. 1. 

ソコロフ S. L 

同志ヴラソフ A. V. 

同忠パタリン Yu. P. 

シチェノレゼナ B. E. 

マルチューク G. 1. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志コズロフスキー E. A. 

同志ブレンコフ S. P. 

間志ボブコブ F.D. 

向志アレクサンドロフ A. P. 

同志ザハロフ V. G. 

間忠サイキン V. T. 

同志ブロピン N. N. 

同志アブロメエフ S. F. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志メシコブ A. G. 

同志コヴァリョブ A. G. 

潤志ピカロブ V. K. 

アカデミー会員 同志レガソフ V. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部長 向志ヤストレボフI. P. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 問志ブロルィシェフ V.M. 

1 .チェルノブイリ原発第4号炉ブ口ツクの密閉化に向けた計窟及び準備作業の進捗状況について

中心機関として中規模機械製作省が、事故炉の密閉に向けた準備作業を展開しているとの、バタリン、

メシコフ両同志の報告を了解。密閉化作業の 9月完了を定めた、了承済みの日程に従い、現在、計画作

成作業が進められており、作業手引書が、急を要する建設事業の遂行に向けすでに引き渡されている。

また、最初のコンクリート工場のプラントでは試験操業が行われている。第2及び第3工場のプラント

の組立は、それぞれ7月5日と 10日に完了の予定。建築用の基本機材及び特殊機材はすでに確保され
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ている。建設作業には約 3千名が動員されている。

4号炉密閉に向けた計画立案過程において、依然として数多くの未解決の問題が残されており、施設

の運用及び物理的プロセスに対して必要とされる、効果的な管理方法を実現する技術的な決定が、未だ

完全な規模では検討されていないことを、当特別作業斑は指摘しておく。

4号炉ブロックの密閉化は、長期にわたってその安全性を保証しうる高度の技術水準で、実現されなけ

ればならない点に、メシコフ同志は留意する。この目的を達するため、密閉化の技術決定は、物理学者

らの向意を得ることを絶対条件とする。

パタリン同志に対し、 4号炉ブロックの密閉化に関する計画立案作業に対し、より入念なチェック体

制を築くよう委任する。

2. チェルノブイリ原発近隣に大規模な放射線医学研究センターを設けることに関するソ連保健省及びソ

連医学アカデミーの提言について

事故現場地区の人々を対象とした系統的な健康管理にあたって、この問題が持つ重要性が極めて大き

いことを考慮し、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)及びソ連保健省(ブ

レンコフ同志)、ソ連医学アカデミー(ブロヒン問志)に対し、放射線医学センター創設に関する決定案

を用意するよう委任する。上記のセンターは、キエブ市内にある研究所の 1つをベースとして組織され、

それに伴い、該当する研究所の専門の切り替えが行われることを前提とする。当該研究センターはソ連

医学アカデミーの所管とする。

決定案は、 2週間を期限として当特別作業斑会議に提出される。

3. 夏休み明けにキエフ市及びウクライナ、ベロルシア両ソビエト社会主義共和国の一連の州に子どもた

ちが居住する可能性について

ソ連保健省(ブレンコブ同忘)及び、国家水文気象委員会(イズラエリ同志)に対し、 1週間を期限と

して、この問題に関する結論を当特別作業班に提出するよう委任する。

4. チェルノブイリ原発事故に関連した、自然環境問題、水産資源保護、農産物生産及び効果的な除染剤

の開発に関する科学研究の実施と実際的な指示の策定について

本年5月 22日及び29日付のソ連共産党中央委員会の委任に基づく、動植物相に対する放射能汚染

の影響に関する研究事業の実施、また除染剤及びその効果を高める薬剤の生産に関する研究事業の展開

についての、国家科学技術委員会及びソ連科学アカデミーによる当特別作業斑会議並びにソ逮共産党中

央委員会への提言の提出が遅れていることを指摘。

問題が多面的複合的な性格を有し、また、その研究事業に参加する研究調査機関の数が多数となるこ

とに留意し、実施が計画される研究の調整をソ連科学アカデミーが担当して行うことが必要と認める。

ソ連共産党中央委員会科学部(グリゴリエフ同志)及び重工業・エネルギー産業部(ヤストレボフ同

志)は、これらの作業の実現状況に対する厳格な管理体制を敷くものとする。

5.核エネルギー開発の安全な発展に向けた国際体制づくりに関する一連の方策について

ドルギフ同志に対し、当特別作業班会議で交わされた種々の意見に基いて、この筒題に関するソ連共

産党中央委員会決定案を最終的にとりまとめるよう委任する。

6. 外国提示用情報リストの作成について

ソ連閣僚会議軍需産業問題国家委員会及び中規模機械製作省、ソ連電力省に対し、国防省、ソ連国家

保安委員会 [KGB]並びに国家機密維持マスコミ管理総局〔検関総局〕との合意に基づき、ソビエト

連邦国外への放射能放出を伴う事故に関する早期通報協定の枠内で、国際機関及び外国政府に提示可能

な'情報を定めたリストを用意するよう委任する。

7. 1986年5月29日付ソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定第 14項に盛り込まれた課題の

遂行状況に関するソ連内務省の情報

避難ゾーンの柵による閤い込み作業とその警備保全態勢づくりは、基本的に完了し、このゾーンは 7

月 1日より警備下に置かれるとの、ヴラソフ同志の'情報を了解。
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8. 原子力エネルギ一分野での協力に関する fウエスティングハウスJ社の申し入れについて

シチェルピ、ナ、シラエフ、アレクサンドロフ、マイオレツ及びメシコフの各同志に対し、この問題に

関する手元の資料を検討し、自らの見解を当特別作業斑に報告するよう委任する。

9. 政府委員会定期交代要員のチェルノブイリ原発地区への派遣について

V. K. グーセブ向忘を長とする政府委員会の定期交代要員をチェルノブイリ原発地区へ派遣するこ

とが妥当と認める。

委員会の新たな構成員(添付)は、 1986年 7月2日に現場に到着するものとする。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印
*******************************************************六***合*******六*************************

id 
議事録第26号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年7月2日

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

会議招致出席者:

ソ連関僚会議副議長[副首相]

ソ連電力相

ソ連保健相

ソ連国家保安委員会 [KGB]第1部議長

国防省第 1次官

ソ連国立銀行理事長

国家水文気象委員会議長

中規模機械製作省第 1次官

ソ連土地改良・水利事業省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

国防省化学部隊長

ソ連保健省生物物理学研究所所長

クルチャトフ記念原子力エネルギー研究所属Ij所長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長

同志ルィシコフ N. 1 

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコフ V. N. 

同志ドルギフ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピ、ナ B. E. 

マスリュコフ Yu. D. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志プレンコブ S. P. 

同志ボブコフ F. D. 

同志アブロメエブ S. F. 

同志デメンツェフ V. V. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志メシコフ A. G. 

同忘ポラド・ザデ P.A. 

同志コヴァリョブ A. G. 

同志シチヱーピン O. P. 

同志ピカロブ V. K. 

同志イリイン L. A. 

同志レガソブ V. A. 

同志ヤストレボフ1. P. 

1 .チェルノブイリ原発第 1及び第2号炉の稼動再開に向けた準備作業並びに交代要員用のニュータウン

建設準備の進捗状況について

現在、チェルノブイリ原発第 1及び第2号炉の操業再開に向けた準備作業は、ソ連共産党中央委員会

及びソ連閣僚会議決定に定められた通り、両原子炉ブロックの操業を 1986年 10月に再開するとし

た承認済みの日程に従って進められているとの、シチェルピ、ナ、マスリュコフ並びにマイオレツの各同

志の報告を了解。建物の除染作業が相当の規模で実施されているほか、制御システム機材の点検が開始

されている。また、近日中に、電機関連設備の点検修理のため専門家グ、ループが現地入りする一方、操
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業に携わる人材の養成が行われている。

ゼリョーヌィ・ムィスでは、交代要員用のニュータウンの建設が開始されている。同ニュータウンで

は、 10月に 3000名分の住居の使用が開始されることになるほか、さらに)11に係留される船舶に 1

500名分の居住用に割り当てられる予定。

上記の作業の実施にあたって本質的な不備が生じていることを、当特別作業班は指描する。とりわけ、

現時点に至るまで、当該炉の操業に必要な要員の人数や、勤務交代班及び原発幹部要員の数や作業体制

が定められておらず、この事実は、第 1及び第2号炉の正常な操業を確保する上で困難を生じさせる恐

れがある。また、交代要員用ニュータウンの建設の進み具合はゆっくりしたものであり、その収容数を

1万人分にまで増やすことが妥当かどうかの問題については検討されていない。今後、この交代要員用

のニュータウンと原発は、再建される幹線道路によって結ばれる予定で、あるが、さらに双方を結ぶ鉄道

を建設する提案については、その必要があるか追加検討を要する。

シチェノレピ、ナ、マイオレツ間同志に対し、関係機関とともに、チェルノブイリ原発第 1及び第2号炉

の稼動再開準備に伴う未解決の諸問題全体の検討を進め、さらにその結果について 2週間を期限として

当特別作業斑に提出するよう委任する。

リャシコ、アフロメエブ、マイオレツ、イズラエリ及び、シチェーピンの各同志をメンバーとする委員

会がまとめた、今後数年間にわたりプリピャチ市への市民の移住は不可能との結論を考慮し、政府委員

会(シチェルピナ同志)、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)並びにソ連電

力省(マイオレツ同志)に対し、発電所従業員とその家族の定住用ニュータウンの建設場所について検

討し、その結果を、 2週間を期限として当特別作業班に提出するよう委任する。

ソ連閣僚会議燃料・エネルギー企業体事務局は、チェルノブイリ原発第 1及び第2号炉の稼動再開準

備の進捗状況に対し、厳格な管理にあたること。

2. 7k資源の放射能汚染防止問題に関する検討委員会の活動状況について

ソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定に定められた、水道源への放射能流入を防ぐための技術

設備建設の問題全般が、チェルノブイリ原発視察の上、すでに検討されているとの、専門家グループの

長を務めるポラド・ザデ同志による報告を了解。委員会は、水資源の放射能汚染防止のため予定されて

いる、一連の取り組みの効果について確かめている。ただし、当特別作業班が委任したような形では、

この方面の作業に関する最終的な決定はこれまでのところ得られていない。

ポラド・ザデ同志に対し、 1週間を期限として、必要な結論や提言を盛り込んだ上記の問題に関する

公式報告を最終的にとりまとめ、ソ連共産党中央委員会政治局への提出に備え、当特別作業斑に示すよ

う委任する。

ソ連水利事業省(ヴァシリエフ同志)及び国防省(アフロメエフ同志)は、放射能汚染の面で最も無

防備の部分に最重点を置き、水防設備の建設作業を全力を挙げて加速すること。

3. r市民のゾーン内における居住、生産及び帰還の基準に関する追加勧告j について

上記の問題に関するソ連保健省、水文気象委員会及びソ連農工委員会提出の「追加勧告J(添付)を了

解。

イズラエリ、シチェーピン並びにアフロメエブの各同志に対し、 f追加勧告jの内容をもとに、帰還住

民への居住地明け渡し手続きに関する基準文書に必要な修正を施すよう委任する。

4. 夏休み後にキエフ市及びウクライナ、ベロルシア両共和国の一連の州内居住地に子どもたちが住むこ

とに関する、ソ連保健省と国家水文気象委員会の結論について

夏休み明け後、制限を設けずに子どもたちがキエブ市に戻ることが出来るとの、ブレンコフ及びイズ

ラエリ荷同志の結論を了解。ウクライナ・ソピエト社会主義共和国閣僚会議は、実際面での作業におい

て、この結論に従って行動すること o

一方、すでに様々なレベルで、放射線に被曝した子どもたちが他の居住地へ戻る問題については、該当

する子どもたちの追加検診と、その子どもたちが住むことになる居住地の放射線状況の確認後に決定が

はかられる。
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この重要な問題については、ごく短期間のうちに解決が追られることを考慮し、ブレンコフ、イズラ

エリの両同志に対して、国防省、中規模機械製作省並びにソ連科学アカデミーの参加のもと、必要な調

査を実施した上で、この問題に関する最終的な決定を 2週間を期限として当特別作業斑に提出するよう

委任する。

5. チェルノブイリ原発事故対策支援基金への献金受け付け作業にみられる貯蓄局の不備について

1 986年 7月 1日現在で、基金には総額3億 2000万ルーブルの資金の振り込みがあり、そのう

ち市民によるものが 2億 6000万ルーブル、企業及び組識によるものが 6000万ルーブルであると

のデメンツェフ同志の報告を了解。

一方で、抽出検査の結果、モスクワの貯蓄局窓口では、上記の支援基金への振り込みを希望する市民

に便宜をはかる、しかるべき条件が設けられていないことが判明した。

デメンツェフ、ルインヂン両同志は、自らの職域において露見した、市民からの献金受け入れにあた

っての冷淡な対応と指導力の欠如を十分に認識すること。

両者は速やかに、この面で善処をはかる義務を負う。

6. チヱルノブイリ原発事故の処理対策作業に関するルポルタージュ製作にあたるフランスのテレビ会社

の関係者らをソ速に受入れることについて

当該関係者たちのチェルノブイリ原発訪問を見込まない形による、この問題に関するソ連外務省の提

案に同意する。

7.アメリカ合衆臨総領事館の開設に伴う専門家グループのキエフ派遣に関するアメリカ国務省の依頼(ワ

シントン発特電第 3325号)

アメリカの専門家グループのキエフ訪問は、少なくとも 1986年 9月までの延期が妥当とのソ連外

務省(コヴァリョフ同志)の提言を受入れる。

8. ソ連の専門家を対象とした、リングハルス原発における管理技術紹介のためのスウェーデンへの招待

について

ソ連側専門家の関心がないため、招待の受け入れを控える。

9. チェルノブイリ原発事故処理対応策の視察に関する、中華人民共和国のエネルギー技術関係者による

代表団の依頼について (北京発特電第 937号)

代表団へのしかるべき情報の提供を求める、中国側の依頼に肯定的に対応する(提供される情報の規

摸は IAEAへの提示分と同様)。

1 O. 放射線被曝の人体に対する影響を研究する特別センターをチェルノブイリもしくはキヱフに設立す

ることに関する、 H. ブリツクス IAEA事務局長の提案について(ウィーン発特電第974号)

ソ連保健省(ブレンコフ同志)、ソ連外務省(コヴァリョフ同志)、国防省(アフロメエフ同志)及び

ソ連国家保安委員会 [KGBJ (ボ、ブコフ同志)に対し、この問題について検討するよう委任。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印
嶋崎---・・・開 --開 園・・・倒防納骨・・・岨ー・・・・・・・・・網--・・・欄---・・・胸欄帽幽幽・・・・・欄明・・・・・・鍋嶋崎--開刷網_.・・・欄---.-耐欄・・・幽------・・・・・・・・輸相・・・・・幽・蜘開聞帽綱嶋幽幽幽---欄・恥幽幽・・・・・・剛司際価値-

議事録第26手訴fJι

ソ連臨僚会議議長[首相〕

同志ルィシコフ N. I.宛

ソ連共産党中央委員会政治局特別作業斑の委任により、ソ連保健省及び国家水文気象委員会がソ連農工

委員会と合同で、チェルノブイリ原発事故に伴う汚染域内での市民の居住、経済活動及び帰還に際しての

基準に関する追加勧告をとりまとめたことを報告する。

シチェーピン イズラェリ

1986年 6月30日
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86年5月10日現在の放射線レベルが毎時5ミリレントゲン以上の、チェルノブイリ原発事故に伴う汚

染域内における市民の居住、経済活動及び帰還にあたっての基準に関する追加勧告

ソ連保健省、国家水文気象委員会及びソ連農工委員会は、放射線状況や自然環境中の汚染(アイソト~

プ組成を考慮に入れて)及び放射能の植物や農産物、人体への拡散の可能性を評価した上で、次のように

勧告する:

1.地元住民及び 1986年度の保養実施期間を終えた子どもたちを比較的汚染度の低い地域へ帰還させ

る際には、 1986年5丹 21日に採択された一連の基準に従い、またセシウム 137については、 l

平方キロメートル当り 15キュリーを判断材料とする。

2.住民の居住及び経済活動にあたっての許容上限基準を、プルトニウム 239については 1平方キロメ

ートル当り O. 1キュリー、さらにストロンチウム 90については、 1平方キロメートノレ当り 3キュリ

ーと定める。(そのレベルは、当該地域内の数ヶ所で、採取したサンプルの平均値をもとに算出される。)

これらの基準の設定によって、住民の追加移住を要することはない。

3.1986年5月 10日現在の放射線レベルが毎時5ミリレントゲンに満たない地域の住民は、セシウ

ム137の土壌汚染度が 1平方キロメートル当り 15キュリー以上*で、あっても、移住の必要はない。

なぜなら、当該地域の食料品に対する放射能管理が徹底される限り、事故後最初の 1年間において、こ

の種の放射能が住民の居住及び、経済活動にあたって支障をきたすものではない。

この地域への子どもの帰還は、乳生産用家畜に搬入飼料を使用する条件のもと、 1986年 10月 1日以

降可能である。

*注記。これは、 (86年5丹 10日現在)毎日寺5ミリレントゲンのラインの外にある、ベロルシア・

ソピエト社会主義共和国ゴメリ州内のホイニキ、ブラーギン、ナロヴリャの各地区、さらにゴメリ、

モギリョフ、ブリャンスクの刻、1'1境付近の高汚染地域に適用される。

4.土壌中のセシウム 137に関する基準設定の問題は、汚染地全域において土壌中のセシウム 137の

分布と状態に関する詳細なデータが得られ、その食物連鎖中の動きについて念入りな調査研究が実施さ

れた後、 1987年秋に決定がはかられるようにする。

5.放射線レベルが (86年5月 10自現在で)毎時5ミリレントゲンを超える地域で、農作業を実施す

ることは、勧められない(再び粉慶化したプルトニウムやその他の放射能を吸引する危険性があるため)。

シチェーピンイズラエリ クズネツオフ

******************女****************************************士************士********************

Y涯最高会議事宗務局~ sz. 
議事録第27号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年ア月7日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員 向志ルィシコフ N. I. 

ヴォロトニコフ V. I. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補 同志ドルギフ V. 1. 

ソ連内務相 同志ヴラソフ A. V. 

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相] 同志マノレチューク G. 1. 

シチェノレピ、ナ B. E. 

国防省第1次官 同志アフロメエブ S. F. 

ソ連国家保安委員会 [KGB]第1副議長 向志ボブコフ F. D. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同志フロルイ、ンェブ V.M. 

1. 1986年7月3日付ソ連共産党中央委員会政治局委任 (No.n 1 9/1 ) 
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チェルノブイリ原発事故原因究明政府委員会の報告に基づ、いてまとめられた決定案、及びこの問題に

関する発表案について同意する。両案ともソ連共産党中央委員会政治局に送られる。

2. 原子力発電における RBMK型原子炉の今後の利用について

RBMK型原子炉に関する政治局会議で示された種々の見解に基づき、国家科学技術委員会(マルチ

ューク同志)に対し、中規模機械製作省附属クルチャトフ記念、原子力エネルギー研究所(アレクサンド

ロブ同志)、中規模機械製作省動力技術・科学調査及び設計研究所(チェルカショア同窓)、国家原子力

安全監督局(シドレンコ同志)、ソ連電力省附属全ソ原子力発電所操業科学調査研究所(アパギャン同志)

と合同で、さらに他の分野の専門家や、原子力分野の研究や取り組みにおいて主導的な役割を果してい

る高等教育機関の専門家らを交えて、現在稼働中のRBMK型原子炉を改善するにあたっての手順及び

期限について検討し、提言をとりまとめるよう委任する。

提言は、 2ヵ月を期限として、ソ連閣僚会議に提出される。

3. ミラノ~キエフ~モスクワ~ミラノのルートによるイタリアの特別観光団のソ連旅行について(C1-

マ発特電第 10 1 8号)

上記の行程でイタリアの観光団が旅行することについて、異議は申し立てない(チェルノブイリ原発

地区への訪問を除く)。

N. ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印
合******************************************合*************************************************

fz. 
議事録第28号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年7月10日

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ベロルシア・ソビエト社会主義共和国閣僚会議

議長[首相]

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議

第1副議長[第 1副首相〕

ソ連保健相

ソ連国家保安委員会 [KGB]第1高Ij議長

ウクライナ共産党キエフ州委員会書記

ベロルシア共産党ゴメ川村委員会書記

キエフ州執行委員会議長

ゴメリ州執行委員会議長

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連医学アカデミー総裁

国防省第 1次官

国家水文気象委員会議長

ソ連保健省第 1次官

中規模機械製作省第1次官

ソ連電力省第 1次官

同志ルィシコフ N. 1. 

同志ヴォロトニコブ V. 1. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

同志コヴァリョフ M. V. 

同志カチャロアスキー E. V. 

向志ブレンコブ S. P. 

同志ボブコブ F. D. 

同悲レヴェンコ G. 1. 

同志カマイ A. S. 

同志プリュシチト S.

同志グラホアスキー A.A. 

同志アレクサンドロブ A. P. 

同志ブロヒン N. N. 

同志アフロメエブ S. F. 

同志イズラエリ Yu.A. 

同志シチェーピン O. P. 

同志ペトロシャンツ A.M. 

同志マクーヒン A. N. 

1
1品。。
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ソ連外務省次官 同志ベトロアスキー V. F. 

中規模機械製作省次官 同志リャベブ L. D. 

国防省化学部隊長 同志ピカロフ V. K. 

クルチャトフ記念原子力エネルギー研究所副所長 問志レガソフ V. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同志ヤストレボフ1. P. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

第 1次長 同志フロノレイ、ンェブ V. M. 

ソ連共産党中央委員会国防産業部部門長 同志アガシコブ 1. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

部門長 同志ズブコブ V. 1. 

ウシャコブI. P. 

1 .チエルノブイ原発ゾーンにおける処理対策作業の状況に関するV. K. グーセフ間志の報告

事故処理作業は、概ね承認された日程に従って行われているとの、グーセフ同志の報告を了解。

炉ブロックの密閉化作業には4800人が従事しており、現場には約 500台の機材が導入されている。

その中には、 3機の fデマグj型クレーンが含まれ、うち 1機は 7月20日より、さらに 2機臣と 3機

自はそれぞれ8月1日と 10日から稼動開始となる。また、毎時 120立方メートルの生産能力を持つ

2つのコンクリート製造ラインが機能しており、 3つ自のラインの組立作業が大詰めを迎えている。第

1・2号炉建屋の除染作業は7月 15日に完了し、敷地内の除染は8月1日までに遂行される予定。

さらに、 8月1日までに使用済核燃料保管施設の除染作業と屋根の改修が完了する見込み。

交代要員用ニュータウンのゼリョーヌィ・ムィスでは、 3000戸分の住居の建設が開始されている。

また、作業従事者 1100名には河川上の 8隻の船舶があてがわれており、さらに 5隻の受け入れ作業

が進められている。ゼリョーヌィ・ムィスから原発に至る建設作業は、期日通りに進行中。

当特別作業班会議は、上記の一連の作業の遂行において、出々しい不備のあることを指摘する。とり

わけ、原発第4号炉ブロック遮蔽構造物の建設作業は緩慢に進められており、必要な 30万立方メート

ル分のコンクリートのうち、わずか8000立方メートル分しか完了していない。 4号炉の中央機械ホ

ールを覆うための最終的な技術決定は、現時点に至るまで得られていない。

4号炉の密閉化作業を予定通りに完了することが、チェルノブイリ原発事故をめぐる他の処理対策を

実行し、第 1及び第2号炉の稼動再開をはかる上で、極めて重要な意義を持つ点に留意し、政府委員会(シ

チェルピナ同志)、中規模機械製作省(スラフスキー同志)、電力省(マイオレツ同志)、国防省(アブロ

メエブ同志)及びウクライナ・ソビエト社会主義共和国関僚会議(リャシコ同志)に対し、これらの作

業に対する管理を徹底化し、焦眉の諸問題をさらに集中的に解決するとともに、その際、特にコンクリ

ートの打ち込みを月に 10万立方メートノレのレベルにまで引き上げ、さらに交代要員用ニュータウンに

おける住居の建設を月に 1000戸のレベルに歪らしめるなど、近々に建設作業のテンポを加速させる

ことを念頭に置いて対応するよう委任する。

2. キエフ州及びゴメリ件iの一連の地区における居住地の除染と避難民に対する労働及び生活支援対策に

関するソ連共産党中央委員会並びにソ連閣僚会議決定の遂行状況について

ソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議の当該する諸決定に定められた通り、キエフ州、!とゴメリ州で

は、岩住地点の除染作業と避難住民に対する生活支援並びに労働斡旋作業が展開されているとの、プリ

ュシチ、グラホフスキー両同志、及びソ連共産党中央委員会担当作業班長のウシャコフ、ズブコフ間同

志の報告を了解。

一方、その実施にあたり一連の重大な不備が存在することを指摘する。自営農地、菜園、農業用地及

び森林群の除染実施状況は不十分なものである。また、放射性廃棄物の確実かっ安全な埋葬処分の基準

が守られていない。軍務要員及び住民による個人衛生規則の違反例が認められる。軍部隊の作業用機材

の装備は貧弱。全体として、除染活動の効率は不十分なままである。

放射線レベルが毎時5から 20ミリレントゲ、ンで、あった一連の地区への住民帰還の可能性と期限、及

び同じく毎時2から 5ミリレントゲ、ンで、あった地区への子どもと妊婦の帰還の可能性と期限に関する専
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門家の具体的な勧告が、現在に至るまで得られていないことに、当特別作業斑は特別の憂慮を覚える。

国家水文気象委員会、ソ連保健省及び国防省は、半減期の長い放射能による土地の汚染レベル特定の問

題に関して、十分な努力を払っていない。関係省庁の専門家によるその作業の実施にあたり、当然ある

べき協力体制がとられていない。

こうした一連の状況が、避難民の間で不安を生む要因となっている。

ウクライナ及びベロルシアの両ソビエト社会主義共和国は、消費組合中央連合の共和国機関の取り組

みおける怠慢に特別の注意を払いつつ、ソ連共産党中央委員会担当作業斑により明らかにされた一連の

不備を解消するための速やかな策を講じること。

政府委員会(シチェルピ、ナ同志)に対し、上記の両共和国閣僚会議、キエフ及びゴメリ州執行委員会

によって示された、作業を実行するにあたっての物的、技術的供給体制の改善、並び、に一連のグループ

の労働者に対する支払条件の是正、及び一部の区分に属する住民が被った物的損害に対する補償手続に

関する諸問題について検討するよう委任する。

国家水文気象委員会(イズラエリ同志)並びにソ連保健省(ブレンコブ同志)、国防省(アフロメエブ

同志)は、 198 6年 7月 20日までに、次の件につき公式の結論を当特別作業班に提出する義務を負

フ。

-放射線レベルが毎日寺 5'""20ミリレントゲンの地区で暮らしていた住民の帰還の可能性と期日につ

いて

・放射線レベルが毎日寺2'""5ミリレントゲ、ンの範囲にあった地区への子どもと妊婦の帰還の可能性に

ついて

・さきに定められた 30キロメートノレゾーン内にあるものの、放射線レベルが毎時5ミリレントゲン

以下のキエフ州内 47居住地の住民帰還の可能性について

ウクライナ及びベロルシアの各ソビエト社会主義共和国、並びにロシア・ソビエト社会主義連邦共和

国の一連の州における、半減期の長い放射能による汚染度についてのデータの提出期限を、 1986年

γ月 20日まで延ばしたいとの、イズラエリ同志の依頼に同意する。

各共和国の器僚会議、地元党機関及びソビエト機関は、秋の冷え込み前に避難民に対し、設備の整っ

た住宅を供給し、学校や子どものための関連施設、その他の社会福祉及び日常生活用の施設を適時に整

備するための完全な方策を講じることに留意する。また、住民に対する説明活動を強化すること。

.チェルノブイリ原発の敷地、建物、設備の除染作業及び第4号炉ブ口ツクの密閉化作業の進捗状況に

ついて

この問題に関するピカロフ同志及びソ連共産党中央委員会担当作業班長アガシコブ問志の報告を了解0

4号炉の除染作業並びに埋葬化処理作業の実施において、依然として由々しい不備のあることを指摘

する。

発電所敷地内の除染作業効率は、低いレベルのままである。一連の措置が講じられているものの、大

部分の区画において放射線のレベルは依然、許容レベルを超える高い状態となっている。 4号炉ブロッ

クの密閉化計画は、現在に至るまで完全な規模でとりまとめられておらず、また、了承されていない。

さらに、 4号炉タ…ピン部の埋葬化処理に関する明確な技術的決定は得られていない。 4号炉の密閉化

に向けた準備作業は、許容不可能なほど長引く結果となった。放射性廃棄物の常設型地中埋葬処分地の

計画立案作業は、由々しい遅れをみせている。

放射線安全規則の重大な違反行為が続いている。作業員のおよそ 10%が、偶人用線量計の支給を受

けておらず、また、作業従事者を対象とする統一された測定システムが存在していないほか、防塵マス

クを着用せずに作業にあたっている例が見られる。人々の飲食準備に際して、衛生基準の遵守の点で由々

しい不備が明らかになっている。

中規模機械製作省(スラフスキー同志)、ソ連電力省(マイオレツ同志)及び国防省(ピカロフ同志)

は、これら全ての問題に関し、速やかに是正をはかる義務を負う。とりわけ、発電所内の除染作業と放

射性廃棄物の確実な処分地の建設、さらに第4号炉ブロックの密閉化作業に関して、その遂行を加速さ

せるとともに、質を向上させることが不可欠である。



政府委員会(シチェノレピ、ナ同志)、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)及

びソ連電力省(マイオレツ同志)は、原発敷地内にある未使用の材料や装備、 5号炉建設のため納入さ

れた材料や装備を流通過程にのせるための速やかな措置を講じる。

グーセフ、スラフスキー、マイオレツ並びにアフロメエフの各同志は、チェルノブイリ原発ゾーン内

で作業を実施するにあたって、定められた放射線安全規則を作業従事者が厳格に遵守する必要性のある

ことに留意すること。

政府委員会(シチェノレピ、ナ同志)に対し、ソ連電力省、中規模機械製作省、国防省、ソ連国家保安委

員会 [KGB]及びソ連内務省と共同で、避難ゾーン内での作業の実施や労働者の被曝線量の算定、通

行管理体制の強化に関する厳格な規定を盛り込んだ、避難ゾーン内における非常措置に関する特別規則

をとりまとめるよう委任する。

4. 放射線医学センターの設立について

当特別作業班の委任に基づき、リャシコ、ブレンコブ、ブロヒンの各同志によって示された、放射線

医学センターの設置に関する決定案を基本了承。

政府委員会(シチェルピナ同志)に対し、国家科学技術委員会、ソ連国家計画委員会[ゴスプラン]、

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議、ソ連保健省、ソ連医学アカデミ一、ソ連国家労働・社

会問題委員会、ソ連財務省と合同で上記決定案を仕上げ、 3日以内にソ連閣僚会議に提出するよう委任

する。

5. 住民の帰還にあたって居住地を引き渡す際の手順に関する基準文書の修正について

放射能汚染地区への住民の帰還手順に関する f基準規定Jに一部修正を加えることに関する、イズラ

エリ、シチェーピン、アフロメエフ各同志の報告を了解。

6. V. A.カバノフ間志により示された土壌固定のための化学薬品の生産について

この問題に関する情報を関係機関とともに検討し、その結果を当特別作業斑に報告するよう、シチェ

ルピナ同志に委任する。

7. モギリヨフ州内一部地区の放射線状況に関する「イズベスチヤ」紙記者のミンスク市からの通知

国家水文気象委員会(イズラエリ同志)、ソ連保健省(ブレンコフ同志)並びにソ連科学アカデミー(ア

レクサンドロフ同志)に対し、ベロルシア・ソピエト社会主義共和国閣僚会議(コヴァリョフ同志)と

共に、上記の通知(添付)に示された一連の地区における放射線状況を確認し、その結果を本年7月2

O日までに当特別作業班に報告するよう委任する。

8. R. ゲイル医師のソ連訪問について

家族と共にソピエト連邦に滞在する期間中、 R.ゲイノレ医師がモスクワ市内の第6病院を訪問し、キ

エフを訪れることについて同意する(ソ連保健省の文書を添付)。

ソ連保健省(ブレンコブ同志)に対し、 R. ゲイル医師とその家族の受け入れ準備を委任する。

9. IAEA会議への指令案に関するシェワルナゼ、スラフスキー両同志のメモ

上記会議のソ連代表団への指令案を基本了承。

意見交換の結果を考慮、に入れる形で、指令案に一部修正を加えることが必要と判断。

1 O. チェルノブイリ原発ゾーンにおける研究調査活動を調整するためのセンター創設について

チェルノブイリ原発ゾーンでの研究調査活動に、様々な省庁多数の学術機関が参加していることに留

意し、ソ連科学アカデミーに付属する活動調整センターを設けることが不可欠と認める。

シチェルピナ、アレクサンドロフの両同志に対し、 2週間を期限として、そうしたセンターの立ち上

げに関する具体的提言を示すよう委任する。

1 1. B. ダル・エネルギー・環境保護問題相のソ連招待に関する駐スウェーデン・ソ連大使の提言につ

いて(ストックホルム発特電第942号)

現時点で、原子力の安全問題について意見交換をはかるため、スウェーデンのB.ダ、ノレ大臣がソ連を

訪れるのは適当ではないと判断。
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N.ノレイシコブ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

議夢録第28矛訴ゐι

TF 

o 2 1 1 1 1 2 9 / Ch VEST 

o 2 2 5 2 1 7 8 BUL'BA 

予レタイピストへの指示

この電報は、編集長以外に誰にも見せてはならない。写しは、一切破棄すること。

fイズベスチヤJ紙編集長

1. D. ラプチェア殿

盤重量
親愛なるイワン・ドミトリエヴィチ [ラプチェフ]様

ベロノレシアの放射線状況が、かなり深刻化したことについて、ご参考までにお知らせいたします。

モギリョフ州、!の多くの地区で、私たちがこれまで書いてきたよりも、さらにレベルが相当高い放射能汚

染が見つかっています。あらゆる医学的基準に照らして、これらの地区に人が住むことは、その健康に大

きなリスクを伴うものです。

私の印象としましては、我が同志たちは、事態をもてあまし、どう手だてを講じるべきか分からないで、

いるようです。しかも、モスクワの関係機関に至つては、何が起きたのか、事態を信じたくなし、かのよう

です。

この件につき、テレックスにてあなたにお知らせいたします。こちらでは、この件について電話で話す

ことは一切禁じられておりますので。

198 6年 7月8日 N.マトワコフスキー

2 1十 1

o 2 1 1 1 1 2 9 /C h VE S T S P S R 
****************************六台*********************************************台*****************

!s 
議事録第29号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年7月23臼

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ルィシコフ N. 1. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコア V.M. 

同志ソコロブ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相] 同志パタリン Yu. P. 

ヴェデノレニコフ G. G. 

シラエブト S.

シチェルピナ B.E. 
同志マイオレツ A. 1. 

同志ノレコニン N. F. 

ソ連電力相

原子力エネルギー相

F
D
 

0
0
 



ソ連保健相

ソ連科学アカデミー総裁

国家水文気象委員会議長

ソ連軍参謀本部第 1次長

ソ連土地改良・水利事業相

中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連外務省次官

国防省工兵部隊長

盟防省化学部隊次長

ソ連保健省生物物理学研究所所長

クルチャトフ記念原子力エネルギー研究所副所長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長

同志プレンコブ S. P. 

同志アレクサンドロフ A. P. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志ヴァレンニコブ V. I. 

同志ポラド・ザデ P. A. 

同志ペトロシャンツ A.M. 

リャベブ L.D. 

間志シチェーピン O. P. 

同志べトロフスキー V. F. 

同志アガノフ S. Kh. 

同志クンツェヴィチ A. D. 

同志イリイン L.A. 

同志レガソブ V. A. 

同志ヤストレボフト P.

1 .放射能汚染からの水資源防御に関する対策委員会が未した提言について

当特別作業班会議の委任を受けて、ソ速水手u事業省、国家水文気象委員会、ソ連保健省、ウクライナ・

ソビエト社会主義共和国科学アカデミー、ソ連地質省、国防省、ソ連電力省、中規模機械製作省、ソ連

高等・中等専門教育省及びウクライナ・ソピエト社会主義共和国地質省の専門家による委員会が現地入

りし、チェルノブイリ原発域内やその周辺地域から放射性物質が水源に流入するのを紡ぐための設備を

設ける問題全般について検討し、しかるべき対応策をとりまとめたとの、ポラド・ザデ同志の報告を了

解。

その設備の建設案は、ソ連水利事業省の所管組識により大半がまとめられており、完全な形での計画

立案文書は、 1986年8月1日までに示される。国防省は、すでに必要な建設作業をすでに展開して

いる。

プリピャチ・ドニエプル迂回水路の建設は、その効果が小さい上、春の融雪洪水までに間に合わず、

また多額の費用を要する(約5億ルーブル)ことから、その建設は妥当ではないとする委員会の結論に

関して、当特別作業班は、委員会の多数意見を尊重し、同意しうると判断。

原発の敷地を囲む「土中盤j を建設することの妥当性について、専門家委員会が統一見解を示すに歪

らなかったことを受け、政府委員会(シチェノレピナ同志)に対して、この問題をさらに追加検討し、そ

の結果を5日以内に当特別作業斑に示すよう委任する。

パタリン向志に対して、水資源を放射能汚染から防御するのに必要な技術設備の建設に関する決定案

を、今年8月 1日までに準備し、ソ連共産党中央委員会政治局に提出するため当特別作業斑に示すよう

委任する。

2. 原子力エネルギー省の創設について

この問題に関し、シチェルピ、ナ同志により提示された決定案を原案通り承認することは出来ない。理

由は、当該案において、原子力発電分野、特に高度の科学技術レベノレに基づく原発の確実かっ安全な操

業確保の面で、ソ連共産党中央委員会が定めた課題がしかるべき形で反映されていないためである。

シチェルピ、ナ同志に対し、当会議で交わされた意見を考慮、して決定案をまとめ、 1週間を期限に当特

別作業斑に提出するよう委任する。

3. 放射能汚染地区への避難民の帰還の可能性と期日について

放射線状況の確認の結果、次の勧告(添付)をとりまとめたとする、イズラエリ、アフロメエフ、ブ

レンコフの各同志の報告を了解。

la.放射線レベルが毎時5'"'"'20ミリレントゲンであった地区への住民の帰還は、 1987年4月1

日まで実施すべきではない。また、上記期日後の住民帰還の可能性については、 1987年3月に検

討する。

lb.原発 30キロメートル題内にあり、 1986年5月10日の放射線レベルが毎時5ミリレントゲ
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ン以下であったキエフ州及びゴメリ州の47居住地点のうち、 32地点の放射線状況は、住民帰還に

あたっての基準を満たすものとなっている。しかし、高レベル汚染ゾーンに近く、なおかつ事故炉一

帯からの放射能の放出が続いている現状を考え合わせ、これらの居住地への帰還を 1986年 10月

(原子炉の密閉化期限)までに実施するのは妥当ではないと判断する。

上記47居住地のうち、 15地点については、今年中の住民の帰還は不適当である。

2. 放射線レベルが毎時2~5 ミリレントゲンであった地区への子ども及び妊婦の帰還は、 458 居

住地中 237地点で許可される。

174地点への帰還は 10月 1日以降可能であるが、その条件として汚染食品を完全に避ける必要が

ある。 47地d点については、子ども及び妊婦の帰還は認められず、そこに住む住民自体の避難につい

て検討する必要がある。

当特別作業班は、上記の 174地点及び47地点に関して示された勧告により、一連の早急な対応策

を講じる必要性が生じていることを指摘する。これを踏まえ、国防省、ソ連農工委員会、ソ連林業委

員会、患家水文気象委員会並びにソ連保健省に対し、ウクライナ、ベロルシア両ソビエト社会主義共

和国及びロシア・ソビエト社会主義連邦共和国の各閣僚会議、さらに地元党機関と合同で、該当する

問題の全てについて現地で検討し、その結果を 1週間以内に当特別作業斑に示すよう委任する。

4. モギリヨフ州の一部地区における放射線状況の確認結果について

この問題に関するイズラエリ、ブレンコフ、アレクサンドロフの各同志の報告を了解(添付)。

5. IAEA専門家会議提出用にとりまとめられたチェルノブイリ原発事故に関する報告案について

アレクサンドロフ、スラフスキー、ベトロシャンツ及びレガソアの各同志により示された報告案に関

する、当特別作業斑メンバーの所見は、 5日を期限として報告されるものとする。

6. 新たな医薬品の提供に関する、米国市民ナッソウル氏の申し出について (ワシントン発特電第 36

1 7号)

放射能に対する新たな製剤一式を無料で提供するとした、米国企業の申し出受け入れに関するソ連保

健省(ブレンコフ同志)の見解に同意。

ソ連外務省(べトロアスキー同志)は、承認された決定についてソ連大使に通知すること 0

7. ゼ1)3ーヌィ・ムィス地区の放射線状況について

ゼリョーヌィ・ムィス地区の放射線状況は、この地区に交代要員用ニュータウンを建設しでも構わな

いレベノレであるとの、イズラエリ、ブレンコブ両同志の報告を了解(添付)。

G. G. ヴェデ、ルニコフ同志を長とする、次回政府委員会定期交代要員をチェルノブイリ原発地区に

派遣する。

新たな委員会メンバー(添付)は、 1986年 7月 25日に現地入りするものとする。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

議事録第29孝一 3度採伊

盤強

30キロメートjレ麗内に含められることになったものの、その放射線レベルが毎時5ミリレントゲ、ンに満

たない、キエフ州及びゴメリ州の47居住地住民の帰還の可能性に関して

国家水文気象委員会、保健省、国防省は、 30キロメートル圏に位置するものの、 1986年 5月 10 

B現在の放射線レベルが毎時5ミリレントゲンに満たなかった47居住地住民の帰還の可能性について検

し、次の通りその結果を報告する:

1.空及び陸上での調査により得られたデータから、当該居住地の中には、その放射線レベルが住民帰還

の基準に合致する場所のあることが確認された。
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しかし、高レベル汚染地域に近いこと、さらに事故原子炉周辺からの放射能の放出が続いていることを

考慮し、 30キロメートル圏への住民の帰還は、 1986年 10月(原子炉の密閉化期限)までは、妥

当でないと判断する。

2.国家水文気象委員会、ソ連保健省は、国防省とともに強制移住ゾーンの放射線状況を常時監視し、住

民の帰還について 1986年 10月1日までに結論を示すものとする。

Yu. イズラエリ S. ブレンコフ S. アフロメエフ

1 986年 7月 19日

議夢義景第29孝一 3度訴lt

盤強

放射線レベルが毎時5から 20ミリレントゲ、ンの地区への、住民の帰還の可能性と時期に関して

国家水文気象委員会及びソ連保健省、国防省は、放射線レベルが毎時5から 20ミリレントゲ、ンだ、った(1 

986年5丹 10日現在)地区への住民の考えられる帰還時期について検討し、次の通りその結論を報告

する:

1.空と陸上での調査により得られたデータから、大多数の居住地における放射線状況が、定められた基

準に照らして、 1987年4月 1日までは住民の帰還が認められないものであることが確認された。

わずかにいくつかの居住地においては、その汚染レベルが、許答範囲内であることが判明した。しか

し、高レベル汚染地域に近く、事故原子炉周辺からの放射能の放出が続いていることを考慮し、当該

居住地への住民の帰還は、 1987年4月 1日まで妥当ではないと判断する。

2.国家水文気象委員会、ソ連保健省は、国防省とともに強制移住ゾーンの放射線状況を常時監視し、住

民の帰還について 1987年3丹 113までに結論を示すものとする。

Yu. イズラェリ S. ブレンコブ S. アフロメエフ

198 6年 7月 19日

198 6年 7月 19日

No.2366s 

議事録第29矛-3度訴向井

秘

第 1通自

ソ連閣僚会議議長[首相]

同志ノレイシコフ N. I.宛

本年7月 10日付ソ連共産党中央委員会政治局特別作業班委任に基づき、次の通り結論を送る:

一放射線レベルが毎時2から 5ミリレントゲンの地区に住む、子どもと妊婦の帰還の可能性に関して。

添付:全2葉、登録番号 No.2365s. 秘、

Yu.イズラエリ S. アフロメエフ S. ブレンコブ

鎚通

議夢録第29矛-3~寄添ゲ

税、

第 1通目

放射線レベルが毎時2から 5ミリレントゲンの地区への、子ども及び妊婦の帰還の可能性に関して

国家水文気象委員会、ソ連保健省及び国防省は、放射線レベルが2から 5ミリレントゲン (1986年5

月 10日現在)の地域及びセシウム 137の汚染度が高い地域への子どもと妊婦の帰還の可能性について
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検討し(1986年 7月2日及び 1986年 7月 10日付ソ連共産党中央委員会政治局特別作業斑委任)、

次の通りその結果を報告する:

1.空と陸での詳細なサンプリング調査の結果から、毎時5ミリレントゲンの放射線レベル (1986年

5月 10日現在)の地域における実際の放射線状況とセシウム 137の汚染度が高い地域が特定された。

当該地域において、合わせて458居住地点(ウクライナ、ベロルシアの各ソビエト社会主義共和国及

びロシア・ソビエト社会主義連邦共和国内)が調査され、また、セシウム 137については 1500の

サンプルが、ストロンチウム 90については200のサンプル、プルトニウム 239については 50の

サンプルが、それぞれ分析された。その結果、これらのアイソトープの汚染度地図が作成された(地図

は、地上で集められたデータをもとに作成)。

2.作成された地図をもとに、子どもや妊婦が当該居住地に帰還した場合の体外及び体内被曝線量が、避

難前の被曝線量を考慮した上で計算された。

得られたデータから、次の通り勧告する:

1.年間総被曝線量が、 10レムを超えないと考えられる全ての居住地(合計237居住地)への子ども

と妊婦の復帰(帰還)は許可できる。

2. (汚染食料品の消費制限がない状態で)総被曝線量が 10レムを超える居住地への子どもと妊婦の帰

還は、 1986年 10月 1日以降許可できるが、汚染食料品(まず第 1に牛乳)の摂取を避けることを

必須条件とし、総被曝線量が 10レムを超えないようにする措置が講じられることが必要 (174居住

地)。

汚染食品の利用を避ける措置を講じる以外に、モギリョフ州の 16居住地からの住民(総人口 41 09人)

の避難について検討することが勧められる。

この件に関する覚え書きには、ベロルシア・ソビエト社会主義共和国議長〔首相]M. S. コヴァリョ

ア同志の同意も得られている。

イズラエリ

198 6年7月21日

ブレンコフ アレクサンドロフ

8 6年 07月 21日付

******************六********************六****************女*******会****************************

lO 
議事録第30号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年7月31日

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長〔副首相]

ベロルシア・ソビエト社会主義共和国閣僚会議議長

同志ノレイシコブ N. 1. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコフ V.M. 

同志ソコロブ S. L. 

同志ヴラソブ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

グーセフ V. K. 

シラエブト S.

シチェルピナ B.E. 

[首相] 同志コヴァリヨブ M. V. 

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国閣僚会議副議長
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[副首相]

ソ連農工委員会第 1副議長

ソ連電力相

ソ連保健相

原子力エネルギー相

ソ連科学アカデミー総裁

国家水文気象委員会議長

ソ連軍参謀総長

中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

中規模機械製作省次官

ソ連外務省次官

国防省化学部隊長

国防省工兵部隊長

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国

同志オノレリク M. A. 

向志シゼンコ E. 1. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志ブレンコブ S. P. 

同志ルコニン N. F. 

同志アレクサンドロブ A. P. 

同志イズラエリ Yu. A. 

向志アブロメエブ S. F. 

向忘リャベブ L. D. 

向志シチェーピン O. P. 

同志ウサノブ A. N. 

同志コンプレクトフ V. G. 

同志ピカロブ V. K. 

同志アガノフ S. Kh. 

国家農工委員会第 1副議長 同志トカチェンコ A. N. 

ソ連保健省生物物理学研究所所長 同志イリイン L. A. 

クルチャトブ記念原子力エネルギー研究所副所長 同志レガソブ V. A. 

中規模機械製作省国際交流局長 同志セミヨノフ B. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部長 男志ヤストレボフ1. P. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志ブロルィシェフ V.M. 

1 .チェルノブイリ原発4号炉密閉化作業の進捗状況について

リャベフ、ウサノフ両同志の報告を了解(添付)。

当特別作業班は、中規模機械製作省が行っている 4号炉ブロックの密閉化作業は不十分なものと認識。

建設の基本作業が、現在に至るまで事実上開始されていないほか、換気及び監視システムの計画書がま

とめられておらず、かっ、コンクリート生産ラインの稼動状況も不完全である。また、作業の明確な組

織化が行われていない。

スラフスキー、リャベフ、ウサノフの各同志に対し、 4号炉を密開化する問題の解決が、チェノレノブ

イリ原発事故処理作業において中核的な意義を持っとの認識に立ち、当該原子炉の密閉化を急ぐための

速やかな対策を講じるよう委任する。中規模機械製作省は、 1986年 9月 25日までに4号炉ブロッ

クの確実な密閉化のための全作業を完了させる義務を負う。作業完了の検査は政府委員会に委ねられる。

シラエブ、ヴァルナチェフ両同志に対して、中規模機械製作省が求めている、技術操作やコンクリー

ト生産ラインの修繕のために建設・道路・公共事業用機械製作省作業班をチェルノブイリ原発へ派遣す

る問題の解決をはかるとともに、建設・道路・公共事業用機械製作省所管のトワイマズ、イの企業により

納入されたコンクリート運搬車の不良部品を交換するための対策を至急、講じ、さらに、こうした不良品

を含む機材が納入されたことに対し責任者を厳しく処分するよう委任する。

中央機械ホールの遮蔽壁及び天井遮蔽構造物用の鉄骨の、ソ連組立特殊建設作業省による納入をさら

に早める問題について、パタリン同志にその解決をはかるよう委任する。

2. チェルノブイリ原発第 1及び第2号炉の稼動再開準備の進捗状況に関するソ連電力省の報告

操業再開の準備作業は、第 1及び第2号炉プラントの操業開始を、それぞれ今年 10月 18日と 25

日としてまとめられた計画日程に従い遂行されているとの、マイオレツ同志の報告(添付)を了解。除

染作業を実施した結果、建屋本体と付属する建物、及び使用済核燃料保管施設の放射線量は、概ね許容

レベルにまで低下した(毎時O. 2""'0. 7ミリレントゲンまで)。放射能に汚染された表土の拡散を防

ぐため、コンクリート板をチェルノブイリ原発の敷地内に敷く作業は、 8月 10日までに完了する見通

し。また、 8月 15日までに、第 1及び第2号炉ブロックの建物を第3及び第4号炉ブロックから隔離

する作業が完了する予定。各機械製作省の参加のもと、稼動再開が予定されている原子炉ブロックのプ

ラント及び機材の点検作業が実施され、必要な補修が行われている。第 1及び第2号炉ブロックの貯蔵
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フ。ールから使用済核燃料を搬出する準備が進められている。操業担当人員の編成作業は概ね完了してお

り、その作業シフトは当度交替制を基本に作成されている。また同様に、人員の育成及び再教育のため

のプログラムと日程もとりまとめられている。

一方で、当特別作業斑は、上記の一連の作業の実施にあたって由々しい不備が見られることを指摘す

る。特に、使用済核燃料保管施設の使用再開に向けた作業は遅れをみせており、その結果、燃料を他の

原発に搬出する必要に迫られている。現時点まで、ゼリョーヌィ・ムィスの交代要員用ニュータウンの

建設は、必要とされる規模では実行されておらず、わずか2交替制で作業が進められているに過ぎない。

原発敷地内の除染作業に遅れが生じている。

政府委員会に対し、第 1及び第2号炉の稼動再開に向けた準備作業に対する、より厳格な管理体制を

確立するよう委任する。その際、 (4号炉の密閉完了後に再開される)上記原子炉プラントの操業は、そ

の信頼性と安全性が高い水準で確保される条件においてのみ可能であるとの認識に立つこと。

ソ連国家資材・機械補給委員会(ヴォロニン同志)、中規模機械製作省(スラアスキー同志)並びに対

外貿易省(アリストフ同志)に対し、第 1及び第2号炉建屋の換気システム設置に必要な機材のソ連電

力省への納入を加速する措置、さらに交代要員用ニュータウンの建設に用いるプレハブ家屋のフィンラ

ンドからの納入期限を早めるための措置を、それぞれ講じるよう委任する。

3. チェルノブイリ原発の敷地を臨む「土中盤J建設の妥当性に関する政府委員会の結論

この問題に関するシチェルピナ同志の提言に同意する(添付)。

4. モギリ三フ、ゴメリ、ブリヤンスク及びキエフの各州の放射線状況に対応して今後講じられる可能性

のある措置の性格と規模に関する、国防省、閲家水文気象委員会、ソ連保健省、ソ連盟家農工委員会、

ソ連国家林業委員会、ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国閣僚会議、ウクライナ"ソビエト社会主義

共和盟閣僚会議、ベロルシア・ソビエト社会主義共和国閣僚会議、その他関係省庁の提言

当特別作業班の委任を受けて関係省庁が、ウクライナ、ベロルシアの両ソビエト社会主義共和国及び

ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国の、党並びにソビエト機関と合同で実施した、子どもや妊婦の帰

還が可能な地区の確認作業及び住民の避難が必要な居住地の特定作業の結果に関する、ヴォ口トニコフ、

イズラエリ、アフロメエブ、コヴァリョフ、オルリクの各同志の報告(添付)を了解。

各共和留の指導部が市民の安全な居住のための方策を講じることに留意しつつ、当特別作業班は、提

出された、事故後最初の 1年の総被爆線量が 10レムを超えうる居住地への子どもと妊婦の帰還に関す

る提言と、 34居住地からの今年8月の住民避難に関する提言について、同意可能と判断する。

避難対象となる市民及び当面帰還が望めない避難民への職業あっせんと住居の提供、物質的損害に対

する補償並びにその他の社会保障問題に関する、ソ連政府の決定をとりまとめる必要があると認める。

パタリン同志に対し、ソ連国家資材・機械補給委員会、ソ連財務省、ソ連労働・社会問題委員会、ウク

ライナ及びベロルシアの各ソピ、エト社会主義共和国閣僚会議並びにロシア・ソビエト社会主義連邦共和

国閣僚会議、その他関係機関とともに、上記の決定案を準備し、ソ連共産党中央委員会政治局への報告

のため、 8月813までに当特別作業班に提出するよう委任する。

ソ連農工委員会(シゼンコ同志)に対し、ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国閣僚会議、ウクライ

ナ及びベロノレシアの各ソビエト社会主義共和国閣僚会議と合同で、さきに住民の帰還が予定されること

となった一連の地区の、農業用地を利用する問題について検討し、その結果を、 1ヵ丹を期限として当

特別作業斑に提出するよう委任する。

[以下欠]

****************************六********************************************************六*六******

lO 
議事録第31号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年8月13日
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会議出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連軍参謀総長

ソ連電力相

ソ連原子力エネルギー棺

ソ連保健相

ソ連国家労働・社会問題委員会議長

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連内務省第 1次官

ソ連中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連外務省次官

間志ルィシコブ N. I. 

ヴォロトニコフ V. I. 

チェブリコフ V.M. 

同志ドノレギフ V. I. 

ソコロブ S. L. 

間志パタリン Yu. P. 

グーセフ V. K. 

シチェルピナ B. E. 

同志アレクサンドロフ A. P. 

同志アブロメエブ S. F. 

同志マイオレツ A. I. 

同志ルコニン N. F. 

向志ブレンコフ S. P. 

向志グラドキーI. 1. 

向志イズラエリ Yu. A. 

同志トクノレシン V. P. 

間志リャベブ L. D. 

同志シチェーピン O. P. 

同志ベトロフスキー V. F. 

クルチャトブ記念原子力エネルギー研究所副所長 同志レガソフ V. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同志ヤストレボブ1. P. 
ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長同志フロルイシェフ V.M. 

1 .モギリョフ、ゴメ 1)、ブリャンスク及びキヱフ各州の一部地区からの避難民に対する、職業あっせん、

住居の提供、物質的損失への補償並びにその他の社会保障問題に関する決定案について

当特別作業斑の委任を受けてパタリン同志により提出された、上記の諸問題に関する決定案を基本承

認する。

パタリン同志に対し、この会議で交わされた意見を考慮しながら上述の決定案を最終的に取りまとめ

るよう委任する。その際、特に次の点に留意するものとする。

付帯第2号に示された居住地からの避難民に対する物質的損失の補償は、 1986年 7月 20日付ソ

連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定に定められた方法に従って実施されるようにする。

地元で生産された食品及び個人の副業生産による食品の消費制限が導入されている、一連の居住地の

住民に対する補助金の支給が、該当する地区の放射線状況が許容レベルに回復するまで行われること

を確認する。

必要に応じて個別に検討するものとして、付帯第5号及びそれに関連した諸問題を決定案から削除す

る。

仕上げられた決定案は、ソ連共産党中央委員会政治局に送るため、 8月 14日に当特別作業班に提出

するものとする。

2. チェルノブイリ原発の従業員とその家族の定住用の新たなニュータウンの建設場所について

この問題に関する、イズラエリ、ブレンコフ、アフロメエフの各同志の報告を了解(添付)。

当特別作業斑は、政府委員会(シチェルピナ同志)が、原発稼動に必要な従業員の補充にあたって、

さらなる困難が生じうることを顧みず、原発従業員とその家族の定住用新ニュータウンの建設に関する

提案の準備を先延ばしにしたことを指摘する。

政府委員会(シチェルピナ同志)、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)、

ソ連電力省(マイオレツ同志)、ソ連原子力エネルギー省(ルコニン同志)、ソ連国家水文気象委員会(イ

ズラエリ同志)、ソ連保健省(ブレンコブ同志)、ソ連科学アカデミー(アレクサンドロフ同志)に対し、

-92-



新ニュータウン建設に伴う諸問題全体について検討し、その結果を当特別作業斑に 9月 1日までに提出

するよう委任する。

その際、ニュータウン建設の計画立案作業は、速やかに実行されるようにし、かっ、ニュータウン建

設地の放射線状況は、居住開始時までに、原発が正常に操業している他の同様のニュータウンに適用さ

れる基準に則したものとなるよう考慮すること。

3.秋冬期のチェルノブイリ原発事故処理作業への軍の参加について

当特別作業斑は、チェノレノブイリ原発事故処理作業に参加する兵員数を約 30%削減するとの、ソ連

菌防省(ソコロフ同志)の提案に同意可能と判断する。

アフロメエフ同志は、本決定を考慮しながら、秋冬期及び 1987年春期に実施する、原発と有人居

住地の除染作業、水資源保護施設の建設、放射線測定の実施並びに放射線状況の監視作業の遂行に必要

な規模の軍を確保すること。

4. 8月8日と 9日の高日にN. 1. ルィシコフ、 V. M. チェブリコフ両同志がチェルノブイリ原発ゾ

ーン及びキエフ、ゴメリ両州の一連の地区を訪問した件について

この件に関するN. I.ルィシコフ、 V.M. チェブ、リコア両同志の通知情報を了解する。

政府委員会、各関係省庁は、今後、自らが行うチェルノブイリ原発事故処理対策作業においてこの情

報に示された見解を考慮に入れること。

5. ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国ブリヤンスク州及びベロルシア・ソビエト社会主義共和国ゴメ

リ州内の水資源保護に関する提言のとりまとめについて

ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国閣僚会議の求めに応じ、ソ連国家水文気象委員会(イズラエリ

同志)に対して、ロシア連邦共和国ブリヤンスク州及びベロルシア共和国ゴメリ州内のイプチ)11、ベセ

チ)11 (双方ともソシ)11の支流)流域からの、汚染水の予想される流入について見積もりを行い、必要な

提言を示すよう委任する。

撞盤

6. ベロルシア・ソビエト社会主義共和国への線量測定装置の供給について

チェルノブイリ原発事故処理作業用の線量計を追加配分するよう求めた、ベロルシア・ソピエト社会

主義共和国閣僚会議の依頼に基づき、ソ連中規模機械製作省(リャベフ同志)、ソ連通信機械工業省(ペ

ルヴィシン同志)、ソ連国家資材・機械補給委員会(ヴォロニン同志)及びソ連国家計画委員会[ゴスプ

ラン](スムィスロフ同志)に対し、この問題を検討し必要な措置を講じた上、 l週間を期限としてその

結果を当特別作業班に報告するよう委任する (86年8丹 7日付ベロルシア共和国閣僚会議文書及び、8

6年8月 12日付中規模機械製作省文書、添付)。

撞盤

7. グルジア・ソビエト社会主義共和国への放射線測定及び検査機材の供給について

放射線測定器及び、補助検査機材の購入に関するグルジア・ソピエト社会主義共和国関僚会議の依頼に

基づき、ソ連国家資材・機械補給委員会(ヴォロニン同志)及び中規模機械製作省(スラアスキー同志)

に対し、この件についてグルジア共和国閣僚会議の参加のもと検討し、その結果講じられることになっ

た措置を 1逓間を期限として当特別作業斑に報告するよう委任する (86年8月 5日付グルジア共和国

閣僚会議文書、添付)。

8.体内放射能の集自測定用機材を搭載した車両の一時貸し出しに関するフランスからの申し出について

この車両の利用をソ連の専門家が担当すべきことを念頭に置きつつ、本件に関するブレンコフ同志の

提案(添付)に同意する。

ソ連外務省(ベトロプスキー同志)は、この決定に関し、ジュネーブのソ連代表に'情報を送る。

9. 1 A EAに提出したチェルノブイリ原発事故の原因と影響に関する情報の概要を説明するための記者

会毘の実施について

上記の記者会見を本年8丹22日にモスクワで開くとの、ソ連外務省(ペトロアスキー同志)の提案

円。
Q
d
 



に同意する。

この記者会見の実施を、ペトロシャンツ、レガソフ、イズラエリ、シチェーピン及びゲラシモフの各

同志に委任する。

N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課印

***************************************************************************女***********合*****

Y道長高会議夢務局wi JO 
議事録第32号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年8月22日

出蕗者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[第 1副首相]

ソ連電力相

ソ連原子力エネノレギー相

ソ連保健相

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連軍参謀総長

ソ連内務省第 1次官

ソ連中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連閣僚会議燃料・エネルギー企業体事務局次長

ソ連軍化学部隊次長

クノレチャトフ記念原子力エネルギー研究所副所長

ソ連中規模機械製作省

全ソ動力技術・科学調査及び設計研究所主任技師

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長

問志ルイシコブ N. 1. 

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドノレギフ V. 1. 

ソコロフ S. L. 

同志ムラホアスキー V. S. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志ノレコニン N. F. 

ブレンコフ S. P. 

同志イズラェリ Yu. A. 

同志アブ口メエフ S. F. 

向志トクノレシン V. P. 

同志リャベフ L. D. 

同志シチェーピン O. P. 

同志セミヨノブ Yu. K. 

同志クンツェヴィチ A. P. 

同志レガソフ V. 1. 

同志クルノソフ V. A. 

問志ヤストレボフ1. P. 

1 .チェルノブイリ原発事故処理対策として、住民への社会・生活支援追加策に関するV. V. シチェル

ビツキ一向志の提言について

地元で生産された食品及び個人の高IJ業生産による食品の消費制限が導入される対象地リストに、キエ

ブ州及びジトーミノレチト!の 10居住地点を追加することに関するV. V. シチェノレピツキー同志の提言を

受入れる。

fチェルノブイリ原発事故に伴い居住地から避難した住民に対する職業あっせん、住宅供給、社会・

生活支援及び、物質的損失への補償に関するj ソ連共産党中央委員会並びにソ連閣僚会議決定案第 10項

の rc Jを、避難ゾーン及び一時立ち退きゾーンの範嬬に含まれない24居住地についても適用すると

の提言については、チェルノブイリ原発4号炉の密閉処理作業が完了し、それらの居住地点の放射線状

況が確認されたのち、改めて検討することとする (1986年8丹 19日付V. V. シチェルピツキー

同志の書状を添付)。

2. 広島市の荒木市長の申し出について
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日本側の放射線障害の治療経験や、この 30年間に集められたデータを紹介するため、ソ連の専門家

グループを広島市に受入れる用意があるとの、荒木市長の申し出に対しては、肯定的に対応する。

ソ連保健省(ブレンコフ同志)とソ連外務省(コヴァリョフ同志)は、ソ連国家保安委員会 [KGB]

及びソ連盟防省との合意に基づいて、この件に関する必要な提言を、 5日間を期限として提出すること

(荒木市長の呼びかけに関する情報を添付)。

.チェルノブイリ原発4号炉の密閉処理作業の状況とその作業強化策について

一連の措置が講じられた結果、 4号炉の密閉処理作業のテンポが若干上向いたとの、リャベフ、クル

ノソブ両同志の報告を了解。

現在、作業には8200名が従事し、コンクリートの生産は 1日当たり最大5500立方メートルに

まで増やされている。また、計画により、遮蔽構造物の建設には 20万トンのコンクリートが充てられ

ることになっているが、うち 13万5000トンが 9月 1日までに使われる見通し。 4号炉ブロックの

周囲全体を外側から覆う、遮蔽援の建設作業が行われている。壁を設けて 3号炉と 4号炉の建屋内の区

画を仕切る作業は、 8月26日までに完了の予定。 9月 15日に稼動が開始されることになっている、

換気・気体浄化システムの計画書類は、関係省庁が参加して策定され承認を受けている。

一方、ルコニン、レガソフ両同志の指摘によれば、気体浄化システムのフィルター装置を確実かつ効

果的に機能させるための、最も優れた技術的決定をまとめる作業は、現時点に至るまで完了しておらず、

また、原子炉プラントの安全性に関する諸問題の検討作業も同様に終わっていない。

当特別作業班は、 4号炉の密閉化作業を定められた期日までに、かつ、その安全を保証しうる高い技

術レベノレで確実に遂行する必要があることについて、改めてソ連中規模機械製作省の注意を喚起する必

要があると認める。

4恥放射能汚染地域における農地の利用について

ソ連国家農工委員会が、ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国閣僚会議、ウクライナ及びベロルシア

の両ソビエト社会主義共和国閣僚会議、さらにソ連保健省、ソ連国家水文気象委員会と合同で、各レベ

ノレの放射能汚染地域における農業生産に関しての、勧告及び措置をまとめたとの、 V. S. ムラホフス

キー同志の報告を了解する(添付)0 1 6 0万ヘクタールの農耕地を含む、セシウム 137の汚染度が 1

平方キロメートル当たり 15キュリー未満の地域については、土壌及び農産物の放射能検査を抜き取り

方式で行い、通常通りの形で生産活動が行われる。一方、同じく 1平方メートル当たり 15キュリー以

上40キュリー未満の地域 (76万ヘクタールの農耕地を含む)における農業活動は、放射能の状況を

常時監視する一方、収穫物の放射能汚染度を低下させ、高品質の食品を得るための、一連の組織的、農

学的及び畜産獣医学的措置を講じる形で実施される。

放射性同位体セシウム 137による汚染度が、 1平方キロメートル当たり 40キュリー以上の 15万

ヘクタールの地域については農業活動を予定しない。

当特別作業班は、上記の取り組みにおいて複数の不備が存在することを指摘する。とりわけ、半減期

の長い放射能による汚染地域の割り出しは、現在に至るまで全面的には完了していない。様々な研究機

関及び省庁の専門家によって実施される、この作業の協力体制は、不十分である。上述の農業用地の利

用について定められた一連の措置は、各者の一致した共通の対応が求められる性格のものである。

ソ連国家農工委員会(ムラホアスキー同志)及びソ連国家水文気象委員会(イズラエリ問志)に対し、

半減期の長いタイプの放射能による汚染地域の特定作業を、 1 986年9月15日までに終えるよう委

任する。ソ連地質省(コズロアスキー同志)は、汚染地域の放射能調査の結果を、 1986年9月1日

までにソ連水文気象委員会へ引き渡すこと。

当該地域における農業活動が持つ極めて重要な経済的、社会的意義に留意し、ソ連国家農工委員会(ム

ラホフスキー同志)に対し、ロシア・ソピエト社会主義連邦共和国閣僚会議、ウクライナ及びベロルシ

アの各ソビエト社会主義共和密閣僚会議、ソ連国家水文気象委員会並びにソ連保健省と合同で、放射能

汚染地域の農業用地の安全かっ有益な活用のための、より詳締な作業計画をとりまとめるよう委任する。

その結果については、 1ヵ月を期限として当特別作業斑に報告されるものとする。
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5. チェルノブイリ原発及びその隣接地における除染作業の効率をさらに高めることについて

ドルギフ同志の報告書に示された、この問題に関する見解に同意する(添付)。

関係省庁に対し、しかるべき対応を実現するよう委任する。

6. ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国閣僚会議が実施する、ブリャンスク州内一部地域の放射能汚染

処理対策に関する一連の措置について

当特別作業斑の決定に従い、ロシア・ソゼエト社会主義連邦共和国閣僚会議により、ブリャンスク州

内一部地区の放射能汚染処理対策に関する計画がとりまとめられ、実行に移されているとの、ヴォロト

ニコブ同志の報告(添付)を了解。

7. ベロルシア、グルジア両ソビエト社会主義共和国への放射線測定装震の供給について

この問題に関するソ連中規模機械製作省(リャベフ同志)、ソ連通信機器工業省(クリパイチス同志)

及びソ連国家資材・機械補給委員会(ヴィノグラドフ同志)の報告を了解。

8. チェルノブイリ原発従業員のキエフ市内への分散居住について

チェルノブイリ原発従業員のキエブ市内への分散居住を 1986年末まで延ばすとした、リャシコ、

マオイレツ両同志の提言を却下する。

この問題の解決にあたって、ウクライナ共和国閣僚会議(リャシコ同志)は、 1986年6月 5日付

ソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定第 664号に従うこと。

9. ソ連原子力エネルギー省本庁舎の配置について

ソ連涼子力省本庁舎をキタイスキー横丁 7番の建物に置くとした、ソ連共産党中央委員会重工業・エ

ネルギー産業部の提案に基本的に同意する。

スミルチュコフ、マスリュコフ、セミヨノフ及びサイキンの各同志に対し、 1週間を期限として、こ

の問題に関する必要な決定をはかるよう委任する。

1 O. ベロルシア及びウクライナの各ソビエト社会主義共和国、並びにロシア・ソビエト社会主義連邦共

和国の一部州内で生産された食肉の扱いについて

この件に関するムラホフスキー同志の報告を了解する(添付)。

保管施設にあるもの、及び今年中の買い取りの対象となっている食肉のうち、高いレベルの放射能を

含んだ食肉について、国家備蓄分として保存するのが適当と判断する。

ソ連国家備蓄委員会(ロシチェンコフ同志)及びソ連国家農工委員会(ムラホアスキー同志)は、該

当する食肉を保存するためのしかるべき条件を整え、必要な放射線管理を実施すること。

1 1 .放射能含有基準の強化に伴う、ベロルシア・ソビエト社会主義共和国及びロシア・ソビエト社会主

義連邦共和国の一部州内における牛乳の扱いについて

この件に関する、 s.P.ブレンコフ同志の報告を了解(ソ連保健省の決定を添付)。

ソ連国家農工業委員会

放射能汚染肉の取り扱いについて

N. ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課 13印

議夢録第32矛-1O~訴ゲ

秘

ソ連共産党中央委員会政治局

チェルノブイリ原発事故対策特別作業斑会議

チェルノブイリ原発による放射能汚染地域産の家畜の処理に際し、加工される肉の一部に、許容基準を超

える量の放射性物質が含まれている。
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現在、ベロルシア、ウクライナの各ソビエト社会主義共和国及びロシア連邦の一連の州にある食肉加工

企業の冷蔵庫内に、 lキログラム当り 1.1・10叩 7キュリーから 1.0-10-6キュリーレベルの汚染肉

が約 1万トン保管されており、今年8月から 12月の期間中に、さらに同程度の汚染肉 3万トンが生産現

場から保管にまわされるものと予想される。

汚染食品の消費によって、人々の体内に大量の放射能が蓄積することを避けるため、ソ連保健省は、放

射能に汚染された食肉を全国に出来るだけ均等に送り、汚染肉 1に対し非汚染肉 10の割合で、ソーセー

ジ類や缶詰製品、食肉加工品に利用することを勧めている。

ソ連農工委員会は、ソ連保健省との調整の上で、しかるべき指示をまとめ、承認した。これに基づき、

放射能の許容含有レベルに厳格に見合った食肉製品の出荷を可能にする放射能管理対策の実施が見込まれ

ている。

ウクライナ及びベロルシアの各ソビエト社会主義共和国閣僚会議からは、放射能に汚染された食肉を国

内の他の諸地域に送ることを認めるよう求める要請がなされた。

ソ連国家農工委員会は、この要請を支持するものである。当該の汚染肉を食用に利用し、汚染肉を非汚

染肉によって 10分の 1の汚染度に薄めることをはじめとした、ソ連保健省の要求基準に見合った製品を

出荷できるようにするに当り、ロシア連邦の大半の州(モスクワを除く)、モノレダヴィア[現モルドヴァ]、

カブカス地方の各共和国、バルト 3園、カザフスタン、中央アジア諸国の食肉工場で、その加工体制を整

えることが必要である。

以上につき、ご同意頂けるよう宜しくお願い申し上げる。

議長[委員長] v. s.ムラホフスキー

議夢長者第32孝一 11.l)ぎ訴が

コピー

職務利用用

ベロルシア・ソビエト社会主義共和国閣僚会議議長[首相]

同志 M. V. コヴァリョフ宛

1 986年8月1日よりソ連全土で、牛乳の許容含有放射能レベルを、 1リットル当り 1.10句 8キュリー

とする新しい基準が導入されている (VDUNo.1 2 9 DSP 1 9 8 6年5丹 30日付)。

しかし、ベロルシア共和国内の一部州のいくつかの地区では、生産される牛乳に依然として 1リットル当

り1.10司 7キュリーレベルの放射能が含まれ、導入された基準に見合うようには安定しておらず、これら

の地区に住む住民への牛乳の安定供給が図難に直面している。

こうした状況を考慮、しつつ、また同時に、食物を通じての年間の総放射能摂取定量に対し、牛乳を通じ

て体内に入る割合の多いことを重視する立場から、上記の基準の導入を 1986年 11月1日まで延期す

ることを認める。

これに伴い、ベロルシア共和国国家農工委員会 (Yu.M. フサイノア同志)及びベロルシア共和国国

家主任衛生医師 (A. R. コンドノレセフ向志)に対し、 3日間を期限として、上記基準の導入が延期され

る具体的地域を特定するよう委任する。

また、これらの地区の子ども関連の施設については、全国で導入されている基準に見合った牛乳が供給

されなければならない。

当該地区で生産される製品は、輸出用として出荷するには適さない。

P. N. ブノレガソブ
*****************************************台*****************************************女*********

Y華麗庫会議事享務局箔 jfg 

議事録第33号
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ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年9月58
出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第1副議長[第1副首相〕

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連保健相

ソ連原子力エネルギー相

。ソ連国防省第 1次官

ソ連菌家水文気象委員会議長

ソ連閣僚会議燃料・エネルギー企業体事務局次長

ソ連中規模機械製作省第 1次官

ソ連外務省次官

ソ連電力省次官

ソ連軍化学部隊長

ソ連科学アカデミー幹部会メンバー、アカデミー会員

一般生物学部主任[書記]

原子力エネルギー研究所副所長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長

くく第 31号 8月 13日付と間内容>>

同志ノレイシコブ N. ト

リガチョフ E. K. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコブ V.M. 

間志 ドルギフ V. 1. 

ソコロブ S. L. 

同志ムラホアスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

マルチューク G. 1. 

同志ブレンコフ S. P. 

同志ルコニン N. F. 

同志アブロメエブ S. F. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志セミヨノブ Yu. K. 

同志リャベブ L. D. 

同窓ベトロブスキー V. F. 

同志サドアスキー S. V. 

同志ピカ口フ V. K. 

同志ソコロフ V. E. 

同志レガソフ V. A. 

同志ヤストレボブト P.

**************六********犬*******************************************会*************************

ユペ道長席会議夢務局ryg jfd 

議事録第34号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年9月19臼

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相〕

ロシア・ソピエト社会主義連邦共和国閣僚会議

第1副議長[第1副首相]

ウクライナ共産党中央委員会書記

ベロノレ、ンア共産党中央委員会書記

ウクライナ共産党キエブ州委員会第 1書記

ベロルシア共産党ゴメ川十i委員会第 1書記

ソ連共産党ブリャンスク州委員会第 1書記

ソ連科学アカデミー総裁

間志リガチョフ E. K. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドノレギブ V. 1. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

ヴェデ、ノレニコブ G. G. 

同志タベエブ F. A. 

同志カチューラ B. V. 

同志レベシキン V. A. 

同志レヴ、エンコ G. 1. 

同志カマイ A. S. 

同志ヴ、ォイストロチェンコ A. F. 

同志アレクサンドロブ A. P. 
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ソ連原子力エネノレギー相 同志ルコニン N. F. 

ソ連電力相 同志マイオレツ A. 1. 

ソ連保健相 同志ブレンコブ S. P. 

ソ連因坊省第 1次官 同志ルシェフ P. G. 

ソ連国家農工委員会第 1副議長 田志、ンゼンコ E. 1. 

ソ連中規模機械製作省第 1次官 同志リャベフ L. D. 

ソ連外務省第 1次官 同志コヴ、ァリョフ A. G. 

ソ連保健省第 1次官 同志シチェーピン O. P. 

ソ連国家水文気象委員会第 1面IJ議長 同志セドゥノブ Yu. S. 

ソ連関僚会議燃料・エネノレギー企業体事務局次長 同志セミヨノフ Yu. K. 

ソ連国防省化学部隊次長 同志クンツェヴ、イチ A. D. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

第1次長 同忘ブロルイ、ンェブ V. M. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

次長 同志マリイン V. V. 

ソ連共産党中央委員会国防産業部部門長 同志アガシコ7 1. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

部門長 同志ズブコフ V. 1. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

部門長 同志ウシャコブト P.

ソ連共産党中央委員会監査官 同志マシク K. 1. 

1 .キエフ、ゴメリ及びブリャンスクの各州における、避難民への労働・生活支援、食糧供給並びに放射

能汚染地区除染活動の進捗状況について

上記の 31、1'1において、避難民に対する職業あっせん並び、に生活支援、さらに食糧供給と居住地及び農

業用地の除染に関し、大がかりな取り組みが、党及びソピエト機関の指導の下、期間をさらに圧縮して

展開されているとの、レヴェンコ、カマイ、ヴォイストロチェンコの各同志の報告を了解。避難民用の

住宅の建設は、しかるべき規模で実行されている。また、学校で、は一斉に新学年が開始されている。さ

らに、労働人員は、因難な条件の中、ソ連国家社会・経済発展計画に定められた課題を)1良識にこなし成

果をあげている。

一方で、当特別作業班は、次の点につき由々しい不備が存在することを指摘する:

・これら 3州の、現地の一連の党及びソヒゃエト機関が、避難民の分散居住に関する措置への取り組み

について積極さを欠くようになっている。住宅建設は、一部の場所において乱れが生じており、商

取引及び公共外食、公共呂常生活サーピ、ス用の各施設の建設が滞っている。半減期の長い放射能に

汚染された地区内の、居住地及び各種用地の除染作業も遅れを見せている。

@キエフ及びブリャンスク両外iでは、チェルノブイリ原発事故処理対策の実施現状に関する宣伝並び

に説明活動に重大な溶度が見られる。

ウクライナ、ベロルシアの各ソピエト社会主義共和国閣僚会議、ロシア・ソピエト社会主義連邦共和

国閣僚会議、キエフ、ゴメリ、ブリャンスクの党州委員会は、ソ連共産党中央委員会担当作業班により

明らかにされた不備に対する緊急是正策を講じ、その際特に、しかるべき社会文化施設及び生活サービ

ス施設を備えた、避難民用の住宅地の使用開始時期を早める必要がある点、また、住民に対する宣伝、

説明活動、及び衛生教育活動において由々しい不備のある点に留意すること。

キエフ及びゴメリの各州執行委員会に対し、定められた方法に従って、避難ゾーン内にある家屋の取

り壊し、建物や設備、農業機材の確実な封印について問題の解決を加速するよう委任する。

政府委員会(シチエノレピナ同志)に対して、以下の対応を求める:

・特に、セシウム 137による汚染地区の居住地及び道路、農業用地の除染作業について、その進捗

状況を確認し、結果を 1986年 10月 5日までに当特別作業斑に報告する。

・ソ連国家水文気象委員会、ソ連国防省及びソ連国家農工委員会による、汚染地区における放射線状
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況の分析、並びにしかるべき勧告をとりまとめる作業の実施にあたって、その協力関係を改善する

ための策を早急に講じる。

ソ連農工委員会は、ウクライナ、ベロルシア及びロシアの各ソ連構成共和国閣僚会議と共に、次のこ

とを行う義務を負う。

-放射能汚染地区における農業用地の利用に関する長期プログラムの策定、及び具体的課題を現場の

担当に伝達する作業を急ぐ。

・キエブ、ゴメリ及びブリャンスクの各州産の青果類を適時買い上げる問題の検討と決定をはかり、

その結果を、 1逓関を期限として当特別作業斑に申告する。

ソ連共産党中央委員会国防産業部(シャホフ同志)及び党中央委員会機械製作部(ピメノブ同志)に

対し、 1週間を期限として、チェルノブイリ原発事故の処理作業に参加している企業及び組識への放射

線測定機器の供給状況ついて、並びに当特別作業斑のこの件に関する委任が正しく遂行されるのを妨げ

ている者の責任について、問題のしかるべきとりまとめを行い、ソ連共産党中央委員会書記局による検

討に付すよう委任する。

2. チェルノブイリ原発第 1及び第2号炉の操業再開に向けた準備作業の状況について

上記両原子炉ブロックの操業再開に向けた準備作業は、予定の自程に従って進められており、ソ連共

産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定に定められた期日通りに操業が再開される見通しであるとの、ル

コニン同志の報告を了解。

マイオレツ、ルコニン両同志は、交代要員用の fゼリョーヌィ・ムィスJニュータウンの建設におい

て、この 9月に生じた遅れを取り戻し、ニュータウン内に社会生活用施設及び技術インフラを整備する

作業を加速させる義務を負う。

当特別作業斑は、チェルノブイリ原発第 1及び第2号炉運転作業員を養成・再教育する取り組みの強

化、並びに、その人員が発電所の確実かっ安全な操業の確保に対して負う、特別の責任を引き上げるた

めの取り組みの強化について、その必要性を自覚して対処するよう、ソ連原子力エネルギー省(ルコニ

ン同志)に対し注意を喚起する。

ソ連原子力エネルギー省がまとめた、原発運転作業員養成のための専門的システムをたちあげること

に関するプログラムを、次回の特別作業斑定例会議で取り上げることについては妥当と判断する。

ソ連原子力エネノレギー省、ソ連内務省、ソ連国防省、ソ連中規模機械製作省及びソ連保健省は、他の

関係機関と合同で、放射線汚染地域で、の作業の実施にあたって見られる保健衛生規則の違反を、最大限

短期間のうちに解消すること。

その結果については、 1986年 10月1日までに当特別作業斑に報告されるものとする。

ソ連共産党中央委員会行政機関部(アボレンツェフ同志)及び党中央委員会重工業・エネルギー産業

部(フロルイシェフ同志)は、この委任の遂行に対する監督にあたる。

3. ソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定案「チェルノブイリ原発事故処理作業の指揮管理組織化

の諸問題j について

上記決定案を受入れ、ソ連共産党中央委員会政治局の承認を仰ぐ。

4. rチヱルノブイリ原発従業員の定住用新都市の建設に関するJソ連閣僚会議決定案について

当特別作業班の委任を受け、パタリン同志より示された上記決定案を基本承諾する。

パタリン同志に対し、当会議で交わされた意見を考慮に入れ、この決定案を最終的に仕上げるよう委

任する。

この新都市の建設に一連のソ連構成共和国が参加することの政治的意義に着目し、この問題に関する

ソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定を採択することは、適当と判断する。

最終的な決定案は、 1週間を期限としてまとめられソ連共産党中央委員会に送られる。

5. ソ連共産党中央委員会決定案「核エネルギー利用の安全強化に関する IAEA加盟国会議の成果につ

いてj に関して
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上記決定案を承諾し、ソ連共産党中央委員会政治局に送る。

6. チェルノブイリ原発事故の対策処理活動において特に優れた働きを見せた者に対する表彰手続きにつ

いて

この件に関するソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部及び機関・党活動部の提言(添付)

に同意する。

定められた手続きに従って、関係省庁は 1986年 10月 20日まで、に表彰にあたって必要な一式を、

党中央委員会に提出すること。

7. 避難ゾーン内での除染作業強化に関する A. P. アレクサンドロフ同志の提言について

ソ連国防省(アアロメエブ同志)に対し、上記の件に関するA. P. アレクサンドロブ同志の提言を

検討し、放射能汚染地の除染作業計画に反映させるよう委任する。

8. 原子力エネルギーの今後の展望について話し合う、デンマークのテレビによる討論番組にソ連の専門

家が参加するよう招待されていることについて(コペンハーゲン発特電第925号)

現段階で、この討論にソ連の専門家が参加することは不適当と判断する。

ソ連外務省(コヴァリョブ同志)は、コベンハーゲ、ンのソ連大使に、下された決定を通知すること。

9. 原子力の安全問題についてイギリスのエネルギー相と協議を行うため、 IAEA特別総会のソ連代表

国がロンドン訪問を招鳴されていることについて

AEA特定Ij総会開催中に、ウィーンで当該の協議を行うことが妥当と判断する。

ソ連外務省(コヴァリョフ同志)は、ロンドンのソ連大使に、下された決定を通知すること。

E. リガチョフ

ソ連関僚会議総務局総務課2印

************************************************世ヒ*********************六**********士*******六***

is 
(第 10項は極秘)

議事録第 35号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年 10月17日

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ルィシコブ N. I. 

チェブリコフ V.M. 

同志ドルギフ V. I. 

同志ヴラソフ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第 1副議長[第1副首相]

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

同志ムラホフスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェノレピナ B. E. 

ロシア・ソピエト社会主義連邦共和国

閣僚会議副議長

ソ連原子力エネルギー相

ソ連保健相

ソ連電力相

ソ連中規模機械製作相

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連国防省第 1次官

ソ連外務省第1次官

ソ連科学アカデミー副総裁

同志トクノレぜリン H. T. 

同志ルコニン N. F. 

同志ブレンコフ S. P. 

同志マイオレツ A. I. 

同志スラフスキー E. P. 

同志イズラエリ Yu.A. 

同志アブロメエブ S. F. 

同志コヴァリョフ A. G. 

同志ヴェリホブ E. P. 
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ソ連国防省化学部隊長 同志ピカロブ V. K. 

ソ連国紡省化学部隊次長 同志クンツェヴィチ A. D. 

クルチャトフ記念原子力エネルギー研究所第1副所長 同志レガソブ V. A. 

ソ連共産党中央委員会

重工業・エネルギー産業部第 1次長 田志ブロルイシェフ V. M. 

1 .わが国と諸外国の経験を踏まえた原子力発震所運転要員養成プログラムについて

この問題に関するルコニン同志の提出した資料及び報告を大筋で了承する。

ソ連原子力エネルギー省(ノレコニン同志)、ソ連中規模機械製作省(スラアスキー同志)、

子力安全監督局(マルィシェフ同志)、ソ連科学アカデミー(マルチューク同志)、ソ連高等・中等専門

教育省(ヤゴヂン同志)、ソ連盟防省(アフロメエフ同志)及びソ連内務省(ヴラソフ同志)に対し、他

の関係機関を交えて、上記の問題に関するソ連政府決定案をまとめ、 1ヶ月半を期限として当特別作業

斑に提出するよう委任する。

決定案には、特に、しかるべき根拠に基づいた原子力発電所労働人員の削減に関する措置、並びに、

原子力発電所運転要員の養成及び再教育に関する最新の国際基準の導入を盛り込むものとする。

シチェルピナ同志はこの委任の実行に対し監督義務を負う。

2.チェルノブイリ原発事故処理対策に伴う、 f学術的諸問題検討調整会議をソ連科学アカデミー幹部会に

付属して設立することに関するJソ連閣僚会議決定案について

当特別作業斑の委任によりとりまとめられた、上記決定案を了承するとともに、ソ連閣僚会議の承認

に付す。

3. チェルノブイリ原発地区の建物及び施設外菌の除染作業に対する機材装備の供給措置に関するソ連閤

僚会議通達案について

上記の問題に関する通達案を了承し、ソ連閣僚会議の承認に付す。

4. チェルノブイリ原発第4号炉ブロック完全密閉化後の受け取りと管理の問題

この件に関する通達案を了承する。

チェルノブイリ原発密閉化第4号炉ブロック受け取りに関する国家委員会のメンバーに、ウクライ

ナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議副議長のN. F. ニコラエフ同志を充てることは、妥当と判断。

修正確認済み通達案をソ連閣僚会議に送る。

5. 30キロゾーンに含まれる、キエフ州及びゴメリ州内47居住地住民の掃還の可能性について

ソ連国家水文気象委員会(イズラエリ同志)、ソ連保健省(ブレンコフ同志)及びソ連国防省(アフロ

メエフ同志)が示した、この件に関する結論(添付)に同意する。

チェルノブイリ原発密閉化第4号炉ブロックの引き取りに関する国家委員会の文書調印後、定められ

た手続きに従って、住民の帰還に取り掛かる必要があると認める。

採択された決定はソ連共産党中央委員会に報告される。

6. ゴメリ州ブラーギン市及びブラーギン地区の放射線状況について

この問題に関するアフロメエブ、イズラエリ、ブレンコフの各同志の報告(添付)を了解。

以下の件につき、ベロルシア・ソビエト社会主義共和国閣僚会議に委任する。

・ク、デニ、カルロフカ、クラスノエ、リャドワイ、ノーヴィエ・リャドワイ、スタールイエ・リャド

ワイ、パセカ、スヴィドワイ、リュドヴィノフ、スコロドノエ、アレクサンドロフカ、ゴノレボフカ

の各居住地への住民の帰還の可能性について検討する。

・ソ連保健省及びソ連国家水文気象委員会と合同で、農地の除染作業実施後の春季に地元住民が帰還

する可能性について結論づ、けるため、 1997年4月に報告書添付第2号に示された居住地の放射

線状況を調査測定する。

・ソ連国家農工委員会及びソ連保健省と合同で、当該地区における食品、水、家畜飼料及び農産物に

対する厳格な放射線管理を継続する。

・報告書添付第3号に示された一連の居住地において、当該地の放射線状況が正常化するまで非汚染
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食品の供給体制を敷く。

ソ連農工委員会は、 1987年3月1日までに、当該地匿の農業活動に必要となる肥料や|育報を漏れ

なく提供し、農作物への放射能の浸透を減らすための、自家菜園の土地改良実施に関する方法論的支援

を地元住民に提供すること。

7.チェルノブイリ原発事故による汚染地域の放射能および放射線の状況に対する特別集中監視システム

の立ち上げについて

この件に関する決定案を了承する。

当該システムによる放射線状況の特別集中監視の対象を、チェノレノブイリ原発地区及びその隣接地域

に限定せず、全国とするよう、原案に修正を盛り込み、ソ連閣僚会議の承認に付すものとする。

8. プリピャチ市内の施設保全のための集中火災警報システムを配備することの妥当性について

ソ連内務省及びウクライナ・ソビエト社会主義共和国の支持を受けた、この件に関する、政府委員会

(シチェルピナ同志)の提言に同意する(添付)。

「ウエス予イングハウス社J(米国)との長期協力関係の確立について

この件に関する、シチェノレピ、ナ、シラエフ両同志の提言に基本同意する。

シチェルピナ同志に対し、交わされた意見を考慮に入れた上で、当該企業との協力プログラムの準備

を担当する関係省庁を確認し、さらにそのプログラムの実施にあたって中心となる機関を定めるよう委

任する。

V. I. ドノレギフ同志が、この問題に隠する最終決定を下すものとする。

1 o. 71<園生態系を放射能汚染から守る問題に関するV. M. チェブリコフ同志の情報

ソ連科学アカデミー(マルチューク向志)に対し、関係機関の参加を得て、上記の問題、及びこの件

に関するソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部の覚え書(添付)について検討し、さらにド

ニエブル)11流域並びに放射能汚染地域内の他の水域における、漁業資源の予想される汚染の問題につい

て詳細に調べを尽くすよう委任する。

ソ速水手u事業省(ヴァシリエフ同志)及び国家水文気象委員会(イズラエリ同志)は、ソ連保健省付

属生物物理学研究所と合同で、水産資源の放射能汚染防止のために実施された技術的措寵の有効性を確

認するため一連の実地調査を行うものとする。

ソ連科学アカデミー及びソ連保健省が実施した取組みについては、本年 11月に当特別作業斑に報告

される。

11. 1 986年秋冬期から 1987年春期にチェルノブイリ原発地区で実施される除染作業について

この件に関するソ連国防省(アフロメエブ同志)の提言(添付)に同意する。

1 2.高放射線レベル地域での作業に際して見られる衛生管理体制遵守面での不備の是正について

当特別作業班の委任を受け、この問題に関して、ソ連原子力エネルギー省(ノレコニン同志)、ソ連国紡

省(アフロメエブ同志)、ソ連中規模機械製作省(リャベフ同志)及びソ連保健省(シチェーピン問志)

から示された報告(添付)を了解する。

1 3. 居住地、道路及び農業用地の除染作業の実施状況について

この件に関する政府委員会(シチェルピナ同志)の報告(添付)を了解。

1 4. バルト海のソ連経済水域における西ドイツの研究調査船による調査活動の実施について

この問題について追加検討をはかるとした、ソ連外務省(コヴァリョア同志)の提案に同意。

15. ベルギー共産党代表団のチェルノブイリ原発ゾーン訪問について (ブリユツセル発特電第970

号)

この問題については、追って検討をはかるとの、ソ連外務省(コヴァリョア同志)の提案に同意。

英国エネルギー相、ウォー力一氏のチェルノブイリ原発訪問について
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N.ノレイシコフ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

f;O 

ソ連外務省(コヴァリョフ同志)の承認を受けた、この問題に関する B. E. シチェルピナ同志の提

言(添付)に同意する。

ソ連外務省(コヴァリョフ同志)は、下された決定に関する'情報を、駐ロンドン・ソ連大使に通知す

る。

1 7. 英国労働党 fシャドー・キャビネットJエネルギー栂からの、チェルノブイリ原発の視察を含む、

ソ連訪問の実現に関する依頼について

この問題の検討は、延期する。

1 8. チエ)1"ノブイリ原発事故処理対策作業の実施状況視察を自的とした、

について

H. ブリックス氏のチェルノブイリ原発訪問が実施されるのは、早くとも今年 12月以降であること

を考慮に入れ、この件に関するソ連外務省(コヴァリョフ同志)の提言に同意する。

ソ連中規模機械製作省(ベトロシャンツ同志)及びソ連外務省(コヴァリョフ同志)に対し、日.ブ

リックス氏の受け入れ実現に向けた準備を委任する。

1 9. 原子力安全に関する 2つの条約の調印によりソ連側が負った、一連の義務の遂行に向けた措置の承

認を急ぐよう求めるソ連外務省の提言

政府委員会(シチェルピナ同志)に対し、この問題に関して必要な決定を下し、 1週間を期限として

その結果を報告するよう委任する。

**********************************六**********************************************************

;/~害援席会議事芋務局~

議事録第36号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1986年 11月15日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ルィシコフ N. 1. 

ヴォロトニコブ V. 1. 

チェブリコフ V.M. 

同志ドルギフ V. 1. 

向志ヴラソフ A. V. 

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第1副議長[第 1副首相]

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

同志ムラホアスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

ヴォロニン L. A. 

シチェルピナ B. E. 

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国

閣僚会議議長[首相〕

ベロルシア・ソビエト社会主義共和国

閣僚会議議長[首相]

ロシア・ソピエト社会主義連邦共和国

閣僚会議第 1副議長[第1副首相]

ウクライナ共産党中央委員会書記

ウクライナ共産党ハリコブ州委員会書記

ソ連原子力エネノレギー相

ソ連電力相

ソ連保健相

同志リャシコ A. P. 

同志コヴァリョブ M. V. 

同志タベエフ F. A. 

同志カチューラ B. V. 

同志ドゥラヴリン V. P. 

同志ルコニン N. F. 

同志マイオレツ A. 1. 

同志ブレンコブ S. P. 
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ソ連財務相

ソ連国家原子力安全監督局長官

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連国防省第 1次官

ソ連労働・社会問題委員会議長

ソ連関防省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

同志ゴスチェブ B. 1. 

同志マルイシヱブ V. M. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志ルウシェフ P. G. 

同志グラドキー1. 1. 

同志アブロメエブ S. F. 

間忠コヴァリョフ A. G. 

同志リャベフ L. D. 

同志ヴ、オロピヨフ E. 1. 

全ソ労働組合中央評議会書記 向志スホノレチェンコヴ、ア G. F. 

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国保健相 同志ロマネンコ A. E. 

ベロルシア・ソゼエト社会主義共和国保健相 向志サブチェンコ N. E. 

ソ連国防省中央軍事医学局第 1次長 同志シノパリニコブ 1. V. 

クルチャトフ記念、原子力エネルギー研究所第 1副所長 同志レガソフ V. A. 

ソ連医学アカデミー総裁 同志ブロピン N. N. 

ソ連内務省消防総局長 同志ミケエフ A. K. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同志ヤストレボフ1. P. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

第1次長 同志フロルイ、ンェフ V. M. 

ソ連共産党中央委員会行政機関部部門長 同志シドロブ V. E. 

1 .チェルノブイリ原発事故処理作業参加者グループから出された陳情の検討結果について(ソ連共産党

中央委員会政治局委任 1986年 10月30日付 NO.n3 9/X) 

ソ連共産党中央委員会、ソ連保健省、ソ連内務省及びソ連国家労働・社会問題委員会の担当責任者が

現地入りして調査した結果(通知内容を添付)、チェルノブイリ原発の事故処理作業に動員されている市

民及びサナトリウム「ライ・エレノフカJ(ハリコフ州)で治療、リハピリを受けている市民らに対して、

冷淡かっ、形式主義的、宮僚主義的対応が見られる事実が確認された。

また、被災者に対する医療及び生活支援の提供、設備の完備した住宅の供給に関し、由々しい不備が

存在することも明らかとなった。こうした一連の問題は、党及び国家が、早急な事故処理のために全力

を挙げ、チェルノブイリ原発地区住民の生活・労働条件の正常化のため巨費が投じられている中にあっ

て、全く容認しがたいものである。

今回認められるに歪った一連の事実は、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議及び共和国党

機関、ソ連保健省が、関係省庁並びに機関、さらに、被災者の働いていた一連の企業、施設の活動に対

して必要な監督を怠った結果生じ得たものである。

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部(ヤストレボフ同志)に対し、ソ連共産党中央委員

会のその他関係部門の参加を得て、 1週間を期限に、チェルノブイリ原発により被災した市民に対する

医療の提供、並びに物質的支援、生活保障の実施にあたって由々しい不備を生じさせることとなった、

一連の指導管理者の責任問題について協議し、その結果をソ連共産党中央委員会書記局の審査に付すよ

う委任する。

政府委員会(シチェルピナ同志)は、ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国、ウクライナ・ソビエト

社会主義共和国、ベロルシア・ソピエト社会主義共和国の各閣僚会議、全ソ労働組合中央評議会、ソ連

保健省、ソ連国家水文気象委員会、ソ連財務省並びにソ連商業省と合同で、放射線障害に擢った市民に

対する医療、社会・生活支援の改善に関し示された一連の提言を検討し、速やかな措置を講じること、

また、ソ連政府の決定を要する諸問題に関し、 10日間を期限として当特別作業班に提言を示すこと。

本件の検討の結果講じられることとなった措置については、 1986年 12月 1日までにソ連共産党

中央委員会政治局に報告されるものとする。

チェルノブイリ原発第4号炉密閉化後の建屋及び設備類の稼動再開に向けた受領検査について

4号炉密閉化計画に示されていた基本作業が全て完了し、換気システムのチェック、 4号炉遮蔽構造
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物の引き取りに向けた基準の確認が行われ、各作業委員会が、特定の施設及び設備の受領を開始したと

の、政府委員会(シチェノレピ、ナ同志)の報告を了解。現在、破壊された原子炉による放射線状況への影

響は認められていない(報告を添付)。

システムの稼動、その状態に対する長期監視プログラムの実現並び、に必要な調査の実施にあたって必

要な施設の受領に関する証書に、国家委員会が 1986年 12月1日までに調印できるようにするため、

政府委員会(シチェルピナ同志)、ソ連中規模機械製作省(リャベフ同志)、ソ連原子力エネルギー省(ノレ

コニン同志)、ソ連国家原子力安全監督局(マルィシェフ同志)並びにウクライナ・ソビエト社会主義共

和国閣僚会議(リャシコ同志)に対し、定められた手続きに則って承認された技術計画並びにその補足

事項に基づいて、チェルノブイリ原発第4号炉密閉化に関する全作業が高い質的レベルで完了されるよ

う、その実現について委任する O

第 1及び第2号炉の常時稼動の開始は、第4号炉の密閉化作業が完了した状況においてのみ可能とな

るとの先に採択された決定を当特別作業斑は確認する。

3. 稼動中及び今後運転される RBMK型原子炉発電プラントの安全性向上を自的とした改修作業の進捗

状況について

この問題に関するルコニン同志の報告(添付)及びマノレイシェフ向志の通知に基づけば、 RBMK型

原子炉発電プラントの安全性向上に向けた作業の実施状況は、満足のいくものとはなっていない。とく

に、そのための第 1段階の措置がまだ、全ての稼動中の発電所で完全な規模で講じられてはいない。さ

らに、ソ連中規模機械製作省及びソ連原子力エネルギー省の各機関による、この問題に関する数多くの

重要な技術的問題の解決、ソ連原子力安全監督局の定めた基準の達成が延び延び、になっている。

政府委員会(シチェルピ、ナ同志)に対し、ソ連原子力エネルギー省、ソ連中規模機械製作省並びにソ

連原子力安全監督局、関係科学研究機関、設計機関の参加のもと、 RBMK型原子炉を持つ発電プラン

トの安全強化策実施に際しての不備を解消するよう、速やかにしかるべき措置を講じ、ソ連政府の決定

を要する問題について提言を示すよう委任する。

リャベフ、ルコニン、マルィシェフ及びアレクサンドロフの各同志は、 RBMK型原子炉を持つ原子

力発電所の安全操業の実現に対し個人的責任を負うものとする。

ソ連閣僚会議燃料・エネルギー企業体事務局は、上記タイプの原子炉を持つ、現在稼動中及び建設中

の原子力発電所の安全性向上に関し、そのための作業全体に対する系統だ、った監視システムを確立する

こと。

実行された作業の結果については、 1987年 1月に当特別作業斑に報告される 0

4. チェルノブイリ原発第3号炉の建屋及び設舗の状況調査の結果について

第3号炉ブロックの状況調査の結果、 1987年第2四半期を操業再開の予定とする作業日程がまと

められたとの、ルコニン同志並び、にシチェノレピナ同志の報告(添付)を了解する。

5. チェルノブイリ原発内にある、使用されない資材及び機材の有効利用に関する一連の方策について

チェルノブイリ原発において、 1986年 11月 12日現在で使用可能な資材の確認調査が実施され

たとのヴォロニン同志の報告を了解。事故処理活動には、総額2億 3000万ルーブル相当の資材や機

材が投じられ、うち 1億 9380万ルーブル分は当初の目的通り使用され、 1600万ルーブル分の有

価資材が他の事業に転用されている。残る 2020万ルーブル分については、うち 380万ルーブル柑

当分が使用・流通対象となり、 1640万ノレーブ、ノレ分の有価資材は、放射能汚染レベルが高いため利舟

対象とならない。

国家資材・機械補給委員会(ヴォロニン同志)に対して、関係省庁とともに、上述有価資材の除染及

び、その有効利用の可能性について検討し、その結果と最終的な結論をまとめる一方、定められた放射線

の安全基準が遵守されるよう厳格な監督にあたることを委任する。

これまでに得られた情報によると、 30キロメートルゾーンの外に、相当レベルの放射能に汚染され

た廃棄機材類の置き場が複数笛所存在し、部外者による部品類の持ち出しの例が見られるという。ウク

ライナ・ソピエト社会主義共和国閣僚会議、ソ連内務省及びソ連保健省に対し、今後、同様の事例が発
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生するのを防ぐため対策を講じるよう委任する。

6.チェルノブイリ原発事故被災者の診療状況と、被災者診療を目的とした全ソ放射線医学研究センター

の立ち上げについて

この件に関するブレンコフ、シノパリニコフ両同志の報告を了解。

放射線被曝者の統計化、被爆者に対する高度の専門的支援の提供、放射線被曝の長期にわたる医学・

生物学的研究の実施状況が、容認しがたいほど遅れていることを指摘する。また、こうした作業を担当

すべきソ連保健省付属全ソ放射線医学研究センターはまだ基盤整備の途上にある。

ソ連保健省(ブレンコフ問志)並びにウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)

に対して、センターの物質的基盤を強化、拡大するとともに高度の専門技術を持った人員の十分な配置

を実現するため、必要な策を早急に講じ、同研究センターが近い将来に任された機能を十分に担うこと

が出来るようにすることを委任する。

今後整備される登録管理制度は、 1名たりとも保健機関が見逃すことのないような形で、放射線被曝

者の厳格な登録と'恒常的追跡調査、必要な医療の提供を実現すべき性格のものである。

ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国閣僚会議(タベエブ同志)、ウクライナ・ソビエト社会主義共和

国閣僚会議(リャシコ同志)及びベロルシア・ソゼエト社会主義共和国閣僚会議(コヴァリョフ同志)

は、上記の範時lこ含まれる市民への医療の提供において見られる一連の不備を是正するため、しかるべ

き措置を速やかに講じるとともに、チェルノブイリ原発事故被災者の保健医療問題の解消にあたって冷

淡かっ形式的、官僚主義的対応が見られることについて、ソビエト機関、医療機関、企業及び組識の指

導部の責任を厳正に問う義務を有する。

ソ連中規模機械製作省(リャベフ同志)は、ソ連保健省の依頼に基づき、放射線検知装置及び線量計

の開発、生産に伴う問題の解決を急ぐこと。

ソ連国家水文気象委員会(イズラエリ同志)、ソ連保健省(ブレンコフ同志)及びソ連国防省(アフロ

メエフ同志)に対し、 1986年 12月 10日までに放射線状況及び放射能汚染状況を示した地図を確

認の上、当特別作業班に提出するよう委任する。

7. チェルノブイリ原発事故の処理作業に従事した幹部作業員の表彰に関する提案ついて

交わされた種々の意見を考慮に入れ、本件に関する当特別作業斑の提案についての、ソ連共産党中央

委員会政治局あて覚え書きの案をとりまとめるよう、 V. I. ドルギブ同志に委任。また、政治局の承

認を得られた際には、定められた手続きに従ってその提案を示すこと。

8. チェルノブイリ原発の状況正常化に伴い放射線状況に関する情報提供を取り止めることついての悦

ブ1)ックス IAEA事務局長の提言 (ウィーン発特電第 1560号)

この提言に同意する。

ソ連外務省(コヴァリョフ同志)は、取り決められた決定についてH. ブリックス氏に内容を通知す

ること。

9.放射線障害治療に関する日本の経験を紹介するためソ連の専門家グループを受入れるとした、日本側

の申し出について (東京発特電第 1550号)

4名の専門家を日本に派遣するとのソ連保健省(ブレンコフ向志)及びソ連外務省(コヴァリョフ同

志)の提案に同意する。

1 o.イタリアのテレビジャーナリスト、 E. ビヤッジ氏から求められた、チェルノブイリ原発事故、及

び毘辺地区の被害とその現状に関する特別子レピ番組製作への協力要請について(ローマ発特電第 1

581号)

この件については、追って検討するとしたシチェルピナ、コヴァリョブ両向志の提案に同意する。

1 1 .キリスト教平和会議議長のK. トート奇祭から出された、 1986年 11月後半にキエフ市で予定

されている間会議幹部会会議参加者によるチェルノブイリ原発地震訪問の許可願いについて(ブダペス

ト発特電第696号)
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この件に関するソ連外務省(コヴァリョフ同志)の提案に同意する。

キエフ市執行委員会及び、キエフ州執行委員会に対し、事故ゾーンからの移住者が暮らすニュータウン

ム 2ヶ所への上記団体の訪問を組織するよう委任。

1 2. 世界気象機関執行評議会専門化グループによるソ連での会議開催と参加者のチェルノブイリ原発地

区訪問について

イズラエリ同志の覚え書きに示された、この件に関する見解に対して肯定的に対処する(添付)。

ソ連国家水文気象委員会(イズラエリ同志)、ソ連外務省(ベトロシャンツ同志)並びにウクライナ・

ソピエト社会主義共和国閣僚会議(リャシコ同志)は、しかるべき決定案をまとめソ連共産党中央委員

会に提出のこと。

1 3. 核災害による被害から住民を防御するための作業経験について視察するため、ベルギー社会党の代

表者がキエフ市を訪問する件について

ベノレギ一社会党の代表者らを 1986年 12月にキエフ市に受入れるとの、ソ連外務省の提案に同意

する。

1 4. H. ブリックス IAEA事務局長が、 1987年 1月のソビエト連邦訪問時にチェルノブイリ原発

.を訪れることについて

この件に関するソ連外務省(コヴァリョフ伺志)の提案を支持する。

ソ連外務省(コヴァリョフ同志)、ソ連中規模機械製作省(べトロシャンツ同志)並びにソ連原子力エ

ネルギー省(ルコニン同志)に対し、しかるべき提案をソ連共産党中央委員会に提出するよう委任。

N.ノレイシコブ

ソ連関僚会議総務局総務課2印

****女*********************合**********六*********六******************************************士**

y;.害長席会議夢務局長吉 id 

議事録第37号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1987年1月4日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議第1副議長〔第1副首相]

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連原子力エネルギー棺

ソ連電力相

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連富家原子力安全監督局長官

ソ連国家科学技術委員会第1副議長

ソ連中規模機械製作省第 1次官

同志ルィシコブ N. I. 

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコブ V. I. 

チェア、リコフ V.M. 

同志ドルギブ V. I. 

ソコロブ S. L. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志ムラホフスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェノレピナ B. E. 

同志マルチューク G. I. 

同志ルコニン N. F. 

同志マイオレツ A. I. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志マルイシェフ V.M. 

同志エブレモブ L. N. 

同志べトロシャンツ A.M. 
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ソ連外務省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連国家労働・社会問題委員会第1副議長

ソ連国防省次官

ソ連国防省化学部隊長

ソ連民間防衛軍参謀本部長

クノレチャトフ記念原子力エネルギー研究所副所長

ソ連国家計画委員会〔ゴスプラン]電力・電化部長

同志コヴ、アリョフ A. G. 

同志シチェーピン O. P. 

同志コスチン L. A. 

同志ゴ、ヴォロフ V. L. 

同志ピカロブ V. K. 

同志メドヴェヂ、エブ V. A. 

向志レガソフ V. A. 

同志トロイツキー A. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部

第1次長 同志フロルイ、ンェフ V.M. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志マリイン V. V. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部部門長 同志コプチンスキー G. A. 

1 .チェルノブイリ原発の事故処理作業、そのプラントの稼動と修繕、施設の建設及び放射能汚染の周辺

環境への広がりを防止するための一連の作業に従事した作業員に対する賃金支払いにあたっての必要

な変更について

放射線状況が改善され作業の性格が変わったことに伴い、チェルノブイリ原発における現行の賃金支

払体系を改正する必要があるとした政府委員会の提言に同意する。

政府委員会(シチェルピナ同志)に対し、この問題に関するしかるべき決定を下すよう委任。その際、

支払賃金の額は、実際の放射線レベルに従って、個々の具体的ゾーン、作業場及び施設に対して定めら

れるものとする。

第3号炉ブロックの施設内及び屋根上での作業、「ニンジン色の森j一帯での作業、屋外開閉所の工事、

除染作業所、熱供給及び地下共同溝の作業、さらに第4号炉ブロック(そこに直接隣接する区域を含む)、

建設拠点現場と機材置き場で、の作業に対する賃金率及び俸給の基準について、通常の 5倍と定めた現行

の支払基準を暫定的に維持するとした政府委員会の提言を取り入れる。

第 1及び第2号炉のプラントの稼動及び修繕作業に従事する作業員に対しては、通常の賃金率及び俸

給基準に対して 3倍の支払と定めた基準を暫定的に適用する。

新たな賃金支払い基準は、 1987年3月1日より導入されるのが妥当と判断する。

ウクライナ共産党中央委員会、ウクライナ・ソピ、エト社会主義共和国関僚会議、政府委員会、ソ連原

子力エネルギー省、ソ連電力省並びに全ソ労働組合中央評議会は、新たな賃金支払い基準への移行に伴

う問題への事前対策と説明活動をそれぞれの労働者集団に対し行うこと。

ソ連国家労働・社会問題委員会及びソ連財務省、全ソ労働組合中央評議会に対し、関係省庁とともに、

チェルノブイリ原発ゾーンでの作業に従事する労働者への、賃金支払い基準の移行にともなう提言を、

当該労働者への年金支給の問題も含めてとりまとめ、 1987年第 1四半期中に当特別作業班に提出す

るよう委任。

2. 放射線安全と環境保全に寵意しつつ、第 12期5カ年計画及び2000年までの期間中の生産力発展

に見合うよう、国内原子力発電所をより合理的に設置する提言について

ソ連国家計画委員会[ゴスプラン] (タルィジン同志)、ソ連関僚会議燃料・エネルギーコンプレクス

事務局(シチェルピナ同志)に対し、関連省庁の参加のもと、次の点についてその実施を委任する:

・第 12期5カ年計画中に運転開始する新たな原子力発電能力の規模、及び火力発電所の利用拡大と、

有機燃料の種類並びにその供給源の苗から見たその追加必要量の算定に関して、本年 1月中に確認

の上、提言を当特別作業班に提出する。

・しかるべき根拠に基づいた、原子力発電所の安全な設置を実現するための一連の必要条件、及び国

内の燃料エネルギー供給をよりバランスのとれたものにする点を考慮に入れ、 2000年までの原

子力発展プログラムを、本年第 1四半期中に策定する。また、その際、省エネ技術のより幅広い利

用と世界経済の燃料エネルギ一面での動向に特別の注意を払う。

・原子力発電所の安全な設置を実現するための基準と必要条件について確認の上、本年第 1四半期中
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に当特別作業斑の検討に付す。

上記の各文書のとりまとめにあたっては、ソ連共産党第 27回党大会で承認された、第 12期5カ

年計画及び2000年までの期間における国家経済発展の進捗計画に厳密に則したものとすること。

3. チェルノブイリ原発第3号伊ブEツクの除染作業とプラント及び設備の修理に向けた作業の進捗状混

について

これらの作業について、満足のいく形で実現していないことを指摘する。一連の作業個所において明

らかな作業日程の遅れが認められるほか、第3号炉ブロックの屋根や隣接区域の除染方法や手段も確立

されていない。 3号炉の一連の施設における放射線状況は、依然として深刻なままである。

ソ連原子力エネルギー省は、第3号炉ブロックの除染及び操業再開準備作業に関して、その規模と複

雑さを軽視している。

政府委員会(シチェルピナ同志)に対し、ソ連原子力エネルギー省、ソ連中規模機械製作省、ソ連菌

防省、ソ連科学アカデミー及びその他関係省庁の担当専門官の参加のもと、屋根部分の除染及び故障設

備の交換に関する詳細な作業計画を含め、第3号炉ブロックの除染活動と運転再開に向けた復旧作業の

ための具体的措置並びに日程について、本年 1月末までに提言をまとめ、当特別作業斑に提出するよう

委任。また、それら一連の作業には、関連省庁の必要な特別専門部隊及び組織が参加することを予定す

る。

本件に関しては、必要に応じて、政府の特別決定案を準備する 0

4.放射能汚染地域の放射線状況について

この件に関するイズラエリ同志の報告を了解する(ソ連国家水文気象委員会、ソ連保健省及びソ連国

防省の報告を添付)。本報告に盛り込まれた該当地域の放射線状況に関するデータをもとに、関係省庁は、

198 7年上半期の農業活動及びその他の経済活動計画を立案し、また、その放射能汚染度を低下させ

るための措置を実施するものとする。

チェノレノブイリ原発地区の水資源保護施設の運用にあたって由々しい不備を生じさせたことに関し、

ヴァシリエフ同志(ソ連土地改良・水利事業省)及びトカーチ同志(ウクライナ・ソビエト社会主義共和

国土地改良・水利事業省)の両名を戒告処分に処する。両名は、この面に関して定められた規律を確立

すべく、必要な措置を速やかに講じる義務を負う。

ノレコニン同志は、チェルノブイリ原発管理上層部の不手際により、放射能汚染水がプリピャチ川に流

入する危険が生じたことを重視すること。ルコニン同志は、今回生じるに至った不備を是正し、発電所

内でとられている水資源保護のための措置について、その実施状況に対する嫌格な監視体制を確立する

ため、必要な対策を講じる義務を負う。

接援

5. チェルノブイリ原発事故に伴う、ドニヱプルJII及びその他の水域における漁業資源の放射能汚染状況

の検査結果について

この問題に関するマルチューク同志の報告を了解(ソ連科学アカデミーの報告書を添付)。

ロシア・ソピエト社会主義連邦共和国関僚会議並びにウクライナ及びベロルシアの両ソピエト社会主

義共和国関僚会議に対し、ソ連科学アカデミーにより提示されたデータをもとに、放射能汚染レベルが

高い水域に生息する魚類の捕獲及び食用の禁止措寵をまとめ、実行するよう委任。

ソ連科学アカデミーは、ドニエプル)11水系及びその他の水域における、チェルノブイリ原発事故によ

る漁業資源の汚染に関する調査研究を継続する。

6. 原子力発電所での事故の結果生じる損害に対するソ連の法的立場について

エフレモフ同志の報告に示された考えに同意する。

ソ連国家科学技術委員会、ソ連外務省並びにソ連科学アカデミーに対し、ニの件に関する最終勧告の

とりまとめを急ぎ、その結果を 1987年上半期中に当特別作業班に提出のこと。

7. ベルギー社会党代表団のキエフ訪問について(ブリュッセル発特電第 11 27号)

定められた手順に従って、この問題を解決するようソ連外務省(コヴァリョフ向志)に委任。
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8. 英国労働組合評議会代表団のソ連訪問について(全ソ労働組合中央評議会書記、マケヱフ同志の覚え

書き)

英国労働組合評議会の依頼に応じ、この組織の指導部のソ連訪問を受入れるとともに、そのチェルノ

ブイリ原発地区への訪問を実現させることに関するマケエブ同志の提案に同意する。

9.世界保健機関の後援による放射線の安全問題に関する学術会議をソ連で開催することについて (ジ

ュネーブ発特電第 2511号)

本件の検討は先送りとする。

ソ連保健省、ソ連外務省及びソ連中規模機械製作省に対し、この問題をさらに追加検討し、しかるべ

き提言を当特別作業班に示すよう委任する。

1 O.スウェーヂンのジャーナリスト、 L.ハルヂィン氏のソ連招待について (ストックホルム発特電

第 1554号)

この件について、ソ連外務省は肯定的な決定を下すとの、コヴァリョフ同志の報告を了解する。

1 1 .アメリカ原子力学会との協力に関するレガソフ同志の提言について

社会的な面でのそうした協力関係の確立は妥当なものと判断する。この学会によって組織される行事

への、ソビエトの専門家の参加に関するソ連中規模機械製作省(ペトロシャンツ同志)及びソ連原子力

エネルギー省(ヴォロニン同志)の提言に同意する。

1 2. H. ブリックス IAEA事務局長のソ連訪問について

H. ブリックス氏のチェルノブイリ原発訪間に合意を示す。ブリックス氏のソ連訪問及び原発視察の

実現準備について、リャシコ、ノレコニン、ペトロシャンツの各問志に委任する。

1 3. 世界気象機関執行評議会専門家グループによる会議をソ連で開催することについて

ソ連で上記グループの初会議を開くことに関する、イズラエリ同志の提言に同意する。その実施準備

について、ソ連盟家内水文気象委員会及び、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議に委任。

1 4. グバレフ作の戯曲「石棺Jに関するシチエルビナ同志の覚え書きについて

シチェノレヒoナ同志によって示された材料を戯曲の作者に送付する。

Y道長席会議葬務局箔 $d 

N. ノレイシコブ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

**会*合********************六*******************会**************************六******************合*

議事録第38号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1987年3月16日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員 同志ノレイシコブ N. I. 

リガチョフ E. K. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドルギフ V. I. ソ連共産党中央委員会政治局員候補

会議招致出席者:

ソ連関僚会議第1高IJ議長[第1副首相]

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

同志ムラホアスキー V. S. 

同志パタリン Yu. P. 

シチェルピナ B. E. 

ベロルシア・ソピエト社会主義共和国閣僚会議

議長[首相〕

ロシア・ソピエト社会主義連邦共和国閣僚会議

第1副議長[第1副首相]

同志コヴァリョフ M. V. 

同志タベエブ F. A. 
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ソ連科学アカデミー副総裁

ソ連原子力エネルギー相

ソ連海洋船舶相

ソ連造船工業相

ソ連保健相

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連国家原子力安全監督局長官

ソ連最高裁判所長官

ソ連国防省第 1次官

ソ連外務省第 1次官

ソ連内務省第 1次官

ソ連電力省第 1次官

ソ連中規模機械製作省第 1次官

ソ連保健省第 1次官

ソ連土地改良・水利事業省第 1次官

ソ連国家原子力安全監督局第 1次長

ソ連民間防衛軍第 1次長

ソ連国防省化学部隊次長

ベロルシア共産党モギリョフ州委員会第 1書記

モギリョフ少N執行委員会議長

クノレチャトフ記念原子力エネルギー研究所長

クルチャトブ記念原子力エネルギー研究所第 1副所長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

第1次長

ソ連共産党中央委員会運輪交通・通信部第 1次長

同志コテリニコフ V. A. 

同志ノレコニン N. F. 

同志ヴォリメル Yu.M. 

同志ベロウソフト S.

同志チャゾブ E. 1. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志マノレイ、ンェフ V. M. 

同志テレrロブ V. 1. 

同志アブロメエブ S. F. 

罰志コヴァリョフ A. G. 

同志トクノレシン V. P. 

同志マクーヒン A. N. 

同志ニキベロア B. V. 

同志シチェーピン O. P. 

同志ポラド・ザデ P. A. 

同志シドレンコ V. A. 

向志イワノフ B.P. 

同志カヴノフ V. S. 

同志レオノブ V. S. 

同志ヤノヴィチ A. A. 

同志アレクサンドロフ A. P. 

同志 レガソフ V. A. 

同志ヤストレボフ1. P. 

同志ブロノレイシェフ V.M. 

問主主ダヴィドフ V. 1. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志マリイン V. V. 

ソ連共産党行政機関部次長 同志アボ、レンツェフ V. A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部指導員同志オニ、ンチェンコ V. F. 

1 .チェルノブイリ原発第3号炉の運転再開に関する一連の措置について

当特別作業斑の委任に基づき用意されたこの件に関する決定案を基本承認する。

シチェノレピナ同志に対し、交わされた意見を考慮に入れつつ、ソ連盟防省及び関係省庁の参加を得て

上記の決定案を仕上げ、その承認を得るため、 1週間を期限として提出するよう委任する。 また、決定

案の最終的なとりまとめに際しては、第3号炉の運転再開が少なくとも今年9丹までに実現出来るよう

にすること。

政府委員会(シチェノレピ、ナ同志)に対し、クルチャトフ記念原子力エネルギー研究所及びその他機関

の参加を得て、 3号炉ブロック施設内の放射線状況に対する 4号炉からの否定的影響を除去する問題に

ついて検討すると共に解決策を見出し、さらにチェルノブイリ原発建設拠点の除染に関する勧告をとり

まとめるよう委任。

ソ連閣僚会議燃料・エネルギー企業体事務局に対しては、関係省庁の参加のもと、ウクライナ南部の

電力供給問題、及びこの地域で現在生じている発電容量の不足問題について検討し、その結果について、

当特別作業斑に報告するよう委任する。

2. チェルノブイリ原発事故の今後の復旧処理作業に関するいくつかの間題について

ドルギブ、シチェルピ、ナ両同志により提出された、この件に関する対策案について承認する。

シチェルピナ同志に対し、交わされた一連の意見とソ連国家水文気象委員会の提言を考慮に入れ、上

記の案について確認するよう委任。

政府委員会は、本案に盛り込まれた対策措置の実現に対する監督を担う。
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3.新世代型原子炉開発作業の進捗状況について

ドルギフ、シチェルピナ両同志の覚え書きに示された、この問題に関する見解に同意する。

原子力発電施設の高い安全レベルを確保することの特別な意義を重視し、ソ連閣僚会議燃料・エネル

ギー企業体事務局(シチェルピナ同志)に対し、ソ連原子力エネルギー省、ソ連中規模機械製作省、ソ

連国家原子力安全監督局及びその他関係省庁、また、主要な研究者と専門家の参加を得て、上記の問題

に関する決定案をまとめ、 3ヵ丹を期限として当特別作業斑に提出するよう委任する。

本案では、特に、 RBMK型原子炉及びVVER型原子炉を持つ原子力発電所の安全性向上のための

措置について、その実施状況に関する基本的な評価を盛り込み、さらに、新型原子炉の開発にあたって

関係省庁が担うべき具体的課題を示すとともに、次世代原子炉の開発に向けた提言をまとめるための、

科学者及び専門家による個別グループの組織について検討すること。

4. チェルノブイリ原発事故処理対策問題に関するソ連共産党中央委員会及びソ連盟僚会議決定のモギリ

ョフ州における実行状況について

ベロルシア・ソビエト社会主義共和国閣僚会議、地元党機関及びモギリョフ州のソビエト機関が、半

減期の長い放射能による高レベル汚染地で、の住民居住に際して、厳格に遵守されるべき衛生管理体制の

実現を怠ったことを指摘する。住民の健康状態の維持に直接関係するこのような問題へのこうした態度

は容認しがたいものである。

ベロルシア共産党中央委員会並びにベロルシア・ソピエト社会主義共和国閣僚会議に対し、ソ連共産

党中央委員会関係各部の覚え書きに示されたモギリョフ州における監査結果について検討し、今回見出

された不備を解消するための措置、また、当該の問題に関するソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議

決定に基づいてしかるべき管理体制を確立するための措置を至急講じるよう委任する。

政府委員会(シチェルピナ同志)は、ソ連保健省、ソ連国家農工委員会、ソ連国家水文気象委員会、

ソ連中規模機械製作省及びソ連科学アカデミーの代表者を交えて、現地に赴いた上で、放射能汚染地域

における住民の安全な居住条件、並びに当該地域における通常レベルの経済活動の実現に関する問題全

体について確認、し、必要な決定を講じるか、もしくは、しかるべき根拠に基づく提言を示すこと。

作業結果については、 1987年4月 16日までに当特別作業斑に報告されるものとする。

5.核動力機関を備えたソ連海洋船舶省所属船の安全操業確保のための措置について

ソ連国家原子力安全監督局、ソ連中規模機械製作省、ソ連造船工業省、ソ連保健省、ソ連国家保安委

員会 [KGB]及びソ連海洋船舶省の代表者による委員会、並びにヴォリメノレ、ソドレンコ両同志によ

る、現在、ソ連j毎洋船舶省所属の原子力船について、必要な安全操業の水準が確保されているとの報告

を了解する。

一方で、提出された資料及び会議で問題点を話し合った結果から判断すると、上記の取組みにおいて

は不備な点も認められる。特に、液体及び国体の放射性廃棄物の確実な保管に関する問題は、完全には

解消されておらず、その処理方法も確立されていないほか、原子力砕氷船の技術系統の防御についても

満足のいくものとはなっていない。ソ連国家原子力安全監督局は、民間原子力船の安全管理に関して、

与えられた権限を十分には行使していない。

ソ連海洋船舶省(ヴォリメノレ同志)、ソ連造船工業省(ベロウソフ同志)、ソ連中規模機械製作省(リ

ヤベフ同志)、ソ連保健省(チャゾフ同志)、ソ連国家原子力安全監督局(マノレイシェフ同志)、ソ連国家

保安委員会 [KGB] (ボプコフ同志)及びソ連内務省(ヴラソフ同志)に対し、関連機関の参加のもと、

原子力船の安全な操業を確保するための特別対策を講じ、ソ連政府の決定を要する問題については、し

かるべき決定案をとりまとめた上で当特別作業斑に提出するよう委任する。

6. ドニエプル川流域における春の融雪洪水に備えた対策について

チェルノブイリ原発地区にある水資源保護施設は全て、春の融雪による増水に備えた状態にあり、通

常作業担当班及び緊急作業斑による常時体制の監視が行われ、軍の部隊とも相互の協力関係が築かれて

いるほか、必要な物資や機材も用意されているとの、パラド・ザデ同志の報告を了解。

政府委員会(シチェルピナ同志)に対し、チェノレノブイリ原発地区の融雪洪水対策、及びドニエプル
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N.ノレイシコブ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印

川水源域への放射能流入防止のための措置が、全関係省庁により漏れなく確実に遵守されるよう、監督

を強化するよう委任。その際、原発敷地内の治水設備が確実に機能するようにする点に特段の注意を払

うものとする。

7. ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国、並びにウクライナ、ベロルシア碍ソピエト社会主義共和国の

一連の地区で生産された食肉の加工について

ソ連農工委員会(ムラホブスキー同志)及びベロルシア共和国閣僚会議(コヴァリョブ同志)は、当

会議で示された支持に従って対処すること。

8. V. 1. テレビ口フ同志の覚え書きについて

V. 1. ドルギフ同志に対し、交わされた意見を考慮に入れて、この件に関するソ連共産党中央委員

会宛ての覚え書きをとりまとめるよう委任。

Y道長席会議事事務局ryg

******************************************合**************************************************

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

198ア年7月13日

出席者:

ソ連共産党中央委員会政治局員

ソ連共産党中央委員会政治局員候補

ソ連内務相

会議招致出席者:

ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国第 1副議長

[第 1副首相]

ソ連科学アカデミー総裁

ソ連原子力エネルギー棺

ソ連中規模機械製作相

ソ連電力相

機器製作・自動化装置・制御システム相

ソ連保健棺

ソ連国家計画委員会第 1副議長

ソ連国家農工委員会第 1副議長

ソ連国家科学技術委員会第 1副議長

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連国家労働・社会問題委員会議長

ソ連国防省第 1次官

ソ連国家保安委員会 [KGB]第1副議長

ソ連保健省第 1次官

ソ連国家建設委員会次官

ベロルシア・ソピエト社会主義共和国閣僚会議

第1副議長[第1副首相]

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国閣僚会議

副議長〔副首相〕

$d 

(第9項は極秘)

議事録第39号

同志ルイシコブ N. I. 

同志ヤーゾフ D. T. 

向志ヴラソブ A. V. 

同志ヴォロニン L. A. 

シラエブ1. S. 

シチェルピナ B. E. 

同志タベエブ F. A. 

間志マノレチューク G. I. 

同志ルコニン N. F. 

同志リャベフ L. D. 

同志マイオレツ

同志、ンュカパルドニャ M. S. 

同志チャゾフ E. 1. 

間志レウト A. A. 

同志シゼンコ E. 1. 

同志エブレモブ L. N. 

同志イズラエリ Yu.A. 

同志グラドキー1. 1. 

同志アブロメエフ S.F. 

間志ボブコア F. D. 

同志セルゲ、エブ G. V. 

向志ロザノフ E. G. 

同志エフトワブ V. G. 

同志エシベンコ P. E. 
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ソ連国防省次官

ソ連外務省次官

ウクライナ共産党キエブ州委員会第 1書記

ベロルシア共産党ゴメ川、1'1委員会第 1書記

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国

科学アカデミー総裁

ソ連国防省化学部隊参謀長

同志ゴヴォロブ V. L. 

同志ベトロアスキー V. F. 

同志レヴェンコ G. 1. 

同志カマイ A. S. 

同志パトン B. E. 

同志カヴノフ V. S. 

モギリョフ州執行委員会副議長 同志コスチュコヴィチ E.V. 

クノレチャトフ記念原子力エネルギー研究所第 1副所長 同志ポノマリョフ・ステプノイ N. N. 

ソ連保健省生物物理学研究所副所長 同志ブノレダコブ L. A. 

ソ連機器製作・自動化装置・制御システム省

制御問題研究所所長 間志プランギシヴィリ 1. V. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

第1次長 同志ブロルィシェフ V. M. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志マリイン V. V. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部門長 同志コプチンスキー G. A. 

1 .チェルノブイリ原発事故による放射能汚染地域の放射線状況について

一連の措置が講じられた結果、放射能汚染地に住む住民の大部分の被曝レベルは許容範囲に収まるに

至っているとの、イズラエリ、チャゾフ、ルコニン、アブロメエブ、シゼンコ、タベエブ、リャシコ及

びコヴァリョアの各同志の報告を了解。

一方で¥提出された資料及び当会議での話し合いの結果から判断すると、チェルノブイリ原発事故の

処理対策作業において不備な点が認められる。特に、政府委員会(シチェノレピ、ナ同志)は、事故処理作

業全体の実施にあたって与えられた権限を完全には行使しておらず、一部の地区では、ソ連国防省部隊

による除染作業の規模が小さくなり、また、第 1、第2、第 3号炉各施設内の放射線状況に対する第4

号炉からの影響を減らす問題についても解決が遅れている。さらに、放射線状況の管理に携わる関係省

庁間の連携も満足のいくものとはなっていない。

政府委員会(シチェルピ、ナ同志)に対し、次の点について委任する:

ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国、ウクライナ及びベロルシアの各ソピエト社会主義共和国内

の放射能汚染地、特に市民の定住地における除染作業、土地改良作業の準備と実施に対する監督を

強化する。

・現地に赴いた上で、第4号炉の状態に対する確実な管理体制の確立に関する問題と、第 1、第2、

第3号炉ブロック内の従業員作業場所の放射線状況に対する、 4号炉の影響を低下させることに関

する問題、さらに第3号炉の安全な操業を確保する上で最適の条件を築くことを念頭に、 3号炉ブ

ロックの設備及び室内環境の除染実施状況を改善し、その質を向上させることに関する問題のそれ

ぞれについて検討し、その解決をはかる。

ソ連国家資材・機械補給委員会(ヴォロニン同志)と合同で、チェノレノブイリ原発敷地内にある余

剰機材及びその他有価資材の保有量を減らし、国民経済用に用いるための必要な措置を講じる。

当該地域の放射線状況の管理に携わる関係省庁の活動を調整し、その際、今後そうした活動は、政

府委員会の同意を得た上でのみ行われるようにすることを念頭に置く。

ウクライナ共和国閣僚会議、ベロルシア共和国間僚会議及びロシア連邦共和国閣僚会議は、地元の党

機関並びにソビエト機関と合同で、市民に対する衛生広報活動を強化し、その居住地域の実際の放射線

状況に関する信頼すべき情報を提供するための必要な措置を講じ、放射線レベノレに関する事実と異なっ

た認識が生じることのないよう対応すること。

チェルノブイリ原発地区での放射能汚染が、その性格上長期にわたって続くことを考慮に入れ、次の

各点につき、ソ連国家水文気象委員会、ソ連保健省、ウクライナ共和国閣僚会議、ベロルシア共和国閣

僚会議、ロシア連邦共和国閣僚会議及びウクライナ共和国科学アカデミーの提言を取り入れる:

30キロメートル圏内にある居住地の市民が帰還することは妥当ではないと判断すること。
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最新の計測結果で、セシウム 137の汚染度が 1平方キロメートル当たり 15キュリーを超えてい

る居住地 167個所を、地元産食料品及び自家菜濁で生産された食品の消費制限が導入される地点

に含めること。

・政府委員会(シチェルピナ同志)は、ソ連政府のしかるべき決定により定められた特典を、これら

の地域に暮らす市民に対しでも適用することに関する提言を、 1週間を期限としてソ連閣僚会議に

提出すること。

・セシウム 137の汚染度が 1平方キロメートル当たり 15キュリー以下に低下した居住地 85ヶ

所の住民に対し、現在適用されている特典をそのまま維持すること。

30キロ圏内での経済活動を認めず(チェルノブイリ原発敷地内を除く)、同圏内に実験場、禁猟

区及び自然保護区を設けることについて。

ウクライナ、ベロルシア両ソビエト社会主義共和国閣僚会議に対し、この件に関する決定を採択する

よう委任。

ベロルシア及びウクライナの両ソピエト社会主義共和国閣僚会議に対し、セシウム 137の汚染度が

1平方キロメートル当たり 80キュリーを超える居住地4ヶ所での、市民の居住に関する決定を採択す

るよう委任する。

1 987年8月 1日より、放射能汚染地域に住む住民の最大許容放射線被曝線量を、年間 10レムか

ら3レムに引き下げるとした、政府委員会(シチェルピナ同志)、ソ連保健省及びソ連農工委員会の提言

(資料添付)を受入れる。

2. r原子力発電所の制御系統に対する新型高信頼度自動制御システムの開発に関するjソ連共産党中央委戸

員会及びソ連関僚会議決定案について

この問題に関する決定案を承認する。

シラエフ、シチェルピナ両同志に対し、当会議で示された意見や提案を考慮、に入れて本決定案を仕上

げるよう委任。その際、特に次の点について追加検討するものとする:

・ フランス、ドイツ連邦共和国[西ドイツ]、日本及びその他資本主義国において、高信頼度自動制

御システムの技術開発で主導的な立場にある一連の企業との開発・技術協力の実現。

ソ連機器製作・自動化装置・制御システム省が請け負えるであろう、原子力発電所高信頼度自動制

御システムの組立及び取り扱い操作の作業規模を確認すること。

・モスクワ市に建設する担当生産拠点群の必要な規模と、ソ連機器製作・自動化装置・制御システム

省傘下の企業及び機関での開発生産活動に、外国からの専門家を引き入れること。

3. r高混ガス冷却炉をベースとした原子力エネルギー技術コンビナートを開発し国民経済に導入すること

に関する」ソ連共産党中央委員会及びソ連関僚会議決定案について

シチェノレピ、ナ、マスリュコブ、シラエフの各同志から示された、この件に関する決定案を承認する。

4. ベロルシア m ソビエト社会主義共和国内の放射能汚染地区に住む住民の健康維持を目的とした安全対

策の実施状況について

地元住民の健康状態に対する監視システムが確立され、一連の特別保健診療所が整備されたほか、避

難民に対し住居があてがわれ、今年末までに文化・生活支援関連施設の建設が完了する見通しとなるな

ど、放射能汚染地区住民の健康維持のための取組みが最近活発になったとの、エフトワフ同志の報告を

了解。

しかし、その一方で一連の不備も認められる。とりわけ、強化管理ゾーン内にある居住地の除染作業

について、いずれの場所においても効率的に進められている訳ではなく、また、これらの居住地に対す

る食料品の配送に乱れが生じている。

ベロルシア共産党中央委員会及びベロルシア・ソピエト社会主義共和国関僚会議は、次のことに弱し

義務を負う。

-強化管理ゾーンの住民に対する非汚染食品の配送が確実に行われるようにし、その取引にあたって

の一連の不備を解消するために必要な措置を講じる。
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-ソ連国防省と合同で除染作業を強化し、その効率性を高めるための対策をとりまとめ、実行する。

またその際、生じた廃棄物をしっかりと埋葬処分できるようにする。

-住民に対するしかるべきレベルの衛生広報活動を維持し、可能な限り、その活動に経験豊富な専門

家を参加させる。また、一般に公表される情報の質と信溶性に対しては、より厳格な立場で臨み、

地元民の健康維持対策の実施について確固たる立場で住民に対する情報提供を行う。

5. r顕子力発電用のロボット工学システムの開発に関するJソ連共産党中央委員会及びソ連関僚会議決定

案について

シチェノレピ、ナ、シラエフ及びマスリュコフの各同志に対し、当会議で示された種々の意見を参考に、

本決定案を仕上げるとともに、その際、特に関係省庁の大臣の参加を得て、ロボット工学システムの開

発に幅広く国防産業分野の企業及び機関を参加させる問題、並びにこの問題の解決に責任を持って対処

する中心機関を定める問題、さらに、モスクワ市に担当生産拠点群を建設することの妥当性と、モスク

ワの関係機関での開発生産活動に外国の専門家を引き入れる必要性について検討をはかるよう委任。

仕上げられた決定案は、ソ連共産党中央委員会に送るため、 3週間を期限として、しかるべきメモ内

容とともにソ連閣僚会議に提出されるものとする。

6. スラヴチチ市建設の進捗状況について

マイオレツ、エシペンコ、レヴェンコ及び、シチェルピナの各同志からの報告から判断すると、スラヴ

チチ市の建設状況は満足のいくものとなっていない。

ソ連電力省は、一連の公共生活施設、技術インフラの建設において明らかな遅れを生じさせている。

また、スラヴチチ市の建設を担当している、ソ連電力省の建設・組立関連機関は、必要量の専門作業員

や建設機材、機器類を確保するに至っていない。

さらに、建設にあたって必要な、資材・技術取り扱い文書やその他材料の供給に乱れが生じている。

そのほか、不良建築資材が納入される例や質の悪い建設組立作業が行われる例が見られる。

スラヴチチ市の建設に参加しているソ連の関係省庁及び連邦構成共和国閣僚会議、特に、ソ連電力省

とウクライナ・ソピ、エト社会主義共和国閣僚会議は、生じている不備を解消するための有効な手だてを

講じておらず、また、都市施設の時宜に適った建設と業務開始の実現に務めていない。

ソ連閣僚会議燃料・エネルギー企業体事務局、ソ連国家建設委員会及び、ソ連原子力エネルギー省は、

1 986年 10月 2日付・チェルノブイリ原発従業員の定住用新都市建設に関するソ連共産党中央委員

会及びソ連閣僚会議決定・第 11 7 9号に定められた課題の遂行状況に対する監督を弱めるに歪ってい

る。

政府委員会(シチェルゼナ向志)は、現地に赴いた上で、スラヴチチ市建設に関連した一連の問題全

体について詳細に検討し、特に次のことを行うものとする。

ソ連国家建設委員会と合同で、チェルノブイリ原発第5及び第6号炉の建設計画が撤回されたこと

を考慮に入れ、住宅や社会・文化関連施設、都市基盤インフラの建設に関して、その構造や規模を

あらためて確認し、さらに住宅やその他都市生活関連施設を質的に高いレベルで建設することにつ

いて検討する。

ソ連盟家資材・機械補給委員会と合同で、市内の諸設備の建設に際して必要な、物的・技術的資材

やその他の材料の供給について改善策を検討する。

スラヴチチ市の建設作業及びチェルノブイリ原発の修繕復旧作業に従事する、建設組立企業の作業

員への常宿用住居の提供について検討する。

スラヴチチ市の住宅積み立て基金の法的位置づけについて検討する。

操業担当員の往来に際して、原発敷地内の放射能が持ち込まれ、町が汚染されるのを防ぐための対

策について検討する。

検討結果及び講じられることになった措置については、 1987年 8月 1日までに、当特別作業斑に

報告されるものとする。

ウクライナ・ソピエト社会主義共和国閣僚会議に対し、スラヴチチの建設に対する監督を強化し、ま
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ソ連閣僚会議総務局総務課印

た、共和国内の機関によって用意される、機材類や建設資材、その他材料や関連製品の時宜にかなった

納入の実現について、問題の解決に特別体制で全力を挙げて対処するよう委任する。

7. チェルノブイリ原発ゾーンでの作業に従事する労働者への支払賃金について

シチェルピナ同志の覚え書きに記された、この件に関する見解に同意する。

8. 核災害によって生じた損失への責任に関する国際協定案について

この問題についての検討は先送りとする。

撞盤

9. チェルノブイリ原発ゾーンでの作業の実施に際して認められる公衆衛生規準と放射線安全規則の違反

について

政府委員会(シチェルビナ同志)に対し、ソ連原子力エネルギー省、ソ連中規模機械製作省、ソ連盟

防省、ソ連保健省及び関係機関の参加のもと、ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部の覚え

書き(添付)に記された諸問題について検討し、チェルノブイリ原発及びその隣接地区での作業にあた

って、労働保護、安全及び衛生技術関連規則の遵守に関してしかるべき対応がとられるようにするため、

必要な措置を速やかに講じるよう委任する。

その結果については、 9月 15日までに当特別作業班に報告されるものとする。

Y華麗反事会議夢務局箔
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議事録第40号

ソ連共産党中央委員会政治局チェルノブイリ原発事故対策特別作業班

1988年1月6日
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ソ連内務相
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ソ連閣僚会議副議長[副首相]

ロシア・ソピエト社会主義連邦共和国閣僚会議

第1副議長[第1副首相]

自ロシア・ソピエト社会主義共和国関僚会議

第1副議長[第 1副首相]

ソ連国家農工委員会第 1副議長一ソ連国務大臣

ウクライナ・ソピエト社会主義共和盟閣僚会議副議長

[副首相]

ソ連原子力エネルギー相

ソ連電力相

ソ連中規模機械製{科目

ソ連国家原子力安全監督局長官

ソ連国家水文気象委員会議長

ソ連関防省第 1次官

間忘ルィシコブ N. N. 

リガチョブ E. K. 

ヴォロトニコフ V. I. 

チェブリコブ V.M. 

同志ドノレギフ V. I. 

同志ヴラソフ A. V. 

同志パタリン Yu. P. 

ヴォロニン L. A. 

シチェルピナ B. E. 

同志タベエフ F. A. 

同志エブトゥフ V. G. 

同志シゼンコ E. I. 

同志カチャロアスキー E.V. 

同志ルコニン N. F. 

向志マイオレツ A. I. 

同志リャベブ L. D. 

同志マルイシェフ V.M. 

同志イズラエリ Yu. A. 

同志ノレ、ンェブ P. G. 
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ソ連保健省第 1次官

ソ連国防省第 1次官

同志セルゲエフ G. V. 

同志ゴヴオロブ V. L. 

ソ連閣僚会議燃料・エネルギー企業体事務局次長 同志セミョーノフ Yu. K. 

クノレチャトフ記念原子力エネルギー研究所第 1副所長 同志ポノマリョブ・ステプノイ N. N. 

ソ連保健省生物物理学研究所長 同志イリイン L.A. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部長 同悲ヤストレボブト P.
ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部

第1次長 田志フロルイ、ンェブ V. M. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネルギー産業部次長 同志マリイン V. V. 

ソ連共産党中央委員会重工業・エネノレギー産業部

部門長 向志コプチンスキー G. A. 

1. 1986年7月14日付 fチェルノブイリ原発事故原因究明調査の結果と事故処理、及び原子力発電

の安全対策に関するjソ連共産党中央委員会政治局決定の遂行状況についてのソ連共産党中央委員会決

議案、並びにこの間題に関する党及び政府のその他の決定について

当特別作業班のソ連共産党中央委員会政治局宛て覚え書き、及びこの件に関するソ連共産党中央委員

会決定案を基本了承する o

V. 1. ドルギフ、 B. E. シチェルピ、ナ両同志に対し、交わされた意見を参考にし、決議案の第 1

O 、第 11、及び第 13項について、確認するよう委任。

提出文書は、ソ連共産党中央委員会の審議に付される。

2. チェルノブイリ原発事故の処理対策に関連した諸問題に関するソ連共産党中央委員会政治局特別作業

班の活動について

V. 1. ドルギフ、 B. E. シチェルピナ両同志に対し、当特別作業班のソ連共産党中央委員会宛て

覚え書きの草案と、この件に関するソ連共産党中央委員会決定案をとりまとめるよう委任。

提出書類は、ソ連共産党中央委員会の審議に付される。

3. チェルノブイリ原発運転要員及び補修要員の補充措置、並びに fスラヴチチ市における住宅供給とそ

の利用の手続き、入居作業の実施!こ関するJ規定の承認について

チェルノブイリ原発において、常勤職員の編成と職員交替制によらない操業への移行に際し、緊迫し

た状況が生じたことを指橋する。キエフに設備の完備した住居をあてがわれた職員の一部は、新たに建

設されたスラヴチチ市への移住を拒否している。

こうした状況が生じたことは、ソ連原子力エネルギー省、地元党及びソゼエト機関、チェルノブイリ

原発指導部による原発職員への政治教育活動に由々しい不備があり、なおかつ人々に対する儒別対応が

欠如していること、また、発電所の党組織の弱体性を示している。さらに、この問題に対して、ウクラ

イナ共産党中央委員会及び党キエフチ1'1委員会は、しかるべき必要な注意を払っていない。

ソ連共産党中央委員会政治局は、安定的かっ政治的に成熟した人員による体制をチェルノブイリ原発

に築くことが、原発の安全操業を維持する上で最重要の条件であることを特に指摘する。

ソ連原子力エネルギー省(ルコニン同志)は、他原発からの登用も含めた、チェノレノブイリ原発勤務

の専門家選抜に関する措置を速やかに講じ、 1988年中に向原発を職員交替制によらない操業体制に

移行させる義務を負う。また、党キエア州委員会及び、全ソ労働組合中央評議会と合同で職員に対する政

治教育活動を強化し、なおかつ、その取組みに際しては、個人的対応を基本に据えること。

キエブで、住居を得たチェルノブイリ原発職員に対する、キエフ市定住者用居住証明書の発給を一時的

に停止する必要があるとの、ソ連原子力エネルギー省及び党キエフ州委員会の意見に同意する。

発電所内で生じた状況が複雑であることを考慮するとともに、原発の安全操業体制を無条件に確保す

る必要があることから、例外として、チェノレノブイリ原発運営管理部に対して、スラヴチチ市の定住用

住居に移ることを望まない職員を解雇する権限を与えることは妥当であると判断する。

政府委員会(シチェルピナ同志)は、ソ連原子力エネルギー省、ソ連司法省、ソ連国家労働・社会問

題委員会及び全ソ労働組合中央評議会の参加を得て、この問題について検討し、 1ヵ月を期限として、
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しかるべき提言をソ連閣僚会議に提出すること。

V. 1. ドルギフ、 B. E. シチェルピナ両同志に対し、当特別作業班の、チェルノブイリ原発の安

定的労働者集団の編成実現に向けた対策に関するソ連共産党中央委員会政治局宛て覚え書き、及びこの

問題に関するソ連共産党中央委員会決定案を準備するよう委任。

上記の文書は、ソ連共産党中央委員会政治局の審議に付される。

スラヴチチ市の諸設備の建設組立作業計画は、 1987年を通して超過遂行されたものの、住宅及び

一連の文化・生活関連施設の使用開始に関する課題は、完全遂行されるに歪らなかったことを指摘する。

定められた課題の遂行において最も遅れが目立つのは、ソ連電力省、ソ連南部建設省、アゼルパイジャ

ン、アノレメニア及びグルジアの各ソビエト社会主義共和国閣僚会議の管轄下にある組織によるものであ

る。これらの省の指導部及び共和国閣僚会議に対し、最短期間のうちにお建設作業を完了し、施設を利

用開始を可能にするための措置を講じるよう求める。

ソ連原子力エネルギー省がまとめ、地元党機関及びソビエト機関の同意を得た「スラヴチチ市におけ

る住宅供給とその利用の手続きに関する規定Jを承認する(添付)。ウクライナ・ソピエト社会主義共和

国閣僚会議に対し、定められた手般に従って、この規定を承認するよう勧告する。住宅配分にあたって

は、それぞれの労働者の専門性が現場で必要とされる度合いに厳密に従った判断をすること。その際、

第 1に、現業部門の人員に住居が割り当てられるようにする。

4. スラヴチチ市とその隣接地区の放射線状況、及び同市内の衛生管理体制の維持対策について

この件に関するイズラエリ、チャゾフ両同志の覚え書きに示された見解に同意する(添付)。

ソ連原子力エネルギー省、ソ連国家水文気象委員会及び、ソ連保健省の各指導部に対し、現地に赴いた

上で生産公団 fコンピナートj とチェルノブイリ原発、党及び労働組合委員会の指導部の参加を得て、

1週間を期限に原発職員を対象とした、しかるべき論拠に裏付けられた説明活動を実施し、その際、

の新都市での居住によって健康に害が及ぶ恐れのないことを示すよう委任する。

5. 今後のチェルノブイリ原発事故処理作業について

シチェルピナ同志覚え書き(添付)に記された、チェルノブイリ原発事故の、今後の処理作業にあた

っての方針について大筋で同意する。

作業の実施計画及び日程の策定にあたっては、特に次の点に留意するものとする:

プリピャチ及びチェルノブイリ市内にある、将来の利用に適した建築物の維持保存に関する問題

を解決すること。

「ニンジン色の森Jの残存物を含めた、放射性廃棄物の確実な埋葬処分を実現し、原発隣接域の汚

染を防ぐこと。

・発篭所冷却池の岸辺及び患に貯まった汚泥の除去のため、追加対策をとりまとめること 0

.現在、住民が暮らしている、放射能汚染居住地の再除染作業を実施すること。

-その建設の結果、原発敷地内地下水位の看過で、きないレベルの上昇と敷地土壌の広い面積にわたる

泥化を招く要因となった、治水用堤防を完全な規模のまま、今後も維持することが妥当か否か、入念

な分析を実施することが必要なこと。

ウクライナ及び白ロシアの両ソビエト社会主義共和国閣僚会議は、移住ゾーン内に研究実験場、禁猟

区及び告然保護匿を整備することに関する、 1987年7月 13日付当特別作業斑決定の遂行状況が不

十分なものとなっている点に留意する。 V. A.マソル及びM. V. コヴァリョフの両同志は、 1ヵ月

を期限として、しかるべき提言をまとめ、政府委員会の承認をあおぐこと。

チェルノブイリ原発4号炉中央機械ホールの密閉処理及び「シェルター(石棺)Jの信頼性の強化、発

電所第3列建屋の建設停止に伴う相当規模の作業を、 1988年中に実行する必要があることに鑑み、

最大6ヵ月を期限とする短期特別招集により 1万2千人規模の予備役を集めるとの、政府委員会の提言

に同意する。これらの兵員は、ソ連電力省及びソ連中規模機械製作省の管轄下に置かれる。この件に関

するソ連関僚会議決定案を承認。ソ連共産党中央委員会に報告する。

政府委員会(シチェルピナ同志)は、次のことを行う:



-ソ連原子力エネルギー省の参加を得て、発電所に経営上の大きな自立性を与えることを念頭に置き

ながら、生産公団「コンビナートj とチェルノブイリ原子力発電所の聞の管轄機能の線引きを確認

する。

・ソ連保健省及び、ソ連国家水文気象委員会、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議と合同で、

ジトーミル州内の一連の居住地における放射線状況の問題、並びに現地住民に対して食料品供給の

特別体制を導入することの妥当性について検討をはかる。

・ウクライナ・ソビエト社会主義共和国閣僚会議、ソ連原子力エネルギー省、ソ連中規模機械製作省、

ソ連国防省及びその他関係省庁の参加を得て、レヴェンコ、プリュシチ両同志の覚え書きの中で取

り上げられた一連の問題点を検討し、必要な決定を下す。

6. チェルノブイリ原発事故による高レベル放射能汚染地住民への医療提供!こ関する、追加改善策につい

て

1平方キロメートルあたり 15キュリー以上の放射能汚染地域に暮らす住民への医療活動に従事する、

現地保健医療機関の人員確保を目的として、当該地域において 1988年2丹 1日付で全てのカテゴり

ーに属する医療従事者を対象に、 1986年 10月 16日付「保健医療及び社会保障分野従事者の労働

賃金引き上げに関するj ソ連共産党中央委員会、ソ連閣僚会議及び全ソ労働組合中央評議会決定を、例

外的に適用することについて必要と判断する。この件に関するソ連閣僚会議指示通達案を承認。

ソ連保健省(チャゾフ同志)は、 1988年上半期中に、チェルノブイリ原発事故に伴う被爆者の健

康管理及び治療にあたる、全ての保健医療機関並びに特別研究・治療機関に医療診断機器及び医薬品が

備えられるよう、万全の措置を講じる義務を負う。

7. ソ連科学アカデミー内に原子力及び化学技桁の安全発展の問題に関する科学調査研究所を創設する件

について

この件に関するソ連共産党中央委員会の覚え書き並びに決定案を、党中央委員会政治局に提出する。

N. ノレイシコブ

ソ連閣僚会議総務局総務課2印
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4. チェルノブイリ原発事故に関する日本の新開ニュース要約 (1986.4"'-'2002) 

< 1986年〉

86/04/29 朝日 「ソ連で原発事故かj

北欧のフィンランド、スウエ}デン、ノルウェー 3国、さらに

デンマ}クにまたがる広い範閣で 27日から 28日にかけて、大

気中から最高で平常の 6倍に上る放射能が検出され、ソ連の原

発で放射能漏れがあったのではなし、かとの見方が強まっている。

86/04/30 競売 fソ連、最悪の原発事故j

ソ連閣僚会議は 28日夜(日本時間 29日未明)、国営タス通信を

通じ、ウクライナ共和国のチェルノブイリ原発で事故が発生、

原子炉 1基が破損、被災者がでたと発表した。キエフ市当局者

は、事故が 26自におき、多数の死傷者が出たことを確認した。

事故発生から 3日後の 29日夜現在も向原発では炉心火災が続い

ている模様。

86/04/30 東京 死者2千人越す ?J

ソ連の原発事故について、各種報道を総合すると、事故が起き

たのは 26日夜で、 2000人以上が死亡したとの情報もある。

86/04/30 日経 f照辺の数万人避難J

モスクワの西側筋は 29日、チェルノブイリ原発で発生した事故

のため数万人が避難したと語った。同筋によると、原発から 30km

以内は f特別警戒地区Jとなっている。

86/04/30 朝日 「通常の百倍一時的に記録j

チェルノプイリ原発事故によって生まれた放射性物質を含む雲

は南東の風に運ばれてポーランド北東部を横切り、スウェーデ‘

ン、ノノレウェー、デ‘ンマーク、フィンランドに広がっている。

スウェーデ、ン東岸で、は 29日、通常の百倍の水準に達する放射能

が一時観測された。

86/05/01 読売 「建屋破壊まざまざJ

ソ連政府は 30日夜に声明を発表、チェルノブイリ事故の死傷者

に関し、死者数千人という一部西側報道を奇定、死者が 2人で

あることを確認するとともに、 197人が病院に収容されたことを

明らかにした。

86/05/01 読売 「各地で汚染相次ぐJ

スイス政府スポークスマンは 30日、同国東部のダボスで通常の

10倍の放射能を検出したと発表した。ユーゴスラピアのタンユ

グ通信は 30日、開国北部の一部で通常の 3-4倍の放射能を観

測したと報じた。

86/05/01 朝日 「異常な放射能:オーストリアなどj

ポーランドでは 29日から 30日にかけて大量の放射能を含んだ

雲が通過する北東部を中心に異常な放射能が検出され、一部で

は通常の 20倍に達したとしづ。一方、オーストリアでは、南部

のケルンテン州全域で、通常の 3-5倍、場所によってはげ倍

の放射能が測定された。

86/05/01 朝日 「上空から砂をまく j

キエフからの情報によると、チェルノブイリ原発の事故現場の

上空から、砂や金属のようなものがまかれている、という。モ

スクワの西側専門家は、「放射能対策というより、火災を鎮火す

るためではないかj とみている。

86/05/01 朝日 「サミットの緊急議題にJ

政府は 30日、ソ連の原発事故を4日からの東京サミットの緊急、

議題とする方針を決めた。サミット議長国として、ソ連に事故

情報の公開を求める、事故処理や今後の安全管理でソ連に対す

る協力の用意を表明する、 lAEA(国際原子力機関)を通じた国

際的な事故通報態勢の強化を進める、などを基本に参加盟の意

思統一を図る。

86/05/02 朝日 「重体は 18人J

ソ連は1日午後、チェノレノブイジ事故の被害者のうち 18人が重

体だ、と発表した。前日、被害者の数は 197人で、そのうち 49

人はすでに検診を受けて退院したとしていた。また、被害者の

うちに外国人はいないと伝えた。

86/05/02 毎日 fポーランドで通常の 500倍j

ポーランド内務委員会の 1日の発表によると、ポーランド国内

での放射能は一時、通常の 500倍に遣していた。帰国内 200カ

所で観測した結果をまとめたもので、 500倍の最高値はりゾ」ト

地域のメコウィケで 30日に記録されたもの。

86/05/02 朝日 「原発事故懸念見えずj

メーデーを祝うソ連労働者と市民の更新が 1日午前 10時から、

モスクワの赤の広場で行われた。チェルノブイリ事故について

は、国内の報道が少ないこともあって、市民の関にこれを懸念

するようすは目立たなかった。赤の広場のレーニン廟には、ゴ

ルバチョフ書記長をはじめソ連の最高指導者が並んだ。

86/05/03 朝日 は邦人が被ばく j

科学技術庁は 2日夜、ソ連・キエフ地方から帰国した日本人4
人が、チェルノブイリ事故による放射能を浴びていた、と発表

した。 4人は 32-50歳の男性で、 4月 22日から向 28日夜まで、

チェノレノブイリ原発の北約 300kmのそギレフに商用で滞在して

いた。 113夜成田空港へ帰国、 2日に東大で検査したところ、

体内にヨウ素 131と微量のセシウム 137が検出された。

86/05/03 読売 f事故原発は手抜き工事J

チェノレノプイリ原発は、無理な突貫工事などから構造上に問題

があるとの“内部告発"の論文が、事故の 1カ月前にすでにソ

連の新関紙上に掲載されていたことが明らかになった。チェル

ノブイリ原発批判の論文の執筆者は向原発の幹部職員とみられ

るリュボフ・コワレスカヤさんで、キエフの「ウクライナ・リ

テラトゥーラJ紙の 3月 27日付けに掲載された。

86/05/04 朝日 「原因は人為ミスj

ソ連共産党のエリツイン政治局員候補は 2日、西独のテレビイ

ンタピ、ューで、チェルノプイリ事故の原因について、「人為的ミ

スを責めるべきだJ と語った。同氏はハンブノレグで開かれてい

るドイツ共産党大会に出席のため当地を訪れた。氏はさらに、

①放射能の拡散を防止するため、ヘリコプターを使って空から

砂、黒鉛、ホウ素を袋に入れて投下した②周囲 30キロ四方の内

側にあった4つの村落の住民を避難させた③いくつかの貯水池

は汚染されたが、河川は汚染されていない、などと説明した。

86/05/04 毎日 「通常の 100倍の放射能検出:東ベルリンj

東独の AND通信は2日、東ベルリンで通常の 100倍に達する放

射能が検出されていることを明らかにした。 4月 30日から 5月

1日にかけての測定。

86/05/05 朝日 「日本各地で異常放射能J

チェノレノブイヲ事故による放射能汚染が日本各地の広い範囲で

確認された、と政府の放射能対策本部(本部長・河野洋平科学

技術庁長官)が4日発表した。「放射能の強さは、ただちに健康

へ影響を与えるものではなしリとしながらも、千葉市では、 3
日深夜から 4日未明にかけて雨水 1リットル当り 1万 3300ピコ

キュリ}のヨウ素 131の最高値を記録したのをはじめ、東京、

神奈川、愛知、大阪、鳥取など 15都府県で異常値を検出した。

86/05/05 13経 f危険値の倍を記録:ポーランドの牛乳汚染j

ポ}ランド政府は4日、放射能汚染に関する新たなデ}タを公

表。ヨウ素 131の牛乳への混入度は開国北東部の最大汚染地域

で、 1リットノレ当り最高4万 6440ピコキュリーを記録したこと

を明らかにした。

86/05/06 産経 「パス 500台で全町民避難j

米ABCテレビが 5日、情報筋の話として報じたところによると、

ソ連はチェルノブイリ事故の住民避難範囲を拡大、事故現場か

ら16km離れた町、ゴノレストノボルで町民全員をパス 500台、 ト



ラック 200-300台を使って先週末までに避難させた。

86/05/06 朝日 「帰留者 45人が汚染J

キエフ、モスクワ経由の観光旅行から 5日、成田空港に日本人

101入、准日外国人 22人の計 123人 (3便)が帰国、検査の結

果、体や荷物がチェルノブイリ事故による放射能で汚染されて

いた。科技庁放医研が同空港で帰国直後に調べたところ、体が

汚染されていた人は 45人、スーツケ}スなど 86個も汚染され

ていた。このうち甲状腺に放射能が検出された 8人は、同研究

所で精密検査を受けた。

86/05/07 朝日 「停止途中で爆発J

ソ連当局は 6日、チェルノプイリ原発事故についてそスクワで

初めて記者会見し、政府調査委員会の調査結果などを公表、事

故は4月 26日午前 1時 23分に、原子炉を止める作業の途中で

起ったことを明らかにした。原因について「原子炉の中で化学

的な爆発が起こったようだJと付け加えた。

86/05/09 朝日 「事故炉は事実上鎮火j

ソ連ウクライナ共和国のリャシコ首相は 8日、チェルノブイリ

事故後初めてキエフを訪れた外国人記者団と会見し①原子炉の

温度は 300度まで下がり事実上火災は止まった②合計8万 4000

人が避難した③事故の重大さがそスクワに伝えられたのは発生

2日後の4月初日だった、などと述べた。

86/05/10 毎日 fIAEAが声明J

国際原子力機関 (IAEA)のブリックス事務局長は 9日、チェル

ノブイリ原発事故に関する声明を発表した。声明要旨は次の通

り0 ・現地時間4月 26日午前1時 23分、チェルノブイリ原発の

4号機で爆発(複数)が起きた0 ・当時4号機では予定の維持補

修で稼働停止状態にあり、出力レベルは 7%。・制御室の記録が

由収され現在諦査されている。・向原発および半径 30km以内の

場所から 4万 8000人が避難した。.30km否の放射能汚染値の最

高値は1時間当り 10-15ミリレム。 5月5日には問 2-3ミリレ

ム、 5月 8日には間 O.15ミリレムに下がった。

86/05/10 日経 「夏休みを早める:キエフの児童 25万人脱出J

ウクライナのロマネンコ保健相は 9日、原発事故のため子供た

ちの夏休みを時期を早めて実施すると明らかにした。 6識から

13識の学童が対象で、本来なら 5月 25日にはじまるところを、

15日まで、に休暇キャンプに送られるだろう、としている。

86/05/12 朝日 「ソ連・東欧の食料品 80%停止にj

欧州共同体 (EC)加盟関のうちイタリアを除く 11カ国は 11日

までに、チェルノブイリ事故で放射能汚染の恐れのあるソ連・

東欧7カ国からの生鮮食料品輸入を当面今月いっぱい停止する

ことで一致し、これらの闇からの生鮮食料品輸入の 80%は停止

状態になった。

86/05/14 軒目 「ソ連の報道は遅いが正確J

IAEAのブリックス事務局長は 13日、Jウィーンで関かれている

国際新関編集者協会総会で演説、チェルノプイヲ事故について、

ソ連の報道体制の不備を批判した。半面、西側諸国では無責任

な報道が見られたと指摘し、 fソ連の報道は遅いが間違いなしリ

と諮った。

86/05/15 朝日 「死者9入、 292人入院j

ゴルバチョフ・ソ連共産党書記長は 14日夜、チェルノプイリ事

故以来はじめて国営テレピを通して演説し、同事故とその後の

対応に関し、最高指導者としての見解を表明した。問書記長は

事故について、①原子炉の停止作業中に大量の蒸気が発生、水

素嬢発を誘発した②死者は9人、 292人が入院中③発電所と隣接

地域の放射能は今も人聞にとって危険な水準にある、などを明

らかにした。

86/05/日朝日 「市民の多くが脱毛J

チェルノブイリ北方 130kmのゴメリ市に住む女性は、モスクワ

の友人へのへの電話で、この数日間で頭髪が全部抜け落ちたと

告げた。この女性によると、 5歳の自分の子供をはじめ、人口

30万人のゴメリ市民の多くの人も同じ自に遭ったという。

86/05/15 毎日 「原発事故、 10万人が放射能検査j

14日付けのソ連紙ソピアツカヤ・ロシアは、これまでにチェル

ノブイリ原発の周辺住民を中心に 10万人が放射能検査を受け、

検査はまだ続いていると報じた。

86/05/19 朝日 「死者は 11人にj

ソ連政府機関紙「イズベスチヤJは 18日、チェルノブイリ原発

事故で消火に当たった消防士がさらに一人死亡したと報じた。

これでソ連根，0の発表による死者数は計 11人となった。米国の骨

髄移植の専門家、ゲーノレ博士は 16日、同事故の被曝者の治療を

終えて帰国するに当たって、 13人が死亡、 300人が負傷という

数字を明らかにしている。

86/05/20 日本海新鶴 「原乳から放射能一島根で国内最高値j

島根県は 19日、県内で主に生草をえさに飼育している牛の原乳

からヨウ素 131を1リットノレ当り最高で 678ピコキュリ}検出

した、と発表した。ソ連原発事故以来、園内で採取した原乳の

放射能濃度としては最も高い値。

86/05/21 毎日 「中絡を、妊婦殺到j

ユ}ゴの首都ベオグラードからの報道によると、ユ}ゴ国内の

病院では、チェノレノブイリ事故の影響を心配して中絶手術を求

める妊娠女性が殺到している。同国内でこれまで放射能醸害の

危険が報告された例はないが、当局は妊産婦に対して行ってい

る健療状態の定期的監視態勢を当分続行するよう関係方面に指

示したという。

86/05/22 毎日 「事故は実験中J

ソ連のシドレンコ毘家原子力発電安全委員会副議琵は 21日、一

部西側記者と会見し、チェルノプイリ原発4号炉が嬢発したの

は、専門家が向原子炉で実験をしている最中だったと述べた。

しかし、実験の内容については明らかにしなかった

86/05/25 毎日 「炉と一緒に犠牲者“埋葬"J

ソ連共産党機関紙プラウダは 23日、チェルノブイリ原発事故で

最初に死亡した 2人の犠牲者のうち 1人は遺体が発見されない

まま、事故炉と一緒にコンクリート詰めにされることになった

と報じた。

86/05/27 日本海新開 「海藻からも放射能J

チェルノプイリ原発から放出された放射能による汚染が、日本

周辺海域にも広がっていることが、政府放射能対策本部の 26日

までの調査で分かつた。対策本部によると、宮崎県北部の海鹿

で採取されれたマクサから 1kg当り 7万ピコキュリーという高

いヨウ棄 131が検出された。また、茨城県では、ヒジキから向
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コキュリー、カジメから向 3300ピコキュリー、神奈川県

では、イソモクから向 1400ピコキュリーなど。

86/05/29 朝日 「被爆患者 1000人J

ノ}ボスチ通信は 28日、チェルノブイリ原発事故の重症患者が

収容されているそスクワ第 6病院のグスコパ罷師の話として、

事故による患者は千人に達すると伝えた。ゴルバチョフ共産党

書記長は 14日の演説で、入院したものは約 300人と述べており、

千人というソ連側報道はこれがはじめて。開通信はまた「事故

の4時間後には特別の医師団がモスクワから現場へ飛ぶ態勢を

整えていた。さらに 24時間以内に医師団は千人の中から重症者

100 人を選別した。第 3~車として最後にモスクワに送られてきて、

現在治療中の患者は避難民だJと伝えた。

86/05/29 朝s ウオツカに殺到放射線障害に効く ! ?J 
「ウオツカは放射線障害に効く J一一チェルノブイリ原発事故

で放射能汚染の影響を受けているソ連のキエフ紙では、こんな

うわさが広まったため、住民がウオツカに殺到、アル中追放運

動で販売が制限されているウオツカが町中にはんらんしている。

キエフ市では通常 9ノレ}ブ、ルもするウオツカが4分の 1以下の

2ノレ}ブノレという特価で販売されている。

86/05/31 朝自 「原子力計画の変更をj

モスクワで 30日、ソ連の原子力開発計画変更を求める署名運動

に関連して、子供2人を含む 14人が警察に連行され、 3時間に
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わたって身柄を拘束された。署名行動を行ったのは 1982年に設

立された非合法組織で、ソ連最高会議に提出することを目的と

した請願書には、 30分で 50人の署名が集まったとし、う。

86/06/03 日経 f放射能汚染のウサギ肉廃棄j

イタリア北部のロンパノレディア州の州知事は 2日、チェルノブ

イリ原発事故の影響でコモ県内のウサギの肉から許容量の 2-

2.5倍のセシウムが検出されたため、食肉用に飼育しているウサ

ギのうち、生の草をえさにしているウサギをすべて処分するよ

うに命じた。

86/06/05 読売 f27倍のセシウム検出j

スウェ}デン国立食品検査研究所は4日、ストックホノレム北方

約 170kmのゲイブノレ地区で捕獲したシカの肉から、許容量の約

27倍のセシウムを検出したと発表した。スウェ}デンの専門か

らは、秋の狩猟シーズンには、破局的な影響が出る恐れがある

と懸念している。

86/06/06 朝日 f放出放射能は 1----3%J

チェルノブイリ原発事故の原因調査や復旧対策に当たっている

ソ連当局者は5日午後、モスクワで記者会見し、 f事故によって

環境に放出された放射能は、炉に残っていた核分裂生成物の 1

-3%だ、ったj と発表した。また、事故が起きたときに、「圧力

管が通常ではない状態でどう働くのかの能力をみる実験をして

いたJことを明らかにした。出席したのは、レガソフ・クノレチ

ャトフ研副所長ら事故対策の責任者。

86/06/06 朝日 「放射能きょう安全宣言j

政府の放射能対策本部は 6日、チェノレノブイリ原発事故による

わが国への麗接の影響がほとんどなくなったとして「安全宣言j

を出す。 5月4日に出した①雨水を藍接飲む場合は木炭等でこ

す②野菜等は念のため十分洗浄してから食べる、などの注意呼

びかけも解除する。

86/06/07 朝日 f住民2人も入院J

チェルノブイリ原発事故による患者の治療にあたっているゲー

ル博士ら米ソの専門家は6日午後、モスクワで記者会見し、放

射線障害で入院した 299人の中には、原発から約 3km離れたと

ころにいた住民2人が含まれていたことを明らかにした。 f1人
は自転車に乗っていて、ひざの部分がやけどをしたようになっ

た。もう 1人は野菜畑で仕事をしていた女性だj と同博士らは

述べた。

86/06/16 朝s 原発所長らを解任j

ソ連共産党機関紙プラウダは 15日、チェルノプイリ原子力発電

所のブリュハノフ所長とホミン主任技師が、事故の評価を誤り、

その後の救助活動、復i自作業での不手際の責任を問われて解任

されたと発表した。また、交代作業斑の班長や最古参の職長ら

が事故の後、今なお身を臆していることを明らかにした。

86/06/19 毎日 「淡水魚、食用は危険j

スウェーデン国立環境研究所の専門家は 17日、スウェーデン国

内の淡水魚の放射能汚染度が、食用とするには危険なレベルに

なっていると指摘した。

86/06/22 朝日 「犠牲者救済の募金 14億円に」

21日のタス通信によると、チェルノブイリ事故犠牲者を救済す

るためのソ連市民による fチェルノプイリ連帯基金Jが、これ

までに 830万ルーブル(約 14億円)に達した。

86/06/30 毎日 「薬散布し“雲払いり

29日付けの「プラウダj によると、チェノレノプイリ地域の上空

ではこの一週間、航空機を使って雲を消散させる作業が専門家

チ}ムによって行われた。雨が降れば、放射能を帯びた地上の

チリが地中に溶け込み、汚染が拡大するおそれがあるため。

86/07/02 朝日 「放射能汚染は東高西低j

ソ連原発事故による放射能の汚染状況を、京大工学部原子核工

学科、荻野晃也助手たちがまとめた。一定条件で採取した松葉

のヨウ素 131、セシウム 137を測定したもので、北海道、中部な

ど東日本が高く、瀬戸内沿岸や九州が低い「東高西低」傾向

明らかになった。松葉 1kg当りの放射能量は、ヨウ棄が、

の長崎県で 2600、最高の青森県で 43200ピコキュリ」、セ

ムは 220(鹿児島県)から 13300(宮崎県)ピコキュリ)だ、った。

86/07/03 原産 f英、羊の販売など禁止J

英国政府は6月 20日、南西カンプリア、北ウエールズのー

域での羊の移動、販売、屠殺を 3週間にわたって禁止すると

表した。何匹かの羊からぬ当り 4000ベクレノレ以上のセシウ

が検出されたため。

86/07/03 原産 f75年に事故同型炉の欠陥を指摘J

1975年に、レニング、ラ}ドの RBMK-1000型原子炉の設計を研究

するためソ連を訪れた英国の技術者チ}ムは、向原子炉には、

英国の許可基準に照らして判断した場合、いくつかの欠陥があ

ると結論づけている。たとえば、緊急時に炉心内を産接スプレ

イする冷却システムがないこと、全国的な格納構造物がないこ

と、黒鉛炉心が機械的に不安定であること、圧力管破損に対す

る防護が不十分なこと、ボイド係数がプラスであること、など

である。

86/07/10 朝日 「避難住民、自宅へj

9日付けプラウダによると、チェルノブイリ事故のため避難地

域に指定されていた自ロシア共和国ゴメリ州では 7つの村で放

射能除去作業が完了し、住民が自宅に戻れるようになった。ゴ

メリ州ブラーギン地区の行政資任者が明らかにしたもので、開

地区では48の村が避難対象の 30km圏内に入っていた。

86/07/12 毎日 f被ばくし 3-2.6ミリレムJ

科学技術庁は 11日、チェルノブイリ事故による日本への放射性

降下物の影響をまとめた。セシウム 137の蜂下量は、最も大き

かった石川県で、 1平方km当り 7ミリキュリーだった。降って

きた放射能による推定被ぱく線量は 5月からの 1年間で、外部

被ぱくが 1人当り平均で1.3ミリレム、内部被ばくは成人平均

で2.1ミリレムと計算された。

86/07/15 毎日 f西ベルリン表土放射能汚染j

チェルノブイリ原発から約 1000km離れた西ベルリンの表土は、

日本の土の少なくとも 50倍以上の放射能で汚染されていること

を、日本国内に持ち込まれた土を分析した京都大学原子炉実験

所の小出裕章助手が 14日明らかにした。表土から検出された放

射能は、 1kg当り、ヨウ棄 131が6.78ベクレル、セシウム 134

が 57.3ベクレノレ、セシウム 137が 124ベクレルなど。

86/07/日朝日 「避難の住民に新村j

15日のそスクワ放送によると、チェルノブイリ原発の周閤 30km

以内の地域から避難した家族のために、隣接の自ロシア共和爵

のゴメリ州に新しい村を建設することがこのほど決定された。

避難住民は今年冬までに一戸建て住宅もしくはアパ}トを新し

い村で受け取る。州北部のこの村では 10JI 1日までに 4000戸

の住宅が建てられる。

86/07/21 朝日 f原発事故は人為ミスJ

ソ連政府は、チェノレノプイリ事故の直接原因は「人為的ミスj

であったことを明らかにするとともに、関係者の解任などの処

分を行い、刑事責任も追及中であると発表した。また、事故に

より 28人が死亡、寵接の被害額が 20億ルーブル(約 4700億円)

にのぼったことをはじめて公表した。「事故は労働者たちの一連

の重大な原子炉運転規則違反によって引き起こされたj もの。

事故が発生したとき、 4号炉は計翻に基づく修理作業中で、タ

ーピン発電機の運転に関する実験が同時に行われていた。

86/07/25 朝日 「運転停止後の発電を実験中j

ソ連外務省のゲラシモフ情報局長は 24日の記者会見で、チェル

ノブイリ原発事故の引き金となった f実験j について「原子炉

の運転を止めた後、 40-45分間回転し続けるタービン発電機の

エネルギーを利用できるかどうか競べる実験だったj と説明し

た。局長は、ソ連政府事故調査委員会の報告書が8月中旬に IAEA
に手渡され、これは付属文書を含め数百ページに及ぶだろうと

語った。
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86/08/19 朝日 「斑点状に濃い死の灰:ポーランド全土j

チェルノブイリ事故によって放射能汚染されたポ}ランド各地

に、「放射能が特別に強し、地域jが多数生じていることが明らか

になった。研究者たちはこの汚染の斑点を「ホットスポットJ

と名付け、核実験の死の灰による汚染では見られなかった現象

と着目している。スポットの大きさは数 10mから数 100mとさま

ざま。

86/08/21 産経 f原因不明の火災も」

チェcノレノブイリ原発4号炉で、 5月 23日にも原因不明の火災が

起きていたことを、モスクワ市共産党機関紙「レ}ニンスコエ・

ズナーミヤj が伝えた。 4号炉建屋から冷却水をくみ出してい

た消防隊員が 5月 23日未明、高さ 24mの部分で煙を発見、石油

貯蔵施設への延焼が心配された。放射能レベノレが非常に高かっ

たので、消防隊は数秒間ずつ高放射能区域へ突進、一日がかり

のピストン消火でやっと消し止めた。

86/08/22 朝日 「設計上の備え欠いたJ

ソ連当局は 21日、モスクワで記者会見し、チェルノブイリ原発

事故についての最終的な調査結果を発表した。その中で、①死

者は 31人にのぼり、現症なお3人が重体である、②安全装置を

切るなど 6つのミスが震なって事故が起こった、③原子炉の設

計者はこうした異常な人為ミスに対する備えを考えていなかっ

た、@放射能医学センターをキエフにつくる、などの点を明ら

かにした。現在まで入院した人の数は 299人。そのうち放射線

障害を受けたものは203人だ、った。チェルノブイリ原発半径30km

の危険地帯から避難した人の数は約 13万 5000人(うち子供4

万5000人)にのぼった。また、事故のあった4号炉は「埋葬j

されるが、運転を停止している 1号・ 2号炉については「秋に

は操業を再開するだろう j との見通しを示した。

86/08/23 朝日 f6000人以上の早死に予測もJ

ソ連が IAEA(国際原子力機関)に提出したチェノレノブイリ原発

事故報告書によると、事故による放射能汚染は当初考えられて

いたより広い地域にわたり今後、圏内で 6000人以上が阜死にし、

避難した住民は4年間も戻れなし、かもしれない、としている。

86/08/27 日経 f爆発直前、出力 100倍にj

ウィ}ンの IAEA本部で開会中のソ連チェルノプイリ原発事故検

討会議で 26日、ソ連代表が事故の決定的瞬間を初めて公表した。

それによると、 4号炉が爆発する直前、炉の出力は定格出力の

およそ 100倍に達した。この結果、蒸気が大爆発、核燃料が飛

散した。さらに 2、3秒後、可燃性ガスの爆発で2度目の爆発

が起きたとしづ。前日の討議でソ連fJJJlは、黒鉛型炉の応急の安

全向上策として、①炉内に常に残しておく制御棒の数を増やす、

②制御棒の先端を常に炉内に入れておく、③核燃料の濃縮度を

あげる、の3点をあげた。

86/08/28 日経 「原発処理動員共に強い不満J

チェルノブイリ原発の放射能除去作業に動員されたエストニア

共和国の予備兵士の間で、健康上の不安や労働条件に対する不

安が高まり、ストライキに近い手段に訴える事態も起きている。

ヱストニアの新開が今月上旬に伝えたもの。

86/08/28 読売 「放射能漏れは 1億キュリーJ

チェルノプイリ原発事故の原因、経過を検討している IAEA専門

家会議で、ソ連は 27日、キセノンやクリプトンの放射性希ガス

5000万キュリ}が環境に放出されていたことを新たに認め、間

体、希ガスを合わせた放出放射能の総量は 1億キュリ}となっ

た。この 1億キュリーは、事故後 10日たって放射能が大幅に減

衰した 5月6日時点の放射能量に換算した値で、実際の放出量
は約3億キュリ}と考えられる。

86/08/29 朝日 「核燃料の 4%飛散J

ウィ」ンで開かれている lAEA専門家会議でソ連代表は 28日、

チェルノブイリ事故での水素爆発とその後の黒鉛火災で、核燃

料の4%が飛散したと報告した。そのうち、 0.3-0.5%が原発敷

地内、1.5%が半径 20km、2%はさらに遠くへ流れていった。黒

鉛は全体の 10%に棺当する約 250トンが燃えてなくなった。水

素爆発については、西側専門家の一部から、「これも核反応によ

るものではないかJという意見が出たが、ソ連側は否定した。

86/09/04 朝日 f放射能漏れ今もJ

ソ連共産党機関紙「プラウダJは2日、チェルノブイリ原発4

号炉からは、現在も「多量j の放射性物質が漏出していると報

じた。一方、政府の事故報告書を引用しながら、原発地域から

退避した 13万 5000人の大半は「一時的Jに帰宅できようと述

べている。

86/09/04 日経 「放射能汚染で初の禁漁措置J

スイス政府は3日、南東部イタリア思境の保養地ノレガノ湖の漁

獲を禁止する措置をとった。チェルノプイソ事故の影響とみら

れる異常な放射能が湖の魚から検出されたためで、 8月1日以

降とれた魚の販売なども禁止された。

86/09/10 デイソー東北 「ポーランドが最終報告J

チェルノプイリ事故に関するポーランド政府汚染対策委員会は

8日、最終報告の骨子を発表した。最も強い放射線(ガンマ線)

は4月 29日、ワノレシ〈ヤワ東北東 150kmのソ連盟境近くにあるピ

アワポドラスカで検出された 1時間当り 45ミリレントゲンで、

これは5月 10sには同 0.02ミリレントゲンにまで減少した。

また放射性ヨードによる大気汚染は、 4月 29日、ワルシャワ北

方 180kmのミコワイキで l立方m当り 571ベクレルに達した。

86/09/10 北海道 「ガン死、 30万人以上にJ

チェノレノブイリ事故の放射能によるガン死者数は全世界で 30万

人を超す、という予測結果を、米カリフォノレニア州アナハイム

で開かれた米化学会で、カリフオノレニア大ゴ、フマン教授が発表

した。この予測は、ソ連政府が lAEAに提出した報告書の数値に

比べはるかに大きい。

86/09/12 朝日 「日本では考えがたしリ

原子力安全委員会のソ連原発事故調査特別委員会(委員長・都

甲泰正東大教授)は 11日、第 1次報告書をまとめ、御園生原子

力安全委員長に提出した。「事故の概要はかなり明らかになっ

たJとし、「わが国では考えがたい事故であったことがほぼ明ら

かになったJとしている。

86/09/20 日経 「原発事故で、住民に補償j

ソ連のゴスチェフ蔵相は 19日、チェノレノプイリ事故の損害と住

民に対する補償措置について記者会見した。原発周辺から避難

した約 11万人の住民に対し、 1人の場合 4000ルーブル(1ノレ

}ブノレコ約 230円)、 2人は 7000ルーブル、さらに 1人増すご

とに 1500ル}ブルの見舞金を支給、置いてきた家財道具などに

ついてもすべて国家が補償したと述べた。

86/09/20 朝日 「ソ連原発事故 4600億円の被害額」

ソ連のゴスチェフ蔵棺は 19日の記者会見で、チェルノブイリ原

発事故の被害額は、原子炉、電力、工業、農業、被災者への補

償などすべてを合わせて総額 20億ル}ブル(約 4600億円)に

上ることを明らかにした。被災者への補償は国家予算から 5億

ノレ}ブル、社会保険から 1億ループ、ノレが支出され、ほかに国民

の寄付による救済基金5億ル}プノレと海外からの救援金 150万

ルーブルも救済にあてられた。

86/09/27 毎日 f事故通報など2条約を採択J

ウイ}ンで開かれていた lAEAの閣僚レベル特別総会は 26日午

後、「原子力事故早期通報条約Jおよび f原子力事故または放射

線緊急事態における援助条約Jの2つの多国間条約と、特別決

議を全会一致で採択し開幕した。

86/09/30 朝日 fチェルノプイリで運転再開J

ソ連政府機関紙イズベスチヤは 29日、チェルノプイリ原発の 1

号炉が同日、 5カ月ぶりに運転を再開した、と発表した。

86/10/23 原産 「自然被曝最の 1%増加J

西独の放射線防護委員会このほど、ソ連のチェルノプイリ原発

事故によって最も大きな影響を受けたミュンヘン地方での被曝

線量は自然被曝の年平均量の 25-55%の増加をもたらすことが

明らかになった、と発表した。今回の事故のフォーノレアウトに
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よる積算被喋量は、自然被曝による全寿命積算被曝量の 1-

5%に相当するが、その他の地域の大部分では 1%かそれ以下

の増加。

86/10/31 産経 「事故処理作業員 12入射殺さる ?J

ソ連から西側に亡命したエストニア人で組織する「亡命エスト

ニア人連帯委員会Jは30日、ストックホノレムで、記者会見し、チ

ェルノプイリ地区で今年 6丹、汚染除去作業に動員されたエス

トニア人 300人が抗議ストを行い、うち 12人が軍隊により射殺

されたと語った。

86/11/06 毎日 「スウエ}デ‘ンで、いま何がj

広大な北部スウェ}デンの山野でとられたシカの肉から相次ぎ

許容値(1キロにつき 300ベクレル)をこすセシウム 137が検

出され食用が禁じられている。 9月に入って処理された 1万

2900頭のうち 1万預頭が穴に葬られた。ヘノレシングランド瀬で

とれた魚は 1万 8300ベクレノレものセシウムに汚染されていて、

こちらも食用が厳禁となった。

86/11/22 読売 「北欧産粉ミルク、タイで回収命令J
タイ厚生省の食品医薬品局は (FDA)20日、デンマーク製のネス

プレー、ラクトゲン両粉ミルク、オランダ製のベア印粉末離乳

食など7製品から、キロ当り 24-66ベクレノレの放射性物質が検

出された。タイ政府設定の許容基準量 21ベクレノレを上回ってい

るため、 FDAは即時回収命令を出した。

86/12/10 東京 f放射性物質を人力で撤去j

チェルノブイリ原発で今年 9月、事故炉の封鎖作業中に入力で

放射性廃棄物を撤去した兵士が英雄称号を受けた。 9日付けの

ソ連国防省機関紙「赤い星j によると、タカラノフ少将率いる

作業部隊は、事故のあった4号原子炉の屋根に堆積した数 10ト

ンの放射能廃棄物と燃料を除去する任務を与えられたが、遠隔

操作のロボットが使用不能となった。このため、 20キロの防護

服で身を臨めた志願兵5人がヘリで屋根に降り、放射能黒鉛を

シャベルで4号炉の内部に庚したとし、う。作業は 1分 13秒続け

られ、この間兵士は 3.6レントゲンの放射能を浴びた。

86/12/12 デイリ}東北 「オ}ストリアが最悪j

国際エネルギー機関(IEA)が 10日発表した資料によると、チ

ェノレノブイリ事故にともなう放射能汚染は、経済協力開発機構

(OECD)加盟居中では、オーストリアが最悪で、ついで西独、

フィンランドの傾になっている。事故発生から 1年間の放射線

量推定値は、オ}ストリアで 643マイクロシ}ベノレト、西独で

557マイクロシ}ベルト、フィンランドで 513マイクロシーベル

トなどとなっている。日本は 0.2マイクロシーベルト。

86/12/日朝日 「農業再開準備もJ

ソ連共産党中央委員会と閣僚会議は 14日付けのソ連各紙に声明

を発表し、チェルノブイリ原発事故の緊急対策作業が完了した

ことを最終的に報告した。この中で、向原発から 30km麗と隣接

する地域の放射能汚染が「劇的に改善されたJ として、農業活

動再開のための条件が形成されつつある、としている。事故炉

は、 30万立方mのコンクリート、 6000トンの金属構造物で密閉

され、放射能汚染源ではなくなった。 1号炉と 2号炉が 9月末

から 10月にかけて運転再開した。総勢約 11万6000人が疎開し、

設備の撃った庭付き一戸建て住宅約 1万 00/軒と社会・文化施設

約 200が建設された。

86/12/31 読売 「避難住民、 1500人自宅にj

チェノレノブイリ事故のため避難していた白ロシア共和国ゴメリ

州グジェニ村(原発の北方30km)の住民が 30日、 8カ月ぶりに

自宅に庚った。関村周辺のイワノフカ、リュドピノ、パセカな

ど計 12村の住民も年内に帰村、これまでに約 1500人が帰宅し

た。

<1987年>

87/01/10 神奈川 「放射能ナッツ水際阻止j

横浜・大黒埠頭などに陸揚げされていたトルコ産ナッツから基

準を上回る放射性物質が検出され、摩生省は9日、輸入元に対

しトノレコに送り返すよう指示した。汚染されていたのはトルコ

産ヘーゼノレナッツ。同省は 10サンプノレを抜き取って国立衛生試

験所で、放射能検査を行ったところ、全サンプノレから許容基準値

1キロ当り 370ベクレノレを大幅に超える 520-980ベクレノレのセ

シウム 134、137が検出された。

87/01/18 赤旗 「原発の 30km地帯は帰還へj

12日から訪ソ中のブリックス IAEA事務局長が 16日に記者会見

し、チェノレノプイジ原発周辺 30km地帯では2つの村の住民がす

でに帰還、さらに放射能除去作業の終わった 24の村で受け入れ

準備ができており、今年中に帰還の見込みと語った。

87/01/21 北海道 「骨髄移植、効果なしj

来日中のソ連チェルノブイリ原発事故医療・治療研究調査団(閤

長・ボロピヨフ教授)が 20日に記者会見し、事故直後被曝患者

に施した骨髄移植などの手術はほとんど効果がなく、大半が死

亡したことなどを明らかにした。重症患者 13人に骨髄移植、ま

た6人に胎児の肝細胞を移植したが、助かったのは骨髄移植の

2人だけで、残り 17人は死亡した。

87/01/29 原産 「トルコ麗紅茶から放射能j

スイスのパ}ゼ、ノレで、昨年末、 トルコ産の紅茶から強し、放射能が

発見された。放射能はセシウムで、キロ当り 800ナノキュリ」

と許容レベルをはるかに超えていたため、パ}ゼノレ州、i当局は、

子供や妊婦はトルコ麗の紅茶を飲まないようにとの注意を出し

た。

87/01/31 朝日 fキエブはもう安全米調査団が発表j

米国務省は 29日、米調査団がソ連のキエフ市で実施したチェノレ

ノブイリ原発の汚染影響について、調査結果を公表した。キヱ

フの水道水や食物、土壌などを調べた結果、問題ないことが分

かった。これにより、米国人に出されていたキエフへの立ち入

り中止勧告は撤回される。

87/02/03 東京 「放射能汚染続く英国j

英国の漁業食糧省が 2日発表したところによると、イングラン

ド北部、ウェーノレズ南地方の羊から今なお、政府の安全基準の

3-4倍の放射能が検出されている。汚染された羊は約 30万匹。

同省は汚染家畜の食肉処理を禁止する措置をとった。

87/02/05 読売 「放射能粉ミルクを輸出 ?J

西独・ミュンへン南東のロ)ゼンハイムに近い乳製品工場は、

汚染粉ミルクを最近まで地元の駅で野ざらしにしていたが、突

然、その粉ミルクを買い取り、輪出許可を求める業者が出てき

た。貨車 50両分はケノレンに待機、 100両分はブレ}メンの潜で

出港を待つばかりとなっている。ブレ}メン市当局は、その粉

ミルクから 1キロ当り 5836ベクレノレの放射能が検出されたこと

を知ってショックを受けた。 ECの規定によれば、家畜飼料の許

容量は 1キロ当り 1850ベクレノレとなっている。ブレ}メン市長

は、バイエ/レン当局が輸出申請を却下するよう望んでいるが、

粉ミルクを買った業者はなおも輸出したいと回執している。

87/02/07 朝日 f70年間で死者4000 欧州の後遺症深刻j

ソ連チェルノブイリ原発事故に関する米政府特別調査団(デン

トン団長)は 6日開かれた原子力規制委員会に独自の事故報告

書を提出した。それによると、今後 70年間にソ連で 1万人以上、へ

ヨーロッパで、も 4000人のガン死者が出るほか、ソ連で知恵遅れ

のこどもが大勢誕生しているはず、と健康への深刻な影響を指

摘している。

87/02/07 日本海 「輸入香辛料などまた放射能検出j

摩生省は 6日、 トルコから輪入した月桂樹の葉、セージ(サノレ

ピアの葉)とフィンランド産の冷凍の牛の胃から、基準値を上

回るセシワム 134、137を検出したと発表した。月桂樹の葉から

は1キロ当り最低 490ベクレノレから最高 670ベクレル、セージ

からは問 1000ベクレノレから 3000ベクレノレ、牛の腎からは 440

ベクレノレのセシウムが検出された。

87/02/13 読売 「放射能汚染 トナカイ肉もJ
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スウェーデ‘ンから成田空港にき到着した輸入トナカイ肉が放射能

で汚染されていることがわかり、厚生省は 13日、積み戻しを指

示した。今年1月に届いたトナカイ肉 0.5トンのうち 0.2トン

分からセシウム 134、137が1キロ当り 389ベクレル検出された

もの。向省では、輸入食品の濃度限度を 1キロ当り 370ベクレ

ノレと定めている。放射能汚染の輪入食品がみつかったのは 5件

目。

87/02/14 産経 「ハチはすべてを知っていた!?J
昨年チェルノブイリ原発事故が起きた直後、ポ}ランドで巣箱

に飼われていたハチが不思議な行動をみせていたことが分かつ

た。ポ}ランド養蜂業会長オスタッチさんによると、国民が事

故について何も知らない段階から、いつも花から花へ飛びまわ

っているハチたちが次々と巣箱に戻り、何日間にもわたって外

に出ようとしなかったという。

87/02/28 北海道 fEC、職入食品規制を延長j

欧州共同体 (EC)は26日の大使級会議で、チェルノブイリ事故

後に導入し、今月末で期限切れとなる含有放射能値による輪入

食品規制を、今年 10月末まで延長することで基本合意した。当

初 1年間の延長を提案していたが、たとえば牛乳とベピ}フー

ドの許容値リットノレ当り 370ベクレノレとしづ現行規制値には科

学的根拠が薄いと、フランス、英国などが長期延長に難色を示

した。

87/03/14 朝日 f責任者を公開裁判にj

ベトロシャンツ・ソ連盟家原子力利用委員会議長は 13日の記者

会見で、チェルノブイリ事故の責任者たちが近く裁判にかけら

れる、と発表した。裁判にかけられる関係者の数や名前は明ら

かにしなかったが、キエフで行われれるという。

87/03/16 毎日 「セシウム 137、報告の 4.5倍もJ

京都大学原子炉実験所の瀬尾健助手らのグ、ノレープは 16日までに、

チェルノブイリ事故で放出されたセシウム 137の総量が、ソ連

政府が報告した値の 4.5倍の 450万キュリーにのぼる、との試

算を得た。欧州各地で採取された土壌サンプルやガンマ線の測

定値を基に汚染状況を解析したもの。チェルノブイリ原発から

半径 30kmに沈着したセシウム 137は 31万キュリ}、 30-600切

に 140万キュリー、 600km以遠に 280万キュリー。合計 450万キ

ュリ}は原子炉に蓄積されていた量 (770万キュリー)の半分を

超す。

87/03/25 毎日 f輸入食品香辛料から放射能:基準の倍j

京都市内で市販されている輸入食品のうち、 トノレコ産の月桂樹

の葉から食品衛生法で定めた放射能汚染眼度の 2倍以上に当た

る1キロ当り 2万 900ピコキュ}のセシワムが検出されたのを

はじめ、スパゲ、ティ、マカロニなど計 18点も汚染されていろこ

とが、京大工学部の荻野晃也助手と持野益近技官の調査で分か

った。

87/03/28 福井 「香辛料から放射能検出:フランス、 トノレコ

産J

摩生省は 27日、フランスから東京港に荷揚げされたフランス産

タイムから 1キロ当り 1715ベクレノレ、神戸港に荷揚げされたト

ルコ産セージから 1キロ当り 1198ベクレノレのセシウム 134、137

を検出した、と発表した。基準を超える輸入食品はこれで 7件。

87/04/04 朝日 「モスクワ市内に放射能汚染食品J

ソ連駐在の西独大使館当局者は 3日 モスクワ市内で売られて

いる一部の食品がかなりの放射能汚染を受けていると言明した。

西独大使館のスタップが 2月にモスクワで購入した食品をボン

に送って検査した結果明らかになったもの。たとえば、アゼ、ノレ

パイジャン産の紅茶から 1キロ当り 2600ベクレノレのセシウム

134と開 8300ベクレルのセシウム 137、ウクライナ産のヘーゼ

ノレナッツから間 1600ベクレノレのセシウム 134と向 4500ベクレ

ノレのセシワム 137が検出された。

87/04/06 朝日 f直後、被ばく恐れず記録映画J

吉年4月のチェノレノブイリ原発事故直後、ワクライナの映画製

作グ、ノレープが被ぱくの危険を官して撮影したドキュメンタリー

映画が 6カ月間も上映されないままになっていたことが分かつ

た。映甑は「チェノレノブイリ:困難の日々の記録j。シェフチェ

ンコ監督は、去年の秋に編集の仕事をしていたころ病に倒れ、

その後なくなった。

87/04/12 毎日 「西独で異常児出産急増J

西独の西ベルリンなどで異常児の出産が急増しており、専門家

の間ではチェルノブイリ事故の放射能汚染によるものではない

かとの見方が出ている。西ベノレリンの人類遺伝学研究所による

と、同事故から 9カ丹後の今年 1月、西ベルリンでは 10件のダ

ウン症候群の新生児出産が報告され、通常の 1カ月当り 2件を

大きく上回った。

87/04/15 日経 「一部住民の帰還はじまるJ

日本原産会議年次大会に参加のため来日したノレコーニン・ソ連

原子力発電相は 15日記者会見し、チェルノブイリ事故周辺地域

で一部の住民の帰還がはじまっていることを明らかにした。 10

-30km閣内の 8ヵ村に数千人がもどった。このほか 28ヵ村でも

居住が可能で、春の雪解けが終わったあと帰還する、とし、う。

87/04/23 朝日 「放射線で 13人が身体障害J

ソ連医学アカデミーのイリイン副総裁は 22告の記者会見で、チ

ェルノブイリ事故による急性放射緩障害患者は 237人だ、ったが、

28人は死亡、 209人が労働能力を快復したが、結局 13人がさま

ざまな程度の身体障害者として残ったことを明らかにした。ま

た、原発から 30km留にいた約 10万人が定期検診の対象者とし

て登録され、特に子どもや妊娠中に事故に遭った母親から生ま

れた乳児などは特別監視しているが、現在までに異常はみられ

ないとしている。

87/04/26 朝日 fチェルノプイリ原発5、6号:炉建設中止j

ソ連のベトロシャンツ原子力関家委員会議長は 25日、チェルノ

ブイリ原発の 5号炉、 6号炉の建設を中止すると発表した。し

かし、その理由は説明しなかった。

87/04/27 読売 「モスクワでデモ 4人逮捕J
チェノレノブイリ原発事故からちょうど 1年たった 26日午前、モ

スクワ中心部のレーニン図書館前で、原子力の安全を訴える小

規模なデモが行われ、西側筋によると、デモに参加した者を含

め4人が逮捕された。デ、モを行ったのは、 f米ソ関の信頼回復を

求めるグ、ループj のメンバーで、原発の安全強化と原子力の情

報公開を訴えた。また、チェコスロパキアの首都プラハでも同

日、反核を掲げたデ、モがあり、グリ}ンピ}スの活動家5人が

逮捕された。

87/04/27 北海道 「チェルノブイリ事故 ソ連が記録映間放

映j

チェルノブイリ事故から 1年の 26日、国営テレピが汚染除去の

記録映画を放映した。 25日に続く第2部。原発の患上で無線操

縦のブルドーザーを使ったり、軍隊が作業時間を 1人 90秒ほど

に制限して、がれきを片づける模様が放映された。

87/05/07 朝日 「国際協力で追跡調査へj

チェルノブイリ原発事故で被ばくした人たちの大規模な健康追

跡調査を国際協力で進めようという「放射線影響の疫学的研究

法についての専門家会議j が 18日から 5日間、国際原子力機関

(IAEA)と世界保健機構 (WHO)の共催でウイ}ンで開かれる。

出席予定者は9カ国 23人で、ソ連からの参加者は3人。

87/05/17 日経 「原発の改造必要 事故調査委安全委に報告J

チェノレノブイリ原発事故の教訓などを調査、検討している原子

力安全委員会・ソ連原子力事故調査特別委員会(都甲泰正委員

長)は、日本の原発にも f炉心溶融などのシピアアクシヂント

に対する対策が必要Jとの報告書をまとめ、今月中に安全委員

会に提出する。政府、電力業界はこれまで日本の原子炉ではシ

ピアアクシデントは起きないと説明してきたが、報告書はこう

した受け止め方に修正を求めており、今後、最悪の事故も考患

に入れた安全対策が必要となろう。

87/05/23 朝日 f21世紀半ばまで追跡識査が必要j
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ウィーンの IAEA本部で関かれていた f放射線影響の疫学研究法

についての専門家会議j は、人々への健療影響を来世紀半ばま

で継続して諦べる必要があることなどを確認して 22日終わった。

ソ連のサウロフ代表によると、事故炉から 30km以内にいて避難

した住民 13万 5000人全員の被ばく線量を推定し、それを登録

する作業が行われている。

87/05/25 産経 「ソ連・ウクライナで住民に放射能恐怖症j

チェノレノブイリ原発事故の結果に関する最近の記者会見で、ロ

マネンコ・ワクライナ共和国保健相は、「放射能恐怖症Jに陥っ

た一部の住民の間で牛乳、生野菜、果物などの摂取を控える動

きがあり、栄養不良による体力低下が心配だと述べた。

87/05/29 朝日 「チェノレノプイリ型の事故 日本では起こら

ぬj

「ソ連原子力発電所事故調査特別委員会Jは28日、原子力安全

委員会に最終報告書を提出した。炉の型式の相違などからソ連

のような大事故が日本で起こるとは考えられないとし、「早急に

現行の安全規制、防災対策を変更する必要はなしリと結論、安

全設計面で緊急性のある「教訓j はないとの考えを示した。ソ

連事故でクローズアップされた f想定外Jのシビアアクシデン

ト(過酷事故)に対する安全対策については、国際的な研究が

進行中であることなどから f先送り j とした。

87/06/12 北海道 「来月 7から原発事故裁判J

ソ連外務省のピャドイシェフ情報局第 1次長は 11日の記者会見

で、チェノレノブイリ原発事故の責任者の裁判が 7月7日からは

じまると述べた。裁判は、原発近くのチェルノブイリで開かれ、

外巨人記者も取材できるとし、う。

87/06/13 東京 「汚染食品また積み戻しj

摩生省は 12日、ユ}ゴスラピア、アルパニア、フランスから輪

入されたハ}ブ、茶などの食品のなかに、基準値を超す放射能が

検出されたため、輸入元に積み戻しを指示した。今回検出され

た食品は、ユ}ゴスラピア麗のハーブ茶とセ}ジ葉、アルパニ

アからのセ}ジ葉、フランスからの黒すぐりのピューレで、一

番放射能が Bたかかったのは、アノレパニア産セージ葉で 1キロ

当り 1895ベクレノレが検出された。

87/06/15 朝日 「高官、わが子の避難早々とJ

ソ連作家同盟機関誌「ユ}ノスチj 最新号は、昨年4月のチェ

ルノプイリ事故のとき、「選ばれたj子どもたちだけをいち早く、

クリミア半島の保養所へ避難させていたことを明らかにした。

ウクライナのジャーナリスト、シチェノレパク氏が、告発の手紙

などを基に書いたドキュメンタリ}の中で暴露したもの。

87/07/07 毎日 「チェルノプイリ事故裁判きょう初公判J

昨年4月 26日に発生したチェルノブイリ原発事故の過失責任を

問う裁判が 7日、向原発から 18km離れたチェルノプイリ町の「文

化の家」で開始される。被告席に立つのは向原発の前所長ら現

場の賓任者 3人だけで、中央レベルで解任された前政府高官ら

4人は除外されているもようだ。初公判と判決公判だけ一部外

人記者に公開される。

87/07/09 毎日 「最終報告書に多くの疑問点J

チェルノブイリ原発事故について、原子力安全委員会・事故調

査特別委員会が 5月にまとめた最終報告書は「極めて不十分で、

多くの疑問点があるj として、科学者 35人で結成した「原発災

害を案じる科学者一向J(高木仁三郎世話人)が 8日、安全委に

対し 96項目の質問書を提出した。質問は事故経過や日本の原子

炉の設計基準、運転管理、防災対策など。

87/07/30 甫日本 「原発前所長らに厳刑J

チェルノプイリ原発事故の責任を関われた当時の原発所長ら幹

部 6人に対する判決公判が 2913 、チェノレノプイリに設けられた

ソ連最高裁特別法廷で開かれた。ブリュハ}ノフ前所長、フォ

ミン技師長、ジャトロブ高IJ技師長の3人に矯正労働 10年の実刑、

ロゴ}ジン当直責任者は詞 5年、コワレンコ 3、4号機責任者

は同 3年、ウシキン上級技師には問 2年の判決だった。フォミ

ン技師長とジャトロフ高IJ技師長が事故は原子炉の建設ミスや技

術的欠陥が原因と主張するなど、被告6人全員が起訴事実を一

部または全面的に否認していた。

87/08/17 日経産業 「ヘーゼノレナッツ一層の品薄感」

チェルノプイリ事故でトルコ産へ}ゼ、ノレナッツが放射能汚染さ

れた責任をとって、ソ連がトルコから大量に買い付けた。 R本

国内も需給が逼迫し、卸値も上昇している。ソ連が購入したの

はセシウムの検出量が 1キロ当り 600ベクレル以下のもの。量

は明らかでないが、 1000トン前後ではなし、かと見られている。

87/08/24 朝日(三重お茶数トンを廃棄J

三重県度会郡度会町で、チェルノブイリ原発事故後に採れた茶

が放射能に汚染され、製茶グノレ}プが出荷停止処分にしていた

ことが、 23日伊勢市で開かれたシンポジウムで報告された。同

町の「生活クラブわたらい茶生産グ、ノレ}プJは、 v 生活クラブ生

協に茶を供給している。間生協は、食品の供給基準値を「国の

基準の 10分の 1以下Jとする自主基準を設定、セシウムがキロ

当り 37ベクレノレを超えるものは供給しないことを決めた。昨年

5 -10月産の度会茶の汚染はいずれも自主基準を超え、 5月に

収穫した者は 227ベクレ/レ、最低でも 39ベクレノレだ、った。 7-

8トンの茶を供給停止にし、 00/-2500万円の損害となった。

87/09/29 毎日 「チェルノプイリ事故後、米の乳児死亡率上

昇j

チェルノブイリ事故による放射能が米関に降下した昨年6J3-

8月の 3カ月間、雨量の多い米西海岸や一部東部の各地で、乳

児を中心に死亡率が異常に上昇していたことが、スタングラ

ス・ピッツパ}グ大名誉教授らの分析調査で明らかとなった。

チェルノブイリの放射能が米冨に到着したのは昨年5、6丹頃

で、その直後の 6月の乳児死亡率が前年同月比で約 15%も上昇。

7、8月も問 7-4%高くなっていた。「チェルノプイリによる

放射能汚染に起因しているとしか考えられなしリと結論つけて

いる。

87/10/09 朝日 「事故原発の埋葬完了」

ウィ}ンの IAEA本部で 213まで関かれていた原子力運転と安全

に関する国際会議で、ソ連代表が、チェノレノブイリ事故につい

て昨年の報告書以降の調査結果と対策を発表した。 IAEAの専門

家は、人々の健康への影響は昨年の予測より小さく、ソ連の安

全対策も大幅に前進したと評価する見解を発表した。

87/10/22 北海道 fブラジノレ産dの牛肉エキスから放射能j

厚生省は 21日、横浜港に輸入されたブラジノレ産「ピ}フ・エキ

ストラクドj から基準値の 370ベクレノレを超える 622ベクレノレ

のセシウムを検出したと発表した。ブラジノレが原料の牛肉をア

イノレランド、フランスから輪入していることから、チェルノブ

イリ事故の影響によるものと見ている。輸入食品から基準を超

える放射能が検出されたのはこれで 21件目。

87/11/03 北海道 r2500人が人口中絶」

10月 31日に発売された英医学誌「ブリティッシュ・メデイカル・

ジャーナルj は、ギリシャで昨年、チェルノプイリ原発事故の

影響を恐れた女性 2500人あまりが柾娠中絶手術を受けていた、

とするアテネ医科大学の産科鹿グル}プの報告を掲載した。出

生数を統計的に分析した結果、ギリシャにおける 1月の出生は

予測の 9100人から 7032人に減少していた。 2、3月もそれぞ

れ 390人、 103人予測より少なかった。研究グノレ}プは、昨年5
丹、妊娠直後の女性の 23%が人工中絶を受けたと推定できると

している。 IAEAでは、原発事故の余波で、西欧では 10-20万人

の妊婦が中絶したとみている。

87/11/15 熊本 「成層圏まで汚染」

昨年4月のチェノレノプイリ原発事故で放出された放射性物質が、

地上 10-15kmの成層留にまで到達し、今年に入って徐々に降下

し始めたことが気象研究所(筑波研究学園都市)の青山道夫研

究官らの調査で分かった。セシワム 137の降下量は、事故産後

の昨年5月に 1平方m当り 131ベクレノレと事故前の 1350倍に急

増。その後次第に減少して 11月末には 0.07ベクレルまで下が

った。ところが今年になって再び増加し始め、 4月には O.16ベ

クレノレにまで増えた。この増加は、成層圏に達していたものが、
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対流圏との交換が盛んになる春先に降下し始めたため。

87/11/15 日経 「国産チョコから放射能検出j

弘前大学匿学部の学生グループ f環境医学研究会j は 14日、同

大で開いた「食品の放射能汚染を考える懇談会j で、弘前市内

で市販されているトルコ産ヘーゼノレナッツ入り国産チョコレー

トから 1キロ当り 33ベクレノレのセシウム 137、134を検出した

と発表した。

87/12/05 産経 「チェルノブイリ原発今年の事故 36件j

4日付けのソ連紙「社会主義工業j によると、チェルノブイリ

原子力発電所で今年になって、「重大で人命にかかわる 3件Jを

含め 36件の事故があった。これは、チェノレノブイリ原発スタッ

プが居住しているスラブティチ市の/レキャネンコ党第 1書記説、

党への報告書の中で明らかにしたもの。ルキャネンコは、「原発

の責任者、労働者とも安全を第 1に考えていなしリと述べてい

る。

87/12/05 北海道 r3号炉は運転再開J

タス通信によると、チェルノブイリ 3号炉が4日、 100万 kwの

全出力運転を再開した。事故を起こした 4号炉はコンクリ}ト

詰めにされたが、 1、2号炉はすでに運転されている。

87/12/日 朝日 「食品中の放射能汚染 EC、許容値で合意J

欧州共同体 (EC)理事会は食品中の放射能汚染許容基準問題で

合意に達し、 15日、欧州議会に報告した。合意は①現行暫定基

準の乳児食品 1キロ中セシウム 370ベクレノレ、一般食品同 600

ベクレノレを輸出入の品質規制として 2年間延長する②EC委員会

の修正提案のうち、乳製品と一般食品の基準値を採用し域内共

通の規制値とする、というもの。修正提案は、乳製品のセシウ

ムを 1000ベクレノレ、一般食品を 1250ベクレルと、暫定値より

緩和しているが、新たにストロンチウムやヨウ棄なども規制し

ている。修正提案にあった飲料水の基準値は白紙に戻し、親切

の乳幼児食品の基準値とともに 6カ月以内に EC委員会が提案し

産すことになった。

<1988年>

88/02/01 朝日新聞:モスクワ口記者

紅白のソビエト・ロシア紙で、チェリノブイリ事故の医学的対

策の責任者であるソ連生物物理学研究所長イリイン医学アカデ

ミ}副総裁は、 10km圏は放射線環境学の研究区域にする案を明

らかにした。また30km圏のうち、東南地域は住民の帰還も可能

であるが、生活上の困難を考えると消極的にならぎるをえない、
と述べている。

88/04/日朝日新聞

東京で開会中の日本原産大会に出席している、ソ連原子力発電

省のボロ}ニン第 1次官によると、チェリノブイリ事故後100万

人が検査を受け、とくに3万2千人が病院で精密検査を受けた。

急性放射線醸害は237名で、 31人が死亡した。閥次官はこれらの

数字に今も変化がないことを強調、また原発周辺も含め大部分

は除染により元どうりになった、しかしセシウムの高いところ

が点々とあるのでそこでは厳重な管理を行っている、と述べた。

88/04/30 毎日新開:モスクワエロイター共同

29毘夜のソ連国営テレピによると、チェルノブイリ原発事故の

処理に携わった物理化学者レガソフ氏(52)が27日死亡した。国

営テレビは死因を伝えていない。

88/05/02 読売新聞:ノ}ボスチ通信

ソ連原子力産業省のコワレンコ e情報・圏際交流部長によると、

周辺600以上の村の除染が行われ、 500万人以上が検診を受けて

いる。移住者向けに2万l千戸を越す住宅が建設され、原発労働

者のための新しい町スラプ}チチャの 1期工事も完成。事故処

理の直接費用は約40億ルーブル、生産減などの損害を加えると
約80億ノレーブ、ノレ(1兆6千8百億丹)。

88/05/08 朝日新聞:モスクワコ新妻記者

チェルノプイリ事故被曝患者の治療にあたったモスクワ第 6病

院当局者は5日付イズベスチヤ紙で、 f事故2年間で住民の開に

は1人も放射線障害が出ていなしリと述べた。

88/05/23 朝日新開:モスクワ口新妻記者

ソ連のチェノレノブイリ事故の初めから現場でその処理作業を指

導し、先月下旬に自殺したクノレチャトフ原子力研究所の故レガ

ソフ第 1副所長が残した「チェノレノプイリ回想記jが20日付け

のプラワダで公表された。「原発はサモワ}ノレのようなものだj

とうそぶく原発幹部など、無知、お粗末な安全対策ぶりをレガ

ソフ氏自身の体験した事実で告発しており、遺稿となった田想

記にはソ連の原子力政策に対する強し、警告がにじみ出ている。

88/09/06 新潟新聞:ロンドン=共同

ソ連医療遺伝子研究所のボチコフ研究員は、オックスフォード

の学会で、ロシア共和国の60万人が生涯にわたり半年俸の健康

診断を受けることになったと述べた。

88/09/29 北海道新開:モスクワ=共同

27日のイズベスチャによると、ワクライナ共和国で遺伝性疾患

の患者が大幅に増えている。共和国各地の特別施設には、不治

の遺伝性疾患患者が10万人収容されており、毎年l万""'1万2千人

増加している。放射線との関連に記事は触れていない

88/10/10 毎日新聞:モスクワ=AP

プラウダは8日、チェノレノプイリの町全体を取り壊すと報道。こ

の町に人関が住める状態になるには数十年もかかる、というの

が取り壊しの理由。事故前の人口は約l万人。

88/10/26 日経新開:モスクワ=時事

25日付プラウダによると、チェリノブイリ原発党委員会のボロ

ダブコ書記が解任された。同氏は、家族をキエフに住まわせ原

発労働者用のスラブニッツ市への移住を拒否したことが開題視
されたとし、う。

88/11/03 読売新聞:モスクワェ記者

ウクライナ共和国南西部のチェルノフツウィ市(人口20万)で、

子供の頭髪が抜け落ちる奇病が流行、放射能後遺症では、と市

民の開に疑惑が広がっている。神経疾患をともなう脱毛症で先

月までに子供82人が入院、現在も連日 2""'3人の入院が続いてい

る。地元保健当局は、放射能とは関係がないと否定。

88/12/19 読売新聞

原子力委員会の招きで来日した、ソ連科学アカデミー副総裁の

ベリコフ氏は、チェリノブイソ原発30krr圏内の帰郷は当分の照

不可能で、セシウム137の半減期は30年もあり、住民にいたずら

に幻想をかきたてたくない、と述べた。

< 1989年〉

89/02/04 朝日新聞:モスクワ=ロイターES時事

ソ連当局はこのほど、自ロシアの20の村に避難命令を出した。

国営テレビが2日伝えたもので、チェリノプイリ原発から約

270kmも離れた17の地区で高いレベルのセシウム137が依然とし

て記録されている。

89/02/11 福井新開 :RP共同

9日のモスクワ放送によると、白ロシア共和国の新聞に、両国の

汚染状況を示す詳細な地図が事故後初めて発表された。汚染地

域は汚染程度により 4つに分類されている。

89/02/12 朝日新聞:モスクワ時事

11日付のプラウダによると、自ロシア共和国のコワリョフ副首

相の談話では、放射能汚染は当初の予想より広範囲に及んでお

り農地の5分のlが汚染され、モギレフ、ゴメリ州で24700人が避

難、 10万誌が立ち入り禁止、 415の村(10万3千人)が慢常的な

監視区域に指定されいる。

89/02/16 北海道新開:モスクワ=共同

ハ可
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訪日発売のそスクワ・ニユ}スによると、ウクライナ共和国で

事故後家畜の奇形が急増しているほか、甲状線異常の児童が増

えている。チェリノブイリ西50"-'90kmのジトミ}ノレ州にあるベ

トロフ・コルホ}ズでは、事故後1年間に奇形の豚が64頭、 1988

年は9月までに76頭生まれた。事故前までは3頭生まれただけだ

った。向付|ナロジチ地区では1988年秋、 0.2mR/hrのガンマ線で

キエフ (0.014mr/hr)の約14倍。セシウム137の蓄積は、住民の

4%で、 5"-'10マイクロキュリ}に達している。

89/02/16 北海道新聞:モスクワ15日

14日のコムソモリスカヤ・プラウダは、白ロシアの汚染地図を

掲載。当局の対応があまりにも遅いと批判。

89/02/27 北権道新聞:モスクワ:共同

25日アルメニア原発1号機が運転停止。 3月18日には2号機も運転

停止に。

89/03/05 福井新聞:モスクワ二共同

4日のタス通信によるとソ連当局は、ウクライナの 5つの村の住

民を別の場所に移動させるよう勧告。ジトミ}ノレ州ナロジチ地

涯の 3つの村とキエフ州ポレスキ地底の2つの村。

89/03/12 北海道新聞:モスクワコ共同

タス通信が10日伝えたところでは、エストニア共和国のシラマ

エ(チェリノブイリから約900km)にある幼稚園で、 24人の園児

に集団で頭髪が脱毛。専門家の委員会を設置し原因究明に。シ

ラマエの放射能レベルは正常値だった。

89/03/21 信濃毎日新聞:モスクワ z 共同

ソ連気象予報委員会イズラエリ議長はプラウダに、 3年たった現

在の汚染地図を含めた報告を寄稿。事故当初(?)O. 2mr/祉を越え

る汚染地域が20万平方回以上。保健省は、一生の聞の被曝繰最

を35レム以下に抑えるよう決定。 15Ci!平方回以上の地域は「厳

重管理広域Jとし、飲食物などの制限。

89/03/21 毎日新鴎:モスクワ

プラウダは21日、イズラエリ国家気象委員会議長の論文を掲載。

0.2町 /hr以上の汚染地域は20万平方切に達した。

89/03/26 

革命以来はじめての自由選挙であるソピエト連邦人民代議員選

挙が実施された。

89/04/04 朝日新聞:広河隆一

3月中旬チェリノブイリ訪問。原発南25kmの所で農婦が農作業中、

その村では100人ほどが疎開先から勝手に帰村。ナロジチ地区ベ

トロブスキー・コルホーズの議長によると、自に異常のある豚

が昨年30頭生まれた、事故前は年に1，2頭だ、った。ナロジチ病院

の看護婦によるとは、子供のうち2人にl人は甲状腺肥大が見ら

れる。

89/04/24 毎日新聞:モスクワコ共同

ソ連政府は、昨年末地震多発地帯の原発6カ所の建設中止を決め

たのに続いて4月22日、新たにチェルノブイリ 5、6号機など4基

の建設中止を決定。さらに、耐用年数のくる原発の閉鎖、チェ

ルノプイリ型原発は今後建設しない、 70年代に建設した14原発

は建設し産す、 90年代半ばから新世代の原発に切り替える、な

どの方針を決め、原子力計画の大幅な修正に踏み切った。

89/05/19 朝日新聞(?):ロンドン口共同

17日発売のネーチャーによると、チェリノブイリ 30km立ち入り

禁止区域内に、老人を中心とする村民千人、労働者6千人が居住。

労働者は月の半分だけ。

89/05/22 朝日新聞:ロイター=共同

17日のコムソリスカヤ・プラワダによると、作家アダモピッチ

が「モスクワを放射能汚染から救うため、事故当時人工的に雨

を降らせたのではないかj と事故対策委員会議長シチュノレピナ

副首相に公開鷺問状。
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89/05/22 日経新聞:記者ルポ

15、16日のモスクワで開かれた世界原子力発電事業者協会設立

総会の後、チェリノブイリ発電所を公開。発電所から10kmのと

ころで0.2mr/hr、4号炉から500mのところで9mr/hr。石棺内部の

最高温度は現在200度C。キエブの放射線涯学研究所では、 67万

3千人に特別の医療カードを発信、検査が継続中。 200レム以上

.は55人、このうち400"-'600レムは17人、 600レム以上はl人(存

命中)。

89/5/26 

第 1回ソビエト連邦人民代議員大会開催される (6月9日まで)。

89/07/01 北海道新開:モスクワ=時事

30日発売のニジェ}リャによると、自ロシア共和国モギレフチH
で児童の貧血や視力低下、血液成分異常が発生している。間外!

の病院長ベニコフスキ}氏が明らかにしたもので、このほか運

動機能障害、無筋力症、ピタミン欠乏症、免疫異常が認められ

る。同州のレオノフ党第1書記によると、事故から3年たっても、

学者の予測に反して、放射能の値は低下していない。同州、!の1430

平方kmが汚染されている。

89/07/27 北海道新聞:ワシントンヱ共同

チェ pノブイリ事故当時、骨髄移植を行ったゲー/レ教授は、手

術した13人のうち生存しているのは2人であると報告。

89/07/31 毎日新開:モスクワz 共同

自ロシア共和国最高会議は29日、汚染がひどい地域から新たに

10万6千人を避難させると決定。計画全体にかかる費用は100億

ノレーブル (2~1S 2千億円 )0 24日付のブラワダによると、モギレフ

ナHの2つの村では140Ci!平方kmの汚染。

89/08/01 河北新聞:モスクワご時事

チェリノブイリ北方50"-'60kmのロシア共和国ホイニキ市で、児

童の開に貧血やのどの炎症が広がっている。 30日付イズベスチ

ャが岡市600人の署名した手紙を掲載したもの。「放射能の影響

はないJとした当局や学者の誤りを指捕し、過去3年間に地区の

党第 1書記ら幹部や大半の医師が住民を残し脱出したと非難。

89/08/08 サンケイ新開:モスクワ=記者

ワクライナの反体制ジャーナリストで人民代議員のヤロシンス

カヤ女史は、ネジェ}リャ最新号で、ウクライナ共和国のチェ

リノブイリ西方12の村で住民が高濃度の汚染により危険にさら

されている、と当局を批判。女史が入手した公式データによる

と、ナロ}ドニ}チェスキ}地区の12の村で70年間に受ける被

曝線量は、 35.5"-'113レムとされ、ソ連自身の基準35レムを越え

ている。子供たちに甲状腺などのどの疾患や貧血、のど、胃、

食道などのガンが増大。牧草地で160Ci/平方kmの汚染が見つか

っている。ウクライナ共和国当局は、いかなるデ}タも公開し

ないようかん口令。

89/08/10 北海道新聞:モスクワ口記者

9日のソピエツカヤ・ロシアによると、ロシア連邦共和国ブリャ

ンスク什!のクラスナゴ}ノレスキ}地区では、きわめて汚染の高

いはの村に約3千人が生活。ザボーリャ村のコノレホ}ズ議長によ

ると、「私の家のガンマ線量は室内許容値の10倍以上j。関村の

野菜畑の大部分でセシウム汚染は100Ci/平方回以上。 86年に開

地区で甲状腺ガンはなかったが、この2年間に15人。慢性的気管

支炎は、 3年前の千人当り 94人から、今年前半は175人。結核症

状の認められた家畜は、 87年46頭、 88年139頭、今年前半は337

頭に急、増。これらはすべて白血病によるもの。

89/08/15 朝日新聞:モスクワ 1 記者

タスが14日伝えたところでは、チェリノプイリ事故で住民が避

難した白ロシア共和国の 3つの地域に特別保護区を設けること

が決まった。この地区の動捷物に異常がみられ追跡調査するた

め。今後千ヘクタールの森林が死滅すると予測。また松の葉が

大きくなったり、子供の手のひらほどのアカシアの葉が観察さ

れている。貯水池の底には放射能が蓄積、カマス、スズキ類に

多量の放射能が蓄積。ハリネズミやトガリネズミにも異常な集

中が観察されている。



89/08/19 河北新聞:モスクワコ共同

17日発売のソベセドニックによると、チェリノブイリ事故で汚

染された肉がソーセージなどに混入されて大量に販売されてい

たことが判明。事故後、ソ連保健省は通常の放射能{直に対し牛

肉は8"'-'9倍、豚肉は5倍までは人体に害はないとして販売を許可、

それ以上は廃棄とした。ところがウクライナ共和国のキエフ、

ジトミ}ノレ州、白ロシア共和国のゴメリ、モジレノ州、ロシア

共和国のブリャンスク州の51'1'1iÖ~ ら基準以上の肉が出回った。基
準を越えた肉は、 86年3万2千トン、 87年1万2千トン、 88年2千8百トン。

正常{度以上で基準値以下の肉は、 86年55万トン、 87年63万トン、 88

年52万トンに達する。

89/08/22 朝日新聞:モスクワ=記者

白ロシア共和国は最近、独自の銀行口座を設け募金活動を開始。

同共和国は汚染対策により財政が破綻しかねない状態にある。

全連邦レベルで募金・資金を募る口座ができていたが、そこに

集まったお金がどこにどう使われているのかはっきりしないた

め、自ロシア独自の口座を聞いたもの。

89/10/02 毎日新聞:モスクワ=記者

自ロシア共和国で30日、当局の汚染対策の手ぬるさに抗議する

大規模な集会が開かれた。このミンスクの集会は「人民戦線J

が組織、 l万5千人が参加。参加者たちは治安当局の制止を振り

切って雨の中をデモ行進。

89/10/02 毎日新聞:モスクワコ共同

30日の「ソピエト文イヒj は、自ロシア共和国で奇形児の出産や

ガン患者が急増していると報道。ゴメリ外!ホイニキ地区では、

今年l月から6月の聞に13人の奇形児。昨年の奇形児出産は3件。

奇形児の出生率は事故前の85年に比べ3"'-'4倍、死産も増加。モ

ギレフ州スラブゴ、ロド地区では、 85年に11人しかいなかったガ

ン患者が、昨年は70人に急増。今年1"-'6月は新たに34人。同地

誌の人口は過去2、3年の間に約20%減少しており、ガン発生

率の上昇は明らか。ゴメリ什!などでもこうした傾向。スラブゴ

ノレド地区では動物の奇形出産も急増。

89/10/12 毎日新聞:モスクワ=共同

11日発売のモスクワ・ニユ}スは、自ロシア共和国で染色体異

常や免疫異常などの影響が確認され、とくに汚染地域では敗血

症、子供の甲状腺肥大などの病気が増えている、と報道。「大き

なウソJと題された記事は、作家アダモピッチなど4人の座談会

をまとめたもの。またソ連最高会議発電・核安全問題小委員会

のシェルパク委員長は、事故で放出された放射能の量は、公式

に発表された5千万キュリーではなく、 10億キュリ}と明らかに

し、 64V意キュリ}と推定する専門家もいると述べた。ウクライ

ナ、ナロジチ地区のブジコ第 1書記は、同地区では甲状腺肥大

などのため健康な子供は事実上いないと強調。

89/10/21 毎日新聞:モスクワ=共同

18日付イズベスチアの投書で、労働者レ}ピン氏は「ともに放、

射能除去を行った若者たちが急死している。死者の数は増え続

けているJと告発。事故直後動員されたイグ、ナチェフさんは1カ

月後に倒れ、翌年には曹が22本抜け、脱毛、頭痛、ぜんそく、

腎の痛みなどを訴え、昨年7月21才の若さで死亡。多数が闘病生

活を強いられている。同紙編集部は、事故後原発地思に入った

労働者は約60万人に上ると述べ、発病の事実に自をつぶること

は罪だ、と強調。

89/11/02 読売新開:モスクワコ共同

l日付トノレードによると、ソ連児童基金は白ロシア共和国モギレ

フ、ゴメリ両外iの幼稚闘児と小中学生7万3千人以上を避難させ

る計画を決定。共和国政府はすでに両州を中心に10万7千人を他

の地域に避難させることを決めている。

89/11/04 朝日新聞:モスクワ=共同

3日付コムソリスカヤ・プラウダは、自ロシア共和国の汚染地域

に住む613町村の住民を避難させると伝えた。実施時期は明らか

にされていないが、 3段暗にわけで実施され、第1，2段階は今後

も住民が住めなし、261町村、第3段階は352町村となっている。関

紙によると、ゴメリ、モギレフ向付iでは奇形児の出産や子供た

ちの甲状腺肥大などの病気が増えているとし、う。

89/11/05 毎日新聞:ロンドンェ共同

西ドイツ、ブレ}メン大学のシュミットら4人は、 3日発売の英

医学雑誌 fランセットj に、チェルノブイリ事故後、西ドイツ

南部地域の新生児死亡率が、それ以前の低下傾向から上昇傾向

に転じたと発表。

89/11/09 毎日新聞:モスクワヱ時事

8日発売のソ連逓刊誌「モスクワ・ニユ}スj は、チェルノブイ

リ事故の、消火や放射能除去作業に従事した労働者のうち、 250

人以上がこれまでに死亡。 fチェノレノブイリ向盟j の結成を伝え

る記事とともに報道。

89/11/11 朝日新開:ウィーンエロイタ}共同

チェリノブイリ事故i除染作業で250人以上が死亡したという報

道について、ソ連当局は10日、事故との関連を否定。ソ連保健

省生物物理研究所のブノレダコフ副所長によると、「除去作業には

少なくとも10万人が従事しており 3年半の間に250人ほどが死ん

だ。この数は、正常な成人の死亡率と一致するJ。

89/12/09 毎日新開:モスクワヱ記者

7日のプラウダによると、ウクライナのクラマトノレスク市で住宅

団地の建設に汚染したコンクリートパネルが用いられ、入居者

が白血病で死亡していたことが明らかになった。コノレジェ一家

がこの団地に転居して数年後、長男が白血病で死亡。もう一人

の子供も同じく白血病と診断された。同じアパ}トに前に入居

していた一家も白血病で2人の死者を出しており、当局が調査し

たところ、子供部屋の壁の放射能汚染が判明。セシウムまたは

コバルト汚染と見られるが原因は不明。

89/12/げ東京新聞

チェノレノブイヲ避難民の村、チェノレノポリスカヤ村のノレポノレタ

}ジュ。 155軒420人。避難後村民の死亡は16人。交通事故の1人

を除き 15人は老人。赤ん坊12人はみな正常児。

< 1990年>

90/01/06 朝日新聞:タス通信 (5日)

ウクライナ共和国政府が、キエフ、ジトミ}ノレ両州の住宅地域

数カ所から住民を避難させることを決定。 2年以内に5500人が移

住。

90/02/02 河北新顔:タスェ共同

ソ連の科学者グ、ノレープは、チェリノブイリ原発4号炉の「石棺j

の補強法を検討中。

90/02/17 毎日新聞:モスクワェ共間

タス通信によると、ウクヲイナ共和国では、汚染除去のためす

で、に80億ノレ}ブル(約2兆円)を投入。 2005年までにあと200億

ノレーブルが必要。

90/02/17 毎日新聞:モスクワ=共同

自ロシアの作家、アダモピッチによると45万人の避難がさらに

必要。チェルノブイリ同盟のチレスによると、事故後3年間に72

人の関係者が死亡。 ドキュメント映画を撮影したカメラマンの

グレピニュク (42)が15日夜死亡。

90/03/06 朝日新開:モスクワ5日口UP1共同

ワクライナ共和国最高会議は、 2月17日チェリノプイリ原子力発

電所を5年間閉鎖することを決議。半年以内に具体的方策を策定。

90/3/12 

臨時ソ連人民代議委員大会が開催され、共産党の指導的役割を

定めた憲法 6条の廃止と大統領制の導入が決定される。ゴノレパ

チョフが大統領に選出される。

90/04/04 前北新聞:ロンドン4日二共同

ポ}ランド、クラクフで開かれた医学の倫理に関する会議で、
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ミンスクの白ロシア大学教授、オレグ・ザデロ教授が、チェリ

ノブイリ事故の結果、自ロシア、ウクライナ合わせて今後数千

人の死者がでると警告。オレグ教授によると、自ロシアの住民

200万人が放射線レベルの高い「汚れた領土j に住み、 10万人は

さらに強い放射能のなかで汚染穀物を食べている。またウクラ

イナの代表団は、疾病や免疫不全が急増している事実を報告。

90/04/06 北海道新聞:モスクワ5日

タス通信によると、プリピャチ)11下流とキエフ貯水池の上流で、

ストロンチウム90やセシウム137が蓄積。汚染は深刻で、今後の

水資源利用を制限する必要があると、ウクライナ共和国水生生

物学研究所の部長が述べた。

90/04/09 日経新聞:モスクワ8日

ゴルバチョフ大統領は、チェリノブイリ事故の被害住民に対す

る援助の大統領令を発令。罵辺地域の子供や青少年のために、

医療・保養施設を優先配分するよう要請。またソ連閣僚会議と

保健省は、事故周辺地域で働く労働者のメデイカルチェックを

実施する方針を打ち出した。

90/04/10 北海道新開:モスクワ9日

ウクライナ共和国政府は9日、世界各国の政府、市民組織に対し

チェリノブイリ事故の汚染除去作業への協力を求めるアゼーノレ

を行った。ウクライナ共和国のかなりの地域が汚染され、 1614
の居住地域が危険ゾ}ンのなかにあると指摘。

90/04/12 朝日新聞:ハパナ10日時事

キュ}パ政府は、チェリノプイジ事故で障害を負った子供たち

を病院に受け入れた。ハパナの病院には113人が収容されている。

みな放射糠被曝で甲状腺、白血球に異常が見られるとしづ。

90/04/19 毎日新開:ニユ}ヨ}ク=タス

ユニセフの委員会で白ロシア共和国の代表団は、チェルノプイ

リ事故で3万7千人以上のソ連の子供達が、ガンや貧血、心臓病

で苦しんで、いるとし、子供達のための援助を要請。自ロシア共

和国は人口220万人で、子供は約80万人。

90/4/21 読売:モスクワニ記者

ソ連のピタリー・ドグ、ジェフ副首相は、 25日の人民代議員大会

で、汚染地区の住民18""20万人を新たに93/年までに移住させる

計甑を報告した。

90/04/24 毎日新聞

ウクライナのヤコブレフ医師が来日、 23日記者会見した。同共

和国では4つの州、!と 10の地区が厳重管理区域に指定され、居住

する数百万の住民のうち、妊婦、新生児の健康調査が行われて

いる。内臓障害などの先天障害をもった子供の出生は、 1985年

は1000人に22人だ、ったが、昨年は30人に増加。甲状腺ガンの子

供が2人発見されたほか、妊婦の免疫機能の低下、子供の呼吸機

能や腎腸の障害、貧血が増加しているという。妊婦の妊娠中毒

症は事故前の1.5倍、貧虫は2.5倍、未熟児出産や死産も増加傾

向。

90/04/25 毎日新聞:モスクワ=時事

23日のプラウダによると、汚染地域から今年、さらにl万4千人

を避難させる計画が進められている。ウクライナ共和国の6地域、

計32地区が汚染されており、そこに住む住民は20万人以上に上

る。

90/04/26 毎日新聞:モスクワ=時事

ソ連最高会議のシチュノレパク代議員は25日、チェルノブイリ事

故による死者は公式発表より十倍多い約300人に達すると発表。

ウクライナの市民組織「チェルノブイリ連盟jが算定したもの。

汚染除去、避難、加療などで今後1800億""2500億ループ、ル (40

""55兆円)が必要と見込まれるという。またドグジェフ副首相

は25日、ウクライナ、自ロシア、ロシア 3共和国で、 93/年まで

に18""20万人を避難させる計画を明らかにした。

90/04/27 毎日新開

自ロシア共和国の反原発の作家で人民代議員のアダモピッチ氏

が来日、 26日記者会見。チェルノブイリ事故について「死者は

数万人にのぼるとみられ、自ロシアだけで200万人が正常な生活

を営めなしリと語った。

90/04/30 毎日新聞:シアトノレ=AP

チェルノブイリ事故で復旧活動を行い、白血病の症状がでたソ

連人パイロットが27日、米国シアトノレの病院で骨髄移横手術を

受け、手術は無事終わった。生存率は25""75%という。

90/5/1 日本海新聞:ロンドン口共同

エジツインソ連人民代議員は、サンデータイムス紙との会見で、

チェノレノブイリ事故後、ソ連共産党政治局会議が、事態の重大

さを臨す決定を全員一致で行っていたことを明らかにした。当

時政治局員候補だ、ったエリツイン氏自身も反対しなかったとい

フ。

90/5/9 毎日:モスクワコ時事

ソ連国家産業・原子力発電安全委員会は、チェルノプイリ涼発

で約150件の安全規定、基準違反を発見、欠陥が修正されない場

合、 11日から操業を停止することを決定。

90/5/11 朝日:ウィーン10日

IAEAは10日、 10月に専門家らでつくる国際諮問委員会(委

員長重松逸造)が信頼度の高い報告書をまとめる、などの行動

計画を発表。各国の約100人の専門家が参加。

90/5/11 読売:モスクワ=記者

チェルノブイリから 4年、国営T Vの24時間の特集など、関

心が盛り上がる。イズラエリ国家気象委員長は、「事故当時私は

真実をリーダーたちに{云えた。しかし、テレピではうそを言っ

たJ と発言。ウクライナでは、事故後住民に危険を知らせなか

ったシェフチェンコ共和国最高会議幹部会議長の裁判を要求す

る声が噴出、「ウクライナ独立J、「レ}ニン主義打倒」の叫びに

まで発展。

90/5/15 毎日:モスクワコ三瓶記者

パプロフ・ソ連蔵相は、議会が財政事情を無視した法案を採択

しているという書簡をルキヤノフ最高会議議長に送り、強い不

満を示した。チェノレノブイリ救済で93/年までに160億ノレ}プノレ

のほか、年金法案について。

90/5/25 朝日:モスクワ=記者

カザフ共和国の首都アノレマアタで24日、日本、米国、西独など

約20ヶ国から約700人が参加し、核実験禁止国際市民会議が開か

れた。

90/5/26 朝日

来日中の自ロシア科学アカヂミ」のコレシコ教授は、自ロシア

では今年中に100万人の住民が新たに避難を追られることにな

る、との衝撃的な事態を明らかにした。

90/6/3朝日:モスクワ=記者

ウクライナ共和国最高会議はこのほど、共和国政府に対してチ

ェルノプイリ原発のすべての原子炉を閉鎖する計画づくりを進

めるための特別委員会を設置するよう決議した。

90/6/4 朝日 RP=東京

ソ連西部のサラトフ州パラコボ市で 1日、操業中のバラコブス

カヤ原発の第 2期計商に反対する集会が開かれ、原発へ至る道

路が「人間の鎖Jで封鎖された。反対運動を組織しているのは、

パラコフ市の医療関係者と「緑の党J活動家。

90/6/15 サンケイ:ロンドン=共開

ソ連政府は14日、フィンランドの放射能防御センタ…の問い合

わせに対し、 1975年11月30日レニングラード原発で放射能漏れ

事故があったことを認めた。

90/6/16 毎日:ロンドンコ共同

ソ連政府はフィンランド放射能防御センタ}の問い合わせに対

し、 1975年レニングラ}ド原発で重大な放射能漏れ事故があっ
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たことを認めた。 75年11月30日1号炉で運転開始産後に燃料回

路から放射能が大気中に漏れたが、住民を避難させることもな

く2週間後に運転再開。 100kmしか離れてない防御センターの

記録では放射能の上昇は感知されていない。

90/6/18 朝日:キエフ=松本記者

キエフで17日まで3日間、チェルノブイリ被曝者第 1回全ソ大会

が関かれた。これまでぱらぱらだ、った組織を統一しようと各地

から1000人を越す代表が集まった。大会での報告によると、除

染に参加した人は合計60万人、うち 4分の lが正規軍人で、残

りのほとんどは、「ズボレJと呼ばれる民間人。約5万人が重い

放射線障害による病気に侵され、 200.......300人に1人の割合で死亡

した。最終日、「全ソ・チェルノプイリ悶盟評議会Jが正式に発

足した。

90/6/19 朝日:キエフ=渥美・花井記者

「ゾウの足Jなどの写真、研究者とのインタビュー。

90/6/23 北海道 :RP

モスクワ放送によると、ロシア共和国人民代議員大会は、放射

能による環境汚染防止のための緊急措置に関する決議を採択、

f国家計画が採択されるまで、ロシア領内に新しい原発建設を

認めなしリとしている。

90/6/27 北海道

ソ連生物物理研チェリャピンスク支所のコセンコ臨床部長は、

「日ソ放射線影響に関する講演会j で、 1949年チェリャピンス

クのプノレトニウム生産用施設で大量の放射性廃棄物が近くの)11

に流れだし、住民2万8千人がひばく、とし、う事実を明らかにし

た。総量で300万キュリー、平均0.4グレイのひぱく、 33年間に

37人の白血病。

90/7/4 朝日:シアトル=AP

米フレッド・ハッチンソンがん研究センターで骨髄移植手術を

受けたソ連人のヘリコプタ}操縦士アナトリ~.グリシェンコ
さん(53)が、 2日深夜心不全で死亡。

90/7/8 朝日:モスクワニ共同

ソ連共産党大会で、自ロシア・ゴメリ州選出の女性代議員が、

新生児の死亡率が急増するなど住民の健康に大変な異常が起き

ていると報告。 1985年と89年を比べると新生児死亡率が4.1倍、

視覚障害発生率3倍、血管障害8倍など。データの出所は明らか

にしなかった。

90/7/9 毎日:モスクワコ共同

自ロシア最高会議はこのほど、ソ連国防省に対し、ゴメリ、モ

ギリョフ州などチェノレノブイリ被災住民の徴兵免除と医療部隊

の駐留を要請する声明を採択。

90/7/9 朝日:モスクワコ渥美記者

ミンスク大学のベトリャエフ教授によると、自ロシア汚染地帯

の住民の肺の中に多量のホットパーティクノレが存在。

90/7/10 朝日:キエフ口竹内・花井記者

チェノレノブイリ労働者の新しい町、スラブジチ訪問記。原発か

ら東50km、人口2万。元プリピャチ市民は850家族約00/人。周閣

の松林は 1平方同当たり 4.......12キュリーの汚染。

90/7/12 朝日 :RP=東京

白ロシア共和由最高会議は、同共和国を環境汚染地域に指定し、

この決定を世界世論に通達するよう自国の国連常駐代表に指示

した。また、遅くとも92/年までにチェルノブイリ原発を閉鎖す

ることについてのウクライナ共和国の要求を支持した。

90/7/14 朝日:モスクワロ共同

ソ連共産党大会は最終日の13日、チェルノプイリ事故について、

fこれまでのソ連指導部は原子力産業と緊急時の住民保護に重

大な誤りを犯したJと非難する決議を採択。

90/7/17 朝日:モスクワ=松本、花井記者

チェルノブイリ事故の原因は、運転員のミス以上に設計上の欠

陥が大きかったことが、ソ連の国家原子力安全監視委員会の未

公表文書 (1990年2月15日付)で判明。制御棒に致命的な設計ミ

スがあり、緊急停止時に逆に核反応が偲進された。この欠陥は

事故の 2年前に内部で指摘されていたが改善されないままだっ
たとし、う。

90/7/21 福井 :RP=共同

白ロシア最高会議は、 1平方km当り 1キュリー以上の汚染地

域の居住民に対し、 8月 1日以降、毎月 15ルーブルを支給する

ことを決定。

90/7/23 朝日:ミンスクコ白井記者

白ロシア共和国のケピチ首相が20日ミンスクで記者と会見、連

邦政府原子力発電省を相手取って損害賠償の提訴も辞さない、

と表明。自ロシアがこうむった損害は1000億ノレ}ブ、ノレに上り、

将来もっと増えそうであるが、連邦政府がこれまでに共和国に

提供したのは4年間で、25億ノレ}ブ、ルにすぎない。一方自ロシア

の財政規模は年間約110億ループ、ノレ。

90/7/24 持経:モスクワ=共同

イズベスチヤによると、ロシア共和国スモレンスク原発で22日

電気系統の火災が発生、原子炉は自動停止し放射能漏れはなか

った。

90/7/30 朝日:モスクワエロイター

ソ連盟家原子力監視委員会のA・マザ、ロフ委員長は、チェルノ

プイリ原発の同型炉は安全基準を瀧たしていないため、 6月11日

から出力を70%に落として運転していると明らかにした。 RB
MKの主に1965年から1975年に建設された炉で、重大事故時に

格納容器がないことを指摘。

90/7/31 毎日

チェノレノブイリ被災地救援のため、産薬品、測定器などを送ろ

うと福井県内住民が「自ロシアの現状を知る会Jを結成。

90/8/1 北海道:カイロ立大沼記者

エルサレムに本部をおくユダヤ教組織の招きにより、チェノレノ

ブイリ事故で被災したソ連国内のユダヤ人の子供3000人が近く

イスラエル入りする。!すでに第 1陣200人がウクライナを出発。

90/8/3 河北:モスクワ=共同

ウクライナ共和国最高会議は 1日、チェルノブイリ原発の閉鎖

と共和国の将来のエネノレギ}計画を策定する決議を採択。賛成

363、反対5。今年12月1日までに具体的計画を策定。同共和国で

は現在日基が運転中、建設中が3基。

90/8/4 日経

日本赤十字は4日、チェノレノブイリ事故の救援として、医療機

器(1400万相当)と援助金1300万円を贈ることを決定。

90/8/7 福井

広島原水禁大会に参加のキエフのイリーナ・ゴルデインコ医師

によると、チェルノブイリ事故の結果、妊婦子供の被害が深刻。

甲状腺異常は軽度のものも含め、妊婦でl万5千人、子供で5万人、
出生産後の乳児で約3万人にのぼる。

90/8/11 朝日 RP=東京

IAEAは10日、自ロシア共和国のゴメリに事務所を開設。事

務所長によると、ソ連政府の招待で17ヶ国の専門家がチェルノ

プイリ事故の分析をしている。

90/8/15 北海道:モスクワ=伊藤記者

笹川財団の調査団が 14日モスクワで記者会見し、毎年約10億

円を 5年間、約50億円をチェルノプイリ被災者の医療活動に役

立てると発表。

90/8/18 朝日

エストニア共和国に住bチェノレノプイリ被曝者に、注射器 1万

本を送ろう、という運動が 17日スタ}ト。 fエストニア・チェ
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ルノプイリ・ヒパクシャ基金Jで呼びかけ人は大高武ーら18人。

90/8/20 毎日:ウィーン=時事

IAEAの専門家グノレ}プが、チェノレノブイリ原発で新たな放

射能漏れが起きる可能性があると指摘。放射能と熱のためコン

クリ}ト援が崩壊する危険。

90/8/28 日経

日本被団協は、広島・長崎の被爆者4人を、 28日からキエフ

などに派遣し、チェルノブイリ被災者と交流することになった。

90/8/30 朝日:特集

ソ連原子力発電省エネルギー研究所のコリャキン教授によると、

チェルノブイリ事故がもたらした被害額は、最低1500億ルーブ

ノレ最高2150億ノレ)プノレの00/億ノレーブ、ノレ。ただしこれは15年間分。

農業損害が575"'945億、原発停止・建設停止で668億、移住、除

染等事故処理で350"'450億。匿療関係費は入っていない。

90/9/1 日経
チェルノブイリ原発から約 3krnのプリピャチの麗内で被曝し

た砂糖を測定した結果、学校で平均O.068グレイ、書屈で0.055

グレイであった。放医研のや島らがESRで測定したもの。

90/9/2 揺井

チェルノブイリ原発などを視察した IPPNW日本支部の訪ソ

回5人が 31日帰国し記者会見。広大横路教授によると、チェ

ルノブイリ事故処理にあたった十数万人のうち、これまでに246

人が急性放射線障害などで死亡。

90/9/4 毎日
チェルノブイリ救援のため現地入りしていた「チェルノブイリ

救援・中部j が帰国会見。救援物資受け入れで信頼できる団体

が見つかった、とのこと。

90/9/6 毎日

中山外相とシュワノレナゼ外相は日ソ外相定期協議を終え、 fチェ

ノレノブイリ原発事故に関する日ソ協力の覚え書j など4文書を

交換。

90/9/7毎日

fチェノレノブイリ原発事故に関する日ソ協力の覚え書j で、年

内に両患の放射線震学専門家などが相互訪問することが決まっ

た。

90/9/14 朝日:モスクワヱ大野記者

カザフ共和田東部のウスチ・カメノゴノレスク市にある核燃料製

造工場で 12日、爆発と火災が発生。爆発は、同市のウリピン

スキー冶金工場にあるベリリウム生産施設の地階で発生、ベリ

リウムが飛散。

90/9/15 読売:モスクワヱ浅見記者

コモソモリスカヤ・プラウダは 14日、 l悶95臼4年ウラ/ルレ南部で

われた核実験でで、{付寸近住民が「人体実験Jの対象にされた、と報

道。 1954年9月凶日オレンブノレグ市近くのトツキ一地匹で約10キ

ロトンの核実験を実施。前日に地底の住民に対し家屋のすべて

の扉、窓、煙突を開放するよう要請、多くの住民が「爆発を直

視しないJことを条件に戸外にいることを義務づけられた。

90/9/16 読売:モスクワェ浅見記者

ミンスクの放射能治療研究所から、コンピューターディスクが

盗まれ、チェルノブイリ被災者約50万人と汚染町村2万のデ}タ

が消去されてしまった、とタス通信が報じた。

90/9/20 毎日:モスクワ=石郷岡記者

カザフ共和国の東カザフスタン州議会幹部会は 19日、同州を

環境汚染被災地域に宣言するとともに、ワスチノカメゴノレスク

市周辺 2カ所の核燃工場の閉鎖を決定した。

90/9/21 毎日:ニユ}ヨークこ共同

国連のデクエヤノレ事務総長は 19日、チェルノブイリに国連調

査国を派遣すると発表、団長は欧州、i経靖委員会のとンテレッガ

ー事務局長で 9月中に被災地入札

90/9/22 毎日:ウィ}ンヱ共同

fチェルノブイリ国際研究センターJの設立協定が、 IAEA 

ブリックス事務局長とソ連コノワロフ原発工業相らの間で調印

された。

90/9/29 朝日:モスクワェ松本記者

チェルノブイリ事故についてソ連国家原子力安全監視委員会は

2 8日までに、生存者などの証言から、運転員が緊急停止ボタ

ンを押したのは原子炉を止めるための通常の行動だ、った、緊急

停止ボタンを押してからはじめて原子炉の出力が急増した、な

どの事実を確認した。最終報告は年末に発表される。事故当時

制御室には 6人がし、たがいずれも、 f爆発の前に実験が終わり、

そのときは何もなかったJと証言している。

90/9/30 朝日:r:iイ}ンェ竹内記者

IAEAは、ソ連東欧のソ連製旧型原発に対し、緊急の実態調

査団を編成し、 10月1日から総点検を始めることを決定。過

去の運転、事故記録を調べる安全性評価チ}ムと、設計条件な

どを点検する設計・運転システム詩価チ}ムの二つを編成する。

90/9/30 読売:モスクワエロイター

カザフ共和国の核燃料工場燥発事故で、すでに12万人がベリリ

ウムガスで汚染された可能性が強いと、カザブタン州環境保護

委員会議長が明らかにした。ウスチノカメノゴルスク市では6

万人の市民が工場の閉鎖を訴えてデモ。

90/10/2 毎日

姉妹都市のキエフ市から寄せられた援助要請文を京都市が4カ

月余りも放置していたと判明。キエフを訪れた「若狭の原発を

案じる京都市民の会Jのメンバーの調べでわかったもの。同じ

姉妹都市、ミュンヘンはすでに援助に乗り出しているとしづ。

90/10/2 北権道:モスクワ共同

カザフ共和国セミパラチンスク州議会は、セミパラチンスク核

実験場での実験を禁止する決議を採択。

90/10/8 河北

姉妹都市ミンスクからの代表団来仙台を前に、チェルノブイリ

事故被害を紹介する写真・が 8日から市役所ロピ)ではじまる。

写真は白ロシアの対外友好協会から伯台市に送られてきたもの。

90/10/11 北海道
チェノレノブイリ事故処理で被曝したエストニア・チェルノブイ

リ委員会のイラク氏が来日。エストニア・チェルノブイリ・ヒ

パクシャ基金が招いたもの。広島大原医研に入院。

90/10/13 河北:モスクワ=共同

コムソモリスカヤプラウダによると、チェノレノブイリ事故によ

る汚染肉が今でもロシア共和国各地でソーセージなどに加工さ

れて売られている。 1986年6月国家農工委員会は、各地の食肉コ

ンピナ}トに対し、汚染地域で飼育された家畜の肉は加工して

出荷するよう勧告、その勧告は毎年延長されてきた。

90/10/18 朝日:モスクワコ時事

ソ連労組機関誌トノレ}ドは、ソ連極東近海で4年前、ソ連原潜

の事故が発生、放射能汚染は海中だけでなく地上にも及んだと

報じた。極東のシコトボ付近で地上部も2500平方krn汚染され

たとし、う。

90/10/24 朝日:武居記者

建設中止になったクリミア原発のノレポ。 100万kwのPWR4基

を建設するはずだ、ったが、昨年 10月6害IJできたところで政府

が建設中止を決定。

90/10/27 朝日

広島の放影研で開かれていたWHOのチェルノプイリの健康影

響に関する科学諮問会議は、オプニンスクに設立する「放射線
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保健問題国際センターj の活動内容について、 20万人の疫学調

査など六つのプログラムを決めた。疫学調査の対象は、甲状腺

被曝の子供7万人、事故処理従事者4万人、汚染地区居住者4万人、
避難者4万5千人。

90/11/2 毎日:モスクワ=時事

ロシア共和国最高会議幹部会と政府は 1日、 10月24日ノパゼム

ヲャ島で行われた核実験を糾弾する声明を発表した。

90/U/3 毎日:ストックホルム=AP
スウエ}デ、ンで、開かれた国際シンポJジウムでソ連のザンゲロ}

パ教授は、セミパラチンスクの過去40年間の核実験で周辺住民

約50万人に健康障害、生まれた子供の3分のlに先天的障害と報

告。セミパラテンスク地方の医学的報告は今年はじめまで機密

あっかいであった。

90/1117 朝日

「市民によるチェルノブイリ事故調査団Jはこれまで未公開だ

ったロシア共和国の汚染デ)タを含む地図を作成。

90/11/13 日経

富山で開かれた世界テレビ映像祭に参加し、「白血病に苦しむ子

供たちのため註射針を500ドル売って下さしリと訴えていたテレ

ピプロデ :::L~サー、ソボレパさんのもとに善意の寄付が続々集
まった。

90/11/14 日経

広島を訪れているカザフ共和国セミパラチンスク放射線医学研

究所のグ、シェフ所長が記者会見。核実験場周辺の被曝住民は約

50万人、他地域に比べ、ガンが40%、白血病が50%多く発生し

ている。 49'-""'65年にかけて200回以上の実験、ガンマ親だけで1
'"'-160ラドの被曝と推定。被曝住民2万と別の地域2万を比較した

もの。なかでも食道ガンは7倍、肝臓ガンと蹄ガンは3倍。染色

体分離異常は4'"'-7倍、乳児が免疫低下などで 1才までに死亡す

る率は1.5'-""'2倍。

90/11/17 毎日:モスクワヱ時事

エストニア共和国政府は 15日、同共和国内での原発建設を今

世紀中は全面禁止することを決定した。

90/11/22 毎日

広島訪問中のセミパラチンスク放射線医学研究所のグシェフ所

長によると、セミパラチンスクでの核実験は1949年から昨年ま

でに636回。 1965年までに大気菌128回、地上138回。以降地下370
回、このうち12回以上地上にガス漏れ。

90/11/27 朝日

タス通信によると、ワラノレ車部のチェリャピンスク州議会は 2

2日、住民の反対で凍結していた南ウラル原発建設の再開を圧

倒的多数で可決した。

90/12/1 毎日

政府は 30自の閣議で決定した補正予算に、チェルノブイリ被

災者対策費として26億1000万円を計上。 WHOが 11月 22日

に行ったアピ}ノレに応じたもの。

90/12/12 毎日:ヒューストン口重村記者

ベ}カー国務長官とシュワノレナゼ外相は 11日、地下核実験制

限条約と平和自的核爆発条約の批唯書を交換。地下制限条約は

150キロトン以上の実験を禁止、平和核爆発条約は定められた実験場

以外での実験に関する条約。それぞれ74年と76年に調印されて

いたもの。

< 1991年>

91/1/8 

朝日:ニューヨ}クコNYタイムズ

米政府筋によると、米国はソ連から軍事衛星用原子炉を購入す

ることになった。この原子炉は改良型「トパ}ズ 2Jで、重量

約 1トン、出力6'"'-10kW、価格は約 1千万ドノレ。

91/1/12 朝日:モスクワ=島田記者

チェノレノブイリ発電所で、発電機冷却水の質が基準を下回るま

で悪化、 1、2号炉の運転を止め、冷却水を交換している。

91/1/16 日経:ピリニュス=共同

リトアニアのイグナリ}ナ原発の労働者は15日、共和国最高会

議の解散などを要求、受け入れられなければ共和国への送電を

停止すると発表。

91/1/26 朝日

「チェノレノブイリ被害諦査・救援J女性ネットワ}クの活動が

大きな反響を呼んでおり、カンパが 1千万円を越えた。代表の

綿貫礼子さんは反響の大きさに驚いている。

91/1/27 朝日

南ウラノレのキシュチュム核工場で1949.-.....51年にかけて、放射性

廃液を十分に処理しないまま、 300万キュリーをテチャ)11に放出、

住民10万3千人が移住させられた。原子力安全研究協会がソ連の

専門家を招いて24日から会合を開く。

91/1/27 日経

九州の市民団体「チェノレノプイリ支援運動・九州わが現地へ専

門医を含む調査団の派遣を計画、同行の医師2人を探している。

91/1/28 朝日:モスクワな徳永記者

イズベスチャによると、ソ連政府は60の原子力発電所(1億 6

千万kW以上)の設計建設計画の中止を決めた。さらに、運転中

のロストフ、クリミア、タタール、パキシ~Jレ原発についても、

運転停止、火力への転換を指令、スモレンスク、フメリニツク、

ザポロ}ジェ、カリーニンについても同様の決定が下された。

91/1/29 朝日

来日中のソ連生物物理研ブ、ノレダコフ副所長が、広島で記者会見。

構ウラノレでの1949'"'-51年の汚染事故と57年の廃棄物燥発事故に

より住民47万人がなんらかの影響を受けた。うち 5万人は、注

意を要する人たち。

91/2/4 朝日 :RP 東京

2日のモスクワ放送によると、白ロシア最高会議はこのほど、

チェルノブイリ事故の遺伝的影響に対する予防措置に関する共

和国計画を採択。家族計画、胎児診断、新生児検診などの措置

を含む。事故以降3年間に、発育不全の幼児が18%増加。

91/2/4 朝日

南ウラノレのテチャ川で40年前におきた放射能汚染に関する日ソ

専門家会合が東京で開かれた。ソ連生物物理研究所チェリャピ

ンスク支所のコセンコ臨床部長にインタピュー。再処理施設か

らの廃液により 240kmが汚染、 53年から61年にかけて7，500人が

疎開。住民20，800人を調査、平均線量は0.4針。白血病、ガンが

増加したが、広島・長崎に比べ1/3から1/5。

91/2/9 朝日

チェノレノプイリ事故の原閣を、昨年4月から再調査していたソ

連国家産業原子力安全監視委員会の調査結果がまとまり、近く

公開される。事故原因は制御棒設計の欠陥で、原子炉を停止さ

せようとしたことが、逆に暴走につながったとし、人為ミスを

否定。

91/2/16 朝日

南ウラノレのプルトニウム生産工場労働者に白血病やガンが多発

していることが判明。東京で開かれた日ソ専門家会議でのコシ

ユノレニコワ生物物理研究所主席研究員の話などによると、 48年
から53年の間再処理工場で働いた男性1，800人のうち、 197人が

ガン、 25人が白血病で死亡。

91/2/20 毎日:モスクワ=河野記者

ソ連盟家原子力産業技術安全委員会は19日、チェルノブイリ事
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故の主要な原因は設計ミスにあり、これに安全軽視の運転ミス

が重なって事故が起こったとの調査結果を発表した。

91/2/27 毎日

外務省はチェノレノブイリ事故に関する日ソ協力のあり方を探る

ため 3月 3日から 8日まで、重松逸造放影研所長ら専門家十人

をソ連に派遣すると発表。

91/4/1 朝日

タス通信によると、構ウクライナ原発 (VVER、3基)で予備冷却

装置から冷却水漏れ、 28日未明運転停止。

91/4/3 読売:モスクワェ共同

タス通信によると、原発企業合同「スベツアトムJのサモイレ

ンコ所長は、苓棺の気密性が不十分で、また内部の一部が崩れ

る危険性があるため、新たな外壁を作るなどの対策が必要と指

摘。

91/4/9 朝日

コノワロフ・ソ連原発工業相は、日本原子力産業会議の年次大

会で講演し、原発燃料としてソ連産ウランを日本に輸出する希

望をもっていることを明らかにした。

91/4/10 毎日

チェルノプイリ事故で被曝した子供 6人が広島で治療を受ける

ため来日。 24日まで滞在し原爆病院で検診、治療を受ける。

91/4/11 毎日:モスクワ=共同

ソ連最高会議は 9日、チェノレノブイリ被害者救済のための補償

法案を採択した。被害者救済のための法律は初めて。法案は最

高会議特別委員会、ロシア、白ロシア、ウクライナ3共和国で

追加審議され、 2逓間以内に修正法案が採択される予定。

91/4/13 毎日:モスクワェ共同

ソ連保健省生物物理研イリイン所長(国家放射線防護委員会委

員長)は11日、汚染地域住民の被曝量は想定の20%しかなく、

移住の必要性も大幅に減少している、と語った。

91/4/13 朝日

16日からのゴルバチョフ来日に合わせ、日ソ原子力協定が結ば

れる。チェノレノブイリについても影響研究に重点を置いた覚書

が交わされる。

91/4/15 読売:特別記事(木村記者)

3月に日本からのチェノレノブイリ事故調査団(団長熊取敏之)

が現地調査、汚染地域避難民と話し合い。ソ連事故被害処理委

員会は57万6千人を登録、健康追跡調査などを始めている。住民

の不安は深刻。しかし、専門家の多くは放射線の影響に関して

懐疑的見解。

91/4/15 日経:ロンドン=時事

14日のインディベンデントオンサンデーによると、チェルノプ

イリ事故により 7000----1万人が被喋により死亡。事故処理にあ

たったソ連科学者チェルノセンコの話として伝えたもの。また、

核燃料190トンのうち60----80%が放出されたという。

91/4/15 日経

fチェルノブイリ救援募金J(代表吉沢弘志)は今月下旬、自ロ

シア・モギリョフ州、|に小児科医ら二人の医師を派遣する。

91/4/17 読売:パリ=共同

ソ連科学アカデミー副総裁で生物物理研究所所長のイリインは、

パリで開かれているチェルノブイリ事故の会議で、事故後 2ヶ

月間の死者は28人と述べ、 7000----1万とし、う英紙の報道を否定。

また事故処理にあたった11万人のなかでガンなどの増加は確認

していない、と述べた。

91/4/20 毎日:ロンドンコ共同

英原子力公社は、チェルノプイリ事故に関する報告書を発表。 91/6/1 朝日:花井記者

今後全世界で4万人がガン死、うち 1万人がソ連国民。

91/4/21 朝日:モスクワ=時事

ソ連軍アフロメ}エフ元帥(前参謀総長)は19日、ソ連軍中央

本部で、開かれたチエノレノブイヲ事故5周年の集会で演説、事故

発生時クレムリン指導部は重大さを認識せず、影響を過小評価

していたと述べた。事故後 1ヶ月半は、おおげさでなく戦争の

ようだ、った、と振り返った。

91/4/22 朝日:キエフヱ渥美記者

ウクライナ共和国のスヒ。ジェンコ保健相によると、チェルノブ

イリ事故の後遺症でこの 5年間にウクライナだけで約600人が

死亡。大量の放射線を浴びたため免疫機能が衰え、主に心臓欠

陥系の病気にかかり死亡。

91/4/23 朝日:キエフコ渥美記者

キエフ市で22日から、「チェルノブイリウイ}クJが始まり、国

内外から約10万人が参加する予定。

91/5/2 朝日:ブダベスト=三国記者

ブルガリアの首都ソフィアで、チェルノブイリ事故による放射

能汚染を国民に知らせなかった当時の政府高官に対する裁判が

始まった。被告は当時の副首相ストイチコブ氏ら二人。

91/5/4 ?:ベノレミ =AFP
ソ連ベルミ市議会の環境問題委のメンバーによると、 1976年ウ

ラノレの運河工事で核爆発が使われ、付近の村住民が避難したほ

か、汚染した滞ができた、とのこと。 3つの核爆発合わせて15

キロトンが、地下200mで使用された。ウラ/レ地方では60年から

76年の聞に13聞の核爆発があったという。

91/5/8 毎日:モスクワェ共間

ソ連最高会議は 6日、チェルノプイリ被害者救済のための社会

保障法を最終採択した。最高会議改選以来初の満場一致。汚染

地域住民、事故処理作業員ら480万人を対象。 91年度は国家予算

の4%弱にあたる103億ルーブルを投入。 1平方km当り 15Ci以上

の地域住民28万人は移住対象 (7万人は既に移住)で、補償金

と新しい住宅が提供される。 5----15Ciの地域では、移住希望者に

補償金を支給するが住宅の提供はなし。事故処理作業従事者へ

も補償金と優先的医療サ}ピス。

91/5/13 朝日:タス

ソ連の核実験に参加した元軍人で組織している核部隊退職者委

員会が10日、レニングラ}ドで集会を開いた。委員会はさまざ

まな地域に住む700人以上が集まって 1年前に結成、社会保障の

ための法令を要求している。

91/5/18 読売

チェルノプイリの事故影響に関する IAEA国際諮問委員会の

報告。住民の健康被害認めず。

91/5/21 北海道:モスクワ=共同

ソ連保健省によると、チェルノブイヲ事故による死者は、当初

の31人のほかに、多量に被曝した145人の重症患者のうち30人が

死亡。タス通信によると、復旧作業員約60万のうち、 276，614人
を調べた結果、 1990年末までにし 065人が死亡。この死亡率は同

年代の死亡率とほぼ同じ。

91/5/22 朝日:ウイ)ン=竹内記者

チェルノブイリ報告に関する IAEAの会議で、白ロシア、ウ

クライナ共和国の代表が反発。自ロシア放射線生物学研究所の

コノプルヤ所長、ワクライナ科学アカデミ}のパリャクター副

総裁などから多くの不満。

91/5/24 朝日:ウイ}ン=竹内記者

ウクライナと自ロシアの代表が、 IAEA報告にヲ齢、不満を示

す見解を発表、報告書の一部削除などを要求。
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ミパラチンスク核実験場を訪問。これまで320回を越す実験が

われてきた。最初の核実験を見たという老婆の話では、赤い

と黒いキノコ雲が不気味だ、った、少し経ってイヌとネコの毛

くなった、 4人の孫も次々と病気になった、と言う。

/6/3 朝日:モスクワ=ロイタ}

スクワ放送が伝えた国家原子力産業労働安全委員会の話では、

スクワ近郊のカリ}ニン原発で火災が発生したが、すぐに消

められ放射能漏れはなかった。モスクワでは3日前から南

80kmのオブニンスク原発で放射能漏れがあったとのうわさが

4 朝日

ーボスチ通信によると、有害廃棄物処分場を作るため、これ

で核爆発が 2度使われた。場所や時期については触れていな

1/6/9 朝自:モスクワェ共同

8日のプラウダによると、ソ連政府は原発工業省に対し、ウク

ライナ政府とともに 9月 1日までに、チェルノブイリ原発全体

の運転停止に関する計画を策定するよう指示した。

91/6/10 朝日

ノワロフ原発工業相はプラウダ紙上で、原発建設促進、世界

市場へのウラン販売強化の方針であることを明らかにした。今

後10年間で2千万kWの原発を増設。

1/6/12 朝日

チェルノブイリ被曝者の治療にあたってきたソ連人医師ら一行

が、広大原産研での短期研修を終え、東京で会見、 IAEA報

告を厳しく批判。キエフの放射能医学全ソ科学センタ}のクリ

ンコ血液学部長らによると、ウクライナ共和患では年平均 1

2人だった子供の甲状腺ガンが、昨年は21人に急増した。

91/6/29 日経

チェルノブイリ事故 IAEA報告の報告会が28日東京で開かれ

た。住民の健康障害では、英国のリー博士が、不安やストレス

によるものが目立つ、と強調。原子力資料情報室の高木代表は、

IAEA報告は政治的なもの、との抗議声明を発表。

91/7/1 朝日:時事

1989年メルウエ}沖で沈没したソ連原潜コムソモーレツから、

来年はじめにも放射能漏れが起こる可能性がある、とソ連科学

アカデミ}会員スパスキ}氏が警告。今年8月に引き揚げられ

る計画だったが、 2億ドルの資金を調達できないため、 93年ま
で延期になった。

91/7/1 朝日:キエフ=友清記者

fチェルノブイリに光をj 第3次現地調査団は29日、キエフの

赤十字本部で、 4月に来日した子供や産師と再会。アファナエ

ブ底師によると、治療方法を比較の結果、ウクライナの患者に

は笹本の方法が最適、とのこと。

91/7/4 福井

チェルノブイリ周辺から、きれいな空気を吸って健康を回復し

たい、と北方領土へ移り住む人が少しずつ増えている。

91/7/6 朝日

ソ違憲がセミパラチンスクでの核実験再開の意向をもっている

ことに対し、カザフ住民の反対運動が盛り上がっている。アノレ

マアタには実験再開限止民衆本部が設置され、 8~29 日を期し
て、実験場永久閉鎖をめざし 3ヶ月にわたる全人民行進を予定。

91/7/10 s経:ウィーン=小林記者

IAEAの会議で、ブルガリアはコズドロイ原発4基のうち 2

基の運転を近く停止することに合意。運転停止と援助をセット

にした交渉がまとまれば、今後のモデルケースとなろう。

91/7/24 毎日

ソ連テレピラジオ国家委員会のエゴロワさんと、父親でベラノレ

ーシ平和基金副総裁のエゴロフ氏が来日。日本チェルノブイリ

連帯基金の招きで、信州大学で甲状腺の検査を受けた。

91/8/4 朝日:ウィ}ンェ萩谷記者

国連のチェルノブイリ事故調査委員会は 1日、ソ連、ウクライ

ナ、ベラノレーシの協力のもとに作成した総合救済計画を発表、

計画実施には 6億 5千万ドル必要、 9月20日に資金調達の会議

をニューヨークで開催。

91/8/17 朝日:モスクワコタス

ソ連原子力産業省によると、 10日午前2時27分運転を停止してい

たチェルノブイリ原発2号炉で、パイプの覆いがはずれ、数立

方ほど冷却水がもれた。 l、3号炉は平常運転中。

91/8/18 朝日:モスクワ=時事

ソ連極東のマガダ、ン州ピリピノ原発付近で 7月に、放射性廃棄

物を処理施設に輸送中に交通事故が起き、一帯が汚染された。

汚染道路がコンクリ}トで密閉された。責任者は当初事故を穏

そうとした。

91/8/30 朝日:ナザルパエフ・カザフスタン大統領は29日、セ

ミパラチンスク核実験場の閉鎖を命ずる大統領令を出した。

91/8/31 朝日:泊記者

セミパラチンスク特別記事。連邦政府は地元に50億ノレーブノレの

補償金を提示するなど、反対運動の鎮静化に努めてきたが、実
験場は閉鎖される。

91/8/31 朝日:ノ}ポスチ

クノレチャトフ研のパフシュク博士らは、有人火星旅行のための

原子力ロケットエンジンを開発している。炭化ウラン、ニオブ、

ジルコニウムを溶かして回めた燃料を用いる熱出力120万四の

原子炉により、液体水棄を加熱して20トンの推力を得る。

91/9/7 毎日

リトアニア共和国から、原発幹部 6名が 9日来日し、東京電力

福島第 1原発で研修する。

91/9/9 朝日:モスクワ=大野記者

エリツイン大統領は 7日、ソ連の核兵器をすべてロシアが管理

するとの考えを各国テレビとの会見で示した。

91/9/9 朝日

ソ連の原子力船田の入港拒否が極東で続出しピンチに。ソ連は

現在、 6隻の原子力砕氷船と原子力ラッシュ船「セブモノレプ}

チj を保有。

91/9/10 朝日

リトアニアのイグナリナ原発は共和国に移管されるもょう、と

東京電力が発表。技術交流で来日予定のクロムチェンコ所長か

ら来日取りやめの連絡で分かつたもの。ソ連には現在、 23ヶ所

の原子力発電所がある。ロシア15、ウクライナ5、リトアニア、

アノレメニア、カザフ各 1ヶ所。

91/9/10 朝日:泊記者

特別記事。ソ連では f国民経済爆発j と称する「平和目的j の

核爆発が百四以上行われている。カザフの他、 76年にワラルの

建設工事、カスピ海沿岸のアストラハンで80---例年にガス貯蔵

庫建設など。いずれもうまく行かなかったが、 66年の油問火災

消火では役にたった。

91/9/11 日経:モスクワヱ小林記者

ソ連原子力発電工業省は、 1983年に立案した、 00/年に約150基

の原発という毘標が達成不能であることを暁らかにした。現在

稼働中は46基で、 86年以降は 1基も着工していない。

91/9/13 毎日:モスクワ=石郷岡記者

ソ連中央テレビは12日、チェリャピンスクで50年代から60年代

137-



にかけて、 57年の事故を含む3自の事故で、少なくとも40万人

が汚染した、という事故調査委のツィブ委員長の 1年前のイン

タピ、ユ}を放映。テレビ局指導部が放映を禁止していたもの。

汚染区域は長さ100km幅9kmで、汚染量は12億キュリー。

91/9/15 北海道:モスクワヱ時事

ウクライナ共和国最高会議のチェルノブイリ事故調査委員会は、

5月にIAEAが公表した事故報告書の見直しを正式に要求するこ

とになった。ヤボリフスキ委員長がウィーンに出発した。

91/9/16 毎日:ネパダ=UPI

ネパダ核実験場で14日、 20.......150キロトンの核実験。実験準備に

はソ連科学者も参加した。

91/9/25 北海道:モスクワこ共同

グリンピース主催で23日、ソ連原潜による放射能汚染などのセ

ミナーがそスクワで聞かれた。 1963年から86年まで北極圏の数

十mの権底に、炉心を含b放射性廃棄物を投棄していたことを

示す文書を入手したとの報告。

91/9/30 毎日

ベラルーシ・チェチェノレスク市の汚染が、「チェルノブイリに放

射能測定器を送る会Jの現地調査で分かつた。セシウム137の体

内最は大人で、1.5.......1.6万ベクレ/レ。

91/10/2 日経:モスクワ時事

ソ連最高会議チェルノブイリ原発事故原因調査委員会のベンコ

フ議員は、事故炉は、第二の石棺で覆うか、すべての汚染物を

地中に埋めてしまう必要があると指摘。

91/10/5 毎日

ソ連原子力発電産業省が、シベリアなどに建設する原発設計の

国際コンペを実施する。原産会議を通じ、三菱などのメーカー

に参加要請があったもの。出力 1.......10万の低出力原発。

91/10/8 競売:I日東ドイツヱヱ記者

特別記事。 ドイツの環境相は9月1013、ソ連製グライフスワノレト

原発の閉鎖を発表。
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91/10/12 日経

「放射能被曝者匿療国際協力推進協議会J(会長重松逸造)は11

日、広島で、チェルノプイリに関する報告会を開催し、匿師ら13

人が報告。佐藤広大原医研教授は、白血病や甲状腺ガンが増加

していると報告。

91/10/13 朝日:モスクワェタス

チェルノブイリ 2号炉で11日午後 8時、火災が発生。第4ター

ピンを修理のため止めていたとき、突然自動スイッチが入って、

発電機が電力供給システムとつながり再起動、大電流が流れダ

クトで出火。タ}ピン室にもれた水素で崖根が燃え一部壊れた。

11時半消火。けが人なし。

91/10/14 朝日:モスクワ=AP

チェルノブイリ 2号炉は13日運転を再開した。

91/10/16 朝日:クノレチャトフ=中村記者

ネパダ・セミパラチンスク運動が、核実験場を閉鎖したことを

確認する記者会見。実験場長のイリエンコ中将も同席。これま

でに467回の実験。

91/10/18 毎日:セミパラチンスクコ大木記者

「ソ連核実験被害者同盟j の第一回大会が17日セミパラチンス

ク市で開幕。日本原水禁を含む140人の外国代表も入れて700人

が参加。

91/10/25 毎日:モスクヲ=石郷岡記者

ワクライナ共和国最高会議は24日、非核化地帯宣言を採択。

91/10/25 毎日

ベラノレ]シの住民の肺にホット・パ}ティクルのあること

明。ベラノレ}シ大学のベトリヤ}エフ教授の研究。

91/10/26 毎日:モスクワ=石郷関記者

「トノレードj紙は25日、 1985年8月10日ウラジオストク近くの

コトパ22村で原潜原子炉の取り替え作業中に操発炎上事故があ

り、 10人が死亡していたと発表。犠牲者の指輪の分析より

当時の放射線量は 9万レントゲン/時。約1000人の労働者兵

が除染に従事した。

91/10/26 朝日:モスクワ尾立記者

ソ連国家放射能防護委員長のイリインは、 24日朝日新聞記者と

会見、チェルノブイリ事故で被曝した子供たちに甲状線異常が

増えていることを初めて認め、「継続的な調査が必要だj と語。

た。

91/10/29 朝日:ロンドン=竹内記者

スウエ}デン紙「ダーゲンス・ニュヘノレテノレj は28日、 1974年

と例年の 2回、ソ連がコラ半島の鉱山で核操発を行ったと伝え

た。 1ヶ月前鉱山はコンクリ}トで閉鎖された。ソ連では鉱物

と石油採掘のためこれまで115自の核燥発が行われた。

91/10/30 毎日:モスクワ=石郷岡記者

エリツイン・ロシア大統領が、同共和国内での核実験の 1年停

止を布告。各地の自治体や住民の要請に答えたもの。

91/10/30 北権道:モスクワ之内田記者

ウクライナ共和国最高会議は29日、チェノレノブイリ発電所を93

年に閉鎖することを正式決定した。 24日には、共和国政府と最

高会議チェルノブイリ開題委が閉鎖を決めていた。

91/11/2 朝日:モスクワェ時事

チェルノブイリ 1号炉で 1日発電室のケ}ブノレから出火、原発

消防隊により鎮火。放射能状況に異常はなかった。 1号炉は10

月18日以降点検修理のため停止中。

91/11/2 朝日:モスクワコ共同

ソ連パノレト海沿岸セベロドピンスクにある世界有数の原潜建造

基地で 1日夜放射能漏れ事故。除染作業にあたった一人が入院。

規模などは不明だが放射能レベルが 8時間にわたり許容隈度を

越えた。

91/11/16 日経

ベラノレ}シの市民代表 3人が東京で記者会見し、チェノレノブイ

リの子供たちの保養を日本も受け入れてほしいと訴えた。ミン

スク大学のグ、ノレシェボイ教授ら。今年の夏だけで 9千人の子供

を送り出している。

91/11/23 朝日:ロンドン=共同

ノルウェー原子力安全監督局は22日、ノルウェー沖で沈没した

ソ連原潜コムソモレツから放射能が漏れていると発表。現在の

ところ最は多くない。

91/11/27 読売:ロンドン=時事

「デイリ}・エクスプレスj 紙は26日、ソ連がノパゼムリャ島

付近でこれまでにドラム缶1万1000本を投棄したと報じた。レー

ニン号の損傷原子炉も含まれている。

91/12/3 毎日:キエフ=大木記者

ウクライナ共和関最高会議チェルノプイリ関閣委のヤブロフス

キー委員長は2日記者会見し、チェルノブイリ原発と30kmの

管理権について、連邦から共和国に移管されると述べた。また、

事故直後に情報を的確に公表しなかった党幹部ら10人についてれ、

最高会議で審議の上、ウクライナ最高裁に訴追すると述べた。
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91/12/4 日経

ソ連の安値売り込みにより、ウラン偲格が史上最安値を付けて

いる。西側年間需要は5万5千トンに対し、在庫は1.3倍。ソ連

の輸出は年間1.5........3千トン程度。日本の需要は1990年で7600ト

ン。米国のウラン業者は11月にダンピングの提訴。

91/12/9 毎日:ロイタ}

ブソレガリア最高裁は12日、チェルノプイリ事故の際、菌民を守

るための対策を十分に講じなかったとし、当時のストイチコフ

副首相に懲役3年、シンダロフ第一保健次官に 2年の有罪判決

を言い渡した。

91/12/10 毎日

カザフ共和国腫E語学放射線研究所のパノレムカノフ所長が 9日京

都で講演。セミパラチンスクの実験は1949........91年の間に約800回、
約350万人が被曝。実験場で働いていた軍人ら 1万人を64年に登

録。 89年に追跡調査したところ 7千人が死亡して折り、一般人

の約 3倍で、あった。実験場300km以内の人たちの、ガン発生率

は他地域の 2........3倍、白内障は4........5倍、その他平均寿命も下

がった。実験場には「医学放射離ならびに生態学研究所Jが設

立された。

91/12/11 朝日

東欧の原発から出る使用済み燃料の引き取りをソ連が恒否し、

高額の外貨を要求している。これまでは無料だった。

91/12/15 北権道:ワシントン共同

グリンピースは13日、ソ連経済の崩壊で原潜機材や乗員訓練の

不足により、事故の恐れがあるとし、ソ連原潜の航行停止を提

言した。ソ連原潜は1970、86、89年と 3囲沈没、原子炉5基と

核弾頭約38錨が未回収。

91/12/21 朝日:タス

ロシア共和国中央シベリアのクラスノヤノレスク近郊にあるプル

トニウム生産地下工場に、タス記者が足を踏み入れた。深さ250
mに3基の原子炉。うち 2基は近く運転停止。もう 1基は発電

暖房にも使われているため日程不明。

91/12/23 朝日:ワシントンコ定森記者

米国防総省筋によると、!日ソ連の核弾頭の数は、これまで推定

されていた 2万7千発を大幅に上回る。すでに実戦配備から外

された弾頭が、未鹿棄のまま放寵されているためで、その数は

数千にのぼる。

< 1992年>

92/1/3 朝日:ローマ:都丸記者

イタリア司法当局が、悶ソ連製核物質を密輸するグ、/レープが存

在すると発表。北部国境近くで4グラムのプノレトニウムを押収。

また、スイス響察は30キロのウランを押収している。一部はロ

シア・イノレク}ツクのソ連軍から運び出されたもので、 KGB

のスタッフも絡んでいた。

92/1/4 毎日:若郷同記者

アノレメニアのチフタラリャン国務相は31日、現在閉鎖中のアノレ

メニア原発は新年度から再開される、と語った。

92/1/14 日経:ロンドンヱ時事

リピアなどが!日ソ連の核開発科学者に手を伸ばしている。!日ソ

連では、プルトニウム・濃縮ウランの製造に 3........5千人、核兵

器設計に 2千人など数万人の科学者が核開発に従事していた。

92/1/16 毎日:時事

14日発売の「論拠と事実Jによると、ワクライナ共和国最高会

議チェルノブイリ事故調査グ、ノレ}プは、ロシア、ウクライナ検

察に対し、!日ソ連指導者の罪を調査するよう告発。告発された

のは、ゴルバチョブ、リガチョフ、シェフチェンコ元ウクライ

ナ最高会議議長ら。

92/1/18 読売:モスクワヱ古本記者

特別記事。!日ソ連には核開発の「特別閉鎖都市Jが87ヶ所、う

ち10ヶ所は「最重要国防拠点j。その一つ「アノレザマス16Jは人

口8万人。

92/1/19 日経:モスクワコ道善記者

モスクワラジオがロシアのウラン輸出を増やすと報じた。カザ

フも計画。

92/1/20 毎日:ロンドン=共同

サンデ}・エクスプレスは19日、リビアが高給で!日ソ連原子力

専門家を引き抜いていると報じた。昨年9月からリピアの砂漠

地帯にある原子力研究所で働いているチェルニコフ氏が語った

ところでは、給料年6万ポンドで、他にも 3人。

92/1/22 朝日:モスクワヱ大野記者

エリツイン大統領は21呂、原子力産業の幹部、学者らと会見、

核兵器、原発問題、科学者の労働条件と社会的保護について協

議した。

92/1/22 毎日 :RP
ポノレコノフ・ロシア大統領軍事顧問によると、 CISから他国

への核技術漏洩は有り得ると述べ、核専門家の由外流出を禁止

する法律を採択すべきとの主張があると紹介。

92/1/23 日経

来日中のコズィン旧ソ連原子力発電産業省経済局長によると、

同省は 1、2ヶ月以内に解体。安全管理、開発は新設の原子力

安全委員会が引き継ぎ、発電は企業合同体が受け持つ。

92/1/25 毎日:時事

パリで発行されているアラピア語週刊誌によると、!日ソ連の 1

共和国が核兵器をイランに売却。 3発で 1億ポンド。売却した

のはカザフスタンと見られる。

92/1/25 日経:ロサンゼノレス支局

米政府は旧ソ連の核開発にあたっていた科学者約00/人につい

て麓用機会を提供することの検討を始めた。!日ソ連の核兵器処

理のため米議会はすでに4億ドルを承認しているが、その一部

をあてるもょう。

92/1/27 毎日 :RP
リトアニア共和国の環境保護棺はこのほど、イグナリナ原発の

運転続行を決定したと述べ、「イグナリナはチェルノブイリと間

じタイプで、危険かっ質が非常に悪しリと付け加えた。

92/1/28 毎日:ボンェ共同

ウクライナの物理学者チェノレノセンコは、チェルノブイリ事故

処理に従事した百万人が生命の危険にさらされている、と語っ

た。

92/1/31 サンケイ:モスクワ z 共同

リトアニアのイグナヲナ原発職員が、コンピユ}ター・ウィル

スを原発システムに侵入させ、原子炉を損傷させようとしたと

して逮捕された。ウィノレスが寝入したのは、原子炉制御システ

ムではなく補助システムだ、った。

92/2/1 毎日:モスクワ=石郷岡記者

核兵器開発の責任者ミハイロフ教授によると、核兵器の秘密情

報をしっているのは 1万から 1万5千人、うち 2、3千人が最

重要情報を持っている。国外流出の可能性は全くないと説明。

92/2/3 毎日 :RP
ロシア政府は、ノボボロネジ第 2原発を建設する決定を採択し

た。

92/2/3 
朝日:ワシントン:吉田記者
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エリツイン大統領同行筋は、核兵器解体後のプルトニウム売却

を検討していることを明らかにした。

92/2/5 朝日:モスクワ=青木記者

25年以上にわたって旧ソ連軍核弾頭の生産にあたってきたゴル

バチョフが、「我々の核管理は破滅的状況にあり、チェルノブイ

リのような事故が大なり小なり数百も起きることになるJと語

った。

92/2/7 日経:モスクワ横田記者

i日ソ連の核兵器製造技術者のミナエフ氏によると、製造技術は

1940年代以降ほとんど変わっておらず、手作業を中心に組み立

てられていた。 1ヶ月に役30弾頭生産していたとしづ。

92/2/7 S経:ワシントン二時事

ベーカ}国務長官は下院公聴会で、ロシア根IJから原子炉燃料の

ウランを米留に売却したいとの打診があったことを明らかにし

た。

92/2/8 朝日:ウィーン:萩谷記者

IAEAは、旧ソ連型原子炉10基の安全水準が危険なレベルに

あると認定。ブルガリア・コズロドイ 4基、チェコ・ボフニチ

ェ2基、!日ソ連のコラ 2基、ノボボロネジ2基。

92/2/8 北海道:モスクワコ時事

コラ半島ムノレマンスクに近いポリャルネイなどで、原潜解体作

業により放射能が流出、許容量の60倍を越えている、と!日ソ連

北方艦隊指令部が明らかにした。

92/2/10 北海道:ハンフツレグz 時事

!日ソ連・東欧の核燃料がやみ市場で取引されている。ノレ}マニ

アとブノレガリアの原子力施設から天然ウランと一部濃縮ウラン

が紛失したことを IAEAも確認。

92/2/13 日経:モスクワ口横田記者

ウクライナは、ニコラエフで建造中の原子力空母「ウリヤノフ

スクj の廃棄を決定。今後ロシアが反発する可能性。

92/2/18 毎日:モスクワェ飯島記者

エリツイン大統領とベーカー国務長官はクレムリンで会談後、

米ロ独で核技術者漏出防止のための「闇際科学技術センタ ~J
を設立すると発表。米国は2500万ドノレを拠出。

92/2/18 朝日

科技庁は18日、核解体で出てくるプルトニウムを発電で活用す

るための専用炉の設計に入ったことを明らかにした。核軍縮案

が実施されると、 1万5千個の弾頭が解体され、プルトニウム

70'"'""80トン、ウラン220'"'""240トンが出てくる。電気出力80万k
Wの炉で、年間 2トンのプルトニウムを燃やす。

92/2/29 朝日:ワシントンェ吉田記者

ワシントンで開かれた米と C1 Sの非公式会議でプルトニウム

処分法を協議。原発で燃やす案と、地下で爆発させる案を討議。

92/3/5 北海道:モスクワ口共同

モスクワ甫東800kmのパラコフ原発で4日午前1時、発電機が

ショートして出火、 40分後に消し止められ、負傷者はなかった。

92/3/7 朝日:ニューヨークタイムズ

米政府は、核融合研究推進のためロシアで百人以上の科学者を

雇用する計画を進めている。 116人について年間 9万ドルで契約、

月給65ドルで格安。

92/3/7 サンケイ:ロンドンヱ時事

ザ・タイムスは 6日、カザフスタンにあるi日ソ連の核兵器解体

施設近くの集団農場で、労働者やその家族十数人が変死してい

ると報じた。アノレマ}タ北100kmのサリオゼク周辺で、さらに

北100kmのタルディクノレガンに廃棄施設。農場で15人死亡した

ほか、羊や牛が次々と死んでいる。

92/3/9 毎日:モスクワ=時事

イズベスチヤによると、!日ソ連日ヶ所の原発で昨年1年に 3回
の放射能漏れ事故と270回の運転停止があった。放射能もれは

イグナリナ (5月)、ロシア・ピリピンスク (7月)、チェルノ

ブイリ (8月)。

92/3/10 朝日:ベノレリン=亙理記者

バイエルン州警察は 9日、濃縮ウラン1.2キロを190万マルクで

売ろうとした、 ドイツ系ロシア人二人を逮捕した。

92/3/10 毎日:モスクワ=共同

ベラノレーシのカザコフ保健相は、ゴメリで開かれた科学者会議

で、チェルノブイリ事故発生以来ベラノレ}シで子供の甲状腺ガ

ンが45件確認され、発生率は事故以前に比べ17倍になったと述

べた。その飽、肺、胃、血液の疾患や妊娠異常も増えていると

指摘。

92/3/11 毎日:モスクワ=時事

ロシア・クルスク州クノレチャトフ原発で 9日、タ}ピン発電機

冷却システムの圧力低下で火災が発生した。原子炉は緊急停止、

まもなく鎮火、放射能漏れなし。

92/3/13 福島民友:ロンドン=共同

ウクライナ環境保護省顧問のチヒー博士は11日、ブリストノレの

会議で、チェルノブイリ事故によるキエフ州の汚染地帯で、動

物の奇形出産が増えていると指摘した。事故以前は極めて少な

く、明らかに汚染が原因と述べた。

92/3/12 北海道:モスクワェ共同

エリツイン大統領は、ノパゼムリャ島での核実験再開の準備を

する大統領令を出した。昨年10月、ロシアでの核実験を 1年間

停止する決定を出していたが、軍の圧力などを背景に実験再開

の方針を固めたとみられる。

92/3/13 北海道:モスクワ口共同

イズベスチヤは12日、 C1 S海軍の戦略原潜は62隻で、このう

ち24隻が太平洋艦隊に配属されているとのデータを掲載した。

SLBMは940基で、弾頭数2800発。太平洋服隊には348基。

92/3/18 毎日:時事

ロシア原子力エネノレギ}省のボグダン補佐官は、クラブチュ

ク・ウクライナ大統領が提案した戦術核廃棄の共同管理構想に

ついて、「核兵器解体の機能、装誼は国家機密に属するjと拒否。

92/3/25 毎日:モスクワ=飯島記者

24日午前2時半ごろレニングラード原発 3号炉で放射能漏れ事

故。 ECCSが作動。ロシア原子力エネルギー省はレベル3と

発表。

92/3/30 毎日:共同

U Sニュース&ワーノレドレポートによると、最近ウクライナで

戦略ミサイルの弾頭3個が紛失。 2月にはカザフスタンで 3個

の戦術核弾頭がなくなった。

92/4/9 毎日:モスクワ・共同

タス通信は 7目、ナホトカの環境団体の話として、ナホトカ港

近くの海底で通常の 20倍の放射線を出す物質がみつかった、と

{云えた。

92/4/12 毎日

通産省筋は 11日、 CISの原子力発電所の安全性向上に協力

するため、日本が出資してロシアに原発技術者の研修所を設置

する構想、を明らかにした。同省は92年度から 10カ年計画でC

1 S 、東欧の原発技術者 1000人を日本に招き、事故対策や

安全運転についての研修を行う構想を進めていた。しかし、レ

ニングラ…ド原発事故をうけて同計画の見直しを進めていたも

の。
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92/4/19 毎日

3月に発生したロシア・レニングラ}ド原発 3号機の事故につ

いて。ロシア原子力省などの調査では、圧力管に入る冷却水量

を調整する弁の故障で水量が 1時間当り 20立方mから 3立方m

以下に減り、温度が通常の 300度から 800度に上昇。原子

炉は自動停止したが圧力管が損傷し、放射性希ガスやヨウ素が

外部に放出された。

92/4/22 毎日:モスクワ・石郷岡記者

ロシア政府はクラスノヤルスクの核兵器用プルトニウム生産炉

2基の閉鎖を決定。 1号機は今年 7月1日、 2号機は 9月 1日

以前に閉鎖の計画。

92/4/25 毎日:モスクワ・苓郷間関記者

イズベスチヤ紙は 24日、 6年前のチェノレノブイリ原発事故に関

するソ連共産党政治局の秘密書類をもとに、「政治局の事故対策

グ、ノレープは、事故の内容を隠蔽し、ウソでかためた構報を流し

続けたJと厳しく告発する記事を掲載した。記事は、元ソ連人

民代議員でジャーナリストでもあるヤロシンスカヤによるもの

で、秘密書類の入手は臨難を極め昨年夏のクーデ、タ}以後やっ

と関/入れることができたとしづ。その資料によると、被災地の

放射能汚染治療療患数は 1万人にも及んでいたが、記者会見用

の文書では「住民には治療を要する被害はなかったJと説明す

ることが求められていた。

92/5/2 毎日:モスクワ・共同

ロシア・サラトフ州のパラコボ原発 1号機で 2日朝、油圧式開

閉器が破裂。原子炉は停止しなかったが問機の発電機が止まっ

た。火災や放射能漏れはなかった。

92/5/16 毎日

来日中の欧州復興開発銀行 (EBRD)のアタジ総裁は 15日、旧ソ

連諸国内にある原発の安全性確保のために緊急に 20億ドルの無

償資金援助が必要との見解を示した。

92/5/25 毎日 :!Jスボン・伊藤記者

リスボンで開かれている CIS支援調整国際会議は、「支援調整グ

ノレープJ設立を提案、原発の安全確保などを柱に技術支援を行

うことを確認。 1月のワシントン会議で食料援助など短期的援

助が焦点となったのに比べ、今回は中長期的支援態勢が中心。

また、日本、米国、 EC、ロシアは、!日ソ連からの頭脳流出を防

ぐためモスクワに「国際科学技術センターj を設置することで

合意、仮調印を行った。

92/6/7 毎日:ワシントン共同

アンドロポフ元ソ連共産党書記長が、 KGB議長時代の 1979年2

月に、チェルノブイリ原発の欠陥を指摘、事故の可能性を警告

していたことが明らかになった。

92/6/10 毎日:モスクワ支局

イズベスチヤ紙は 9日、ロシア科学アカデミーが現在ロシア領

内で稼働する原発 9カ所のうち 7カ所の閉鎖を勧告したと報じ

た。

92/6/10 毎日:時事

インタファクス通信によると、チェルノブイヲ原発4号炉を覆

うコンクリート防護壁の一部が崩壊、内部の放射性物質が流出

している可能性の強いことが 9日明らかになった。

92/6/10 毎日:モスクワ支局

ベラノレーシ最高裁判所は 9日、ベラノレーシ共産党の政党登録を

担否した司法省の決定を「法律違反j とし、共産党活動合法化

の判断を示した。

92/6/27 毎日

通産省首脳は 26日、ミュンヘンサミットでの焦点となっている

!日ソ連・東欧の原発安全対策費用について、日本、米国は 2国

間方式で拠出することを明らかにした。 ECは、欧州復興開発銀

行を窓口にすべきと主張してきた。安全対策費用は総額7億ド

ノレとされている。設備改善費用 3億 2千万ドル、訓練センター

設置などで3億 3千万'"""'3億 6千万ドル。

92/7/1 毎日

閉鎖が問題となっている、!日ソ連・東欧の原発は、チェルノブ

イリ型 15基、第 1世代!日ソ連加圧水型 10基の合計25基。

92/7/3 毎日

政府は 2日、!日ソ連・東欧の原発の安全対策費として、日本は

米国並みに当面 2千万'"""'2千 500万ドルの支援を行う方針を決

めた。 6日から開かれるミュンヘンサミットで宮沢首相が表明

する。

92/7/18 毎日:ブリュッセル・谷口記者

プリュッセルで 15、16日に開かれた東欧支援会議 (G24)は、

!日ソ連・東欧原発安全化に関する運営委員会設置を決定。安全

管理上問題があり「危なしリとされる原発は約 25基。 G24では

これらを 5年以内に段階的に閉鎖したいとしている。

92/7/19 毎日:モスクワ・飯島特派員

ロシア政府機関紙・ラシスカヤベスチは 18日、チェルノブイ

リ原発事故に関する!日共産党政治局の秘密文書を掲載。政治局

が被害の甚大さを示す報告書を無視してワソを発表していたと

告発した。

92/7/16 毎日 :RP東京

ロシア最高会議は 14呂、これまで市販の地図には載っていな

かった秘密都市、「閉鎖行政地域Jの廃止に関する法律を採択し

た。

92/7/24 毎日:モスクワ時事

ピリニュスからの 22日夜の報道によると、リトアニアのイグ

ナリナ原発で事故。

92/8/3 毎日:モスクワ共同

1日付けのロシアのネザピシマヤ紙によると、西側から閉鎖要

求が強まっているチェルノブイリ型原発の安全性に対するロシ

ア原子力専門家の自己評価は、 5点満点で2という低いもので

あることが明らかになった。

92/10/2 毎日:ロンドン・菊池記者

欧州復興開発銀行の発表によると、プノレガリアのコズロドワイ

原発6号炉でかなり大きな火災事故が発生し、運転停止した。

92/10/10 毎日

チェルノブイリ原発事故による住民の健康被害を調査する政府

派遣の専門家8人が 11日から 21日までロシア、ベラノレ}シ、

ウクライナを訪問する。団長は秋葉放影研疫学部長。

92/10/21 毎日:ウィ}ン・高畑記者

ポ}ランド国営通信によると、同国西部国境の町テレスポノレで

20日、自宅の風呂場にウラン1.5kgを隠していた男が、密輸

と危険物隠匿の疑いで逮捕された。

92/10/22 毎日:ウィーン・高畑記者

IAEAは21日、旧ソ連からの放射性物質密輸事件にからんで密売

人が放射線障害で発病した事例を公表。スイスのチュ}ヲヒで

放射性セシウム 2グラムを所持していたポ}ランド移民 1人が

摘発されたが、胸ポケットに入れて所持していたため重体との

こと。

92/11/1 毎日

ベラノレーシの汚染地では4割の子どもに甲状腺肥大などの影響。

同国の小児科毘らが 31日大阪市内で開かれた市民自体との交流

会で報告したもの。

92/11/2 毎日:キエフ PAP共同

ベラノレーシの検事総長代行は 10日、ウラン 2.5kgを密輪出し

ようとしたロシア人を逮捕したことを明らかにした。
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92/11/2 毎日

1 0月下旬、チェルノブイリ救援活動をしている市民団体など

約 60人が東京に集まり「第 2田チェノレノプイリ救援グループ

全国会議jを開催した。会議を呼びかけたのは通信販売会社「カ
タログ、ハウスJ。

92/11/5 毎日

チェルノブイリ事故の被曝者治療に取り組んでいる広島大学涯

学部の上回教授が4日、白血病を患っているキエフ市の友人の

長女を広島で治療するため。「カ}チャを救う会j を結成した。

92/11/25 毎日

日本とロシアの原子力協議が 24日から外務省で開かれ、ロシ

ア側は、核兵器の解体によって生じる高濃縮ウランを骨本の原

発燃料として転用する構想、を打診。

92/12/24 毎日:モスクワ・共同

共同通信が入手したロシアの政府計画案によると、これまで原

発のなかった沿海州やノ¥パロフスクなど、極東地域を含め 5カ

所に原発を建設する計画。

< 1993年>

93/1/1 毎日:モスクワ時事

放射性廃棄物の梅洋投棄を調査中のロシア政府委員会は 30日

声明を出し、旧ソ連時代から放射性液体廃棄物を日本海を含む

極東海域へ投棄していたことを明らかにした。極東への海洋投

棄が確認、されたのははじめて。

93/1/7 毎日:モスクワ時事

ロシア全土の原発で、昨年1年間に発生した事故は 205件、 91/

年の 172件より 33件の増加。

93/1/14 毎日:モスクワ・共同

チェルノブイリ原発で 12日夜小規模な火災が発生。 12日午

後 11時頃原子炉 1号機と 2号機の中間にある機械設備付近で

火災、職員が約 30分後に消火。原因は電気系統の故障。

93/1/25 毎日:モスクワ・共同

ウクライナテレピは 22日、チェルノブイリ原発 1号機の発電

機内に機会油が溺れ、発電が停止したと伝えた。

93/1/28 毎日:モスクワ・石郷岡記者

ロシア政府幹部会は 27日、 1940-50年代に起きたウラノレ地方の

核事故を協議し、被害の調査、対策に本格的に乗り出す決定を

した。汚染事故により 50万人に被害を及ぼしたとされる。

93/2/5 毎日

G7は5日までに、!日ソ連・東欧の原発安全対策を進めるための

基金設立で最終合意した。基金の規模は当初 7500万ドル。

93/2/16 毎日:モスクワ・石郷岡記者

イズベスチヤ紙は 15日、ウクライナに記備されている戦略核

ミサイノレの安全は危機的状況にあると報じた。各地のミサイノレ

は補修がされないまま配備されている。

93/3/6 毎日

医療研修で広島に滞在中のセケルパエフ・カザフ放射線医学生

態学研究所副所長は、 5日の記者会見で、セミパラチンスク核

実験場周辺住民の白血病発生率が通常の 100倍以上であると

発表した。

93/3/31 毎日

宮沢首相は 30日の参院予算委員会で、ロシアが日本海などに

放射性廃棄物や原潜の原子炉を投棄していた問題について、投

棄の部時中止と事実関係の調査をロシア側に申し入れたことを

明らかにした。

93/4/2 毎日:モスクワ時事

ロシア政府調査委員会の報告書によると、ロシア海軍太平洋睦

隊は昨年4固にわたって放射性廃棄物を海洋投棄。液体が 8.9
キュリ}、固体が 15キュリ}。

93/4/5 毎日

アノレメニア政府は 12日、 1988年の大地震後から運転を停止して

いたアルメニア原発を、電力不足のため運転再開する決定を行

った。準備作業に約 1年かかる見通し。

93/4/6 毎日:モスクワ共同

5日のタス通信によると、セミパラチンスク核実験場のあるカ

ザフスタンで、 2億 3000万トンもの放射性廃棄物が、指定

された投棄場所以外に放置されていることが開国の環境調査で

明らかになった。

93/4/6 毎日:モスクワ・共同

西シベリアの閉鎖都市「トムスク 7Jで6日、ウラン港液の入

ったタンクが爆発、工場の崖根が吹き飛び、液が飛散。

93/4/7 毎日:モスクワ・石郷同記者

ロシアのヤプロコフ大統領顧問は6日、極東地域では現在も液

体廃棄物の投棄が続けられ、中止する計画はない、と語った。

93/4/7毎日

チェルノブイリ事故で現在も高濃度に放射能汚染され、住民が

強制移住させられているベラノレ}シのチェチェノレスク地区に

!日ソ連各国から民族紛争や内戦による難民約 00/人が入ってき

ていることが判明した。この事実を明らかにしたのは、来日中

の間地区のセチカ保健局長らで、難民の数はさらに増えつつあ

る。

93/4/8 毎日:モスクワ・飯島、石郷岡記者

トムスクの事故に関しロシア当局は f放射能汚染地域は約 200

平方kmと推定されるJ と発表。中心地から半径4-5kmで

3-4ミリレントゲン、 29km地点で O. 4ミリレントゲン

を記録した。ロシア原子力省は事故の規模をレベル3と発表。

93/4/9 毎日:モスクワ・石郷岡記者

トムスク 7事故による汚染は、幅 9km長さ 20kmに広がっ

ている。爆発の原因となった溶液にはウラン 235とプルトニ

ウム 237が含まれていた。

93/4/13 毎日

チェルノブイリ原発 1号機で 12日、タービン発電機の事故が

あり原子炉が止まったが放射能漏れはなかった。

93/4/15 毎日:モスクワ時事

イズベスチヤ紙は 15日、ウクライナの税関当局が、オデッサに

近いイリイチェフスク港で 80トンの核燃料が入った正体不明

のコンテナを発見したと報じた。

93/4/21 毎日

来日中のベリホフ・ロシア科学アカデミー副総裁は20日、国

際シンポジウム「核兵器の廃棄とプルトニウムJで、今後は樽

洋投棄が行われないようにすべきである、と述べた。

93/4/24 毎日:ジュネーブ、・ロイタ}

WHOは 23日、チェルノブイリ事故が原因でベラノレ}シの子ども

の甲状腺ガンが 24倍に増え、と発表した。

93/4/27 毎日

日本原産会議の大会でチェルノブイリ事故の影響評価に関する

シンポジウムが行われた。

蔵本広大原医研所長は、影響は実証されないとする IAEAの報告

について、「データは医学的根拠を持ち信頼できるj と述べた。

93/4/30 毎日:モスクワ共同
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ロシア国家原子力監視委員会のアダムチュク部長は、今年2月

のコラ原発の原子炉停止について、原子炉冷却に関する人為的

ミスが主因で、あと 1時間余りで重大事故になるところだ、った

と明らかにした。

93/5/15 毎日

ストロンチウム 90の放射線源を積んだ!日ソ連のヘリコプタ}

が 1987年にサハリン東方のオホ}ツク海に墜落する事故のあっ

たことを、科学技術庁が 14日明らかにした。放射性廃棄物の

海洋投棄に関する日ロ合同作業部会でロシア海軍が説明。放射
能量は35万キュリ}。

93/5/22 毎日:モスクワ共同

ウクライナ中部のザポロジェ原発で 21日午後火災が発生、 1人

が焼死 1人が重傷。火災の原因は溶接作業の火花が、漏れた水

素に引火したため。原子炉部分とは無関係。

93/6/29 毎日:キエフ・ロイタ}共同

ウクライナ中部のザポロジェ原発で 28日、 1基の原子炉の炉内

圧力が急上昇したため運転を停止した。

93/6/30 毎日:モスクワ AFP時事

イズベスチヤ紙は 29日、ロシアとウクライナ両国が、ウクライ

ナ内にある約 1600発の戦略核弾頭の解体に関する取り決めに調

印すると伝えた。ロシアは見返りとして、ウクライナに原子炉

用の燃料を提供するとともに、解体弾頭ウランの販売利益の一

部を与える。

93/7/20 毎日:モスクワ・石郷間記者

ロシア・チェリャピンスク郊外の核生産工場「マヤック j で1

7日夜、放射能汚染事故が発生。プルトニウムを抽出するタン

クで化学爆発が発生。事故の規模はレベル 1の見通し。

93/8/6 毎日:モスクワ時事

インタファクス通信は5日、今年上半期にロシア国内の原発で

組きたトラブノレは 90件にのぼると報じた。うち。「深刻なJ事
故は2件。

93/8/15 毎日:モスクワ・石郷関記者

イズベスチヤ紙は 13日、原燥実験場で爆発直後の演習を行っ

た!日ソ連軍兵士がロシア国防省を相手に損害賠償の訴えを行っ

たと報じた。訴えたのはソロキンさん、 68歳。 1954年 9月、ト
ツコエの原爆演習に参加。

93/9/17 毎日:モスクワ支局

ロシア国防省筋は 15日、ウクライナのベノレボマイスク核弾頭

保管貯蔵施設内部の温度と放射能慌が上昇した事故に関する調

査結果を発表した。事故の原因は限定された空間内に基準以上

の核弾頭を集積させた結果、核物質が相互反応した、というも
σ〉。

93/10/14 毎日

ベラノレ}シの子どもの甲状腺ガンが急増し、事故前に年平均 1

人だったのが、昨年は 65人にも上っていることが判明。この 8

月現地を訪れた市民グ、ノレープ「チェルノブイリ・ヒパクシャ救

援関西j が入手した資料による。

93/10/18 毎日

グリンピースは 17日、放射性廃棄物を積載したロシア海軍専用

船 fTNT-27Jが、日本権での液体廃棄物投棄を開始したと発表

した。「グリンピース号Jの乗組員が小型ボートで接近、自然状

態の 10'""'17倍の放射線を検出。

93/10/19 毎日:モスクワ・三瓶記者

日本海への放射性廃液投棄について、ロシア環境天然資源省の

次官は、近く 2田自の投棄を行うことを明らかにした。 16日に

行った投棄は、 800トンで 40億ベクレノレ。 2回目は 900トンの
予定。

93/10/23 毎日

ロシアのミハイロフ原子力棺が 22日来日し江田科技庁長官と会

談。ミハイロフ原子力棺は、 f廃棄物処理を進める資金にするた

め、ウランを購入してほししリと提案した。

93/10/27 毎日

来日中のロシア原子力省のミハイロフ大臣は、科技庁で記者会

見し、日本海への投棄はもう行わないと雷明した。

93/10/30 毎日:ウラジオストク・飯島記者

ロシア海軍のカサトノフ第 1副総司令官は 29日ウラジオストク

で記者会見し、液体廃棄物の日本海投棄を今後も続けるとの方

針を表明した。

93/11/11 毎日:ロンドン・菊池記者

ロンドン条約改正のための層際会議は 10日、ロンドンの国際海

事機関本部で分科会を終え、低レベル放射性廃棄物の海洋投棄

について、 f25年ごとに見産すjとの条件で全面禁止する方針を

決めた。英国やフランスは反発。

93/11/29 毎日:モスクワ時事

イズベスチヤ紙は 27日、ニモスクワの犯罪組織が放射能を武器に

して殺人を行っている疑いがあると報じた。ある企業の社長の

いすに高濃度の放射性物質が長期にわたって仕掛けられ、その

社長は死亡した。

93/12/18 毎日:モスクワ・時事

放射性廃棄物の海洋投棄に関するロシア政府委員会は、梅洋投

棄の完全中止のため廃棄物処理施設を 94/年末までに建設する

とした報告書をまとめた。ロシア政府はこれを基に日本などへ

建設費への協力要請をすると見られる。

< 1994年>

94/1/11 毎日:ブリュッセル・重村記者

クリントン米大統領は 10日、プリュッセルで記者会見し、ウク

ライナがすべての核兵器をロシアに引き渡す非核化に合意した、

と発表した。ウクライナは、弾道ミサイノレ 176基と核弾頭 1800

発を 7年を限度に廃棄、ロシアは 10億ドル分の核燃料をウクラ

イナに提供する。

94/2/4 毎日

アレクサンドロフ元ソ連科学アカデミー総裁が 3日に死去、 90

歳。ソ連原子力開発の指導者。

94/4/1 毎日 :7ィーン・高畑記者

IAEAは31日、チェルノブイリ原発の安全性に対して行った現地

調査の結果、「事故炉の隔壁の劣化が進行中で重大な懸念があり、

稼働中の原発にも多数の欠賂が確認されたj とする報告をまと

めた。チェノレノブイリ原発では、 3号炉と、先週から運転を再

開した 1号炉の 2基が操業中。

94/4/23 毎日:ウィーン・町田記者

チェルノブイリ原発の安全対策をめぐる IAEAの特別会議が終了。

ロ}ゼン IAEA安全対策局長は、チェルノブイリ原発の現状は依

然、必要とされる安全基準を満たしていない、と述べた。

94/4/27 毎日:モスクワ・三瓶記者

チェノレノブイリ事故8年にあたり、ロシア各紙は事故について

さまざまに報道。国防省機関紙 f赤い星j によると、事故処理

作業にあたった 30万人のロシア人のうち、 3万人が身体障害者

となりこれまでに 5000人が死亡。

94/5/7 毎日:モスクワ・時事

ロシアのベロヤルスク原発の高速増殖炉で 6日、冷却剤の金属

ナトリウムが漏れ火災が発生、 30-40分後に鎮火。放射能漏れ、

人的被害はなかった。
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95/2/23 毎日:モスクワ・飯島記者 95/9/22 毎日:ジュネーブ・福原記者

ロシア国家安全保捧会議のメニシチコフ環境保全省庁関委員は i 国連人道援護局がまとめた報告では、チェルノブイリ事故の処

22日、チェルノブイリ事故で放出された放射能の約 80倍の核廃 理にあたった人々80万人がガンの危険にさらされ、汚染地域の

棄物が圏内に貯蔵されていることを明らかにし、管理不十分で 7割の人が精神的障害をかかえている。

94/5/11 毎日:パーデンバ}デ‘ン AFP

チェルナウセンコ氏は 10日、 ドイツのラジオ放送で、チェノレノ

ブイリ事故による放射能汚染のためi日ソ連諸国で向こう 10年関

に 1500万人が死亡するだろうと述べた。

94/5/23 毎日

7月のナポリ・サミットの経済議題に、チェルノプイリ原発の

完全際鎖問題が入ることになった。

94/5/30 毎日:モスクワ・飯島記者

!日ソ連が 1956年9月、セミパラチンスク核実験場で軍事演習を

行っていたことが明らかになった。爆発寵後に空挺部隊員約 300

人が操心地周辺に降下した。

94/6/5 毎日

放医研の中島部長らが、家庭の砂糖の分析から被曝綜量を推定

する方法を開発し、チェルノブイリ被災地のサンプルを測定。

プリピャチ市のアパ}トの砂糖から求めた、 36時間の住民の被

曝操量は O.042シ}ベルト。

94/6/30 毎日:モスクワ・石郷岡記者

タス通信によると、カムチャツカ半島の原潜基地ベトロパブロ

フスクの廃棄物貯蔵施設で事故があり、放射能漏れ。放射能汚

染値は8ミリレントゲン。

94/9/2 毎日:モスクワ・三瓶記者

ロシア・チェリャピンスクの駿燃料工場で 31日から 1日にかけ

て火災が発生、周辺に放射能漏れ。事故の規模はレベル3。

94/9/27 毎日

チェルノブイリ原発事故の放射線影響に関する国際シンポジウ

ムが 10月3日から 3日間、被災地のベラノレーシで開国と日本の

研究者による実行委員会の主催で開かれる。

94/10/15 毎日

G7とウクライナは、チェルノブイリ原発を閉鎖することで大筋

合意した。近くロンドンで専門家グノレ}プの会合を開き具体策

の検討を始める。

. 94/10/19 毎自:モスクワ・大木記者

ロシア防諜局は 18日、モスクワしないでウラン 238を密売しよ

うとしたグ、ループを逮捕、 27kgのウランを押収したと発表した。

94/10/28 毎日:ウィニベグ、時事

カナダ・ウィニベグで開かれた G7のウクライナ支援会議で、ク

チマ・ウクライナ大統領は、チェルノブイリ原発を段階的に閉

鎖すると発表した。

94/11/17 毎日:モスクワ・大木記者

ウクライナ最高会議は 16日、 NPTに非核保有国として加盟する

ことを、条件付きで批准した。これに関連し START-1に関する

議定書も発効する。

94/11/20 毎担

!日ソ連が 1950-60年代に行った核実験・演習の機密映像を京大

塚谷教授が入手。映像は延べ3時間。

94/12/20 毎日:プラハ AFP時事

チェコ内務省は 19日、高濃縮ウラン 3kgを押収、!日ソ連人2人

とチェコ人 1人を逮捕したと発表。押収したのはウラン 235が

90%の濃縮ウランで、ロシアの証明書がつけられていたという。

< 1995年>

事故の危険があると警告した。

95/3/28 毎日:ロンドン共同

26日付けのオブ、ザ〕パ}紙は、チェルノブイリ原発を

したチームが最近作成した報告書の中で、向原発が再び大

を起こす恐れがあると警告したと報じた。 4号炉の建物の支

が倒壊寸前で、最悪の場合、稼働中の 3号炉のメノレトダウ、

どの大惨事につながる可能性がある。

95/4/13 毎日:モスクワ共同

91/年8月に関鎖されたセミパラチンスク核実験場で、実験の

め地下に設置されたまま 4年近くにわたり i日ソ連の核弾頭1発

が放置されていることが明らかになった。ロシア原子力省高官

によると、地下の高い湿度で起爆部内の成分が変化、軽い接触

でも起爆部が爆発する恐れがある。しかし、核爆発の可能性は

ないと強調。

95/4/14 毎日:モスクワ・大木記者

ウクライナのクチマ大統領は 13日、 EU議長国フランスのパルニ

エ環境相らと会談、西側援助を条件にチェノレノブイリ原発を 00/

年までに閉鎖することで合意した。

95/4/22 毎日:キエフ・ロイタ ~ES 時事

ウクライナのマルチュク副首相は 21日、チェルノブイリ原発の

閉鎖には 40億ドノレが必要で、あると述べ、国際支護を訴えた。

95/6/6 毎日:モスクワ DPA時事

タス通信によると、ロシア科学アカデミー会員の物理学者パル

コフスキー氏は 5日、 1986年4月のチェルノブイリ事故は地震

が引き金だったとの新説を発表した。

95/7/4 毎日

チェルノブイリ事故による放射能汚染地域で、新生児の先天性

異常の発生が 88年をピークに事故以前と比較して最高 2.2倍に

達していた。広大原医研の佐藤所長とベラノレーシの遺伝疾患研

究所の共同調査で明らかとなったもの。

95/7/27 毎日

チェルノブイリ事故によるi日ソ連ヨーロッパ部の汚染面積は、

1平方km当り 0.2キュリー以上の地域で 101万 1000平方kmに

及び、日本の面積の 2.7倍に達していることが明らかになった。

95/7/29 毎日

広島大学原医研は 28日 f被爆 50周年記念国際シンポジワムj

を開催し、ローゼンソン客員教授は、セミパラチンスク核実験

場の周辺住民は、広島・長崎の原爆投下後 24年間の平均と同じ

レベルと報告した。

95/8/2 毎日

セミパラチンスクで行われた核実験で広がった放射能や死の灰

の被曝状況を記録した気密地図を悶ソ連軍が作成していた。広

島大学原医研のロ}ゼンソン客員教授が明らかにしたもの。

95/8/12 毎日 :7ラジオストク共同

ソ連時代の 1985年 8月 10日、ウラジオストク近郊の原潜修理

工場で、原子炉燃料交換中に爆発事故があり、艦隊関係者約 350

人が被爆し、即死したもの 10人を含めて 40人以上が死亡した

ことなどが明らかになった。事故を起こした K431原潜はコンク

リートで密閉され現在もウラジオストク近郊のパブロフスク湾

に放置されている。

95/9/20 毎日:モスクワ・大木記者

チェルノプイリ原発で 28日、電気系統のショ}トでぼやが発生、

すぐに消火されたため大事には至らなかった。
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96/1/6 毎担:モスクワ共同

ウクライナ国家原子力委員会は 5日、南ウクライナ原発で3日

に放射能漏れが発生したと発表。向原発 3号炉の配管に小さな

穴がみつかり運転を停止した。

96/2/2 毎日:モスクワ共同

ロシア中部ウリヤノフスク州のディミトロフグラド原発で 1月

31日に放射能漏れ事故が発生、運転を停止した。原子炉のター

ピンが止まったため圧力が上昇し安全弁が作動、放射性ガスと

蒸気の混合気が幅3m長さ 60mにわたって吹き出した。

96/4/1 毎日:ロンドン共同

31日の日曜紙インディベンダ、ント・オン・サンデーは、スコッ

トランドの島で過去 1年半の間にガンが他の一般地域の 3倍を

上回る率で発生、 1986年4月のチェノレノブイリ事故と関連があ

りそうだ、と報じた。

96/4/3 毎日:ウィーン共同

チェルノブイリ原発4号炉を覆っている「石棺j は 13年に 1回

という高い確率で倒壊する恐れのあることが 2日、欧州委員会

が実施した危険度評価で分かつた。倒壊に結びつくもっとも大

きな外部要閣は地震で、チェルノプイリ地区では 177ガノレに達

する地震が 25年に 1度の割合で起きると予想、されるが、石棺と

共用建物は約 88ガルで倒壊することが判明。

96/4/8 毎日:モスクワ時事

ウクライナ放射線医学研究所のポヤノレコフ所長は 5日、チェノレ

ノブイリ事故の影響でウクライナでこれまでに 2500人が死亡し

たと述べた。

96/4/10 毎日:ウイ}ン・町田記者

チェルノブイリ事故の放射能による健康・環境影響について検

証する国際会議「チェルノブイヲから 10年Jが9日、ウィーン

で開幕した。 lAEA、開0、EUの共催で、各国の専門家約 700人が

参加。

96/4/14 毎日

大阪で 13日、消費者団体などの主催で「もんじゅも原発も今す

ぐ止めよう!チェルノブイリを忘れない!J集会が開かれ約 150

人が参加。フォ}ク歌手の小室等さんがオリジナル曲を披露。

96/4/19 毎日:モスクワ・大木記者

ノルウェーの環境保護団体「ベローナJは 18日、ロシア北方艦

隊の原潜から生じた大量の放射性廃棄物が危険な状態で保管さ

れていると警告する報告書をそスクワで発表した。 19日からモ

スクワで開かれる原子力サミットをにらみ、ロシアの核管理の

杜撰さを警告するのがねらい。

96/4/21 毎日:モスクワ・西、大木記者

G7とロシア首脳による原子力サミットは20日、公式協議を行い、

サミット宣言、 CTBrに関する声明、ウクライナに関する声明の

主要3文書を採択した。 95/年 12月の G7対ウクライナの覚書に

したがい、チェルノブイリ原発は 00/年までに閉鎖する方針が確

認された。

96/4/21 毎日:シカゴ時事

ザ・プレチン・オプ・ジ・アトミック・サイエンティスツ誌最

新号は、チェルノプイリ事故 10周年に合わせて特集を組み「事

故から人類は何も学んでいなしリと lAEAなどを批判した。カナ

ダのマープノレズ教授は、事故の直接の死者は少なくとも 6000人

にのぼると報告している。

96/4/21 毎日:モスクワ・三瓶記者

原子力サミットで発表され声明は、 95/年 12月の覚書確認にと

どまった。 95年覚書では、 00/年までにチェルノブイリ原発を閉

鎖するのに対し、西側は 23億ドルの支援を行うというもので、

その後 30億ドルに増額された。

96/4/22 毎日

チェルノブイリ事故からもうじき 10年を迎えるが、旧ソ連政府

の事故対策グ、ノレープが、事故直後に子供60人以上を含む市民900

人以上が急性放射線障害になった事実を機密議事録に残してい

たことが明らかになった。

96/4/22 毎日:モスクワ共同

タス通信は 20日、ウクライナのクチマ大統領が、チェルノプイ

リで稼働中の原子炉2基のうち 1基を今年中に閉鎖すると確認

したと報じた。

96/4/26 毎日:モスクワ・高橋記者

ベラノレ}シの/レカシェンコ大統領は 25日、テレピ演説し、チェ

ルノブイリ事故の経済的損失は少なくとも 2350億ドル、国家予

算の 32年分に相当するとの試算を公表した。

96/4/26 毎日:モスクワ・大木記者

26日のチェルノブイリ事故 10周年を迎え、各地でさまざまな行

事が行われる。ウクライナでは、環境問体のメンバ}ら約 300

人が原発の運転停止を求めてチェノレノブイリへデモ行進中で 26

日朝に現地入りする。キエフでは、犠牲者追悼の集会が聞かれ

クチマ大統領も参加する。ベラノレーシのミンスクでは、政府が

犠牲者の追悼集会を行う一方で、反政府団体「ベラノレ}シ人民

戦線Jが当局の禁止を振り切ってデ‘そを強行する予定。

96/4/27 毎日:モスクワ・大木記者

チェルノブイリ 10周年の 26日、モスクワのミチンスコエ墓地

で犠牲者の追樟集会が聞かれ、遺族や元同僚、政府高官など約

700人が参加した。一方、エリツイン大統領はラジオ放送を通じ

て「今日はロシアだけでなく、全人類の歴史にとっても悲しい

日であるj と述べた。

96/7/26 毎日:モスクワ・大木記者

ウクライナ国家原子力委員会は 25日、フメリニツク原発で 24

日、蒸気管が破裂する事故が起き、職員 1人が死亡、施設の一

部に放射能が漏れたと発表。事故の規模はレベル 1。

96/9/26 毎日:モスクワ・高矯記者

ウクライナのコスチェンコ環境相は 25日、チェルノブイリ 4号

機が爆発する可能性があると語った。今月 16日、「石棺j の中

におかれた測定器の値が上昇、中性子が一時的に 10倍になった

ことをうけたもの。

96/10/12 毎日:モスクワ時事

ロシア政府の安全保障会議がまとめた、原潜など!日ソ連で発生

した原子力艦船事故の状況が明らかにされた。 1960年 10月"'89

年 6月の約 30年間に 23件の事故があり、少なくとも 40人の死

者が出た。

96/10/20 毎日:ニューヨーク時事

18日発売のビジネスウィークによると、スターリンは自国の技

術を信用せず、米国製原爆をまねるよう強制したことが当時の

科学者らの証言で明らかになった。今年5月、当時の科学者ら

約 300人がドワブナで会合を開き公表。会合の記録は近く f今

日の物理学Jに掲載される。

96/11/19 毎日

阪大医学部の杉山教授や野村教授のグ、/レープは、チェルノプイ

リ周辺汚染地域に住み、血液検査で「異常なし」とされていた

住民の血液から、白血病の目印遺イ云子WT-1の増殖を確認し、通

常の検査で異常がない住民も白血病に対する高いリスクを負っ

ていることを、遺伝子レベルで裏付けた。

96/12/1 毎日:キエフ AP/DJ共同

チェルノブイリ原発で 30日、 1号炉の閉鎖作業が始まった。向

原発で稼舗中の原子炉は3号機のみとなる。
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97/2/27 原産新聞

チェノレノブイリ原発の 00/年閉鎖にともなう代替電源確保のた

め、欧州復興開発銀行 (EBRD)のウクライナへの融資について

調査していた専門家委員会はこのほど、「建設途中の原発 2基を

完成させることは、閉鎖によるロスを補うもっとも経済的なオ

プションとはならなしリとする報告書を提出した。問委員会は

fピーク時の電力需要が 2700万 kW程度にすぎないにもかかわ

らず、ウクライナには 3500万問の石炭火力、 1400万四の原発

を含め計 5500万 kWの設備が存在する。問題は、既脊発電所用

の燃料や部品の購入費、改修・更新費の不足」と指摘している。

97/3/20 原産新聞

ベラノレーシのゲラシモフ燃料電力相はこのほど、同国初の原発

建設作業を今世紀末までに開始することを念頭に置き、同国議

会が 5月からとアリングの実施を検討していることを明らかに

した。ベラル}シ政府は現時点では原発導入の決定はしていな

いが、昨年5月に関係3省庁と科学アカデミーに対し、導入可

能性調査の実施を政令で指示、すでに 3地点を立地に最適な地

点として選定したほか、 8カ所を予備地点としてリストアップ。

97/4/3 原産

ウクライナ議会は3月 18日、チェルノブイリ原発の閉鎖にとも

ない EBRDが1億 1800万ECむ (168億円)の資金をウクライナに

援助するとした協定を正式に批准した。

97/4/20 毎日

市民間体「チェノレノブイリ・ヒパクシャ救援関西j などは、チ

ェルノプイリ原発事故で「子どもの甲状腺がん以外は顕著な被

害がみられなしリとの lAEAなどの見解は過小評価として、世界

の反核・平和団体に、見解の撤回を求める抗議文への署名呼び

かけをはじめた。

97/5/15 原産

ウクライナ政府と G7はこのほど、チェルノブイリ 4号炉「石棺J

の改修計画の大筋で合意した。石棺の短期的な崩壊防止、若棺

内部の炉心溶融物の除去およびその安全管理を主要な目的とし

ている。総費用は約 8億ドノレ。 G7保IJは当初、新たな石棺の建設

を提案していたが、ウクライナ側の強し、要望により内部の炉心

溶融物の取り出しを最優先することになった。

97/5/15 原産

ウクライナで稼働する 15基の原発は、昨年 1年間に 796億 kWH

を発電、シェアは 44%。事故故障件数は、 95年の 85件から、

96年は 82件に減少、うちレベル2が1件。

97/5/24 毎日:モスクワ・高橋記者

ロシアのエリツイン大統領とベラノレ}シのノレカシェンコ大統領

は23日、連邦条約規約に署名した。

97/6/5 原産

ウクライナの緊急事態省はこのほど、チェルノブイリ事故によ

る汚染立入禁止区域の鹿棄物の除染、輸送、処理および貯蔵を

行う複合産業施設「ベクトノレj を建設するための第 1期入札を

開始した。「ベクトノレJは 30kro圏内に暫定的に埋設貯識された

放射性廃棄物を回収し、より安全な状態に処理処分するもので、

計画全体の予算は 350億円。

97/11/6 原産

ウクライナのエネルギー省によると、チェノレノブイリ原発 3号

炉の運事長再開は、冷却パイプ溶接不良部の修理のため、今年末

頃に延期されることになった。同 3号炉は、 7月 21日に定期検

査のため運転を停止。冷却パイプの 450カ所を検査したところ

50カ所で溶接不良が認められた。

97/12/18 原産

ウクライナ政府は 11月末の臨議で、建設中原発の完工資金

達するため電気料金を値上げすることを決定した。来年 1月

日より。ロブノ 4号炉とフメノレニツキ 2号炉完工のための費

は 15億ドルと巨額で、 EBRDの融資を渋られている状況。 4

4.5%の料金値上げで見込まれる約 2億ドノレを完工プロジェ

トにあて、 EBRDからの信用融資を引き出そうとしているもの。

< 1998年>

98/3/12 原産

ウクライナの原発会社であるエネノレゴアトムは5日、作業がや

断しているロブノ 4号炉とフメルニツキ 2号炉の完成工事に向

けて、今月にも入札希望会社の事前資格認定を実施する予定で

あることを明らかにした。

98/4/29 毎日

原子力安全委員会の原発周辺等防災対策専門部会は 28日、飲料

水や野菜などが放射能で汚染されたときに飲食の制限をはじめ

るための新しい基準案を作成した。今まで指標のなかった放射

性セシウムとプルトニウムなどの核種の指標を加え、従来あっ

た放射性ヨウ素の基準を見直した。

98/4/30 原産

チェルノブイリ原発のパラシン所長は今月初頭、 3号炉の運較

を5月5日から再会する予定と発表した。同炉は昨年7月に数

選問の予定で運転停止、配管溶接部に 260カ所以上の傷が発見

されたことから運転再開が延期され、さらに 180カ所の傷が認

められたため再延期されていたもの。

98/5/28 原産

ウクライナ政府と EBRDは 11日、チェノレノブイリ 「国際シェノレ

ター実施計画J(SIP)に関する協定2件に調印した。 1件目は、

EBRDとワクライナ原子力発電公社の聞の協定で、 SIPのうちの

4分野 17件の実施費用として、 1億 350万ECUが割り当てられ

た。 2件目は、 EBRDとウクライナ環境・原子力安全省との間で

締結されたもので、 SIP事業の許認可業務に関するコンサノレティ

ングに関するもの (924万ECU)。

98/8/6 原産

7月 15日の報道によると、 BNFLエンジニアリング社とモリソ

ン・ヌ}ドセン社、及びウクライナの3つの協力組織からなる

企業連合が、チェルノブイリ石棺改修プロジェクト (SIP)関連

のコンサノレティング業務でウクライナ原子力発電公社からの契

約を獲得した。石棺に関する構造調査、監視、地震特性、改修

の概念設計などが作業項目で、 2年間で数百万ドノレ相当。

98/9/2 毎日

外務省は 1日、チヱノレノブイソ原発事故のひばく者への医療支

援をしている市民団体「チェノレノブイリ支援・広島医療協議会j

に、 ODA予算の NGO事業補助金約 500万円を支給する方針を決め

た。

98/9/3 原産

ウクライナの原子力発電公社(エネルゴ、アトム)は 18呂、建設

途中のフメルニツキ 2号炉とロブノ 4号炉の完成プロジェクト

について、 120日間の公開協議を始めた。これらの 100万四級

VVERは80'"'-'85%完成したものの、 91年以降作業がストップして

いた。完成までにさらには億ドルが必要と見積もられている。

98/10/1 原産

フランスのSGNは9月 18日、聞社と英国のAEAテクノロジ}社、

日本の日揮などからなる企業連合が、チェルノブイリ 4号炉の

若棺の安全性改善対策に関わる主要な契約を獲得したと発表し

た。この契約の総額は少なくとも 500万ECU(7億 8000万丹)

でG7や欧州復興開発銀行などが管理する「石棺基金j から賄わ

れる。

98/11/12 原産
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ウクライナのエネルギ}省とエネノレゴアトムは3日、 10月に機

器の欠陥が発見されていたチェルノプイリ原発 3号機の修理期

日を来年春まで延期したいと原子力規制当局(淑A)に要請した。

3号機の安全性についてはウクライナの検査当局が調査したと

ころ、耐用年数をすぎた機器がいくつか見受けられ、 12月にも

修理のために運転を停止する必要があると指摘していたもの。

< 1999年〉

99/1/21 原産新聞

昨年 12月 15日より定期検査中のチェルノプイリ 3号炉で再び

クラックが発見され、運転再開が当初の見込みより 2週間以上

遅れる見通し。クラックがみつかったのは、炉心冷却配管の溶

接部。今回定検に入ってから検査した 200カ所の溶接部のうち

46カ所でクラックが発見された。

99/2/4 原産新開

ベラノレーシでの原発建設に関するフィージピリティを調査して

いた政府委員会はこのほど、「今後 10年間は原発計画に着手す

るのは不適当だが、将来のオプションとしては温存すべきj と

する報告書をまとめた。

99/2/9 RFE/RL 

ウクライナの原子力関係者 28人が 8日、原子力産業の窮状と政

府の財政支援を訴える手紙を発表した。手紙にサインしたのは、

原発所長、科学者、エネルギ}関係者で、電気代の不払いによ

り職員の給料支払いや設備の更新ができず、原発が危険な状況

で運転されていると述べている。

99/2/25 原産新聞

国際チェルノブイリセンターによると、国際シェルタ}修復計

画 (SIP) の責任者はこのほど、「石棺j 修復作業で、今年はさ

らに数千万ドルの資金が必要と、ワクライナ政府に訴えた。 SIP

では総計 7億 5800万ドノレが必要と見積もられており、諸外国か

らはこれまでに4億ドルの資金援助が約束されている。しかし、

原子力発電での発電量に対し 10%しか料金が払われていない現

状から、すべての安全対策が実行されているとは言い難い状況

にある。 ウクライナの原発は、昨年 752億 4000万 kWHを発

電し、送電力の 43.5%を賄った。設備利用率は 67%。

99/3/3 RFERL 

ウクライナ原子力公社のパノレホメンコ長官によると、ウクライ

ナの原発は旧式であるため 幸いにして西側のようなコンピュ

ータの 00/年問題はない。一方、原発労働者は、原発周辺にテ

ントを作り賃金未払いに対する抗議行動をエスカレートさせて

いる。

99/3/9 RFERL 

ワクライナの原発労働者組合は 5日、賃金の支払いを求めて 3

月 22日より 5カ所の原発でストライキを行なうと発表した。 6
日には 1万 00/人の労働者が集会に参加し、原発周辺では約 00/

人がテントピケを続けている。

99/3/11 原産新聞

ウクライナの原発で、賃金未払いに対する労働者の抗議行動が

広がっている。 2月 24日、 5つの涼発立地都市で、 2万 4000

人が集会とデモを実施。その後、数百名がキエフの政府ピノレで

ピケを張ったり、原発を臨b抗議キャンプを行なった。ワクラ

イナの原発は原子力発電公社 (ENERGOATOM)が運転しているが、

電気料金未払いなどのため、労働者への未払い給与は約 5カ月

分、 4300万ドルに達したと言われている。

99/4/15 原産新聞

ウクライナ原子力学会の理事会はこのほど、原子力部門の財政

上の危機的状況が原発の安全性を脅かしているとして、政府や

原子力産業界の責任者を批判する声明を発表した。シュタイン

パ」グ理事によると「ウクライナはチェルノブイリ事故の教訓

から何ひとつ学んでいない。J

99/4/16 毎日

15日のロシア紙「新イズベスチア」は、 1986年のチェルノブイ

リ原発事故について、ロシアの地震専門家が新たな証拠に基づ

き、直前に起きた数回の局地地震が原因だ、ったとの調査結果を

まとめたと報じた。

99/4/26 RFERL 

チェルノブイリ事故 13周年にちなんで4月25日、約 7000

人の政府反対派がデモ行進し、 ノレカシェンコ大統領の政策に抗

議した。デモ参加者は、ロシア、ユ}ゴとの連邦に反対すると

ともに、反対派大統領選挙候補者であるチ}ヒル氏を釈放する

よう要求した。

99/4/27 RFERL 

クチマ大統領は4月 26日、放射線医学センタ}の新ピノレの関

所式で、「あらゆる困難にかかわらず、国家はチェルノブイリ事

故被災者の救済に全力を尽くすであろう Jと述べた。キエフの

追悼式では、約 1000人が事故処理の犠牲者に花輪をささげた。

保健省によると、 1986年以来 4365人の事故処理作業者が死亡し

た。事故による直接、間接の影響で 16万 7653人のウクライナ

人がこれまでに死亡した。

99/5/24 毎日

チェノレノブイリ原発事故の影響で、甲状腺ガンが大人も増加し

ていることが、ベラノレ}シ科学アカデミーのマリコ博士の調査

で明らかにされた。増加率は予想、された自然増よりも 2?3倍大

きかった。ベラノレ}シ共和国の事故による甲状腺ガン発生数は、

従来の推定より

99/6/17 RFE紅

Martynenko大統領報道官によると、クチマ大統領は G-8がウク

ライナのロブノとフメルニツキ原発の完成資金を供出すること

を期待している。チェノレノブイヲ原発閉鎖の代替に援助するこ

とを 95/年に G-7は約束している。先週のケノレンサミットに反応

したもの。 ドイツ議会の環境委員会は 6月 15日に、原発建設へ

の資金援助に反対する決定をしている。一方ロブノ原発では、

グリーンピースの活動家が "'No Western Money for New 

Chernobyls'"とし、う横断幕で抗議行動。

99/6/21 RFERL 

ケノレンの G-8サミットは6月 18日、チェルノプイリ原発閉鎖の

代償として 2原発を完成させるためのウクライナに対する 12億

ドノレの供与を決定することに失敗した。シュレッダ}・ドイツ

首棺が、連立している緑の党からのg齢、反対を受けたもの。他

のG-8リーダ}は賛成した。

99/7/1 原産新聞

ドイツのケノレンで聞かれていたG7の最終声明で、チェルノブ

イリ原発閉鎖にともなう代替電源として、ウクライナで建設中

の原発を完成させる計画への支援継続が盛り込まれる一方、原

子力以外の電源で代替する道についても検討の余地が残される

ことになった。原発建設支援に反対を表明しているのはドイツ

のシュレーダー首相で、代替電源としてガス火力の建設を主張。

これに対しフランスのシラク大統領は非現実的と応酬した。

99/7/8 原産新聞

ウエスチングハウス社はこのほど、ウクライナの南ワクライナ

3号炉 (100万四、 VVER)の取り替え用燃料の受注に成功した。

聞社はこれまで、チェコのテメリン原発 1号炉(100万四、VVER)

の初装帯燃料を供給した実績はあるが、 VVERの取り替え用燃料

の受注ははじめて。

99/7/20 RFERL 

チェルノブイリ原発で 7月 17日、原子炉の安全点検中に 2人の

作業員が被喋した。ガンマ線源の容器から中身の一部が落ちた

ために被曝し、被曝量は 9.8レムと 8.3レムであった。

99/7/21 RFERL 
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隣能猶

ヨーロッパ復興開発銀行はウクライナの原発運転公社エネルゴ

アトムと、チェルノブイリ「五棺Jの改修のため 1億 1500万ド

ルを供与する契約を締結した。石棺の安全性モニタ}機器の購

入など、 2005年までの安全プログラムで費やされる。

99/7/22 原産新聞

フラマトムなどフランス系企業連合は7日、国際入札の結果、

チェルノブイリ原発の廃炉・廃棄物管理統合計画における主要

設備の設計・建設事業を正式に受注した。契約額は約 77億円で、

欧州復興開発銀行の原子力安全基金から拠出される。企業連合

は、 2万 5000本の使用法み燃料をパッケ}ジする設備や256基

の貯蔵キヤニスターを乾式収納する施設を建設する。

99/8/5 原産新聞

ウクライナのクチマ大統領は 7月9日にキエフでドイツのシュ

レーダー首相と会談後、 fチェノレノプイリ原発を火力で代替する

というドイツの提案は経済的でないため断ったj と発表してい

たことが明らかになった。シュレーダー首相は、 160万 kWの石

炭火力と 40万 kWの天然ガス火力で代替するよう働きかけてい

たもの。

99/9/30 原産新聞

ベノレギーのベノレガトム社などの企業連合がこのほど、チェルノ

ブイリ原発の放射性魔液処理・貯蔵施設の設計・建設をウクラ

イナ原子力公社から受注した。契約額は約 20億円で、 2002年ま

でに、 2500立方m/年の廃液処理・貯蔵が可能な施設を建設す

る。

99/10/28 原産新聞

ウクライナ政府のチェルノブイリ原発担当委員会は、開原発で

ただひとつ運転中の 3号炉の運転を来年夏まで継続させること

で政府に勧告する方針を決めた。この起源、は、燃料チャンネル

の寿命に因っている。

99/12/9 原産新聞

7月から修理のため運転を停止していたチェルノブイリ原発 3
号炉が 11月 26日運転を再開した。国家原子力規制局 (S関心
は、「向炉は来年後半にも最終閉鎖せざるを得ない状況j との見

方を示している。

99/12/30 RFERL 
ウクライナ原子力公社は 29日、国内 5カ所 14基の原発で Y2K

問題は生じない、と発表した。運転中の 10基は止めずに新年を

迎える。また、チェルノプイリ原発でただひとつ稼働中の原子

炉は、保守・修理の費用がかさむため、 00/年中に停止される見

通し。

<2000年>

00/02/24 RFERL 
チェルノブイリ原発3号炉は2月 23日、この 1ヶ月で3回目の

原子炉停止が発生した。発電所当局によると、原子炉停止は蛇

管系の故障を修繕するためで、 3月4日までの予定。

00/02/29 RFERL 
チェノレノブイヲ原発3号炉は 2月初日、安全パルプ、故障のため

4日間の修理を行なった後、運転を再開した。

00/3/23 原産

米エネノレギ}省のリチヤードソン長官が 2月にキエフを訪問し

た際に、ウクライナのクチマ大統領は、「西側lの支援が約束され

れば年内にもチェルノプイリ原発を閉鎖するj と約束していた

が、政府内のさまざまな見解により、最終的な閉鎖日程は 2004

年までずれ込む可能性が出てきた。

00/03/30 RFERL 
ウクライナ内閣は燃料エネルギ}大臣に対し、チェルノプイリ

原発の今年中の間鎖計画を 3ヶ月以内に立案するよう要請した。

労働者の社会的補償に関する計画は半年以内に作られる。しか

し、 Tymoshenko次官によると原発閉鎖の具体的な時期は、 G7と

キエフとの間での代替補償に関する合意後になる。

00/4/12 毎日・大島記者:閉ざされた大地、 5回連載

①「小さな核戦争j残がい 00/台

30km圏内今も居住禁止

②続く発電、ようやく全面閉鎖に

③消防士の悲劇、山火事のたびに被ばく

④a情報隠しへの怒り、民主化住民投票に開花

⑤長引く経済危機、うち切られる被災者援助

00/04/13 RFERL 
Cook英国外相は4月 12日、 チェルノプイリ原発 f石棺j補強

のため英国は1050万ポンド(1680万ドル)を提供すると語った。

また Yushchenkoウクライナ首相との会談では、ウクライナの経

済改革を支援する用意があると述べた。

00/04/21 RFERL 
ミンスク市当局は， 4月26日に反対派が予定しているチェノレノブ

イリ事故 14周年のデモ行進を禁止し、郊外での集会のみを許可

した。ミンスクでは 1989年以来毎年数万人規模のデモが行われ

てきた。デモ実行委員会リ}ダ}の l、Hkichankaは、 f当局は被

災者援助を切り下げ、汚染穀物の供給をし、ベラノレーシ由民が

座して死ぬのを望んでいるjと述べ、デモは実施すると語った。

00/04/25 FRERL 
約 1500人のチェルノブイリ被災者が4月23日、事故 14周年に

ちなんでキエフでデモを行った。チェルノブイリ同盟の Andreev

によると、ウクライナ政府の救済策はおそまつで屈辱的である。

一方、保健当局によると、事故で被醸した人々の死亡率が増加

している。

00/04/26 RFERL 
ベラノレ}シ当局は 25日、反対派が予定している 26日のチェル

ノブイリ集会禁止令を解除した。反対派が市内中心部をデモし

ないことで合意したもの。ノレカシェンコ大統領は、反対派との

交渉には決して応じないと語った。

00/04/27 RFERL 
チェルノブイリ 14周年を記念し4月初日、ミンスク中央から

バンガロー広場に向け 1万人以上が行進したが、事件はなかっ

た。一方、ヤクプコラス広場で開かれた小さなデモ集会は警官

隊と衝突し 1人が逮捕された

00/04/27 RFERL 
/レカシェンコ大統領はベラノレーシ南部を訪れ、放射能汚染地の

閤復を望むとのベ、汚染地にくる CIS諸国民には 1週開でベラ

ノレ}シ市民権を出すと語った。

米エネノレギー省のリチャ}ドソン長官が 2月にキエフを訪問し

た際に、ウクライナのクチマ大統領は、「西側の支援が約束され

れば年内にもチェルノプイリ原発を閉鎖するj と約束していた

が、政府内のさまざまな見解により、最終的な閉鎖日程は 2004

年までずれ込む可能性が出てきた。

00/04/27 RFERL 
チェノレノブイリ事故 14周年の4月初日、ウクライナのクチマ

大統領は、発電所を閉鎖する日を正確に述べるのはまだ困難で

あると語った。 Yushchenko嘗相によると、閉鎖の日が決まるの

は西側との交渉が済んでからである。事故による損害は、 1400

億ドルと見込まれているが、除染と健康問題にこれまでに投入

された資金は 50億ドルにすぎない。

00/5/4 毎日

14年前のチェルノブイリ原発事故により放射能汚染されたベラ

ノレ}シで、ナタネを栽培して汚染を除去するとともに、油を採

って汚染対策の資金を得ようという一石二烏のプロジェクトが

この秋 lAEAの協力で本格実施されることになった。今年9月に

完成予定のゴメリの実験工場で料理用油の生産を開始し、将来
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は最大 20万ヘクターノレの汚染地にナタネを植える方針。

00/05/18 RFERL 

ウクライナのクチマ大統領は 5月 17日、チェルノブイリ原発を

閉鎖する期日は今月中に決められるだろうと述べた。大統領に

よると、 Yushchenko首相のもとに、チェノレノブイリ原発閉鎖に

関わるさまざまな問題を分析する委員会を設置した。

00/6/3 毎日

ウクライナのユシェンコ首相は 1日、チェルノブイリ原発の完

全閉鎖の期日が決まり、まもなくクチマ大統領から正式発表さ

れると述べた。

00/6/6 毎日

クリントン米大統領は5日キエフを訪問し、クチマ大統領と会

談した。会談後クリントン大統領は、クチマ大統領がチェノレノ

ブイリ原発を今年 12月 15日に完全閉鎖することで合意したこ

とを明らかにした。米国は原発閉鎖資金などとして 8000万ドル

を支援すると約束した。

00/06/06 RFERL 

クリントン米国大統領との会談でクチマ大統領は 6月5日、チ

ェルノブイリ原発を 00/年 12月 15日をもって閉鎖すると発表し

た。クリントン大統領は、クチマ大統領の決定を賞賛し、石棺

の強化費用に 7800万ドル、ウクライナの原発安全性向上に 200

万ドル提供すると述べた。

00/06/07 RFERL 

クチマ大統領は 6月 6日、 G7が約束した資金を提供しなくと

も、 12月 15日にチェルノブイリ原発は予定通り閉鎖すると語っ

た。 Yushchenko首相によると、原発閉鎖にともなう電力損失を

補うため通常燃料の購入資金が 1億ドル必要となる。

00/06/08 RFERL 

Pifer駐ウクライナ米国大使は 7日、チェルノプイリ原発閉鎖後

も米国は財政支援を継続すると語った。原子炉から核燃料を取

り出すのに 3000万ドル、石棺の強化に 3億 6000万ドルが必要。

原発閉鎖により原発で 3000人の職がなくなり、関連する 4000

人も生活手段がなくなる。

00/6/15 原産

ウクライナのクチマ大統領は5日、クリントン米大統領と会談

したのち、「チェノレノブイリ原発の残った 1基を今年の 12月 15

日で永久に閉鎖するj と発表した。

00/06/19 RFERL 

クチマ大統領は 16日、訪問中のキューパのハパナで、チェル

ノブイリ被災児 18000人の医療治療に対し感謝する演説を行っ
た。

00/06/19 RFERL 

EBRDのFrank総裁は 16日、チェルノブイリ原発の閉鎖にともな

う1億 8000万ドルの援助は、ウクライナのエネルギー部門の改

革とセットであると述べた。

00/06/23 RFERL 

ドイツの Fischer外相はキエブで 23日、チェノレノプイリ原発の

閉鎖にともなってドイツ政府がウクライナにどのような援助を

行うか最終的には決まっていないと語った。 Fischerによると、

チェノレノプイリ石棺の補強にドイツがし、くら支援するかは 7月

51=1にベルリンで開かれる G7の後に決定される。

00/6/29 原産

国連放射線影響科学委員会 (UNSCEAR) は7日、「甲状腺ガンの

増加を別とすれば、チェルノブイリ事故による放射線の長期的

な健康影響を裏付ける科学的な証拠はないJと断言する報告書

を公表した。問委員会は科学的な評価を実施した結果、被喋し

た子供たちのうち 1800人が甲状媒ガンにかかっており、今後も

増加する恐れがあることを認める一方、 fそれ以外の全般的なガ

ンや死亡率の増加が事故による被曝と直接結びつくような科学

的な根拠は何もなかったJと明言。

00/07/07 RFERL 

チェルノブイリ原発の関鎖を議論する G7や EU諸国の会議が 7
月 5-6日ベルリンで開かれ、オランダの代表は、原発閉鎖の

費用として 284万ドルを提供すると発表した。

00/07/11 RFERL 

強烈な風雨のため 7月 10日、チェノレノプイリ原発の3号炉が運

転を停止した。風雨のため、ウクライナでは2人が死亡し 10人

が負傷した。洪水による被害は 3億 4000万フリブナ (6270万ド

ノレ)に達している。

00/07/12 RFERL 

クチマ大統領は 7 月 11 日ライブチヒで、シュレーダ~.ドイツ首

相と会談し、チェノレノブイリ原発閉鎖後の電力関題を含め 2国

間関係の議論を行なった。 ドイツ側の態度は、工事中のロブノ

とフメノレニツキ原発に対する EBRDからの 15億ドノレの融資の鍵

となっている。

00/07/25 RFERL 

原子力エネノレギ}公社 fEnerhoatomJ によると、ウクライナの

原発は 31億 8000万フリブナ (5億 8500万ドル)の電力と熱を

生産したが、代金を受け取ったのはその 5%だけである。約 75%

は、原子力産業のパータ}や負債の支払いに使われた。 7月 1
日現在で、電力消費側の未払いは 26億 6000万フリブナである。

00/09/18 RFERL 

クチマ大統領はパリで 15日、シラク仏大統領、 ProdiEU議長な

どと会談し、 12月 15自にチェノレノブイリ原発を閉鎖すると明言

した。シラク大統領は、原発閉鎖に関連し EUから 4億 3000万

ユーロ (3億 6980万ドル)の支援を行なうことを再確認した。

00/09/21 原産

欧州委員会 (EC) は6日、東欧・旧ソ連諸国に立地する原発の

安全性を向上させる戦略と、これら諸国への支援合理化を毘指

した新たな提案を採択した。 ECは今後、リトアニアのイグナヲ

ナ原発の 2基、スロパキアのボフニチェ原発4基のうち 2基、

ブルガリアのコズトドイ原発 6基のうち 2基を実際に閉鎖する

作業や、それ以外の原子炉の安全性向上に焦点をあててゆく。

00/09/28 原産

パリで首脳会談を行なっていたウクライナと EUは 15日、チェ

ルノブイリ原発を今年 12月 15日に永久閉鎖すると合意した。

EUは、代替電源として、ロプノ 4号炉とフメリニツキ 2号炉(PWR、

100万 kW)の完成計画に、 EUのユーラトム基金と EBRD(欧州復

興開発銀行)を通じて融資をすると約束した。

00/09/28 RFERL 

クチマ大統領は 27日、閉鎖されるチェノレノプイリ原発を国際原

子力研究センタ}にすることを示唆した。そのための委員会設

置に関する大統領令を発効させた。一方、 21=1前にターピント

ラプ、ルで停止していたロブノ原発は 27日に運転を再開した。ウ

クライナの 14基の原発のうち現在動いているのは 10基である。

00/10/17 毎日

チェルノブイリ事故で被害をうけたベラノレーシに移り住み底療

支援活動をしている菅谷昭・元信州大学産学部助教授の講演会

が 19日、天王寺の大阪国際交流センターで開かれる。甲状腺外

科研究会が市民向けに企画した公開講鹿。

00/10/30 RFERL 

ロシアのツーラ州で行なわれていた、チェルノプイリ事故処理

作業者 25人のハンガ}ストライキは 27日に終了した。ストラ

イキ参加者は、チェノレノブイリ被害者に対する援助切り下げの

法案に反対していたもの。チェノレノプイリ同盟の Naumovによる

と、ロシア議会は法律の改定を拒否し、また政府は現行法案と

おり 7億ノレ}ブ、ノレ (2500万ドノレ)の健康補償金を用意した。
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00/11/02 畏FERL
ウクライナ国家安全保障会議は 11月 1日、チェルノブイリ原発

を数ヶ月間運転するのに必要な技術的問題と燃料供給について

検討するよう、担当大臣と当局に指示した。 Yushchenko首相に

よると、この指示は議論上の問題にとどまる。一方、労働組合

リーダーの Higgsによると、チェノレノブイリ原発閉鎖にともな

う失業補償として 1億 3500万ドルの援助が必要である

00/11/06 RFERL 
Plyushch国会議長は 11月4日、 EBRD(ヨ}ロッパ復興開発銀行)

がロブノとフメリニツキ原発の建設完成資金を提供しなければ、

12月 15日以降もチェルノブイリ原発の運転を継続するという法

案を提案した。

00/11/09 原産

ウクライナは、チェノレノブイヲ原発が閉鎖される 12月 15日に

先立ち、同月 5日にG7のほかロシア、ベラノレーシ、オ}スト

リアなど近隣諸国の議員、欧州議会の議員を招いて閉鎖にとも

なう経済問題など議論することを計画している。ウクライナ議

会の原子力政策・チェルノブイリ事故影響対策委員会のサモイ

レンコ委員長は。「毘際社会や国際金融機関の注自を集めること

ができるj と指摘している。

00/11/10 RFERL 

EC総裁 Prodiはキエフで6日クチマ大統領と会談し、チェノレノ

ブイリ原発閉鎖にともなう代償として火力発電用燃料費 2500万

ユーロ (2160万ドノレ)を速やかに供与すると約束した。一方、

クチマ大統領は 12月 15日の原発閉鎖を再度言明した。

00/11/13 RFERL 
最高会議副議長の Havryshは 11日、チェノレノブイリ原発閉鎖に

ともなって国際社会がワクライナに適切な援助をしなければ、

議会は「しかるべき決議Jを行うと述べた。来月早々、議会で

はチェノレノブイリ原発閉鎖に関するヒアリングが開かれる。

00/11/15 RFERL 

議会前で 14日、 6000人の教師と 1500人のチェルノプイリ被災

者が、給与や社会保障の引き上げ、未払い給料の支払いを求め

て、別々の集会を行った。社会保障を受けているチェルノブイ

リ被災者の数は 220万人であるが、 2001年の予算で政府は、手

当の大幅な削減を盛り込んでいる。

。0/11/16 原産

ウクライナのエネノレゴアトム公社は 10月 27日、フメリニツキ

2号炉とロブノ 4号炉を完成させる計画 (K2R4計画)の予備契

約をフラマトム社が率いる企業連合と結んだ。この企業連合は、

フラマトム社のほか シ}メンス SNP社およびロシアのアトム

ストロエキスポート社で構成されており、 5億ドルの総合契約

に関する技術と実務上の条件で合意に達したもの。正式調印は

来年 1月になる。ただし、開プロジェクトの正否は、総見積も

り費用である 14億 5000万ドルのうち 2億ドルを EBRDが融資す

るか否かにかかっていると言われている。

00/11/17 RFERL 
ヨーロッパ復興開発銀行 (EBRD)総裁 Lemierreは 16日、チェ

ルノブイリ原発閉鎖にともなって、ウクライナの 2原発の建設

完成のため 2億 1500万ドノレを供与するよう評議会に要請すると

述べた。ただし、ウクライナ原発の安全性向上、安全評価のた

めの独立した組織創設、エネルギー産業の改革がローンの条件

である。

00/11/27 RFERL 

チェルノブイリ原発が 27日送篭線の故障のため運転停止した、

とウクライナ・エネルギー省が発表した。

00/11/27 毎B・田中記者ノレポ

チェルノブイリ原発が来月 15日、事故から 15年で完全閉鎖さ

れる。チェルノブイリ型原発は国際社会から「最も危険な原発J

と指摘され、早くから閉鎖要請をうけていたが、当初の予定

り大幅に遅れてようやく閉鎖にこぎつけた。しかし、地元では

汚染問題、代替エネルギー問題、失業問題など歓迎ム}ド

でないのが実状だ。

00/11/28 RFERL 

悪天候により 27日、ウクライナの 3000の町や村で停電

した。緊急事態省によると、停電の 90%は電力ラインの自

止のためであった。チェルノブイリ原発が向日停止し、他の3

つの原発が 28日に運転停止した。

00/11/28 毎日

チェルノブイリ原発で現在ただひとつ稼働している 3号炉が 27
8午前 6時、送電隷のトラブ、ノレのため緊急停止した。稼働再開

は来月 2日の見込みだが、同原発は来月 15日に全面閉鎖される。

00/11/30 原産

EBRD (欧州復興開発銀行)のノレミエール総裁は 16日、開銀行の

理事会メンバーにあてた書簡で、ウクライナの K2R4計画に2億

1500万ドルを融資するよう勧告した。勧告は条件付きで、①チ

ヱノレノブイリ原発閉鎖の確認とその後の安全確保、②G7や ECに

よる技術支援保証、③IMFによるウクライナへの融資再開、④ほ

かの国際金融機関の同計画への参加、⑤他の原子炉 13基の安全

性改善、⑥民営化、料金値上げなどの改革、となっている。

00/12/04 RFERL 

キェフ市内を 12月 3日、約 1万人のチェルノブイリ事故被災者

が、政府に社会保障と手当の増加を要求してデモ行進した。一

方、先週停電で停止していたチェルノブイリ原発は 12fI 1日運

転を再開した。

00/12/06 RFERL 
ウクライナ議会で 5白、チェノレノブイリ涼発閉鎖に関するヒア

リングが開かれ、外国議会の代表、外交官、国際機関員なども

参加した。クチマ大統領は、閉鎖にともなうエネノレギ}源の祷

償、失業問題に対し、西側が消撮的であると述べた。先に、閉

鎖の延期もありうると述べた Plyshch議長は、 fチェノレノブイリ

原発の将来的手Ij用は不可能であり J延期はあり得ない、と述べ

た。

00/12/06 RFERL 
EBRD (ヨーロッパ復興開発銀行)評議会は、チェノレノブイリ原

発閉鎖にともなう代償として、 2基の原発の完成資金としてウ

クライナに 2億 001:万ドノレを貸与するかどうかを今週に決定す

る。 EBRDはすでに、非核燃料の購入費用としてウクライナに 1

億ドルの供与を決めていた。チェノレノプイリの閉鎖費用はは億

ドルと見込まれているが、そのうち、 EBRDが2億 00/万ドノレ、

EUが5億 8500万ドノレ、米国、フランス、スウェーデ、ン、スペイ

ンが 3鰭 5000万ドル、ロシアが 1鰭 500万ドノレ、ウクライナ原

子力公社が 1億 6000万ドル負担の予定である。

00/12/08 RFERL 

EBRDは 12月8日、フメリニツキ原発とロブノ原発で建設中の 2

基の原子炉の完成資金として 2鰭 1500万ドルのローンをウクラ

イナに与える決定を行なった。完成資金の総額は 14億 8000万

ドノレで、ユ}ロアトムからは 5億 8500万ドルのロ}ンが来週

決定される。

00/12/14 RFERL 

EUは 13日、ウクライナに対し原発完成資金として 5億 8500万

ドルのロ}ンを提供すると決定した。返済期間は 20年で利率は

5%。一方、 15日の閉鎖式典に向けての準備が進められている。

チェルノブイリ原発は 6日の蒸気漏れで涼発は停止しているが、

最小出力で運転が再開され、明日、クチマ大統領の命令で、停止

される。

00/12/15 畏FE畏L

15日正午、クチマ大統領はキエフとチzノレノブイリ原発を結ぶ

テレピ中継を通じ、 3号炉停止ボタンを押す命令を出した。 f世
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界に平和が訪れ、人々は平穏に眠れるだろう Jと大統領は演説

した。一方議会は、共産党主導で、原発関鎖を少なくとも 4月

まで延期するよう政府に求める、無拘束決議を採択したが、ク

チマ大統領は「政治的遊技Jであると無視した。

00/12/15 毎日

チェルノブイリ原発が 15日に完全閉鎖される。クチマ大統領は

前日に原発と原発労働者が住むスラプチチ市を訪問。 3号炉は

今月 6日、蒸気漏れで運転を停止、 14日夜にいったん最小出力

で再稼働した後、 15日正午に完全停止される。

00/12/15 毎日

キエフで 14日、チェノレノブイリ事故犠牲者の追悼集会が開かれ、

犠牲者の名前を刻んだ碑の前で遺族らが当時を振り返り祈りを

ささげる姿が見られた。

00/12/16 毎日

チェノレノブイリ原発は 15日、唯一稼働していた 3号炉が停止し、

事故から 15年目で全面閉鎖された。爆発した4号炉の後始末、

汚染地住民の健康被害、原発労働者の失業問題など未解決の開

題が山積している。

00/12/21 原産

12月 15日、クチマ大統領はキエフの中央式典ホールからピデオ

回線を通じ、チェノレノブイリ原発 3号炉を停止させる指示を運

転員に与えた。向原発では、 86年4月に事故を起こした4号炉

のほか、 1号炉が 98年に閉鎖、 2号炉は 91年のタービン建屋

火災の後に事実上閉鎖状態だ、った。

00/12/21 原産

国際チェルノブイリセンタ}が 7日付けで伝えたところによる

と、クチマ大統領はこのほど、政府とは独立の立場で活動する

新たな原子力規制機関の創立を指示した。同国の原子力当局は

現在、環境棺の管轄下にある。新機関は、既存の 2機関、環境

資源、省、国家原子力安全検査局からすべての権限を委譲される

予定。

00/12/21 原産

EBRD理事会は 7日、いくつかの条件がみたされれば K2R4計画に

2億 1500万ドルの融資を認めると発表した。今国の融資承認に

あたって EBRDは、出資国である 59カ国およびECらによる票

決を実施した。賛成 63.7%、反対 7.8%、棄権 28.5%だ、った。

同計画で必要とされる 14億 5000万ドルは、 EBRD融資の他、ュ

ーラトム(欧州原子力共同体)の 5億 8500万ドノレ、輸出信用機

関の 3fj意4830万ドル、ロシアからの 1億 2370万ドノレなどで賄

われる。

00/12/29 RFERL 

ウクライナ当局は、今週はじめに停止した Yuzhna原発が 27日

に運転を再開したと発表した。原子エネルギー公社によると、

4カ所の原発の 13基の原子炉のうち 11基が運転中である。

00/12/29 RFERL 

97/年にチェノレノプイリ市の暫定イコン貯蔵庫からイコンを盗

んだ2人組が逮捕された。当局によると、イコンの放射能汚染

は認められなかった。

<2001年>

01/02/24 毎日

ロシア南部のロストフ原発 1号炉が 23日運転を開始した。チェ

ルノブイリ事故以来、ロシアの新たな原発の運転開始ははじめ

て。

01/03/15 原産

ドイツの原子力サーどス企業であるニユ}ケム・ニュークリア

社は 6目、チェノレノプイリ原発の放射性関体廃棄物管理施設を

3330万ユ}ロ(約 37億円)で建設する契約を獲得したと発表し

た。 f放射性国体廃棄物管理コンビナート計画j と名付けられた

同プロジェクトでは ECの竿生支援により、 1-3号機が操業当

時に排出した放射性廃棄物および今後の廃止措置にともなうす

べての廃棄物を処分に適した状態に処理することになっている。

01/04/25 毎日

チェノレノブイリ原発事故から 26日で 15周年になる。ロシア保

健省のオニシャエンコ第 1次官によると、ロシア国内では現在

も約 170万人が汚染地域に住んでおり、住民の病気にかかる率

は、全国平均より、大人で 20"-'30%、子供で 50%大きい。

01/04/26 RFERL 

ベラノレーシのノレカシェンコ大統領は 26日、チェルノブイリ事故

15周年の式に参加するためゴメリ州の汚染地を訪問した。ウク

ライナのクチマ大統領、 Yushchenko首相、 Plyushch議長は、事

故処理で働いた軍人羅のそニュメントと墓に花束を捧げた。ベ

ラノレ}シ反対派も向日、追悼式典を予定している。

01/04/27 RFERL 

ミンスクで 26日、反対派が組織したチェノレノブイリ 15屑年の

デモに 5000から 7000が参加した。 Nikitchankaアカデミー会員

は、 184万人がベラルーシの汚染地域に住んで、いる、政府がチェ

ルノブイリ対策のために支出している額は、「チェルノブイリ

税Jとして集められている額より 13%少ない、と述べた。

01/05/07 RFERL 

ウクライナ・ドネック州の Kirov炭坑で 5日、メタン爆発事故

により 8人が死亡し 2人が行方不明。ウクライナの炭坑では昨

年事故により 306人が死亡しており、世界で最も危験な炭坑で

ある。

01/05/18 RFERL 

ワクライナは 17日、核兵器搭載可能な長距離戦略蟻撃機TU-95MS

の最後の 1機を解体した。ウクライナは!日ソ速から受け継いだ

38機の戦略爆撃機すべてを解体したことになる。米国・ウクラ

イナ協定に従って。米国は解体費用 7700万ドノレを提供した。

01/06/01 毎日

モスクワの国際会議で 5月 31日、長崎大学医学部の柴田教授が、

チェルノブイリ原発周辺の子供の甲状膿ガンについて、ガン患

者はほぼ全員が事故前の生まれで、事故の翠年以降に生まれた

子供には甲状腺ガンは出ていないと報告した。

01/06/07 毎日

ロシア下院は 6月 6日、外毘からの使用済み燃料の輪入と貯蔵

など「核ビジネスjを認める一連の法案を賛成多数で可決した。

法案は上院の審議を経て、大統領が署名して成立する。原子力

省によると、今後 10年間で外国から約2万トンの使用済み燃料

を受け入れ、約 200億ドルの収入を見込んでいる。

01/06/19 RFERL 

ベラノレーシ最高裁の車事パネルは 18日、前ゴメリ医科大学学長

Bandazheuskiと副学長 Raukouに対し、大学への入学と引き替え

に賄賂を受け取った罪で、禁固 8年の知!を下した。 Bahdazheuski

は、放射線に関する高名な専門家で、チェルノブイリ事故に対

する政府の政策を批判してきた。

01/06/28 原産

ロシア政府はこのほど、「チェルノブイリ事故:86年から 2001

年までのロシアにおける影響排除に関する結果および悟題点J

と是草する 46べ}ジの報告書をまとめ、マスメヂィアの報道が同

事故の悪影響をことさら誇張していると結論している、

01/06/28 RFERL 

ヨ}ロッパ議会評議会 (PACE) に参加しているウクライナ代表

団は 27日、 EBRD(ヨーロッパ復興開発銀行)がウクライナ2原

発の完成資金を提供する約束を守っていないと述べた。代表団

によると、 EBRDはチェルノブイリの閉鎖とロブノとフメリニツ

キ原発完成のため 15億ドルを提供することになっているが、ま
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だほんの一部しか払われていなし、。Lemierre EBRD総裁によると、

EBRDは、 IMFとウクライナの協力関係が復活するのを待ってい

る。一方、 Khristenkoロシア副首相は、核燃料の購入と原発完

成のためロシアは 2億ドノレをウクライナに提供する用意がある

と述べた。

01/07/05 原産

ワクライナの電力会社であるエネノレゴアトム社とフラマトム

ANP社の率いる企業連合は6月 22日、ロブノ 4号機とフメリニ

ツキ 2号機の完成計画 (R4/K2)で第 2段階の設備近代化協力協

定を結んだ。 1億 2500万ユ}ロ(約 135億円)のこのオプショ

ン協定は両炉の操業時の性能向上を目的としたもので、両炉が

運転開始してから最初の 3回の停止期間中に作業が実施される。

01/07/12 毎日

ロシアのプ」チン大統領は 11日、外国からの使用済み核燃料の

輸入を解禁し、再処理と貯蔵を行うことで外貨獲得をめざす関

連法案に署名、間法は成立した。

01/08/20 RFERL 

ワクライナ・ドネック州 Zashydkoの炭坑で 19日、メタン爆発

が発生し少なくとも 36人が死亡した。少なくとも 10人が行方

不明で、 39人が重傷。生存者の救出活動は、地下 1300mで、の火

災のため中断された。 Zasyadko炭坑では 1999年にもメタン爆発

で 50人が死亡している。

01/09/11 毎日

9日の選挙で再選されたベラノレーシのルカシェンコ大統領は 10
日、「ベラノレ}シ国民は外部からの圧力に屈しなかったJと今後

の政権維持に5齢、自信を示した。一方、全欧安保協力機構 (OSCE)

の選挙監視団も 10日、「選挙は非民主的J と指摘し、公平さに

疑問を投げかけた。

01/09/25 RFERL 

ジトーミノレ市の近郊で 24日、放置された核廃棄物置き場が発見

された。コンクリ}ト製ピットの中に木製の箱が投げ込まれて

おり、籍の中には、放射能マ}クの入った鉄製ブロックが収納

されていた。ブロックの放射線量は毎時 0.017から1.2ミリレ

ントゲンであった。ソビエト時代に核弾頭を装備した部隊が展

開していた場所で、ワクライナ安全当局は地方当局に対し、早

急に放射線源を腐離しておくよう指示した。

01/10/11 原産

歌丹、i復興開発銀行 (EBRD)は今月からフメリニツキ 2号・ロプ

ノ4号の完成計画 (K2/R4)に2億 1500万ドノレ (268億 8000万

円)の融資を開始する。これは一週間前、 IMFの拡大信用供与に

よるワクライナへの融資更新手続きが完了したことを受けて発

表されたもの。計画全体で必要と見積もられている経費は凶億

8000万ドル。

01/10/16 RFERL 

チェルノブイリ問題に関する国連使節団の団長Mizseiはキエフ

で 15日、国際社会がチェノレノブイリ周辺の経詩活動に投資する

よう勧告すると述べた。使節団は 7?8月に 30km閣を視察し、

10月末に国連総会に勧告を行う。

01/10/19 RFERL 
ベラノレ}シのルカシェンコ大統領は 18日、科学アカデミ}の総

裁とアカデミ}幹事会メンバーを共和国大統領が指名するとい

う命令を公布した。これまで、科学アカデミー総裁はアカデミ

ー会員の総会で選出されていた。 19日、ノレカシェンコ大統領は、

前大統領府長官Myasnikovichを科学アカデミ}総裁に指名した。

01/10/26 RFERL 

ロシアの 5つの環境団体が 25日、ブ、ノレガリア・コズロドワイ原

発からロシアへの使用済み核燃料のワクライナ通過を中止する

よう、ウクライナ議会とクチマ大統領に訴えた。環境団体によ

ると、核燃料事故の半数は輸送中に生じており、核燃料の輸送

にはテロの可能性がある。

01/10/31 RFERL 
ニコラエフ州ベノレボマイスク地区で 30日、 SS-24大陸間弾道ミ

サイノレの最後のサイロ 46基が破壊された。向日、米国との間で

SS-19とSS-24ミサイル製造インフラ施設解体のため 3000万ド

ル援助の調印が行われた。

01/11/06 RFERL 

EUのTACIS事務局は 5日、チェノレノブイリ事故の影響について、

ベラル}シ、ウクライナ、ロシアの人々を啓蒙するための計画

に、これまでにはO万ドルを使ったと述べた。 TACIS計画では

事故影響に関する科学的知見をあつめ、汚染地域で生活するた

めの勧告を、本、パンフレット、ピデオ、 CDにまとめて舵布

した。 fCDによって汚染食品をクリ}ンにすることはできない

が、ワクライナの食品の 90%がクリ}ンであることを学ぶこと

ができるJと計画関係者は述べている。

01/11/08 原産

ウクライナの原子力発電公社はこのほど、国内の原発の運転寿

命を延長する計画を公表した。ワクライナでは4つのサイトで

13基の原子炉が稼働中で、電力の約 45%を供給しているが。設

計上の運転寿命が 30年であるため、現時点での余寿命は 12"'20

年になっており、これらの延長には関連法規の改正が必要にな

る。

01/11/14 毎日

大津市で開かれている第 9回世界湖沼会議で 14日、ウクライナ

水圏生物学研究所のグドコフ研究員が、チェルノブイリ原発周

辺で湖水の流出防止措置がとられている湖沼において、富栄養

化のため植物の生態に影響が出ているとの調査結果を報告した。

もっとも放射能汚染のひどかった湖沼周辺は、キエフ市民の飲

料水の水源であるドニエプノレ)11の上流にあるため、放射性物質

が拡散しないよう周辺にダムが建設された。

01/11/19 RFERL 
ウクライナ西部のロプノ原発で 17日、原子炉の変圧器からの油

漏れが Styr)fIを汚染した。 20kg以上の油が、下水から StyrJfI 

へ流れ込んだ。

01/11/22 原産

欧州復興開発銀行 (EBRD)のノレミエール総裁は 7日、ウクライ

ナの K2R4計画への融資条件が満たされたとして、 2億 1500万

ドノレを融資するよう向行の理事会に勧告した。 EBRDは来月の理

事会で貸付を承認する協定に署名するかどうかを決定する。

01/11/30 RFERL 
ロプノ原発とフメリニツキ原発の 2つの原発に対する完成資金

15億ドルの西側援助プログラムは 29日、破綻に至った。ウクラ

イナ政府は、 EBRD(欧州復興開発銀行)と EURATOMに対し、予

定されている 12月7日までには調印しないし、融資条件につい

てEBRDとEURATOMと再交渉すると伝えた。

01/ 12/04 RFERL 
クチマ大統領は 3日、ロプノ・フメリニツキ原発完成資金の EBRD

(ヨ}ロッパ復興開発銀行)からの援助を完全に拒否したわけ

ではない、と語った。大統領によると、西側専門家が見積もっ

たコストは大きすぎるし、電力代金を引き上げろという条件を

受け入れるわけには行かない。

01/12/13 RFERL 

クチマ大統領は 12日、チェルノブイリ原発とその職員たちが住

むスラプチッチ市を訪問した。昨年 12月の発電所閉鎖以来、チ

ェノレノプイリ原発の従業員は 1万人から 4200人に減少した。ク

チマ大統領は、原発閉鎖資金の濫用を理由に、 Tolstonohov所長

を解任し、 Nerestinを新所長に任命した。

01/12/17 RFERL 
クチマ大統領とプーチン大統領はハリコフ市で 14日、フメリニ

ツキとロプノの 2原発完成に関する協定に調印した。クチマ大
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統領は 15日、ウクライナは依然として EBRDの援助にも期待し

ているが、「原発はロシアの設計であり、ロシアを排除すること

はできなしリと述べた。

01/12/19 RFERL 

クチマ大統領は、いずれ電気代を上げる必要があるが、この冬

には行わないと述べた。また、 2基の原発完成についてロシア

と調印した協定では、 2002年にロシア側から 1億 5000万ドルの

クレジットが提供される。

01/12/20 原産

ウクライナの K2/R4完成計画にロシアが財政支援を提供するこ

とで両国が政府間協定を締結したことが 17s付けで明らかにな

った。協定の調印にはプーチン・ロシア大統領とクチマ・ウク

ライナ大統領も出席した。 K2/R4には EBRDから 2億 1500万ドル

の融資を受けることになっていたが、ウクライナのキ}ナフ首

相は融資を拒否する意向を 11月末に示していた。ロシアからの

融資総額は正式には公表されていないが、 5億ドノレ (625億円)

程度になると予想されている。

<2002年>

02/02/28 原産新開

国連開発計画 (UNDP)とユニセフは1月 25日、チェルノブイリ

事故の影響に関する報告書を公表し、被災住民や地元コミュニ

ティに対する今後の支援として、 f放射線影響の問題だけに絞ら

ず、個々の被災者の生活を中・長期的に平常化していけるよう、

健康や生態系、社会経済に関する方策を統合した、全体的なア

プローチを取ってし、く必要があるJと訴えた。

02/04/01 原子力学会誌4月号

ロシアの国営原発会社ロスエネノレゴアトムが建設していたポノレ

ゴドンスク (1日名ロストフ) 1号炉 (VVER、100万 kW)が、ロ

シアとしてはじめての新規サイトの原発として営業運転を開始

した。

02/04/08 RFE/RL 

国連人権局の大島副局長はミンスクで6日に記者会見し、チェ

ノレノブイリ被災地復興のための 3つのプロジェクトを明らかに

した。そのプロジェクトには、罷療サービスの改善、子供の健

康状態改善、農業振興による人々の収入増加といったことが盛

り込まれている。

02/04/22 毎日

京阪神のボランティア団体「チェルノブイリ・ヒバクシャ救援

関西Jは 21日、「繰り返さないでチェルノブイリ・事故 16年

の集いj を開いた。現地調査をもとに「子どもらが、体内に取

り込んだ放射能による内部被曝は現在も深刻j などと訴えた。

2/04/29 RFE/RL 

ミンスクで 26日、反対派の主催により、チェルノプイリ事故 16

周年を記念する集会が開かれ約 4000人が参加した。デモはミン

スク市当局により許可され、混乱はなかった。

02/04/29 RFE/RL 

ノレカシェンコ大統領は 26日、チェルノプイリの汚染地帯を訪問

し、 EU加盟の条件としてリトアニアが停止しようとしているイ

グナリ}ナ原発の購入を検討する用意がある、と述べた。「我々

の専門家は原発購入についていくつかのプランを私に提案して

いるJと大統領は述べた。

02/05/01 毎日

世界最初の原子力発電所として 1954年から 48年間にわたって

稼働してきたオブニンスク原発が4月 29日で運転を停止した。

今後、原子力博物館が建設される。向原発は、チェルノブイリ

原発のひな型となった。

02/05/01 原子力学会誌5月号

ロシアのノレミャンツェフ原子力相とウクライナのハイドワクエ

ネノレギー相は 2月下旬、ロシアによるウクライナの原発への燃

料供給を含む原子力議定書に署名した。ウクライナで運転中の

13基の!日ソ連製原発への新燃料供給と使用済み燃料の引き取り

が決められている。ロシア政府はまた、クライナで建設中のフ

メリニツキ 2号機とロブノ 4号機の完成プロジェクトに対し、

2002年中に 1億 5000万ドルを融資することを決めた。

02/05/03 RFE/RL 

ノレカシェンコ大統領は2日、モギリョフ州のセメント工場で、

ベラノレーシ・ロシアの協定により、国内のガスと電気料金が下

がるだろうと語った。先月ロシアは、ベラノレーシにガスと電力

をロシア園内料金で供給することに合意した。また大統領は、

ロシアのスモレンスク原発にベラノレーシの原発を建設すること

について、ロシア当局とまもなく協議をはじめる、と述べた。

02/05/17 RFE/RL 

クチマ大統領は 16日、チェノレノブイリ関連の経費が今年度の予

算に十分に盛り込まれていないとして内閣を批判した。 2002年

度予算では、 2億 2200万フリブナ (4100万ドル)が閉鎖された

チェルノブイリ原発の維持費用にあてられているが、実際に必

要な額の 60%にすぎない。

02/06/01 原子力学会誌6月号

ロシア下院は 3月 6日、海外の使用済み燃料の国内への持ち込

みについて、具体的に審査する特別委員会の設霞に関する法案

を可決した。委員会は 20名で、大統領が指名する 5名、下院議

員 5 名、上院議員 5 名、内閣メンバ~5 名。外国からの使用済

み燃料の商業再処理、中間貯蔵に関する法案は昨年7月に成立

している。

02/06/04 RFE/RL 

世界銀行は 5月 31日、チェルノブイリ事故による汚染地域の

被災者を救済するため 5000万ドルのローンをベラルーシに与え

ると発表した。世界銀行のミンスク代表 Kulikによると、資金

は汚染地域の農業や私企業に向けられる。

02/06/04 RFE/RL 

キエフ訪問中の Annan国連事務総長は 3日、チェルノプイリ事

故被災者への救援を支持し、「この悲劇に対しできる限りのこと

を行い、こうした事態を繰り返さない責任が我々にあるJ と語

った。

02/06/06 原産新聞

ベラノレ}シのノレカシェンコ大統領はこのほど、ロシアの新規原

子力発電所建設計画に参加したい、との意向を表明した。共同

建設の具体的なサイトとしてスモレンスク原発の名前を上げて

いる。

02/06/27 原産新聞

リトアニアは、 11日開かれた EU外相会議で、イグナリナ原発 2

号炉 (RBMK、150万kW)を2009年までに閉鎖することで原則合

意した。 1号炉 (RBMK、150万 kW)についてはすでに、 2005年

で閉鎖することで合意されている。同原発は、リトアニアの総

発電量の 8害IJを供給している。

02/07/01 原子力学会誌7月号

ウクライナ・燃料エネルギ}省のステインベノレグ次官は4月 25

日、チェルノブイリ 4号炉の新シェノレター計画 (SIP)がほぼ計

画通りに進んでおり、建設が開始できる状態になっていると語

った。ウクライナと G7は 1997年に SIP計画をまとめ、各国か

らの拠出によりチェノレノプイリ石棺基金 (CS F)が設立され、

EBRDが管理している。資金は、 7億 6800万ドルが必要と試算さ

れている。

02/07/18 原産新開

IAEAは9日、ブルガリアのコズロドイ原発 3、4号機 (VVE豆、

各 44万回)で6月下旬に実施した安全審査ミッションにおいて

「世界のほかの同時代の原子炉と同じレベノレまで安全性が改善
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されたj との評価結果を公表した。

02/08/01 原子力学会誌8月号

チェコのテメリン2号機 (VVER、100万kW)が5月 31日、初臨

界を達成した。 1号機 (VVER，100万 kW)は 2000年 10月に臨

界になっている。それぞれの営業運転は、 2003年、 2004年の予

定で、両機が運転されると、チェコの原子力発電シェアは 40%

になる。

02/08/01 原子力学会誌8月号

EUのフェアホイゲン拡大担当委員はこのほどブ、ノレガリアを訪問

し、コズロドイ 3、4号機の 2006年までの閉鎖を改めて求めた。

ブルガリアと EUは 1999年、ブルガリアの EU加盟の条件として

コズロドイ 1-4号機を閉鎖することで基本合意。 1，2号機に

ついては 2002年末までに閉鎖で合意したが、 3，4号機の閉鎖

時期については意見が分かれていた。 2001年のブルガリアの原

子力シェアは 44.6%だ、った。

02/08/01 原子力学会誌8月号

ロシア・ジェレズノゴノレスク (1日名クラスノヤノレスク 26)鉱山

化学コンピナ}トの第 2再処理工場 (RT-2)の運転開始が 2020

年になる見通しであると、ロシア原子力省 (MINATOM)関係者が

語った。現在、オゼノレスク(1日名チェヲャピンスク 65) で稼舗

中の第 1再処理工場 (RT-l)の処理能力は年開 400 トンだが、

実際の処理量は年開 150トン程度。 RT-2はVVER用の再処理工場

として 1984年に着工、資金難で建設が中断されていた。

02/08/01 原子力学会誌8月号

ロシア・ジェレズノゴ、ノレスク鉱山化学コンビナ]トは 5月、使

用済み燃料の乾式中間貯蔵施設の建設を 2003年に開始すること

を明らかにした。施設は処分容量 1万立方m程度のそジュ」ル

を段階的に設置する方式で建設され、最終的に 3万 3000立方m
の容量となる。コンピナ}トでは、容量 3000トンのプ}ノレ式の

貯蔵施設が操業している。

02/08/15 毎呂

世界最初の原発であるオブニンスク原発の運転に携わってきた、

物理エネルギ}研究所のズロド、ニコフ所長へのインタピ、ユ}。

あと数年は運転できるが閉鎖したのは、財政上の理由による。

外部に影響が出るような深刻な事故は一度もなかった。

02/09/01 原子力学会誌9月号

ロシア原子力省は、北極海ノバヤゼムリャ初等ユジーニ島に低

中レベノレ放射性廃棄物処分場を建設することを決定。ノノレウェ

}、スウェーデ‘ン、フィンランド各政府との間で合意に達した。

原子力潜水艦や砕氷船の運航や退役により発生し、現在はアル

ハンゲ、リスクとムノレマンスク地域に貯蔵されている放射性廃棄

物を埋設処分する。

02/09/01 原子力学会 9月号

米国・ロシア政府は 6月、ロシアから米国が購入する高濃縮ウ

ランの価格を市場ベ}スの変動制に変更することで合意した。

米国は 2013年までに合計で約 500トンの高濃縮ワランを受け取

り、発電燃料用に加工して使用し、計画全体で約 2万発相当の

核弾道が処理される。

02/09/26 原産新聞

日本とワクライナの外交樹立 10周年にあたり、書道展や相撲

大会など各種文化行事がキエフなどで関かれている。 2001年 11

月には、チェルノブイリ支援のため、キエフの国立小児病院に

7億 2900万円相当の医療機器が無償供与された。また今年5月

には、チェノレノプイリ原発職員再就職などの棺談センタ}が日

本政府による草の根資金協力で開設された。

02/10/01 原子力学会誌 10月号

ロシア原子力省は、ロシアがイランで建設中のブシエ}ノレ原発

1号機 (VVER、100万 kW)の使用済み燃料をロシアが引き取る

と正式に発表した。ブ、シェ〕ノレ1号機は、 1996年に建設開始し、

2005年に営業運転に入る見込み。

02/10/26 原産新開

リトアニア議会は 10日、イグナリナ原発2号機を 2009年に閉

鎖するよう明記された改訂版エネルギー戦略を承認、した。ただ

し、閉鎖にともない諸外国から十分な支援が得られなかった場

合、あるいは閉鎖によって国家経済が負担しきれない重持を負

うようなら閉鎖は見送られることも明記。

02/10/31 原産新聞

欧州復興開発銀行 (EBRD)のノレミエ}ノレ総裁は 18目、 1年近く

中断していたウクライナへの融資協議を近々再開する予定であ

ることを明らかにした。チェノレノブイリ原発閉鎖にともない

フメリニツキ 2号機とロブノ 4号機の完成資金として 2億 1500

万ドルの融資が検討されていたが、 EBRD側の融資条件をウクラ

イナが拒否して中断していたもの。

02/11/01 原子力学会誌 11丹号

ロシア、ブルガリア、ワクライナの 3国は 8丹、ブルガリアの

コズロドイ原発の使用読み燃料を、ウクライナ経由でロシアに

輸送する協定に諦印した。 2001年末、コズロドイ原発からの使

用済み燃料をロシアに輸送する際に不正が発覚し、それ以来輪

送は中断されていた。

02/07/17 RFE/RL 

ベラノレーシのゴメリチト!とブレスト外iで多数の林野火災が発生し

て放射隷レベルが上昇し、状況は 1986年のチェルノブイリ事故

以来最悪である。緊急事態省によると、少なくとも 30ヵ所の

ピ}ト火災、 11ヵ所の森林火災が発生している。

02/12/05 原産新開

ロシアのノレミャンツェフ原子力相はこのほど「来年にもカザフ、

キノレギス両国と共同でウラン生産事業を立ち上げるJことを明

らかにした。カザフで採掘したウラン鉱をキノレギスのカラ・パ

ノレチンスク施設で濃縮し、ロシアに輸送する計画。

02/12/05 原産新聞

ワクライナ議会は 11~ 22日、フメリニツキ原発 2号機とロプ

ノ原発4号機を完成させる計画に対するロシアの国家貸付保証

についての合意文書を承認した。ロシアは 2004年までに両炉の

完成に必要な機器や製品を提供し、 4400万ドノレをワクライナに

貸し付ける。

02/12/13 RFE/RL 

ベラノレ」シ政府は 12日、チェルノプイリ事故で汚染された4つ

の地区(ゴメリ州のブラ〕ギンとチェチェルスク、ブレスト州

のスト}リン、モギリョフ什iのスラブゴノレド)を来年リハビリ

する計画を発表した。計画には、 EC、山DP、世界銀行、フラ

ンス大使館などが協力する。

(槌田敦氏編集の全国原発情報 ('"'-'1995.8) と毎日新開切り抜きなどをまとめたものです。)
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ベラルーシ、ウクライナ、ロシアにおけるチェルノブイリ原発事故研究の

現状調査報告

(京大炉、原子力安全研究グループPl、原子力資料情報室2、チェルノブイリ子ども基金3)

O今中哲二、小出裕章、小林圭二、)11野異治、海老津徹1、渡辺美紀子2、平野進一郎3

1 .はじめに

1986年 4月 26日にチェルノブイリ原発事故が発生してからすでに 16年が経過した。この問、公的機

関の報告をはじめ無数の資料や論文が発表されるとともに、数多くの国際会議がチェルノブイリ事故に

ついて関かれてきた。私たち京大原子炉・原子力安全研究グループ。は、事故発生のニュースが流れた当

日からチェルノブイリ事故の全体像を把握すべく努力を続けてきた[ト3]0 しかしながら、事故から 16

年以上がすぎた現在でも、暴走から爆発に至る物理プロセス、事故直後の周辺地域の放射能汚染状況や

周辺住民の被曝状況など未だに解明されていない問題が多々残されている[4-6]0また、事故処理作業従

事者や汚染地域住民に対する長期的な健康影響については、今後の観察結果をまつ必要がある。

私たちは、平成 12'"'--14年度にかけて fベラルーシ、ウクライナ、ロシアにおけるチエルノブイリ原

発事故研究の現状調査j というテ一マで

エルノブイリ事故研究の現状調査を行つてきたO 本報告でで、は、これまで、に私たちが行ってきた調査の概

要とチェルノブイリ事故に関する興味深い知見をいくつか紹介する O

2.調査の概要

チェルノブイリ事故に関連して私たちが旧ソ連の研究者と交流をはじめたのは 1990年であった向。

1994年、 1996・1997年にはトヨタ財団からの研究助成をうけて共同研究を実施した[8-10]0今回の科研費

調査においては、これらの経験と人的コネクションを基に、以下の 2つの作業に取り組んだ。

+パート 1 (国外作業):ベラルーシ、ウクライナ、ロシアの各研究所を訪問し、チェルノブイリ事故

研究の現状や事故当時の活動について調査し、興味深い研究について特別レポートを依頼すること。

+パート 11 (国内作業):チェルノブイリ事故に関する文献の分析、重要な資料の翻訳、ニュース・資

料の整理やホームページによる情報発信など。

2-1. J~ート 1

2000年に 3回、 2001年に 2回の海外調査を行い以下の研究所を訪問した。

〉 ベラルーシ:原子力合同研究所、放射線生物学研究所、放射線医学内分泌学臨床研究所(以上、、

ンスク市)、森林学研究所(ゴメリ市)

》 ウクライナ:核研究所、放射線医学研究センター、サイバネティックス研究所(以上、キエフ市)、

学際科学技術センター fシェルターJ(チェルノブイリ市)

〉 ロシア:一般遺伝学研究所、エコロジー進化問題研究所(以上、モスクワ市)、医学放射能研究セ

ンター、農業放射能学生態学研究センター(以上、オブニンスク市)、全ロ緊急放射線医療センター

(サンクトベテルブルグ市)

これらの研究所訪問を通じて、被災 3カ国の研究者 20名に 22編の特別レポートの作成を依頼した。

これらのレポートに、今中の原稿 1つを加えて、 KUURl-KR・79レポート(本文 296ページ、英文)と

してまとめた[11]0表 1にその目次を示す。
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2寸.パートII(圏内作業〉

チェルノブイリ事故当時のソ連においてもっとも権力をもっていたのはソ連共産党で、あった。チェル

ノブイリ事故が発生すると、ソ連共産党中央委員会政治局のなかに「チェルノブイリ事故対策特別作業

班j が設置され、情報収集にあたるとともに事故対策に関する全般的方針が決定された。ソ連崩壊後の

1992年にその秘密議事録が暴露された[12]01986年 8月にソ連政府が lAEAに提出した事故報告書[13]

では、周辺住民の間に 1件の放射線障害もなかったとされ、公的機関の報告では現在もその見解が踏襲

されている。ところが、特別作業班の議事録には、多数の周辺住民に放射線障害のあったことが報告さ

れていた(表 2)。今回、この議事録の全訳作業を行った。その他、チェルノブイリ事故に関する最近

の論文などを基に、事故プロセスや放射能放出に関する独自の分析を実施した[4岨 6]0

表1 “RecentResearch Activities about the Chernobyl NPP Accident in Belarus， Ukraine and Russia" 

(KURRI-KR欄 71，July 2002) の目次.

タイトノレの日

l チェルノブイリ原発事故による放射能影響に関する最近のトピックス 今中哲二 (KUR)

2 チェルノブイリ型原発:その特徴と事故原因 M. MALKO (Belarus) 

3 チェルノブイリ原発事故の原因とシナリオ、ならびに敷地周辺への放射能 B. GoRBACHEV (Ukraine) 

放出

4 崩壊したチェルノブイリ 4号炉内の核燃料 V. PAVLOVYCH (Ukraine) 

5 チェルノブイリ原発周辺地域における放射能汚染の解析 A. GAYDAR他(Ukraine)

6 チェルノブイリ原発冷却池における放射能生態系の現状 o. NASVIT (Ukraine) 
7 ロシアの汚染地域におけるヨウ素 131汚染、甲状腺被曝量、甲状腺ガン V. STEPM冊子.ucO他侭ussia)

8 ウクライナ・ジトーミル州ステパニフカ村の食品放射能汚染:1992年と V. TYKHYY (Ukraine) 

2001年

9 ベラル…シ食品中のチェルノブイリ事故由来の放射性物質濃度

10 チェルノブイリ周辺における魚の放射能汚染の長期的観察

11 チェルノブイリ事故処理作業従事者の EPRによる被曝量評価

V. MATSKO他(Belarus)

I. RYABOV (Russia) 

V.Cm爪仏K(Ukraine) 

12 ロシアの放射能汚染地域住民の歯エナメノレEPR測定を用いた遡及的被曝量 A.lvANNIKOV他(Russia)

評価

13 ベラルーシの汚染地域住民に対する放射線リスクの評価 v. KNATKof患のelarus)

14 ヨウ素 131吸入によるベラルーシ汚染地域住民の甲状腺被曝量 V. KNATKO他(Belarus)

15 ロシア全国医学被曝登録に基づく疫学研究:チェルノブイリ事故処理作業 M. MAKSIOUTOV侭ussia)

者に観察されたガン影響と非ガン影響

16 チェルノブイリ事故によるウクライナ住民への底学的影響研究によって得 A. PRYSYAZHNYUK他

られた疫学的知見 ρkraine) 

17 チェルノブイリ事故によって胎内で急性被曝をうけた子供たちの知性と脳 A.NYAGU他ρkraine)

障害

18 チェルノブイリ事故に被災したベラルーシの子供たちの健康状態:事故か A.ARYNC前 N他のelarus)

ら16年

19 チェルノブイリ事故によるベラルーシでの甲状腺ガン M. MALKO (Belarus) 

20 放射線被爆事故によるヒトリンパ球染色体異常の解析 G. SNIGIRYOVA他(Russia)

21 チェルノブイリ事故処理作業者における染色体異常の追跡調査 N. SLOZINA他侭ussia)

22 チェルノブイリ原発 30km菌無人ゾーン居住者の車液リンパ球染色体異常 L. BEZDRO問、~A他(Ukraine)

23 事故後の数年においてチェルノブイリ地域で観察された農作物に対する放 S. GERAS阻 N他侭ussia)

射線の細胞遺伝学的影響
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5丹20日:この4日間に病院に収容したのは716人.放射線障害は，子供7人を含め， 211人.重症は28人で，こ

れまでに17入が死亡.

5月22日ヲ 5月26日: 記載なし.

5月28日:入院中5172人で，放射線障害は182人(うち幼児 1人).この 1週間で 1人死亡.これまでの死亡者は

22人. (そのほか事故時の死者2名). 

6月2日:入院中3669人で，放射線障害の診断171人.重症23人でこれまでの死亡者24人.23人がいまだに重症.

6月4日 6月9日:記載なし

6月12日:入院中2494人で，放射線障害の診断189人.これまでの死亡者24人.

6丹20日 6月251=1， 7月2日 7月7日 7月101=1， 7月23日，

7月31日 8月13日 8月22日 9丹5日 9月19日， 10月17日，

11月15日， 1987年 1月4日， 3月16日， 7月13日， 1998年 1月6日:記載なし.

-事故対策特別作業斑の会合は40回開かれており，その日付はすべて表に示した.

・死者や重症者の人数は，原発職員と消防士について知られている人数とほぼ一致している.

第 37@ )j(ffs大学原子炉完務所学紛ま演会 (2003.1.29-30)

表2 ソ連共産党チェルノブイリ事故対策特別作業班の議事録に記載されていた被災者に関する記述.

5月5日:病院収容者は2757人に達し，うち子供569人.914人に放射線障害の症状が認められ， 18人がきわめて、

重症で， 32人が重症.

5月6日 5丹6日9時の段階で病院収容者は3454人に達する.うち入院治療中は2609人で，幼児471人を含む.

確かなデータによると，放射線障害は367人で，うち子供19人.34人が重症.モスクワ第6病院では，

179人が入院治療中で，幼児2人が含まれる.

5月 7日:この 1日で病院収容者1821人を追加.入院治療中は 7日10時現在，幼児1351人を含め4301人.放射

線障害と診断されたもの520人，ただし内務省関係者を含む.重症は34人.

5丹8日:この 11=1で，子供730人を含む2245人を追加収容.1131人が退院.病院収容中は5415人，うち子供1928

人. 315人に対し放射線障害の診断.

5月10日:この 2日間で子供2630人を含む4019人を病院に収容. 739人退院. 8695人が入院中で， うち放射線障

害の診断は，子供26人を含め238人.

5月11日:この 1日で， 495人を病院に収容し1017人が退院.8137人が入院中で，放射線障害の診断はうち264人.

37人が重症.この 1日で 2人死亡.これまでの死亡者数は 7人.

5月12日:ここ数日間で，病院収容2703人追加，これらは主にベラルーシ.678人退院.入院治療中は 1万198人，

うち345人に放射線障害の症状あり，子供はお人.事故発生以来8人が死亡.重症は35人.

5月13日:この 1日で443人病院収容.908人が退院.入院中は9733人で，うち子供4200人.放射線障害の診断は，

子供37人を含む299人.

5月14自:この 1日で， 1059人を病院に追加収容し， 1200人が退続.放射線障害の診断は203人にまで減少.う

ち， 32人が重症.この 11=1に 3人死亡.

5丹16日:入院中は，子供3410人を含め7858人.放射線障害の診断は201人. 15日に 2人死亡し，これまでの死
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3. 空っぽだった4号炉炉I~\とウラン燃料の行方

事故で崩壊した4号炉は 1986年秋、突貫工事によって建設されたコンクリート構造物「石棺Jで覆

われた。事故から 2年たった 1988年、炉心キャピティの外側から炉心へ向けてボーリングが行われテ

レビカメラが挿入された。炉心には、崩れた炉心構造物や火災消火のためにヘリコプターから投下され

た物資がぎ、っしり詰まっているはずであったが、テレビに写ったものは、ほとんどガランドワになって

いる炉心だ、った。その後の調査[14，15]をふまえて作成した炉心のスケッチを図 1に示す。圧力チャンネ

ノレ管や制御棒チャンネル管が貫通し重さ 2500 トンもあった上部構造板は、ほぼ垂直になって炉心キャ

ピティに引っかかり、チャンネル管が引きちぎれて垂れ下がっている。下部構造板は、炉心直下の配管

室を押しつぶすように 4mほど下がり、その4分の 1が溶けてしまっている。注目されるのは、炉心キ

ヤゼティに大きなコンクリート板が落ち込んでいることである(10X5X1.4mと5X2X2mの2枚〉。

これらのコンクリート板は、気水分離タンク室の獲ノミネルで、あった。また、上部構造板と炉心キャピテ

イの聞にもコンクリート板がはさまっている。これらのことは、事故時に上部構造板が中央ホール空間

に飛び上がり、それも一定時関空中にあったことを示している。

チェルノブイリ 4号炉には、 190トンのウラン燃料が装荷されていた。石棺の安全性にとって最も危

慎されるのは、残った核燃料での再臨界である。炉心調査と平行して石棺内各区画の状況調査が行われ

てきた[16]。炉心にあった核燃料は、炉心構造物と反応して溶融し、「溶岩状物質Jとなって炉心下部の

区画に流れ出していた。図 1の灰色部分は、溶岩状物質の主な存在場所を示している。さまざまな場所

の溶岩状物質サンブ。ルが採取され、その成分と放射能量が測定されている。その分析結果によると、溶

岩状物質は、核燃料がジルカ口イやステンレスといった炉心構造材、遮蔽材に使われていた砂(蛇紋岩)、

コンクリートなどと反応したできたもので、ウラン燃料の平均含有率は約 7%で、あった[17]0

溶岩状物質に含まれているウランの量は、自視や発熱量測定などによって約 120トン (65"-'165トン)

と推定されている[16]0溶岩状物質以外

のウラン燃料の分布について、

Pavlovychは、石棺内にチリとして飛び

散ったのが約 30トン(かなり不確か)、

上部炉心構造板に垂れ下がっている圧

力チャンネル管に残っているのが 10"-'

30 トンで、その他、中央ホールのガレ

キの下にかなりの核燃料が埋まってい

るであろうと推定している[18]0こうし

た評価に基づいておおざっぱに言えば、

ウラン燃料の約 6部(推定範囲は4割 ~

8割)が溶岩状物質となり、残りが中央

ホールのガレキの下になったり、チリに

なったりして飛び、散ったことになる。

再臨界の可能性についてPavlovychは、

最も危険と思われる炉心直下区画の溶

岩状物質について、さまざまなケースを

159-

流れ出した

溶岩状物質

気瀧縮プール 司、ι
への寵管 ー

崩壊した炉i白の模式図
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表3 主要な核穫の放出量推定値.

炉内量… 放出量， MCi判 oは炉内量に対する%

核種 半減期 MCi ソ連政府報告 瀬尾[20] 今中[8] ウクライナ報告 Borovoi 
{10] (1986) (1988) (1994) [21] (1996) [19] (2001) 

31
1 8.05 d 36.5 7.3 (20) 25.4 (70) (49) (50・60) (50剛 60)

137CS 30.2 Y 7.7 1.0 (13) 4.35 (57) (31) (20-40) (33土10)

95Zr 64 d 119 3.8 (3.2) 5.60 (4.η(5.0) (3.5) 

90Sr 28 Y 5.5 0.23 (4.0) 0.53 (9.6) ・ (4酬 6)

* 1986年ソ連政府報告の値**放射能量はすべて 1986年5月 6日換算値.

想定してモデル計算をしている[18]0その結果、溶岩状物質に 40%の水が含まれるといった非常に極端

な条件以外では臨界には至らないとしづ結果が得られている。

4.放出放射能量

どれだけの放射能が環境中に放出されたかは、原子力事故の規模を決定する基本的なファクタ}であ

る。 1986年のソ連政府報告書では、希ガス 5000万 Ci、希ガス以外 5000万 Ci、合計 1億 Ciの放射能が

放出されたとしている。しかし、この値は過小評価で、あると指摘されている。最近になって、石棺内の

状況や「溶岩状物質Jの組成分析を基に、残留している放射能量に基づく放出放射能量の評価が試みら

れている。Borovoiら[19]は、サンフツレ中の137CSと1291の測定に基づき、溶岩物質からは137CSのうち60%、

放射性ヨウ素については 100%が放出され、炉心外に吹き飛ばされた燃料片には 137CSの全量と 1291の

25-37%が残っていた、と報告している。表3は、主要な核種についての放出量評価値をいくつか比べた

ものである。おおざっぱに言えば、放射性ヨウ素の 50.-...-60%、放射性セシウムの 30'-"'-50%、不揮発性

核種の約 5%>が放出されたと言えよう。事故時の放射能量にすると、1311で40'-"'-50MCi、137CSで2.-...-4MCi、

90Srで 0.3MCiが放出されたことになる。

5.事故直後の周辺放射線量

あったから、図 2のデータの方が約6

倍大きな放射線量を示している
1986年 6月 1日、mR/h[22]. 
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6.おわりに

チェルノブイリ原発事故としづ原子力災害のなによりの特徴は、広大な面積の放射能汚染とそれにと

もなう大規模な住民避難・移住であろう。移住の対象となる地域 (137CSの土壌汚染密度 555kBq/m2以

上)の面積は、被災 3カ国合わせて 1万 km
2
余りに達している。これまでに避難・移住を余儀なくされ

た人々の数は、事故産後に 30km圏から強制避難させられた 11.6万人を含め、約 35万人と推定されて

いる。チェルノブイリ原発周辺無人ゾーンの面積は 3700km2にも達しており、大阪府 (1800km2) の 2

倍の面積から地域社会が丸ごと消滅してしまった。私たちはこの 16年間、チェルノブイリ事故がどの

ような事故であったのか解明しようと努力してきたつもりであるが、私たちが明らかにできることは、

事故が局辺の人々にもたらした厄災のほんの一部でしかないことを痛感している。
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